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令 和 ４ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和４年６月６日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和４年度市政執行方針、教育行政執

行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市特別職の非常勤職

員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市ピヤシリスキー場

条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第７ 議案第４号 財産の取得について

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市一般会計

補正予算（第１２号））

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号））

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市立大学特

別会計補正予算（第３号））

日程第11 議案第８号 令和４年度名寄市一般会

計補正予算（第３号）

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第９号 令和４年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

追加日程第２ 議案第１０号 令和４年度名寄市

介護保険特別会計補正予算（第２

号）

追加日程第３ 議案第１１号 令和４年度名寄市

食肉センター事業特別会計補正予

算（第１号）

追加日程第４ 議案第１２号 令和４年度名寄市

水道事業会計補正予算（第１号）

日程第12 報告第１号 令和３年度名寄市一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて

日程第13 報告第２号 令和３年度名寄市一般会

計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて

日程第14 報告第３号 令和３年度名寄市病院事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第15 報告第４号 令和３年度名寄市水道事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第16 報告第５号 債権放棄の状況報告につ

いて

日程第17 報告第６号 公害の現況に関する報告

について

日程第18 報告第７号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第19 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 令和４年度市政執行方針、教育行政執

行方針

日程第４ 議案第１号 名寄市特別職の非常勤職

員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

日程第５ 議案第２号 名寄市ピヤシリスキー場

条例の一部改正について

日程第６ 議案第３号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について
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日程第７ 議案第４号 財産の取得について

日程第８ 議案第５号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市一般会計

補正予算（第１２号））

日程第９ 議案第６号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号））

日程第10 議案第７号 専決処分した事件の承認

について（令和３年度名寄市立大学特

別会計補正予算（第３号））

日程第11 議案第８号 令和４年度名寄市一般会

計補正予算（第３号）

追加日程第１ 議案第９号 令和４年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

追加日程第２ 議案第１０号 令和４年度名寄市

介護保険特別会計補正予算（第２

号）

追加日程第３ 議案第１１号 令和４年度名寄市

食肉センター事業特別会計補正予

算（第１号）

追加日程第４ 議案第１２号 令和４年度名寄市

水道事業会計補正予算（第１号）

日程第12 報告第１号 令和３年度名寄市一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて

日程第13 報告第２号 令和３年度名寄市一般会

計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて

日程第14 報告第３号 令和３年度名寄市病院事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第15 報告第４号 令和３年度名寄市水道事

業会計予算繰越計算書の報告について

日程第16 報告第５号 債権放棄の状況報告につ

いて

日程第17 報告第６号 公害の現況に関する報告

について

日程第18 報告第７号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第19 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君
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健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和４年

第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２３日まで

の１８日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

３日までの１８日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより令

和４年度市政執行方針・教育行政執行方針を行い

ます。

初めに、令和４年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。

令和４年第２回名寄市議会定例会の開会にあた

り、市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、

議員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力

をいただきたいと思います。

私は、このたびの選挙で無投票という結果で引

き続き市政を担わせていただくこととなりました。

市長就任以来、民間出身としての視点や発想、

これまでの人脈、その行動力を活かしたトップセ

ールスと市民との協働により、先人が培った歴史

や文化、財産を磨きつないでいく思いを胸に、市

内外への情報発信に努めるとともに、市民の満足

度の向上、明るく元気なまちづくりに向けて、全

力を傾けてまいりました。

今後においても、総合計画を政策の基本としな

がら、対話を重視し市民全体が主体のまちづくり

を進めてまいります。

さて、我が国において、総務省より示された令

和４年度地方財政計画では、新型コロナウイルス

感染症の影響による厳しい状況が徐々に緩和され、

持ち直しの動きがみられる景気の動向などもあり、

地方交付税において、出口ベースで前年度比プラ

ス３．５パーセント、６，１５３億円の増加とな

るなど、地方の一般財源総額が確保されたところ

ですが、原材料価格の上昇や金融市場の変動、供

給面での制約等のリスクが表面化してきたことか

ら、地方自治体の財政は、今後も厳しい状況が続

くものと想定されるところです。

このような情勢のもと、健全な財政運営を基調

に、総合計画の基本目標である「市民と行政との

協働によるまちづくり」「市民みんなが安心して

健やかに暮らせるまちづくり」「自然と調和した

環境にやさしく快適で安全安心なまちづくり」

「地域の特性を活かしたにぎわいと活力のあるま

ちづくり」「生きる力と豊かな文化を育むまちづ

くり」を基本とし、効率的、効果的な市政運営に

努め、周辺自治体や関係機関との連携、民間と行

政との連携、学校と地域との連携を強化し、ポス

トコロナを見据えたまちづくりを推進してまいり

ますので、一層の御理解と御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

次に、令和４年度の予算編成について申し上げ

ます。

本市の令和４年度各会計予算は、４月に市長選

挙を控えていたことから骨格予算として、総合計

画の将来像の実現に向けて、継続事業を中心とし

た様々な施策や事業を盛り込み、編成しました。

令和４年６月６日（月曜日）第２回６月定例会・第１号
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一般会計の予算総額は、本定例会に提案予定の

補正予算を加え、２４０億２，５６０万７，００

０円となりました。

主な事業では、自治体手続オンライン化基盤整

備事業、外国人材受入体制整備事業、人材育成確

保事業、商店街等活性化関連補助金、林業機械等

導入促進事業、名寄中学校整備事業などを計上し

ました。

なお、補正予算の財源として、公共施設整備基

金を５，９８７万３，００００円繰り入れすると

ともに、財政調整基金を６，８５８万円繰り入れ

し、収支の調整を図りました。

引き続き、限られた財源を有効活用し、行財政

改革に取り組むとともに、財政規律を遵守し、健

全な財政運営に努めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりを推進するため、まちづ

くりの理念や基本ルールを示した「名寄市自治基

本条例」に基づき、市民と行政との情報共有など

を通じた、協働のまちづくりを進めてまいります。

また、市民参加制度の一つである「名寄市パブ

リック・コメント手続条例」に基づき、市民・議

会・行政が連携・協力しながら「市民主体のまち

づくり」を推進してまいります。

次に、名寄市総合計画（第２次）後期計画策定

について申し上げます。

後期計画の策定に当たっては、学識経験者や市

内関係団体の代表者、公募委員など市民で構成す

る名寄市総合計画審議会に対して、４月２５日に

諮問を行い、審議を重ねていただいているところ

です。

引き続き、この審議会での議論に加え、コロナ

禍において制約されてきた市民対話・参加の機会

を設け、広く市民の声を取り入れながら、基本構

想で掲げた理念のもと将来像の実現に向け、計画

の策定を進めてまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

「名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

着実な推進に向け、地方創生関係交付金を活用し

たプロジェクトを推進してまいりました。

引き続き、民間資金も活用した事業を積極的に

展開していくため、本市にゆかりのある企業や本

市のプロジェクトに関心を示す企業に対してトッ

プセールスを行うなど、企業版ふるさと納税の活

用拡大に努め、地方創生のさらなる取組の充実・

深化を図ってまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

「協働のまちづくり」のための最も基本的な組

織である町内会については、継続した財政的支援

のほか、町内会の課題解決アドバイス事業を実施

して、未加入世帯の増加や役員の担い手不足など

の課題解決に向けて取り組んでまいります。また、

地域から要望のあった老朽化した町内会館解体へ

の支援策を講じてまいります。

さらに、小学校区域を基本に組織され、町内会

の枠を超えた活動や地域課題の解決などを目的と

する地域連絡協議会については、地域連絡協議会

代表者会議などによる情報共有により、地域の特

性を生かしたまちづくりを推進してまいります。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

多様な媒体を活用した行政情報の発信及び本市

のプロモーションについて、庁内連携を深めるな

ど、より効果的な発信となるよう努めるとともに、

本市の認知度向上や郷土愛の醸成にもつながるよ

う、ＳＮＳを活用した魅力発信に取り組んでまい

ります。

次に、人権尊重と男女共同参画社会の形成につ

いて申し上げます。

市民一人ひとりが人権に配慮した行動をとるこ

とができるよう、引き続き、人権擁護委員協議会

や関係機関との連携による啓発と相談事業を進め

てまいります。

男女共同参画については、令和５年度からスタ

ートする「第３次名寄市男女共同参画推進計画」
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の策定に向け、男女共同参画推進委員会をはじめ、

市民の皆様の御意見を伺いながら検討を進めてま

いります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

市民サービスの向上や行政運営の効率化を図る

ため、本年度、市役所業務全体を可視化する調査

を実施し、デジタル技術を活用した業務改善（Ｂ

ＰＲ）を行ってまいります。

また、名寄市版のＤＸ推進計画を策定し、国が

示す標準化システムへの移行や行政手続オンライ

ン化などのほか、関係機関や関係団体との連携に

より、地域通貨事業の検討や高齢者向けスマホ教

室の開催など地域におけるＤＸを推進し、「誰ひ

とり取り残されない、人に優しいデジタル化」に

取り組んでまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国内交流については、人的交流や特産品販売な

ど様々な事業を通じて、山形県鶴岡市、東京都杉

並区との交流をさらに推進してまいります。

ふるさと会については、活動の充実が図られる

よう各会の取組や新規会員の入会などへの支援を

行ってまいります。

国際交流については、姉妹都市カナダ国カワー

サレイクス市リンゼイとの友好の絆がさらに深ま

るよう、オンライン交流をはじめとする様々な交

流活動を支援してまいります。

また、台湾との交流については、中学生の派遣

や農業青年の派遣・受入、教育旅行や台湾国立中

山大学などの受入のほか、動画配信やＷｅｂ会議

システムなどＩＣＴを活用した交流等により、国

際感覚豊かな青少年の育成や交流人口の拡大に努

めてまいります。

なお、友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との

交流については、ウクライナをめぐる現下の国際

情勢と名寄・ドーリンスク友好委員会の意向を尊

重し、やむなく暫くの間、休止といたします。

次に、移住の推進について申し上げます。

名寄市移住促進協議会を中心に、移住体験ツア

ーの受入やターゲットを絞ったイベントの実施、

様々な媒体を活用した情報発信に努め、移住及び

関係人口の創出・拡大に取り組んでまいります。

また、地域おこし協力隊制度活用による移住・

定住コーディネーターの配置を目指し、名寄の魅

力発信や移住前後の幅広いサポートの充実に向け

て進めるほか、東京圏からのＵＩＪターンの促進

及び地方の担い手不足対策を目的とした移住支援

事業についても、引き続き国・道と連携し取り組

んでまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

本市は定住自立圏構想に基づく北・北海道中央

圏域の中心市として、医療・福祉・産業振興など

の分野に加え、新たに防災・物流網効率化の推進

など連携事業を推進してきたところです。

引き続き広域連携事業の研究などを進めるとと

もに、構成市町村との連携を強化し、定住自立圏

共生ビジョンの着実な推進を図ってまいります。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

平成２９年４月に策定した「第２次・名寄市行

財政改革推進計画」及び本計画を具体化する前期

実施計画に基づき、効率的な行政運営に取り組ん

でまいりました。今後も本計画に基づき、行政手

続のオンライン化など時代に即した行政財政改革

に取り組んでまいります。

また、多種多様化する行政需要に対応するため、

職員の持つ可能性や能力を最大限引き出すことが

できる効果的な人材育成手法を研究し、市民サー

ビスの向上と効率的な行政運営の両立に努めてま

いります。

次に、恒久平和に向けた取組について申し上げ

ます。

本市においては「非核平和都市宣言」の趣旨に

のっとり、これまで平和首長会議や日本非核宣言

自治体協議会への加盟をはじめ、各種事業の実施

や民間団体などが行う事業との連携を図ってまい

りました。

また、これまで取り組んできた事業の内容や資



－7－

令和４年６月６日（月曜日）第２回６月定例会・第１号

料等をホームページに掲載するなど積極的な情報

発信を行ってきたほか、本年３月からはウクライ

ナ人道危機救援金の募集を行うなど、人類共通の

願いである戦争のない世界平和を求め、平和の尊

さを市民と共有してきました。

今後も、核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市

民共通の願いとして、様々な平和推進事業に取り

組んでまいります。

次に、自衛隊の体制維持・強化の推進について

申し上げます。

本市に所在する陸上自衛隊名寄駐屯地の拡充や

自衛隊員の増強については、北海道自衛隊駐屯地

等連絡協議会や名寄駐屯地増強促進期成会などと

連携し、各種の要望を行ってきたところです。

特に、本年中には、国家安全保障戦略、防衛計

画の大綱及び中期防衛力整備計画の見直しが行わ

れる予定であることから、これまで以上に関係機

関との連携を図り、名寄駐屯地の役割や必要性、

自衛隊との共存共栄によるまちづくりの推進など、

国の動向を注視しながら、自衛隊の体制維持・強

化の推進に努めてまいります。

また、本市における自衛隊の活動を応援する名

寄市自衛隊後援会などについても引き続き支援し

てまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

健康づくりの推進については、名寄市健康増進

計画「健康なよろ２１（第２次）」の目標達成に

向け、特定健診や各種がん検診の受診率向上を図

り、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、

乳幼児期から高齢期まで生涯を通じた健康づくり

を推進してまいります。

母子保健対策の推進については、子育て世代包

括支援センター事業を中心に、子どもが健やかに

生まれ育ち、安心して子育てができるよう、妊娠

・出産期からの切れ目ない支援体制の拡充を進め

てまいります。

感染症対策の推進については、新型コロナウイ

ルスワクチン接種について、市内医療機関などと

連携のもと、希望される方への接種を進めていま

す。今後も、４回目接種の実施に向け適切な体制

の整備に努めてまいります。

また、予防接種や感染症予防に関する正しい知

識の普及啓発を図るとともに、国・道の動向を注

視し、迅速な対応に努めてまいります。

次に、地域医療の充実について申し上げます。

病院事業については、北海道医療計画に定める

地域医療構想に沿って、主に市立総合病院では救

急及び急性期医療、東病院では慢性期医療を担い、

市民はもとより圏域の住民が住み慣れた地域で安

心して適切な医療が受けられるよう、引き続き新

型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、

診療体制の維持と経営基盤の安定に努めてまいり

ます。

市立総合病院については、救急や周産期・小児

医療機能を維持するほか、手術室の増改修事業の

着工、ウィズコロナ時代に対応した医療提供体制

の構築、関連医療機関等との連携システムの拡大

など、一層の体制強化に取り組んでまいります。

併せて、診療報酬改定への対応による増収策と

ベンチマークを活用した経費節減策などに努める

一方、医師をはじめとした医療従事者の働き方改

革の制度化を順次進めてまいります。

東病院については、指定管理者と連携を図りな

がら、より効率的な経営に努めるとともに、老朽

化した施設・設備への対応について検討を進めて

まいります。

総務省が本年３月２９日に公表した「持続可能

な地域医療提供体制を確保するための公立病院経

営強化ガイドライン」への対応については、従来

の「新名寄市病院事業改革プラン」の点検・評価

を行ったうえで、プラン策定に取り組みます。

医療圏域内の各医療機関のあり方もさらに変化

していくことが予測されるため、地域医療連携推

進法人「上川北部医療連携推進機構」による事業

推進を強化しつつ、必要な医療スタッフの充実に

努め、求められる医療提供体制の実現を目指して
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まいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

昨年１２月にオープンしたこどもの遊び場「に

こにこらんど」については、小学生向けの新たな

遊具を増設するなど利用者の声を反映しながら、

気軽に利用していただける施設となるよう委託事

業者と連携を図り運営してまいります。

認定こども園等の整備については、本年度は駐

車場の整備、隣接する公園の改修及び本体工事に

も着手することから、周知を図りながら、令和５

年度中のオープンに向けて取り組んでまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

本年度は「第３期名寄市地域福祉計画」の初年

度にあたり、計画に基づき、子ども、高齢者、障

がい者など、すべての市民が安心して健やかに暮

らしていくことができる「自立と共生」の地域社

会づくりを進めてまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

高齢者福祉の充実については「名寄市第８期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画」に基

づき事業を推進するとともに、高齢者の方々が可

能な限り、住み慣れた地域において自分らしい生

活を続けることができるよう、地域包括ケアシス

テムの深化・推進に努めてまいります。

健康づくりと介護予防の推進については、要支

援者等に対する効果的かつ効率的な支援を行うた

め、地域の健康課題を把握しながらフレイル予防

の普及啓発活動や健康教育・相談、生活機能向上

に向けた支援等を関係機関と連携して取り組んで

まいります。

認知症施策の推進については、地域や職域にお

いて認知症の人と家族を支えるサポーターの養成

に向けた講座を引き続き実施するとともに、「認

知症カフェ」などを通じ広く市民全体が認知症に

ついて理解を深めることができるよう努めてまい

ります。

継続的な課題である介護職員の確保・業務の効

率化については、介護職員初任者研修及び実務者

研修受講費用の助成、資格保持者に対する就職支

度金の助成を継続し、介護現場におけるＩＣＴの

活用をはじめとした業務効率化や介護人材として

の外国人の受け入れを始めるなど、介護職員の定

着・確保に向けた対策事業に取り組んでまいりま

す。

災害対策については、災害の発生に備え、介護

事業所等における防災資機材や食料などの備蓄品

についての確認を行うなど、連携した防災への普

及・啓発に努めてまいります。

感染症対策については、引き続き予防接種の実

施と接種勧奨に努めるとともに、介護事業所等に

対する感染症に関する知識の向上と感染症対策を

徹底してまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を営

むことのできる「自立と共生の地域社会づくり」

を目指し、「第６期名寄市障がい福祉実施計画」

に基づき、円滑な福祉サービスの提供に努めてま

いります。

基幹相談支援センターについては、様々な障が

いに関する相談を受け、障がい福祉施設と連携を

図りながら、子どもから大人まで継続したサービ

スの利用が受けられるよう、支援体制の維持に努

めてまいります。

また、障がい者の高齢化・重度化や親亡き後も

見据え、障がい児や障がい者が、住み慣れた地域

で安心して暮らしていくことができるよう、定住

自立圏共生ビジョンにおいて広域利用を推進して

いる「地域生活支援拠点等」の仕組みを活用し、

様々な支援を切れ目なく提供してまいります。

次に、国民健康保険について申し上げます。

現在、北海道とともに国保の財政運営を担って

いますが、現行の保険税率では、来年度以降、北

海道が示す納付金に必要な保険税収が賄えないほ

か、基金の活用についても難しい状況となってい

ます。
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このため、加入者の負担に十分に配慮した適正

な税率設定について、国保財政の見通しや運営協

議会の意見などを踏まえながら、本年度中に検証

してまいります。

次に、環境との共生について申し上げます。

深刻さを増す地球温暖化問題に対応するため、

市民への啓発とともに、公共施設の省エネルギー

化を推進するなど、ＣＯ２削減に向けた取組を進

めてまいります。

霊園、墓地、火葬場などの施設については、利

用される方が安らぎを感じる環境空間となるよう

努めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

循環型社会の形成に向け、再生資源集団回収事

業をはじめ、段ボールコンポストの普及、適正な

分別方法の周知啓発、古着・廃食用油・使用済み

小型家電の再資源化などの取組を進めてまいりま

す。

さらには、環境衛生推進員協議会との協働によ

る清掃週間や分別指導のほか、安全・安心で効率

的な収集・処理事業を推進してまいります。

また、名寄地区衛生施設事務組合における次期

一般廃棄物中間処理施設整備については、本年度

から２カ年にわたり、旧清掃センターの解体工事

が行われるため、本市におきましても引き続き、

地域や構成市町村と連携し、事業推進に努めてま

いります。

次に、消防について申し上げます。

近年、自然災害が全国各地で頻繁に発生してお

り、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない

状況下において、消防に向けられる市民の期待は

より一層高まっています。

このことから、「市民が安全・安心を実感でき

るまちづくり」の実現に向け、消防力の強化と組

織体制の充実を図るため、救急車両の更新と、複

雑多様化する救急需要に対応可能な救急資機材の

導入に取り組んでまいります。

救急・救助体制については、質の高い救急、救

助技術を提供するために、北海道消防学校への研

修派遣や、指導的救命士を中心に救急救命士や救

急隊員の知識と技術の習得・成熟に務め、医療機

関と連携し充実した体制を構築してまいります。

また、地域防災力の中核となる消防団の加入促

進を図り、各種研修、訓練を通じて、人材の確保

と育成に努めてまいります。

住宅防火安全対策については、人的被害の軽減

を目的に、住宅用火災警報器の設置率向上と維持

管理について、積極的な広報活動を展開し、地域

全体の防火意識の高揚を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

近年、激化する自然災害に対する防災対策につ

いては、「減災」の考え方に基づき、国の「水防

災意識社会再構築ビジョン」に基づく取組ととも

に、関係機関と連携した防災・減災活動を推進し

てまいります。

さらに、自助及び地域の共助力向上を柱とした

取組から、市民の防災意識の高揚を図り、自主防

災組織の設立や活動支援及び防災リーダーの育成

に努め、防災資機材や食料などの備蓄品について、

計画的な整備を進めてまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

本市における交通事故件数は減少傾向にありま

すが、引き続き、関係機関や団体との連携による

事故根絶に向けた取組を実践してまいります。

また、幼児や児童、高齢者を対象とした交通安

全教室への参加促進、夜光反射材の配布など、事

故被害防止に向けた周知啓発活動に取り組んでま

いります。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な地域づくりを目指し、

市民や関係機関・団体と犯罪防止に関する情報の

共有を図り、防犯対策の強化や防犯意識の高揚を

図ります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

「悪質商法」や「架空請求詐欺」などの消費者

被害の防止に向け、引き続き積極的な啓発活動を
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行い、相談員の資質向上に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、「名寄市公営住宅

等長寿命化計画」に基づき、瑞生団地では建替工

事を、栄町５５団地では住宅の居住性向上や長寿

命化工事をそれぞれ実施し、そのほか既存団地の

住宅設備などでは、計画的な修繕により居住環境

の維持に努め、安全・安心な市営住宅を供給して

まいります。

民間住宅の整備については、木造住宅の耐震化

支援として、耐震診断及び耐震改修費用の一部を

助成し、地震に対する安全性の向上を図ってまい

ります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園については、市民の憩いの場として大

きな役割を担っている名寄公園、浅江島公園、大

学公園及び風連西町公園について、遊具以外の公

園設備の老朽化が進んでいることから、昨年度実

施したアンケート結果を踏まえた具体的な整備内

容を計画し、魅力ある安全・安心な公園整備に努

めてまいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安全・安心な水道水を安定供給するために、老

朽管更新事業として１路線を更新し、併せて給水

区域内の漏水調査を継続するほか、浄水場設備の

更新を実施してまいります。

また、配水管網整備事業として２路線を整備し、

第２期拡張事業については、計画に沿って自衛隊

地区への配水管整備を進めてまいります。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

下水道事業については、公共下水道ストックマ

ネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新

を引き続き進めてまいります。

個別排水事業については、農村部における快適

な生活環境向上のため、合併浄化槽１０基の設置

工事を予定しています。

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線については、豊栄西１２条仲通をはじ

め北３丁目通及び南１０丁目右仲通の３路線の整

備と、凍上による道路の損傷や凹凸が著しい南１

丁目通の再整備を行います。

新規路線については、都市構造再編集中支援事

業補助金により、西７条通の２及び西３条仲通の

２路線の改良舗装工事に加えて、舗装路面の老朽

化が進む幹線道路の２次改築として、風連東５号

線の舗装改築工事に着手し、安全で円滑な交通網

の確保に努めてまいります。

橋梁については、名寄市橋梁長寿命化修繕計画

に基づき、令和１２年度までに計画している３９

橋のうち、「八千代橋」を含む２橋の修繕工事の

ほか、実施設計及び近接目視点検を行い、利用者

の安全・安心の確保と快適な道路サービスの提供

に努めてまいります。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長約４

３５キロメートル、排雪延長約１５０キロメート

ルで、幹線道路の複数回排雪や積上げ除雪、交差

点におけるカット排雪を実施し、冬季の安全・安

心な道路空間や生活空間の確保に努めてまいりま

す。

また、除排雪専用システムの導入に向け、本年

度は実証実験を行い、除雪車両の位置情報や危険

箇所などの最新情報を把握し、オペレーター、事

業者、市が共有することにより、ミスの防止、作

業の効率化など市民サービスの向上に努めてまい

ります。

除排雪助成事業については、除排雪業務の担い

手育成・確保に対する支援や排雪ダンプ助成事業、

市道及び私道除排雪助成事業など、関係機関と連

携を図りながら、引き続き満足度が高まるよう、

市民との協働による除排雪事業を進めてまいりま

す。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、国において、ＪＲ北海道への

支援が継続されており、道内においては、令和３
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年度から５年度までを計画期間とする第２次アク

ションプランに基づき、宗谷線を維持・活性化す

るための取組が進められています。

今後も、持続的な鉄道網の確立に向け、北海道

や各沿線自治体とも連携を密にし、宗谷本線活性

化協議会として取組を継続してまいります。

また、３月に開設された宗谷本線名寄高校駅を

活用することにより、令和５年度に開校する新設

校の魅力が高められるよう努めてまいります。

路線バスについては、新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う外出機会の減少により、依然として

バス乗車人数の戻りが鈍く、名寄市地域公共交通

活性化協議会において、将来的な公共交通の形態

やあり方の議論を進めてまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

「第２次名寄市農業・農村振興計画」について

は、後期４年間の実施計画策定に向けて検討委員

会を組織し取り組んでまいります。

次に、収益性の高い農業経営の確立について申

し上げます。

基盤整備については、農地の高度利用化、農産

物の生産性向上を目指し、国営事業、道営事業に

より計画的に実施してまいります。

米政策については、国の経営所得安定対策にお

いて、交付要件を見直す方針が示されたことから、

課題を検証しつつ関係機関・団体と連携し対応し

てまいります。

農業振興センター事業については、省力化栽培

技術の試験をはじめ、堆肥連用による土づくりの

実証と農業者への情報提供や技術普及に積極的に

取り組むほか、関係機関・団体や、製薬会社と連

携し薬用作物を振興してまいります。

畜産振興については、国の畜産クラスター事業

などを活用し経営体の規模拡大や機械化への支援

に取り組むとともに、哺育・育成センターと市営

牧場との連携により育成環境の充実を図ってまい

ります。

次に、多様で持続可能な農業経営の促進につい

て申し上げます。

労働力確保対策については、新たな雇用労働力

確保に向けてＪＡと連携し取り組んでまいります。

また、法人化については、引き続き複数戸によ

る法人設立支援や情報提供などに努め、地域にお

ける中核的な担い手の確保に取り組みます。

次に、農業の担い手の育成と確保について申し

上げます。

新規就農については、後継者への安定的な経営

継承に向け、引き続きＪＡと協調して支援を行う

とともに、支援内容の検証に取り組んでまいりま

す。

新規参入者の就農に向けては、農家研修を中心

とした栽培技術の修得と、新規就農者支援チーム

などによる指導により、育成を図ってまいります。

就農希望者の確保については、地域おこし協力

隊の募集を基本に移住施策と連携し取り組むとと

もに、自営や雇用就農など多様な就農形態により

担い手の確保につながるよう、情報発信や条件整

備に取り組んでまいります。

女性農業者の活躍については、より一層の活躍

を促進するため、引き続き支援を行ってまいりま

す。

次に、人と自然にやさしい農業の推進について

申し上げます。

安全・安心な農畜産物の生産については、化学

肥料の削減など環境保全に効果の高い農業を推進

してまいります。

有害鳥獣対策については、名寄市有害鳥獣農業

被害防止対策協議会を中心として、引き続き捕獲

による被害防止及び担い手の育成に取り組んでま

いります。

また、ヒグマ対策については、出没情報の提供

による注意喚起や電気柵の設置など、予防と安全

対策を関係機関と連携して取り組んでまいります。

次に、豊かさと活力ある農村の構築について申

し上げます。

食育推進については、国・道の計画を踏まえ地
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域に根ざした食育が進むよう第４次名寄市食育推

進計画の策定に取り組んでまいります。

また、地産地消やブランド化の推進については、

「もっと！もち米プロジェクト」１０周年を記念

した企画などを通じて「日本一のもち米のまち」

として、広く情報発信を行ってまいります。

農村環境の保全については、中山間地域等直接

支払交付金や多面的機能支払交付金などを活用し

ながら、農地の保全や多面的な機能の発揮に向け

て、地域の主体的な取組への支援を継続してまい

ります。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

森林については、地球温暖化の抑制など多面的

機能を有する貴重な財産として、名寄市森林整備

計画に基づき、健全な森林資源の維持・造成を推

進してまいります。

市有林については、間伐や伐採及び植林を計画

的に推進し、自然環境と市有財産の保全に努めて

まいります。

私有林については、国や道の補助制度を有効に

活用した森林所有者の負担軽減などにより、関係

機関と連携し計画的な森林整備を推進してまいり

ます。また、森林環境譲与税を活用し、林業機械

や人材育成・担い手確保などに対する支援を拡充

してまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

商工業の振興を図るため、昨年度、名寄市中小

企業振興条例を改正し、本市の中小企業振興に係

る基本理念や役割などを定めるとともに、時代の

ニーズに合うよう補助事業や制度融資を見直し、

支援を充実させたほか、地域経済を牽引する事業

者への施策を継続してまいります。

新型コロナウイルス感染症に加え、燃料などの

コスト高騰の影響を受ける地域経済の再生と活性

化のため、引き続き、国や道の施策を注視しなが

ら、中小企業振興審議会、経済団体及び業界団体、

さらには「産官金連携なよろ経済サポートネット

ワーク」と連携し、適宜、必要かつ持続可能な対

策を講じてまいります。

市民から好評をいただいている住宅改修事業

「ずっと住まいる応援事業」について、本年度、

市民をはじめ建設業界のニーズや社会状況の変化

などを考慮し、来年度以降における制度延長を含

め検討を進めてまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る敷地利活用については、引き続き「再生可能エ

ネルギー」「物流・防災拠点」「ＩoＴ」を３つの

柱に、事業の具現化へ向けて進めてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢は、求職者

に対し求人数が上回る状況が継続しており、本市

においても人材確保は喫緊の課題です。

そのため、昨年度改正した名寄市中小企業振興

条例に基づく補助事業の見直しにおいて、人材の

確保・育成に関する支援内容を拡充したところで

あり、事業者へのさらなる周知及び利用促進に努

めてまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る雇用対策については、離職を余儀なくされた従

業員が安心して地元で就職し、名寄で暮らし続け

られるよう引き続き支援を行います。

大学・高校などの卒業生の就職支援については、

職業体験や企業説明会などをハローワークをはじ

め、関係団体と連携して実施し、新規学卒者の地

元定着につなげるための施策を推進してまいりま

す。

次に、観光の振興について申し上げます。

本年度から新たにスタートした「名寄市観光振

興計画（第２次）」については、今後の５年間、

「ウィズコロナ」「アフターコロナ」「ポストコ

ロナ」と回復の段階に応じて、天塩川や望湖台な

どの自然を生かしたアウトドア観光の推進や、冬

季スポーツや自転車などＮスポーツコミッション

と連携したスポーツツーリズムの推進などに重点

的に取り組み、市内の宿泊者数や観光消費額など
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を指標に定めたＫＰＩの達成を目指し、地域経済

の活性化を図ってまいります。

なよろ温泉サンピラーについては、温浴施設の

改修工事のため４月１日から休業し御迷惑をおか

けしていますが、市民の皆様からの御要望に応え、

サウナ室の増設や温泉浴槽の拡張など、１１月の

全館営業再開に向け利便性向上のための工事を進

めてまいります。また並行してシャワールームの

設置を進めており、夏の合宿やビジネス需要に対

応するため、６月から宿泊営業を再開する予定で

す。

次に、幼児教育の充実について申し上げます。

幼児教育については、各施設への支援を充実さ

せ安定した運営のもと、幼児教育の質の向上と保

護者が安心して子どもを預けることのできる環境

や、園児を安定して受け入れることのできる体制

づくりを支援してまいります。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

未耐震施設で老朽化が著しい名寄中学校は、令

和３年度に実施した耐力度調査の結果を踏まえ、

改築に向けた基本設計などに取り組んでまいりま

す。

また、名寄東中学校の整備方針についても、検

討を進めてまいります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

平成２９年度から１０年間における大学運営の

指針として策定した「名寄市立大学将来構想（ビ

ジョン２０２６）」は、本年度、第三者機関によ

る大学評価の提言を踏まえて策定した中期実施計

画の最終年度となります。「新型コロナウイルス

対策」、「研究、社会連携・貢献、管理運営・質

保証の重点強化」、「教育、学生支援の充実」を

強化し、後期計画につながるよう、将来構想を着

実に推進してまいります。

また、助産師課程・大学院設置に向けて、中期

実施計画期間中に集中して進めてまいります。

次に、修学上の新型コロナウイルス感染症対策

について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策については、一

人ひとりの基本的感染対策を講じた対面授業を基

本としながら、状況に応じて遠隔授業を併用する

など学修機会の確保に努めてまいります。

また、修学環境の変化による学生のストレスに

対する相談、支援体制の充実を図ってまいります。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、名寄市スポー

ツセンターの長寿命化を図るため、暖房設備やア

リーナ換気設備などの改修を行い、快適なスポー

ツ環境を維持してまいります。また、指定管理者

などと連携を図り、一元的なスポーツ施設の管理

と効率的な施設運用にも努めてまいります。

スポーツ振興事業については、健康づくりやコ

ミュニティづくりにつながるスポーツ事業を実施

し、スポーツによるまちづくりを推進するととも

に、将来を見据えて、持続的で幅広いスポーツ振

興が図られるように、市内スポーツ協会とＮスポ

ーツコミッションなどのスポーツ団体の発展的な

組織統合について協議を進めてまいります。

スポーツ合宿推進事業については、本市が冬季

スポーツの拠点となるべく、合宿・大会誘致やジ

ュニア育成の推進にとどまらず、道立サンピラー

パークを含めた日進地区のスポーツ施設の今後の

あり方や活用方法について検討してまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市史編さん事業については、市内有識者により

構成する名寄市史編さん委員会において、今回発

刊する新たな市史の名称が「名寄市史（新市

版）」に決定しました。令和６年度発刊に向けて、

これからも市民の皆様に資料の提供をお願いしな

がら、地域の特色を客観的視点で捉えた新しい名

寄市史の編さんを進めてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。
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市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、令和４年度の市政執

行方針といたします。

〇議長（東 千春議員） 次に、令和４年度教育

行政執行方針を行います。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 令和４年第２回定例会

の開会にあたり、名寄市教育委員会の教育行政の

執行に関する基本的な方針について申し上げます。

現在、新型コロナウイルス感染症が国内外に大

きな影響を及ぼしています。このような中、我が

国では、学校における感染及びその拡大のリスク

を可能な限り低減した上で教育活動を継続し、子

どもの健やかな学びを保障していくという考え方

を基本として、第３期教育振興基本計画のもと、

教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進に

取り組んでいます。

また、北海道教育委員会では、北海道教育推進

計画のもと、「自立」と「共生」の二つの基本理

念の実現に向けて、「ふるさとを想い、グローバ

ルな視野で共に生きる力の育成」と「学校・家庭

・地域・行政の連携による、人口減少に対応する

ための教育環境の形成」の二つの重点を示し、具

体的な教育施策の推進に努めています。

名寄市教育委員会では、このような国や道の動

向を踏まえるとともに、名寄市総合計画（第２

次）中期基本計画の「生きる力と豊かな文化を育

むまちづくり」を教育・文化・スポーツ分野にお

ける基本目標とし、令和４年度の学校教育推進計

画、社会教育推進計画の確実な推進に努めてまい

ります。

以下、令和４年度の学校教育、社会教育の主な

施策について申し上げます。

はじめに、学校教育の重点施策について申し上

げます。

令和４年度の学校教育については、名寄市学校

教育推進計画に基づき、学習指導要領の理念であ

る「生きる力」を育てるために、社会に開かれた

教育課程の実現を図ります。また、第２ステージ

に移行した道教委の指定事業である「学校力向上

に関する総合実践事業」と３年目となる第３次名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取組を両輪と

して、次の７つの重点的な取組を進めてまいりま

す。

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

確かな学力を育成するためには、全国学力・学

習状況調査における本市の児童生徒の傾向を踏ま

え、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた日

常の授業改善を進めることが大切であります。

このため、思考力・判断力・表現力の育成に資

する「書く」活動を取り入れた指導やＩＣＴ機器

の効果的な活用、小学校と中学校の加配教員等を

活用した小学校高学年における理科の専科指導な

どを行ってまいります。

また、市立天文台のプラネタリウムを活用した

授業や名寄市立大学の学生支援員の積極的な活用、

家庭学習の充実などに努めてまいります。

今後も、名寄市教育改善プロジェクト委員会の

取組と道教委の指定事業である「学校力向上に関

する総合実践事業」を連動させながら、市内の小

中学校が一体となった学力向上の取組を推進して

まいります。

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成については、規範意識や公正な

判断力、自他の生命を尊重する心などを育てるこ

とが大切なことから、道徳教育では、「特別の教

科 道徳」を要として家庭や地域社会との連携を

図りながら、学校の教育活動全体を通して道徳性

を養う指導を推進してまいります。

道徳科の指導では、ねらいに即して、問題解決

的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習を適

切に取り入れるなど、指導方法の工夫・改善に努

めてまいります。

また、小学校では名寄出身の力士である名寄岩
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を題材とした読み物資料、中学校では名寄市の木

原天文台を建設した故木原秀雄氏を題材とした読

み物資料を使用した道徳科の授業実践等を通して、

児童生徒の道徳性を養うよう努めてまいります。

読書活動では、全ての小学校に配置している学

校司書を活用し、蔵書の配置の工夫や本への興味

・関心を高める環境を整備して、児童生徒の豊か

な感性や創造性を高めてまいります。

生徒指導では、教師と児童生徒との信頼関係及

び児童生徒相互の好ましい人間関係を基盤として、

互いに協力し合い、助け合う望ましい集団の育成

を目指してまいります。

とりわけ、いじめの根絶に向けては、教育委員

会及び全小中学校において定めている「いじめ防

止基本方針」並びに「いじめ防止等対策組織」に

基づいて、いじめの定義やいじめ解消の判断基準

を具体的に示すとともに、いじめ防止基本方針の

取組状況を学校評価において評価し改善に生かす

など、取組を強化してまいります。また、「名寄

市小中高いじめ防止サミット」では、児童生徒の

自治的な活動によるいじめ防止の取組の交流や昨

年度採択された「名寄市小中高コロナいじめゼロ

宣言」の浸透など、いじめ根絶に係る取組のさら

なる徹底を目指してまいります。

さらに、道徳科や学級活動など、教育活動全体

を通して、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接

触者とその家族、医療従事者等に対する偏見や差

別につながる行為は、断じて許されるものではな

いことの指導を徹底してまいります。

不登校の児童生徒への対応では、学校や教育相

談センター・こども未来課などの関係機関が連携

を図り、組織的、計画的に支援することが重要な

ことから、各学校における児童生徒理解・教育支

援シートや、「子ども理解支援ツール『ほっ

と』」及びＱ―Ｕなどの各種データを有効に活用

し、一人ひとりの児童生徒に応じた支援に努めて

まいります。

また、不登校の解消や未然防止等に向けて、本

年度から任用しているスクールソーシャルワーカ

ーを各小中学校に派遣し、教職員や児童生徒、保

護者等への効果的な支援について協議してまりま

す。

さらに、ＧＩＧＡスクール構想によって全小中

学生に配付されている一人１台端末を効果的に活

用しながら、不登校児童生徒の学習支援に努めて

まいります。

なお、中学校に配置しています心の教室相談員

による教育相談は、必要に応じて小学校でも実施

できるようにしてまいります。

スマートフォンや携帯電話などの利用による問

題行動、薬物乱用防止への対応では、名寄市生徒

指導・補導協議会や関係機関・家庭との連携や、

青少年センターや道教委が作成した啓発用のパン

フレットの活用などに努めてまいります。

健やかな体の育成については、日常的に運動に

親しむ習慣や望ましい生活習慣を身に付けさせる

ために大切なことから、縄跳びなど各学校の特色

を生かした体力づくりである「１校１実践」の取

組や「早寝、早起き、朝ごはん」運動の充実に努

めてまいります。

また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」の結果を踏まえ、課題となっている走力や持

久力を高めるための実技研修会の実施や、体育の

指導方法などの工夫改善に努めてまいります。

食に関する指導では、栄養教諭などの専門性を

生かし、児童生徒が将来にわたり、望ましい食習

慣や食に関する自己管理能力を身に付けられるよ

う、学校給食を生きた教材として効果的に活用し

てまいります。

学校給食では献立を創意工夫し、使用する食材

については、安全で安心な食材の選定に細心の注

意を払い、生産者や納入業者と連携し地産地消に

努めてまいります。

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

特別支援教育の充実を図るためには、児童生徒
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一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行うと

ともに、障がいのある子どもと障がいのない子ど

もが、可能な限り共に学ぶ「インクルーシブ教育

システム」を構築することが重要であります。

このため、特別な支援を必要とする子どもへの

就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支

援体制を整備してまいります。

また、特別支援教育に関する教師の専門性の向

上を図るため、名寄市立大学コミュニティケア教

育研究センターによる特別支援教育コーディネー

ターの研修の充実や、名寄市立大学免許法認定公

開講座の活用による特別支援学校教諭免許状の取

得率の向上を目指してまいります。

さらに、指定難病をもつ児童の困り感を支援す

るため、特別支援教育支援員を増員し、児童一人

ひとりの教育的ニーズに即した学習支援や生活支

援などの充実を図ってまいります。

名寄市特別支援連携協議会では、本市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を

進めるため、学校などの管理職や転入職員対象の

研修会を実施したり、特別支援教育専門家チーム

による巡回教育相談の充実などに努めてまいりま

す。

また、名寄版個別の支援計画「すくらむ」の効

果的な活用を図るため、小学校の一日入学におい

て、保護者に就学前の児童の様子を記載する「す

くらむ」の様式を配付し説明するとともに、すく

らむを必要とする保護者には、直接全様式を配付

して活用方法を説明するなど、一人ひとりの教育

的ニーズに応じたきめ細かな支援に努めてまいり

ます。

次に、社会の変化に対応する力を育てる教育の

推進について申し上げます。

国際理解教育では、外国人英語指導助手の効率

的な派遣方法を工夫したり、外国語による聞くこ

と、読むこと、話すこと、書くことの言語活動の

充実を図り、コミュニケーション能力の育成に努

めてまいります。

キャリア教育では、児童生徒の望ましい勤労観

や職業観を育てるため、社会見学や職場体験活動

などを効果的に推進してまいります。また、児童

生徒が自分のよさに気付き、将来の夢や目標の実

現に向かって学び続けることができるよう、キャ

リア教育に関する学習活動の記録を蓄積し、必要

に応じて振り返ることができる「キャリア・パス

ポート」の効果的な活用に努めてまいります。

情報活用能力の育成では、児童生徒の発達段階

を踏まえ、情報技術が急速に進化していく時代に

ふさわしい情報モラルを確実に身に付けさせるこ

とや、目的に応じてコンピュータ・情報通信ネッ

トワークなどの情報手段を適切かつ主体的に活用

できるようにするための学習活動の充実に努めて

まいります。

また、すべての小学校において必修化されたプ

ログラミング教育の一層の充実に努めるとともに、

学校教育情報化推進委員会と連携しながら、ＧＩ

ＧＡスクール構想における児童生徒一人１台端末

等の効果的な活用やＩＣＴ環境の整備を進めてま

いります。

主権者に関する教育では、児童生徒にふるさと

への愛着や豊かな情操を養うため、計画的に各小

中学校で「ふるさと未来トーク～市長・教育長と

児童生徒との懇談会～」を実施するなどして、地

域への愛着や誇りをもち、ふるさとに根付く子ど

もたちを育ててまいります。

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

信頼される学校づくりを進めるには、学校と家

庭・地域が教育の目標を共有し、協働して組織的

に課題に対応し、学校改善に努めることが大切で

あります。

このため、各学校では、本市共通モデルの学校

経営計画及び学級経営案を効果的に生かし、学校

の課題を明確にした上で、年度の重点教育目標を

設定するとともに、名寄市総合計画（第２次）中

期基本計画や名寄市学校教育推進計画との関連を
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図りながら学校経営を推進してまいります。

また、教職員の資質の向上では、道策定の教員

育成指標を踏まえ、名寄市教育改善プロジェクト

委員会による全小中学校共同で行う研修会や、ミ

ドルリーダーのマネジメント力を高める研修会な

どを通して、教職員のキャリアステージに応じて

求められる資質能力を高めてまいります。

さらに、学校評価では、各学校が年度の重点教

育目標の達成状況などについて評価する自己評価

と、保護者や地域住民などが学校の自己評価の結

果や改善策の妥当性について評価する学校関係者

評価を実施し、その結果を公表して学校運営の改

善に生かしてまいります。また、学校の年度の重

点教育目標と学校職員評価の自己目標を関連させ

るなどして、円滑な学校運営を推進してまいりま

す。

コミュニティ・スクールについては、社会に開

かれた教育課程の実現を図るため、社会教育と連

携し、市内すべての学校の学校運営協議会に配置

した地域コーディネーターが中心となり、学校と

地域との連絡調整の役割を担いながら、地域学校

協働活動の充実を図ってまいります。

また、統括コーディネーターとすべての地域コ

ーディネーターで構成する地域学校協働本部連絡

協議会を開催し、各コミュニティ・スクールの活

動状況や課題等を共有したり、地域コーディネー

ターの役割等に係る研修会の開催を通して資質向

上に資する取組を推進してまいります。

今後は、新設高校に導入を予定している学校運

営協議会との連携も視野に入れながら、「地域と

ともにある学校づくり」の一層の充実を図る体制

強化と、地域学校協働活動の充実を目指してまい

ります。

小中一貫教育については、義務教育９年間を通

じた教育活動の一貫性を確保するため、風連中央

小学校と風連中学校の全教職員を構成員とする

「風連地区小中一貫教育推進委員会」による取組

の一層の充実を図ってまいります。

智恵文小学校と智恵文中学校においては、本年

度から道教委の「小中一貫教育サポート事業」の

指定を受け、令和６年度から系統性・連続性を強

化したカリキュラムの編成・実施が可能となる、

義務教育学校の開校に向けた準備を進めてまいり

ます。

さらに、効果的な小中一貫教育を推進するため、

智恵文地区と風連地区の教職員を構成員とする名

寄市小中一貫教育校合同連絡会議を計画的に開催

し、両地区の取組等の成果と課題等を共有するな

ど、特色ある小中一貫教育の一層の充実を図って

まいります。

服務規律の保持では、教職員一人ひとりが使命

感や倫理観を持って職務を遂行できるよう、道教

委からの各種通知や服務規律ハンドブックなどを

活用して校内研修を進めてまいります。

学校における働き方改革の推進では、教職改善

プロジェクト委員会の教育経営の充実に関する研

究グループにおいて、教職員の意識改革や短期的

な検証改善サイクルを構築するなど、実感を伴っ

た学校における働き方改革を推進してまいります。

また、中学校における部活動改革では、国が示

した「段階的な地域部活動への移行」「合理的で

効果的な部活動の推進」という二つの視点から、

教師の負担軽減と生徒の活動機会の確保を両輪と

した部活動改革を推進する必要があります。この

ため、学校と地域の実情やニーズを踏まえた「Ｎ

ＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業」の取組

を進めてまいります。

具体的には、部活動指導員の配置や合同部活動

に参加する生徒の部活動バス等の配置、地域人材

バンクの設置、ＩＣＴによる部活動支援など、５

つの事業を推進してまいります。

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

安全・安心な教育環境づくりについては、各小

学校区に組織している安心会議などと連携を図り

ながら、交通安全指導や安全マップを用いた児童
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生徒の通学路の安全確保、「地域１１０番の家」

の協力や登下校時の見守りなどを通して、地域ぐ

るみで不審者への対応をしてまいります。

名寄市通学路安全推進会議では、通学路の安全

確保のため、関係機関と連携し、継続的に安全点

検や安全対策に努めてまいります。

智恵文小中学校については、開校準備委員会を

中心に令和６年４月の開校に向け、校章、校歌な

どについて協議を進めてまいります。

また、本年度より、小学校棟の改築、既存校舎

の改修を実施してまいります。

未耐震施設で老朽化が著しい名寄中学校は、令

和３年度に実施した耐力度調査の結果を踏まえ、

改築に向けた基本設計などに取り組んでまいりま

す。名寄東中学校の整備方針についても、検討を

進めてまいります。

給食センターは、安全・安心な給食の提供に努

めていく必要があることから、狭隘である休憩室

や食材検収室などの増改築に向けた実施設計業務

を行ってまいります。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

令和５年４月の再編統合により設置される新設

校については、両高校の教職員で構成する統合推

進委員会により、生徒や保護者から選ばれる魅力

ある学校を目指し取り組みを進めています。今後

は、高等学校魅力化推進委員会が中心となって、

統合推進委員会で決定された内容をわかりやすく

発信してまいります。

また、資格取得支援事業や学習教材支援事業の

取組を行うとともに、他の特色ある支援策などに

ついても検討してまいります。

次に、社会教育の重点施策について申し上げま

す。

令和４年度の社会教育については、名寄市社会

教育推進計画に基づき、市民の皆様が生きがいの

ある人生を送ることができる生涯学習社会の形成

などを目指し、次の４つの重点的な取組を進めて

まいります。

はじめに、生涯学習社会の形成について申し上

げます。

「地域とともにある学校づくり」の更なる充実

を目指し、市内７つの地域学校協働本部の活動の

推進に努めてまいります。

また、地域学校協働活動人材バンクを設置し、

学校と地域の連携を支援してまいります。

市民講座では、新たな学びへのきっかけづくり

や、学習活動を通した仲間づくりのため、市民の

学習ニーズに応じた講座の開設に努めるとともに、

体験型の講座「エンレイカレッジ」を実施し、名

寄の魅力や歴史の再発見を支援してまいります。

また、市民が文化芸術を体験・発表する生涯学

習フェスティバルの開催など、市民が主体的な学

習に取り組める環境づくりに努めてまいります。

風連地区については、各種関係団体と連携しな

がら、ふうれん地域交流センターや風連公民館、

風連陶芸センターを活用して、生涯学習活動の推

進に努めてまいります。

智恵文地区については、住民ニーズの把握に努

めるとともに、学校をはじめ各種関係団体と連携

して、生涯学習活動の推進に努めてまいります。

また、農村地区という地域特性を踏まえ、地域

の歴史や自然に学び、地域資源を継承する「ちえ

ぶん学講座」を開催してまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

市立図書館は、市民の読書活動と学びを支援す

る身近な教育施設として、利用者ニーズに即した

資料収集および機能の充実に努め、きめ細やかな

読書サービスを提供してまいります。

また、「第４次名寄市子どもの読書活動推進計

画」に基づき、各家庭や地域で活動するボランテ

ィア団体、幼児施設、学校などと連携を図り、各

種行事の開催や情報発信に取り組んでまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

コロナ禍の中、新たな天文普及の形として、引

き続き、星空のインターネット配信を強化してま
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いります。

学校教育との連携では、よりわかりやすい天体

資料となるよう、ホームページ内での学習用コン

テンツの充実を図るとともに、遠隔授業や移動式

天文台車の積極的な活用を進めてまいります。

研究分野では、北海道大学や他機関との連携の

もと、ピリカ望遠鏡を利用した研究を進めるとと

もに、国立天文台石垣島天文台や台北市立天文科

学教育館との共同観測などを通じ、さらなる交流

に努めてまいります。

星と音楽をテーマにした星祭りや音楽イベント

については、ポストコロナを見据え、そのあり方

や開催方法などを検討してまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

基本的な生活習慣のあり方を学んだり、子育て

中の家庭同士の交流拡大を図るために家庭教育支

援講座の開催や、市内の幼稚園における家庭教育

学級の活動支援を行ってまいります。

また、北海道教育委員会と協定を締結している

市内の「家庭教育サポート企業」に協力いただき、

地域全体で家庭や子育てを見守る環境をつくるた

めの啓発を行ってまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

児童生徒が自然の中で学び合う野外体験学習事

業「へっちゃＬＡＮＤ２０２２」、東京都杉並区

との小学生交流事業である夏季の「都会っ子交

流」及び冬季の「自然体験交流」を実施してまい

ります。

また、子ども会育成連合会などと連携したリー

ダー育成事業や育成者研修事業、フットサル大会

などの開催などを通して、青少年の健全育成に取

り組んでまいります。

成人年齢の変更に伴い、今後の成人式について

は、「（仮称）二十歳を祝う会」として、実行委

員会を中心に企画運営を行い、趣向を凝らした内

容で開催してまいります。

名寄市児童センター、風連児童会館では、自由

来館型の施設として、遊びやスポーツ、各種行事

や体験活動を通して児童の健全育成を図ってまい

ります。

放課後児童クラブでは、放課後における児童の

安全・安心な居場所を提供するとともに、保護者

の仕事と子育ての両立を支援してまいります。ま

た、施設運営の充実や環境整備を図り、児童の健

全育成に努めてまいります。

民間学童保育所では、児童の安全・安心な居場

所となるよう環境整備や運営に対して必要な支援

を行ってまいります。

青少年センターでは、ＳＮＳなどを通じた犯罪

被害やいじめなどから青少年を守るため、地域や

各学校、関係機関などと連携を図り啓発活動に取

り組むとともに、青少年の問題行動の未然防止や

安全確保に努めてまいります。

また、不審者対策や犯罪のない地域づくりのた

めに、市内の巡視活動を行い、子どもたちが安全

・安心に学び遊べる環境づくりを推進してまいり

ます。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者などからの悩みについて、相談員が

電話や面接で相談に応じてまいります。

適応指導教室では、不登校の児童生徒の心情や

悩みを受け止め、生活支援や学習支援により、学

校復帰と社会的な自立に向けた取り組みを行って

まいります。

不登校は、本人だけの問題ではなく、学校や家

庭を含む、様々な要因が複雑に絡み合って生じる

傾向にあるため、学校や関係機関との連携に努め、

相談体制の充実を図ってまいります。

放課後子ども教室では、小学４年生から６年生

までを対象に、勉強やスポーツ、文化活動、地域

との交流活動などに取り組み、自ら学ぶ姿勢を高

め、学習習慣の定着を図ってまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市文化芸術振興条例及び名寄市文化芸術の

振興に関する基本方針に基づき、文化芸術の振興
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と継承を図るとともに、市民などによる自主的、

創造的な文化芸術活動を推進してまいります。

市民が日頃の文化活動の成果を発表する市民文

化祭を実施するとともに、優れた文化芸術に触れ

る機会の提供を目的として、文化芸術鑑賞バスツ

アーの実施、市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホー

ルを核とした鑑賞事業、アウトリーチ等を含めた

文化芸術事業を実施してまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

北国博物館では、引き続き、地域に根差した視

点に立って、地域の歴史や文化財、自然を伝える

普及事業や各種展示会の充実に取り組んでまいり

ます。とりわけ夏・冬の特別展などの自主企画や

北海道博物館と連携した展示会を計画してまいり

ます。

また、市民サークルによる展示会を年間を通じ

て開催し、郷土学習の拠点施設としての役割を果

たしてまいります。

以上、令和４年度の教育行政執行方針について、

その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校

・市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域

を支える人材を育てる大きな役割と責任を担って

おります。

この自覚のもと、これまで推進してまいりまし

た「児童生徒に『生きる力』を育む」取組が実を

結び、名寄南小学校においては、研究主題「自分

の考えをまとめ伝えることができる子を目指し

て」の実現に向けた校内研修の取組や道教委指定

の「学校力向上に関する総合実践事業」の実践指

定校としての取組が、確かな学力や豊かな心を育

む実践として高い評価を得て、令和３年度北海道

教育実践表彰の栄誉に輝きました。

名寄市教育委員会としては、これまで以上に学

校・家庭・地域社会との連携を深めながら、子ど

もたちの学びを止めることなく、現下のコロナ禍

を乗り越え、本市の教育の振興と発展に誠心誠意

努力してまいります。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で令和４年度市政

執行方針・教育行政執行方針を終わります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市特別

職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について、提案の理由を申し上げます。

名寄市立大学の学校医に本学の教員が発令をさ

れた場合報酬及び費用弁償の支給対象外とするた

め、本条例の一部を改正しようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号
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名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市ピヤ

シリスキー場条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

現行の利用料金は平成１８年の条例制定以来消

費税の税率引上げによる改定しか行っておらず、

市内同業施設、管内同等施設の料金よりも低い水

準となっております。このたび温浴施設の改修に

よる機能向上等を見据え、利用者に応分の負担を

求められるよう利用料金の見直しを行うため、本

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

議案第２号は、経済建設常任委員会に付託いた

します。

お諮りいたします。ただいま付託いたしました

議案第２号については、６月２３日までに審査を

終了するように期限をつけることにいたしたいと

思いますが、これに御意義ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は、経済建設常任委員会に

付託の上、６月２３日までに審査を終了するよう

に期限をつけることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 北海道市町

村職員退職手当組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村職員退職手当組合の組織団体に令和４年４

月１日付で設立をされた上川中部福祉事務組合が

新たに加入することになりました。それに伴い、

北海道市町村職員手当組合規約の変更について地

方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の

規定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成１３年に取得をしたロータリー除

雪車が老朽化をしたことから、更新しようとする

ものでございます。本年５月１７日に３者により

指名競争入札を執行した結果、北海道川崎建機株
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式会社名寄支店が３，７３０万円で落札をし、こ

れに消費税及び地方消費税３７３万円を加え４，

１０３万円で契約を締結しようとするものでござ

います。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和３年度名寄市一般会計補正予算に

係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ７，

９０３万２，０００円を追加し、予算総額を２３

１億２，６１２万９，０００円にしたものでござ

います。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして公共施設整備基金積立金２億

７，２６７万８，０００円の追加は、今後の公共

施設整備に対する備えのために積み立てたもので

ございます。

６款農林業費におきまして畜産・酪農収益力強

化整備等特別対策事業費１億８，２５４万８，０

００円の追加は、牛舎、搾乳ロボットなどの施設

整備、機械整備に係る補助の採択を受け、当該補

助金を交付すべく追加したものでございます。

７款商工費におきまして中小企業運転等融資事

業費１億２，９９５万円の減額は、各預託金の不

用額を見込み、減額したものでございます。

このほか、各款において見込まれる事業の不用

額を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款市税の

９，３２３万４，０００円の追加は、徴収状況を

勘案し予算を追加したものでございます。

１２款地方交付税の３億７，５５７万６，００

０円の追加は、特別交付税の交付額の確定に伴い

追加したものでございます。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない住民税非課税世帯等臨時特別給

付金給付事業費ほか計４事業の繰越しをしたもの

でございます。

第３表、地方債補正につきましては、町内会活

動支援事業ほか計２９事業について限度額を変更

したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略
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し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第６号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和３年度後期高齢者医療特別会計補

正予算に係る専決処分でございまして、歳入予算

の組替えを行うもので、予算総額の変更はござい

ません。

補正の内容を申し上げます。１款後期高齢者医

療保険料におきまして保険料の減少により９５万

３，０００円を、３款諸収入におきまして事業費

の確定により後期高齢者医療広域連合受託事業収

入を６５万５，０００円減額をし、２款繰入金に

おきまして事務費繰入金を１６０万８，０００円

追加したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和３年度名寄市立大学特別会計補正

予算に係る専決処分でございまして、歳入歳出そ

れぞれ１，７９８万４，０００円を減額し、予算

総額を１７億７，０６０万７，０００円にしたも

のでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして、名寄市立大学奨学金基金積

立金２０万４，０００円の追加は、いただいたふ

るさと納税寄附金を奨学金として活用すべく積み

立てたものでございます。

また、学生寮維持管理事業費６１万円の追加は、

学生寮の修繕料の不足分を追加したものでござい

ます。

このほか１款教育費において見込まれる各事業

の不用額を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴い、６款繰入金におきまして基金繰入金
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を減額するとともに、一般会計繰入金にて収支の

調整を図ったものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第８

号 令和４年度名寄市一般会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 令和４年度

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、低所得の子育て世帯に児童１人

当たり５万円の給付を行う特別給付金に係る経費

を補正しようとするものであり、歳入歳出それぞ

れ２，８３０万３，０００円を追加をし、予算総

額を２３８億３，９５１万円にしようとするもの

でございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして情報化推進事業費９１万３，００

０円の追加は、特別給付金の給付に係るシステム

改修委託料を追加しようとするものでございます。

３款民生費におきまして低所得の子育て世帯生

活支援特別給付金（ひとり親世帯分）及びその他

世帯分支給事業費２，７３９万円の追加は、特別

給付金のほか支給に関わる事務費を追加しようと

するものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１６款国庫

支出金におきまして特別給付金の支給に対して交

付される補助金２，８３０万３，０００円を追加

しようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

ここで、市長より追加議案の提出を求められて

おります。追加議案の協議のため、議会運営委員

会を開催いたしますので、暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４３分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

休憩中に市長より議案第９号 令和４年度名寄
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市一般会計補正予算（第４号）、議案第１０号

令和４年度名寄市介護保険特別会計補正予算（第

２号）、議案第１１号 令和４年度名寄市食肉セ

ンター事業特別会計補正予算（第１号）、議案第

１２号 令和４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）が提出されました。これについては、

さきに行われた議会運営委員会にて日程に追加し、

議題とすることと決定しています。

お諮りいたします。お手元に配付の追加日程第

１号のとおり日程に追加し、議題とすることに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

議案第９号外３件を日程に追加し、議題とする

ことに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第１ 議案第

９号 令和４年度名寄市一般会計補正予算（第４

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 令和４年度

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、市長選挙のため当初予算に計上

できなかった政策的な経費と各款にわたる臨時的

経費を補正しようとするものであり、歳入歳出そ

れぞれ１億８，６０９万７，０００円を追加し、

予算総額を２４０億２，５６０万７，０００円に

しようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして情報化推進事業費１，８７３万１，

０００円の追加は、各種行政手続のオンライン化

に向けた基盤整備に係るシステム改修委託料等を

追加しようとするものでございます。

７款商工費におきまして商店街等活性化関連補

助金１，２４０万円の追加は、中小企業振興条例

に基づく補助の見直しを図り、事業者ニーズに即

した補助金を追加しようとするものでございます。

１０款教育費におきまして名寄中学校整備事業

４，６１０万８，０００円の追加は、老朽化が進

んでいる名寄中学校を改築すべく設計委託料を追

加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加に伴う特定財源を計上したほか、２０款繰入金

にて財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入

金を追加をし、収支の調整を図ろうとするもので

ございます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、名寄中

学校整備基本設計・実施設計委託料を追加しよう

とするものでございます。

次に、第３表、地方債補正では、名寄中学校整

備事業を追加し、認定こども園等整備事業の限度

額を変更しようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第９号は、質疑から採決までの議事を６月

２３日に延期したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は質疑から採決までの議事

を６月２３日に延期することに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第２ 議案第

１０号 令和４年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 令和４年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、サービス事業勘定・名寄におい

て歳入歳出それぞれ５６８万５，０００円を追加
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し、予算総額を３億７，０９１万６，０００円に

しようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款事業

費におきまして清峰園事業費５６８万５，０００

円の追加は、特定技能制度を活用し、外国人材の

受入れを進める外国人材受入れ態勢整備事業に係

る指定管理委託料を計上しようとするものであり、

財源につきましては同額を一般会計繰入金にて予

算を計上しております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第１０号は、質疑から採決までの議事を６

月２３日に延期したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は質疑から採決までの議

事を６月２３日に延期することに決定いたしまし

た。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第３ 議案第

１１号 令和４年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 令和４年

度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、食肉センター焼却施設整備に要

する経費を補正しようとするもので、歳入歳出そ

れぞれ１７９万３，０００円を追加をし、予算総

額を５，８３５万円にしようとするものでござい

ます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款衛生

費におきまして食肉センター管理事業費１７９万

３，０００円の追加は、焼却施設設計業務委託料

を追加しようとするものであり、財源につきまし

ては同額を一般会計繰入金にて予算を計上してお

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第１１号は、質疑から採決までの議事を６

月２３日に延期したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は質疑から採決までの議

事を６月２３日に延期することに決定いたしまし

た。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第４ 議案第

１２号 令和４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和４年

度名寄市水道事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、市長選挙のため当初予算に計上

できなかった政策的な事業費の増加に伴い、資本

的収入及び資本的支出について補正しようとする

ものでございます。

３款資本的収入におきまして企業債の増により

２，５５０万円を追加し、総額を３億７，８７５

万８，０００円にしようとするものであります。

４款資本的支出におきまして拡張事業費で配水

管新設整備工事２，５５０万円を追加し、総額を

６億９，５７１万９，０００円にしようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第１２号は、質疑から採決までの議事を６

月２３日に延期したいと思いますが、御異議ござ
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いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は質疑から採決までの議

事を６月２３日に延期することに決定いたしまし

た。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 報告第１

号 令和３年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 令和３年度

名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、令和３年度に完了しない議会運営事

業費のほか計６事業を翌年度に繰越しをするため

のものであり、地方自治法施行令第１４６条第２

項の規定により御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 報告第２

号 令和３年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 令和３年度

名寄市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告

について申し上げます。

街路維持管理事業費において融雪溝の修繕に必

要な部材の供給が滞り、年度内の事業完了が不可

能となったため、事故繰越の設定をしたものでご

ざいます。

一般会計予算事故繰越し繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、これを翌年度に繰越しをするための

ものであり、地方自治法施行令第１５０条第３項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 報告第３

号 令和３年度名寄市病院事業会計予算繰越計算

書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 令和３年度

名寄市病院事業会計予算繰越計算書の報告につい

て申し上げます。

第４款資本的支出、建設改良費におきまして医

療機器の一部及び手術室増改修事業の実施設計委

託について、納期が長期にわたる見込みとなった

ことから、繰越しの設定をしたものでございます。

財源は、主に財政融資資金を活用いたします。

令和３年度名寄市病院事業会計予算繰越計算書

は、事業年度終了に当たり、これを翌年度に繰越

しをするためのものであり、地方公営企業法第２

６条第３項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。
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〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 報告第４

号 令和３年度名寄市水道事業会計予算繰越計算

書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 令和３年度

名寄市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て申し上げます。

本件は、資本的支出の建設改良費で水質検査に

使用する機器の購入に当たり年度内の納入が困難

なため、予算の繰越しを行ったものでございます。

令和３年度名寄市水道事業会計予算繰越計算書

は、事業年度終了に当たり、これを翌年度に繰越

しをするためのものであり、地方公営企業法第２

６条第３項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第４号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 報告第５

号 債権放棄の状況報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 債権放棄の

状況報告について申し上げます。

本件は、名寄市債権管理条例第１８条の規定に

基づき令和３年度において放棄をした市有財産、

病院事業及び水道事業に係る債権の放棄について

報告をするものでございます。

まず、市有財産につきましては消滅時効により

土地貸付料について３件、１３万８，２２０円を

放棄したものでございます。

次に、病院事業におきまして患者が破産、死亡

等の理由により回収見込みのない入院、外来診療

費につきまして１４件、１０９万８５６円を放棄

したものであります。

次に、水道事業におきましては破産、死亡等の

理由により回収見込みのない水道料金について５

０件、５４万６，９５０円を放棄したものであり

ます。

以上、名寄市債権管理条例第１９条の規定によ

り御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 報告第６

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第６号 公害の現況

に関する報告について申し上げます。

令和３年度につきましては、関係機関の御理解

と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒音、

振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等を行

ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をし、排出基準を大

きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁では、名寄川の水質調査を実施

いたしましたが、大腸菌群が環境基準値を超過を

している時期もありましたので、今後も注視をし

てまいります。また、ゴルフ場の農薬使用につい

ては、関係する環境保全指導要綱に基づく水質分

析調査を１１月に実施をし、基準値以内の水質が
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保たれていることを確認しております。

次に、騒音、振動、悪臭についてですが、公害

となる苦情等はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

３次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣＯ２

削減目標を３％としてございますが、計画４年目

となる令和２年度は基準年の平成２８年度と比較

をして９．９％の減少となりました。これは、こ

れまでの節電やウオームビズ等の取組の成果であ

ると考えられます。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に努めてまいり

ます。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお届

けをしております公害の現状と対策を御高覧いた

だきたいと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 報告第７

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第７号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

令和３年度第５０期の経営状況につきましては、

５月３０日の株主総会で報告を受けたところであ

ります。公社の第５０期決算の内容につきまして

は、お手元の事業報告書に記載のとおりで、売上

高から売上げ原価、販売費及び一般管理費を差し

引き１，５００万９，８９２円の営業損失が生じ

ております。これに対しまして１７９万９，１８

５円の経常利益を計上しておりますが、これは市

派遣職員に係る人件費負担金のほか、新型コロナ

ウイルス感染症に係る各種給付金等を営業外収益

に計上したことによるものです。税引き前当期純

利益は経常利益と同額の１７９万９，１８５円で、

最終的な当期純利益としては１５６万９，１８５

円の黒字決算となりました。

令和４年度につきましても令和元年１１月に策

定した経営改善計画の着実な実行を引き続き指導

してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で報告第７号の報

告を終わります。

報告第７号については、本日の会議終了後に議

員協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、令和４年９月３０日付で佐藤源

嗣氏及び村上勝浩氏が任期満了となります。

本件は、村上勝浩氏を再度候補者として推薦を

し、退任の御意向である佐藤源嗣氏の後任として

田邊俊昭氏を新たな候補者として推薦をいたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議
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会の意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月７日から６月１９

日までの１３日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月７日から６月１９日までの１

３日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 １時２３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 富 岡 達 彦

署名議員 遠 藤 隆 男
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開議 令和４年６月２０日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和４年６月２０日（月曜日）第２回６月定例会・第２号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより代

表質問を行います。

加藤市政４期目の基本政策について外６件を、

山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） おはようございます。

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

通告に従いまして、市政クラブを代表して質問を

させていただきます。

質問に入る前に、改めて加藤市長におかれまし

ては、このたびの市長選挙において無投票で４期

目の当選を果たされたことは、これまでの３期１

２年間の市政運営に対する市民の評価であると同

時に、現在の様々な市政課題の解決に向けた継続

的な取組への期待の表れでもあります。今後とも

市長が常々言われております市民の満足度の向上

と明るく元気なまちづくりに向けて、ますますの

御活躍を御期待申し上げたいと思います。

それでは、これより加藤市長の選挙時の公約に

掲げられた事項、所信表明、市政執行方針などで

述べられていた事項を中心にお伺いをしていきた

いと思います。大項目１点目、加藤市政４期目の

基本政策について。令和４年度市政執行方針にお

ける市政推進の基本的な考え方から３点について

伺います。

１点目、名寄市総合計画（第２次）の着実な推

進について。総合計画でうたう人づくり、暮らし

づくり、元気づくりの理念の下、３つの重点プロ

ジェクト、５つの基本目標を柱として政策を進め

ていくとの考え方については市長が従前から一貫

して言われていることですが、４期目のスタート

の年である今年度は中期計画最終年度に当たり、

総合計画の具現化に向けてどのように取り組んで

いこうとしているのかと併せまして、後期計画策

定に当たっての考え方についてお伺いをいたしま

す。

２点目、連携の強化についてでありますが、周

辺自治体や民間などとの様々な連携の重要性を加

藤市長は４期目を迎えるに当たりあらゆる場面で

強調されております。連携の強化によりどのよう

な効果を求め、推進していくのかお伺いをいたし

ます。

３点目、ポストコロナを見据えたまちづくりに

ついて。コロナ禍と言われる時期が既に２年以上

続き、その間人々の生活様式や価値観までもが変

化しつつあり、言い換えればコロナによる大きな

時代の転換期が到来しているとも言えます。ポス

トコロナを見据えたまちづくりを推進していくと

市長は述べられておりますが、様々な分野におけ

る具体的な取組についてお伺いをいたします。

大項目２点目、名寄市が直面する行政課題への

対応について４点にわたってお伺いをいたします。

１点目、新型コロナウイルス感染症への今後の対

応について伺います。新型コロナウイルス感染拡

大を受け、これまで本市においても国や道の方針

に基づきながら感染防止対策を実施してきており、

またワクチン接種についても希望される方への３

回目の接種も順調に進んでいる状況にあります。

現在市内の感染者数も一時に比べると減少傾向で

推移をしているところですが、いまだ終息には至

っていない状況です。市長は、４期目当選直後に

まずは足元のコロナ対策にしっかりと取り組むと

抱負を語られています。今後感染状況などを踏ま

えた中で、感染防止対策やワクチン接種への対応

をどのように図られていくのか考え方を伺います。
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２点目、王子マテリア株式会社名寄工場跡地の

利活用について伺います。昨年１２月の王子マテ

リア株式会社名寄工場生産品集約に伴う停機によ

り、６０年以上にも及ぶ名寄工場での紙製品生産

の歴史に幕が下ろされました。停機後の工場跡地

の利活用については、従前より再生可能エネルギ

ー、ＩoＴデータセンター、物流、防災拠点の３つ

の柱を軸にこの間様々な検討、協議がなされてき

ていると認識をしておりますが、現在の進捗状況

と今後の対応、見通しについてお伺いをいたしま

す。

３点目、老朽化する公共施設等への対応につい

てお伺いをいたします。現在本市の保有する公共

施設全体の約６割弱が築後３０年以上経過してお

り、施設の改修や長寿命化はもとより、複合化も

視野に入れた適正な配置などが求められておりま

す。立地適正化計画や公共施設等再配置計画に基

づき今後どのように具現化に向け取り組んでいく

のか、考え方をお伺いいたします。

４点目、人口減少への対応についてお伺いをい

たします。少子高齢化と若年層の都市部への流出

などに伴う地方都市の人口減少問題が言われて久

しい現在ですが、本市においても２０２０年の国

勢調査において２０１５年からの５年間で６．１

％減、１，７５９人が減少するなど人口減少に歯

止めがかからない状況が続いております。特に生

産年齢人口の減少は地域の活力に大きな影響を及

ぼしかねないことからも、人口減少の抑制につな

がる施策の充実が今後一層求められます。人口減

少抑制に向けどのように対応していくのか、考え

方を伺います。

大項目３点目、保健、医療、福祉行政について、

市政執行方針における市民みんなが安心して健や

かに暮らせるまちづくりから４点についてお伺い

をいたします。地域医療の充実は、住民が住み慣

れた地域で安心して健康に暮らすために欠かすこ

とのできない重要な要素の一つであり、本市にお

いては市立総合病院、東病院それぞれが役割を分

担し、市内のみならず道北圏域の住民に適切な医

療を提供しております。

そこで、１点目、名寄市立総合病院の機能強化

について、具体的な予定事業の内容とそれにより

期待される効果について伺います。

２点目に、名寄東病院の今後の在り方について

検討を進めていくと述べられておりますが、具体

的な検討内容、詳細などについてお知らせをくだ

さい。

３点目、子育て支援の推進についてですが、出

生率の低下による少子化や人口減少が進んでいる

状況にある一方で、社会情勢や就労環境の変化な

どにより子育てに関するニーズが高まると同時に、

多様化をしてきております。ここで育って、ここ

で育ててよかったと言えるまちを目指しての基本

理念の下、子育て支援施策をどのように展開して

いくのか、具体的な取組などについてお伺いをい

たします。

４点目、医療介護連携ＩＣＴの推進について。

既に取組が始まっている事業ですが、さらなる連

携を進めると述べられております。具体的な推進

の内容と期待される効果についてお伺いをいたし

ます。

大項目４点目、地域経済の活性化についてお伺

いをいたします。１点目、新型コロナの影響に対

する今後の支援策及び消費喚起策について伺いま

す。長引くコロナ禍により経済活動が停滞し、多

くの業種に影響を与えています。感染状況もやや

落ち着きを見せている現在、少しずつ経済活動、

消費行動ともに回復しつつはあるものの、決して

元の日常に戻ったとは言えない状況であることは

言うまでもありません。この間本市においては、

コロナの影響に対する支援策として新たな融資制

度の創出や６度にわたる給付事業、プレミアム商

品券事業などを実施してきておりましたが、今後

地域経済の早期回復に向けどのような支援策及び

消費喚起策が必要と考えているのかお伺いをいた

します。
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２点目、地元企業の官公需受注機会の増大につ

いて、地域経済の活性化はもとより、地元企業の

経営体質の強化を図るためにもさらなる受注機会

の増大に向けた取組が必要不可欠です。今後の取

組に対する考え方についてお伺いをいたします。

３点目、市内中小企業の人材確保について。過

疎化の進行や人口減少、少子高齢化などによる影

響もあり、市内中小、小規模事業者においては人

手、人材不足が恒常化している状況です。昨年改

正された名寄市中小企業振興条例などに基づき今

後どのように市内中小企業の人材確保につながる

施策を推進し、具現化を図っていくのか、考え方

をお伺いいたします。

４点目、名寄市観光振興計画（第２次）の具現

化に向けた取組について。今年度より５年間の計

画期間による名寄市観光振興計画（第２次）に基

づき事業の推進が図られていくことになりますが、

コロナ禍の影響が続く中においてどのように計画

の具現化に向けて取り組んでいくのかお伺いをい

たします。

５点目、地域通貨の導入について。市長の政策

集、所信表明、市政執行方針、それぞれにおいて

地域通貨事業を民間との協働で推進し、地域経済

の好循環をつくると述べられておりますが、検討

状況や取組の詳細についてお伺いしたいと思いま

す。

大項目の５点目、農業の振興についてお伺いを

いたします。本市における基幹産業は言うまでも

なく農業であり、基幹産業である農業の振興が地

域の活性化に資するところは非常に大きいものが

あると言えます。農業をはじめとし、今ほど申し

上げた商工業などを含めた産業の活性化なくして

地域の活性化はないと言っても過言ではありませ

ん。以下、市政執行方針における地域の特性を生

かしたにぎわいと活力のあるまちづくりから４点

についてお伺いをいたします。

１点目、担い手の育成と確保について。地域農

業の持続的、安定的な発展のためには、優れた担

い手の育成と確保が必要不可欠です。今後の担い

手の育成確保対策の具体的な取組について考え方

を伺います。

２点目、労働力確保対策について。農業分野に

おいても労働力不足が大きな課題となっており、

この間様々な取組も継続的に実施されております

が、今後の新たな労働力確保に向けての取組の考

え方についてお伺いをいたします。

３点目、農業法人化への支援について。農家戸

数が減少の一途をたどる中、地域の中心的な経営

体として農業生産力の維持と経営の効率化を図る

べく複数の農業経営者で組織する農業法人が本市

においても設立されてきております。今後法人化

に対する支援などの取組について考え方を伺いま

す。

４点目、水田活用交付金の交付要件見直しに関

する本市としての対応について。今年度より交付

要件など制度の大幅な見直しが国から示されてお

りますが、これまでの対象者等への対応と併せて

国等への働きかけなど、本市としての今後の動き

について考え方があればお伺いをいたします。

大項目６点目、冬季スポーツ拠点化に向けての

取組について伺います。本市の自然環境や施設環

境の強みを生かして冬季スポーツの拠点化を目指

すために合宿、大会誘致と併せてジュニア世代の

育成強化の推進など、これまで総合計画、重点プ

ロジェクトにおける計画に基づき様々な取組が実

施され、多くの成果も上がってきているところで

す。今回の市政執行方針の中において、市長は本

市が冬季スポーツの拠点となるべく合宿、大会誘

致やジュニアの育成にとどまらず、道立サンピラ

ーパークを含めた日進地区のスポーツ施設の今後

の在り方や活用方法について検討すると述べられ、

また所信表明においては冬季スポーツの拠点化へ

向けて２０３０年の冬季オリンピック、パラリン

ピックの札幌誘致への活動に積極的に関わり、競

技施設改修について検討していくと述べられまし

た。
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そこで、１点目に合宿、大会誘致の推進に向け

ての施設等整備について具体的な整備計画、方針

等について考え方を伺います。

２点目に、２０３０冬季五輪札幌誘致への活動

に名寄市としてどのような形で関わっていくこと

を想定しているのかお伺いをいたします。

大項目７点目、教育行政についてお伺いをいた

します。１点目、コミュニティ・スクールの今後

あるべき姿についてお伺いをいたします。本市に

おいては、既に市内全小中学校に学校運営協議会

が設置され、取組が進められておりますが、今後

どのように学校と地域が連携して地域学校協働活

動を推進し、深化させていくことが望ましいと考

えておられるのか、理想とする姿はどのようなも

のか、教育長の考えをお聞かせください。

２点目、義務教育学校開設により期待される効

果と目指すべき学校運営についてお伺いをいたし

ます。令和６年度に義務教育学校としての開校に

向けて準備が進められている智恵文小中学校です

が、義務教育学校において期待される教育的効果

や名寄市の学校教育に与える相乗効果などについ

ての見解をお聞かせください。あわせまして、今

後智恵文小中学校が目指すべき学校運営はどのよ

うなものが望ましいと考えておられるか、教育長

の期待することなども含めお伺いしたいと思いま

す。

３点目、新設高校への支援の考え方についてお

伺いをいたします。令和５年４月に再編統合によ

り設置される新設高校について、名寄市として今

後どのような支援をし、魅力ある高校づくりに関

わっていくのか、考え方をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。山

田議員から大項目で７点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１から大項目６まで私から、

大項目７について教育長からの答弁となります。

初めに、大項目１、加藤市政４期目の基本政策

について、小項目１、名寄市総合計画（第２次）

の着実な推進についてお答えをいたします。名寄

市総合計画（第２次）中期計画最終年度を迎えて

おりますが、計画の着実な推進を図るため基本計

画に定める重点プロジェクト及び主要施策に定め

る成果指標、ＫＰＩの点検を行うとともに、実施

計画に登載をする個別事業についても行政評価や

ローリングによる必要な見直しを行うなど、ＰＤ

ＣＡサイクルを回しながら取組を推進してきてお

ります。中期計画初年度から新型コロナウイルス

感染症の世界的な流行により地域医療や社会経済

活動、学校をはじめ市民生活が多方面で大きな影

響を受けてまいりましたが、ウィズコロナ、アフ

ターコロナを見据えて国の臨時交付金を活用した

新たな事業も総合計画に登載をしながら対応して

きており、引き続き計画の具現化に向けた必要な

取組を推進をしてまいります。後期基本計画の策

定に当たりましては、これまでアンケート調査や

私と各種団体との意見懇談会、またまちづくり懇

談会の開催、あるいは子育て支援施設、あるいは

高齢者学級などでいただいた御意見などを基に学

識経験者や市内関係団体の代表者、公募委員で組

織をいたします名寄市総合計画審議会で課題の整

理とその方向性等を中心に御議論いただいている

ところでございます。さらには、市立大学及び名

寄高校、教育委員会などにも御協力をいただきま

して、学校現場に出向いて若い世代とも意見懇談

を実施するなど、市民の皆様の計画づくりへの参

画の場の確保にも努めてきているところです。今

後基本構想に掲げる基本理念の下、目指すべき将

来像の実現に向けて施策間連携を図ることで一層

効果が発揮をされる取組をまとめた重点プロジェ

クト及び各主要施策ごとの現状と課題を整理をし、

目指すべき方向性を示す基本計画について具体的

な検討を進めていくこととなりますが、審議会に

おいて議論を重ねていただくことはもとより、市

議会の場においても十分に御審議をいただくなど
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市民の皆様と市が一体となって、共に本市の将来

像の実現に向けた計画策定を進めてまいりたいと

考えております。

小項目２、連携の強化についてお答えいたしま

す。日本全体が人口減少、少子高齢化の流れの中

で持続可能な行政運営を行うためには、人口定住

のために必要な生活機能の確保に向けて自治体単

独でフルスペックで施設を設置、運営、機能を保

持するのではなくて、近隣自治体とそれぞれが持

つ経営資源を生かした役割分担をし、連携をして

いく、このことが求められます。本市におきまし

ても士別市と複眼型中心市として１３市町村間に

おいて北・北海道中央圏域定住自立圏形成協定を

締結し、医療、福祉、産業振興分野などに加えて、

新たに防災、物流網効率化の推進など定住自立圏

共生ビジョンに基づき広域連携事業を推進してき

ております。引き続きそれぞれの自治体の資源を

生かして圏域の生活機能を維持していくとともに、

連携した取組に対し国からの特別交付税として支

援いただけることから、財源確保の側面からも定

住自立圏の取組を中心に自治体間連携を推進して

まいります。

また、民間との連携の一つとして、双方が持つ

資源やノウハウを有効に活用するため金融機関や

民間事業者と包括連携協定を締結をして、地域課

題の解決、住民サービスの向上につながる連携し

た取組を推進してきております。さらには、令和

２年度から地方創生のさらなる充実、強化に向け

て企業版ふるさと納税の制度が大幅に見直され、

税額控除が最大で寄附額の６割から約９割へと拡

大となりまして、実質的な企業の負担が約１割ま

で圧縮をされるということで、企業にとってはよ

り使いやすい仕組みとなっておりまして、昨年度

は３社から合計１，０２０万円の御寄附をいただ

き、官民連携による地方創生の推進を図ってきて

いるところです。今後も民間資金も活用した事業

を積極的に実施をしていくため、本市にゆかりの

ある企業や本市のプロジェクトに関心を示す企業

に対してトップセールスを行うなど企業版ふるさ

と納税の活用拡大に努めるとともに、官民それぞ

れの役割を明確化し、相乗効果を発揮できる取組

を研究してまいります。

小項目３、ポストコロナを見据えたまちづくり

についてお答えをいたします。デジタル技術を活

用したまちづくり、行財政改革の推進については、

名寄市版ＤＸ推進計画の策定をはじめ、国が示す

標準化システムへの移行や行政手続のオンライン

化などＤＸに係る様々な施策に取り組むとともに、

市民サービスの向上や行政運営の効率化を図るた

め、デジタル技術を活用した市役所内部の業務改

革、いわゆるＢＰＲを実施してまいります。また、

地域通貨事業の検討や高齢者向けスマホ教室の開

催など地域におけるＤＸについても推進すること

としておりまして、デジタル社会の構築に向け誰

一人取り残されない人に優しいデジタル化に取り

組んでまいります。

自然環境に優しいまち、ゼロカーボンの推進に

ついては、木質バイオマス発電の実現への各種手

続などの支援や民間との協働により地域電力会社

の設立を目指してまいります。さらには、環境に

優しいエネルギーを地域で生産し、消費をする仕

組みについて民間活力による環境整備を目指し、

市民の皆様にも御理解をいただけるよう啓発活動

についても取り組んでまいります。

地域人材の育成につきましては、名寄市中小企

業振興条例に基づく支援メニューの見直し、高度

な専門性を持ち、企業の成長を促進をするプロフ

ェッショナル人材の確保を支援する事業の準備を

進めております。また、移住施策による地域人材

の育成では、本市の魅力発信を高めていけるよう

クリエーティブなアイデアを生かし、地域の魅力

の発掘や発信をしていただくことを目的にクリエ

ーティブ人材にターゲットを絞った移住推進に資

する事業についても準備を進めており、また外国

人人材では本年度から新たな取組として外国人材

受入れ態勢整備事業の実施に向けて準備を進めて
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おりまして、介護人材として外国人を受け入れる

ための仕組みづくりと独自の受入れ態勢の構築を

目的としたパイロット事業を行い、今後の安定し

た介護人材の確保策としたいと考えております。

ダイバーシティーの推進につきましては、誰も

が生きがいを感じ、その能力を思う存分発揮する

ことができる社会を構築することが重要でありま

して、各種審議会、委員会等委員女性比率の向上、

外国人や障がい者の雇用拡大、国際交流などを通

じた活躍支援に努めてまいります。

物流拠点化構想につきましては、道北圏域の物

流効率化を支える拠点としてこれまでの成果が現

れ始めておりますので、地域の活性化を図る上で

も具現化に向けて努力をしてまいります。立地適

正化計画の推進につきましては、年々人口減少が

進んでいる中、人口密度が低い人口集中地区の広

がりが止まらない状況にございました。居住誘導

区域や都市機能誘導区域を設定をしましたので、

まずは公共施設の配置について市民議論を経て必

要な機能を都市機能誘導区域内に配置をしてまい

ります。また、この区域内において人が集まるま

ちの重心、コアをエリアに分けて設定をし、学校

など広い敷地を必要とする施設につきましては都

市機能誘導区域内への配置が難しいため、まずは

住環境の利便性を目指すサブコアと呼ばれる地域

として認識をし、にぎわいが求められるメインコ

アとのつながりのあるまちづくりを進めてまいり

たいと考えております。

次に、大項目２、名寄市が直面する行政課題へ

の対応について、小項目１、新型コロナウイルス

感染症への今後の対応についてお答えをいたしま

す。北海道内で初めて新型コロナウイルスに感染

した患者が確認をされたのが令和２年１月２８日

でございまして、それからおよそ２年半が過ぎよ

うとしております。この間国においては緊急事態

宣言、あるいはまん延防止等重点措置区域の指定

など感染拡大防止に向けての様々な措置が取られ

てきたところでございます。令和２年１２月に市

内で初めての陽性者が確認をされてからは感染者

や医療従事者等を偏見や誹謗中傷から守り、安心

して治療や療養等ができるようにコロナ差別がゼ

ロのまち宣言を行いました。昨年１２月からは、

いわゆる第６波と言われる感染拡大が見られ、本

市においても本年２月には１週間当たりで１７３

人の感染者が確認をされるなど、新型コロナウイ

ルス感染への終息が見えない状況が続きましたが、

６月に入りましてからは週に数人の感染者数とな

ってきておりまして、少しずつ明るい兆しが見え

てきているところでもございます。新型コロナウ

イルスワクチンの接種につきましては、令和２年

度末から準備を始めまして、令和３年５月から接

種を開始してきております。当初予想していた接

種率をはるかに上回る接種率となり、予約の電話

がつながらないなど市民の皆様に御迷惑をおかけ

した経緯もございますが、新型コロナウイルス感

染症対策本部内に設置をいたしましたワクチン対

策チームを主として全庁的な体制を構築し、市内

医療機関の御協力もいただきながら集団接種を行

ってまいりました。７月中旬以降に４回目の接種

を開始をする予定でありますが、４回目からは接

種対象者が限定されることになりますので、国か

らの情報等を市民の皆様にお伝えをするとともに、

希望される対象者へのワクチン接種が円滑に進む

よう準備を進めてまいります。新型コロナウイル

ス感染症につきましては、感染者数は減少傾向に

ございますが、新種の株が発見をされるなど油断

ができない状況が続いているものと考えます。基

本的な感染対策である手洗いや３密回避、換気の

徹底などを行うことで感染リスクは軽減されると

言われておりますので、今後も市民の皆様への周

知を続けて行ってまいります。

小項目２、王子マテリア株式会社名寄工場跡地

の利活用についてお答えをいたします。昨年の１

２月、工場停機以前より工場設置利活用策の検討

を継続をしてございますが、この間３本柱であり

ます再生可能エネルギー、物流、防災拠点化、Ｉo



－38－

令和４年６月２０日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

Ｔデータセンターを中心に具現化へ向けて取り組

んできております。昨年工場停機前に民間事業者

から木質バイオマス発電の検討着手の報道があり

まして、現在も発電事業の開始に向けて課題の整

理を進めているところでございます。再生可能エ

ネルギーに関しましては、昨年１１月にゼロカー

ボンシティ宣言を行いまして、木質バイオマス発

電事業を核とした波及事業へと進展させていける

よう引き続き努力をしてまいりますし、今年度中

に再生可能エネルギー導入計画の策定も行ってま

いります。

物流、防災の拠点につきましては、市内官民が

連携した道北圏域ロジスティックス総合研究協議

会や北海道開発局による政策会議の取組など道北

圏域の物流課題の洗い出しが行われ、名寄市が物

流における重要な立地になるとの方向性が示され

ております。今後地の利を生かした取組となるよ

うに定住自立圏による行政間の連携や民間による

事業展開など、新たな産業の構築につながるよう

取り組んでまいります。

ＩoＴデータセンターの取組については、世界的

なインターネット普及に加えて、Society5.0の推

進により現状のデータセンターが不足することが

想定をされており、鍵となる冷涼な気候、再生可

能エネルギーの供給のほかに対応する通信線の確

保が課題となっております。北海道もデータセン

ター誘致活動を展開しておりまして、名寄市も自

治体としてエントリーをするとともに、有識者で

構成をされております北海道ニュートピアデータ

センター研究会へも入会をするなど意欲ある自治

体としてＰＲをしているところでございます。強

靱な通信線の整備については、要請活動を進める

とともに、気候など地理的優位性を強みに引き続

き誘致活動を継続してまいります。

小項目３、老朽化する公共施設等への対応につ

いてお答えをいたします。本市においては、人口

減少が進む中、厳しい財政状況の下で医療、福祉、

商業などの生活サービス機能を維持し、将来にわ

たり持続可能な都市経営を可能とするため都市機

能、居住機能の集積、公共施設の適正な配置、公

的不動産の有効活用等によりコンパクトなまちづ

くりへの転換を図るために名寄市立地適正化計画

を策定し、都市機能誘導区域と居住誘導区域を定

めたところです。さらに、各公共施設の維持補修、

建て替え、除去などの施設方針を示す名寄市公共

施設個別施設計画を策定するとともに、これらの

計画との整合性を図り、公共施設の再編、再配置

の方策や時期を示すロードマップとして名寄市公

共施設等再配置計画を策定したところでございま

す。再配置計画の計画期間を３０年といたしまし

て、５年後、１５年後、３０年後と大きく３つの

フェーズに区切りまして、５年後までを計画期間

とするフェーズワンの対象施設は、まちづくりで

行政サービスの観点から重要な役割を果たす老朽

化が進む公共施設に加えまして、にぎわいづくり

に向けて新たな設置が想定をされる施設など、図

書館、児童センター、学生寮、生活支援ハウス、

ワーケーション施設、この５施設と定めて、図書

館を軸として３つのパターンをお示しをしており

ます。今年度講演会、タウンミーティングを開催

をするとともに、市民ワークショップを開催をし

て、再配置パターンの絞り込み及び３０年後を見

据えて中心市街地に必要な機能などについて市民

議論を重ねていただいているところでございます。

市民議論を基に案の策定を行い、市議会でも御審

議をいただき、具現化へ向けて進めてまいります

が、今回の対象施設から外れているもの、また先

に優先をされる施設や土地の問題、またデジタル

技術の進化を含めて社会情勢等の変化に応じて適

時計画の評価、検証、改定を行いながら取組を推

進をしてまいります。

小項目４、人口減少への対応についてお答えを

いたします。本市の直近の人口は、住民基本台帳

で２万６，２５９人、各種統計の基礎となる直近

の令和２年度国勢調査人口は２万７，２８２人で

ございました。私が市長に就任をした平成２２年
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度国勢調査の人口が３万５９１人でございました

ので、１０年間で３，３０９人の人口減となりま

した。直近５年の住民基本台帳の数値によると、

平均で２００人を超える社会減があるとともに、

出生数は約２００人で推移をしておりますが、死

亡数が３００人を超える状況でございまして、１

００人を超える自然減、これにより年間３００人

を超える人口減少ということになっております。

人口減少の中身を見ますと、出生数は減少傾向に

あるものの、一定程度維持されておりまして、高

齢化率の上昇による死亡数の増加と生産年齢人口

の転出超過が人口減少の主な要因となっておりま

す。本市は、これまで日本最北の公立大学であり

ます名寄市立大学を設置をするとともに、名寄市

立総合病院を圏域の高度医療を担う中核医療機関

として整備を進めるなど、この圏域にとって必要

な生活機能を確保するため独自性のある施策を推

進し、人口の流出抑制に努めてきたところでござ

います。また、名寄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略に基づき国の地方創生関係交付金を活用し

たＮスポーツコミッションが中心となり、スポー

ツを通じた人、まちづくり、地域活性化を目指し

た地域資源を活用したスポーツ交流イノベーショ

ンプロジェクトや名寄市立大学でのリカレント教

育や復職支援、卒業生の市内定着化を目指した地

域のケア力向上プロジェクトなどを推進をしてま

いりました。さらに、子育て環境の充実による小

学生までの医療費を全額助成を行う乳幼児等医療

給付事業やこども発達支援センターを併設する公

立認定こども園の整備、冬期や雨天時においても

安心して遊び、体を動かすことができるよう西條

デパート２階にこどもの遊び場にこにこらんどの

整備などに取り組んでおります。生産年齢人口の

減少により出生率の向上だけでは出生数の大幅な

増加が見込めない状況もあることから、これまで

の取組に加えて、社会減抑制に向けた取組を重視

する必要があると認識をしておりまして、雇用機

会の拡大に向けた企業支援や企業誘致など産業の

創出に向けた取組を推進してまいります。

大項目３、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、名寄市立総合病院の機能強化についてお

答えをいたします。市立総合病院では、これまで

健全な事業運営を行うための改革プランを平成２

１年３月に策定をして以降、経営の効率化に取り

組んでまいりました。その一方で、地域完結型医

療提供体制の構築の必要性を早くから訴え、この

間施設整備や研修体制の充実など医療機能の強化

につながる取組にも力を入れてきたところでござ

います。施設、設備面では、救急外来棟の増改築、

集中治療室の増築、ＮＩＣＵとＬＤＲの整備、精

神科病棟の改築、ヘリポートの整備やドクターカ

ーの導入など主に救急急性期医療や周産期、小児

医療の充実に努めてきておりまして、その結果と

して救命救急センターの指定を受けるなど道北地

域における基幹病院として必要不可欠な機能を有

する医療機関となっております。教育研修面では、

医師臨床研修指定病院として道内でも早くに認定

を受け、これまで多くの医師に研修の場を提供し

ているほか、本年２月には看護師特定行為研修機

関の指定を受けるなど看護職員の研修にも注力を

してきたところでございます。また、医療の質向

上を目的として日本医療機能評価機構による病院

機能評価を平成１１年に道内公立病院として初め

て認定を受けて以降、これまで４回にわたって更

新認定がされておりまして、この間の様々な取組

に対して一定の評価が得られたものと認識をして

いるところであります。さらに、本年度はハイブ

リッド手術室の整備を含む手術室増改修事業の本

工事に着手をすることとなっておりまして、整備

が完了いたしますとこれまで以上に救急急性期の

医療環境が整うこととなります。医療機能の充実

強化は地域住民の安心感ばかりでなく、医師をは

じめとする医療スタッフの確保にもつながる重要

な要素であると考えております。地域医療を取り

巻く環境としては、人口減少や少子高齢化に伴う

医療需要の変化、医師、看護師等の医療スタッフ
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の不足、また医師の働き方改革への対応など様々

課題がございますが、北海道医療計画に定める地

域医療構想や本年３月に総務省から示された公立

病院経営強化ガイドラインに基づき今後も救急急

性期医療をしっかりと充実をさせていくとともに、

他病院との連携を強化をすることで引き続き道北

３次医療圏の地方センター病院として求められる

医療提供体制の実現を目指してまいりたいと考え

ております。

次に、小項目２、名寄東病院の今後の在り方に

ついてお答えをいたします。名寄東病院は慢性期

医療の役割を担っている病院でございますが、建

設から４７年が経過をしており、施設全体の老朽

化が進行していることから、施設及び設備の改修

並びに旧耐震構造の建物である、このことが課題

となっております。東病院の今後の在り方を考え

ていくには、医療ニーズが変化をしていく中で地

域の実情に合った形でバランスの取れた医療提供

体制の構築を目指す地域医療構想における役割、

また圏域内の各医療機関の変化を踏まえた上で、

名寄市公共施設等総合管理計画などとの調整も図

りながら検討していくことになるものと考えてお

ります。できる限り住み慣れた地域で安心して生

活を継続できるような医療提供体制の構築に向け

て関係機関と連携を図りながら検討を進めてまい

ります。

小項目３、子育て支援の推進についてお答えを

いたします。子育て支援の推進につきましては、

令和２年３月に策定をいたしました第２期名寄市

子ども・子育て支援事業計画に基づき実施をして

おります。老朽化をしている公立保育所において

は、令和５年度中の認定こども園のオープンに向

けて本年度は本体工事にも着手をする予定であり

まして、オープン後は３歳未満児の最大入所児童

数、ゼロ歳で１２人増、１、２歳児で７人増、増

加をするため待機児童の解消にもつながると考え

ておりまして、こども発達支援センターを併設を

した新しい施設で保育と療育の連携を図りながら

子供たちが伸び伸びと成長できる環境となるよう

に努めてまいります。

また、計画策定時のアンケート調査でも要望が

多かった季節や天候を気にせずに元気に伸び伸び

と遊ぶことができる屋内施設、これについては昨

年１２月にこどもの遊び場にこにこらんどがオー

プンをいたしました。今後は、思い切り体を動か

せるアスレチック系立体遊具等を増設をするなど

施設の充実を図り、子育て世代の交流の場となる

ように運営をしてまいります。

小項目４、医療介護連携、ＩＣＴの推進につい

てお答えをいたします。本市では、地域包括ケア

システム構築の方策の一つといたしまして情報通

信技術の活用により患者情報を医療と介護で共有

化し、名寄市における医療介護連携の促進や地域

における包括的な医療、介護の支援及びサービス

提供体制づくりを推進をすることを目的といたし

まして、令和３年７月から名寄市医療介護連携Ｉ

ＣＴ事業を本格的に稼働をしております。本事業

には、市内の医療機関、薬局、歯科医療機関にお

いては４３％の機関が、介護事業所においては９

０％近くの事業所が参加をしておりまして、介護

保険サービスの利用者を主に同意の得られた方を

ＩＣＴシステムに登録をし、運用しているところ

であります。市内居宅介護支援事業所のケアマネ

ジャーや介護施設、市立総合病院のソーシャルワ

ーカーとの協力によりまして同意を得た登録者数

は、昨年度末には９５０名だったところ、本年６

月８日時点で１，０５３名に達しているところで

ございます。期待される効果等につきましては、

医療と介護が連携して質の高いケアの実現と病気

の重症化予防、安全で効率的な服薬サポートが受

けられる、利用者や家族への治療内容の説明を何

度もしなくてもよくなる、関係機関の間で情報共

有が容易にかつ都合のよいタイミングでできるな

ど各場面での負担軽減が期待をできます。本格的

稼働を始めてから１年を経過してございません。

まだまだ発展途上のシステムだと考えております
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ので、期待する効果を達成できるよう取り組んで

まいります。

大項目４、地域経済の活性化について、小項目

１、新型コロナの影響に対する今後の支援策及び

消費喚起策についてお答えいたします。新型コロ

ナ感染症に対する経済対策について現在申請を受

け付けております地域経済再生応援金は、想定よ

り少ない申請件数で推移をしておりますが、これ

は今回売上げ減少の要件のほかに利益の減少要件

を新たに設けた結果、売上げは減少していてもウ

ィズコロナに対応した営業努力やコロナ関連の給

付金などによって利益がコロナ前よりも増加をし

たために該当しないというケースが多く、このこ

とはウィズコロナの事業経営が一定程度進んでい

ることやコロナ関連の支援が市内事業者の経営の

下支えに効果的に寄与した結果でもあると推察を

しているところでございます。こうした状況を鑑

みまして、コロナ発生３年目を迎え、厳しい経済

の要因がコロナに加え、不安定な世界的社会経済

情勢の長期化による燃料などコスト高騰にシフト

していくと見込まれることから、これからはウィ

ズコロナの社会経済に対応していくために、中小

企業等に対するコロナ経済対策として今後は現金

給付という手法ではなくて、持続可能な方策が必

要であると考えております。そのため、国や道の

施策も注視をしながら経済団体や金融機関と緊密

に連携をし、効果的な消費喚起策を含め地域経済

の再生、活性化に資する対策を研究してまいりま

す。

小項目２、地元企業の官公需受注機会の増大に

ついてお答えをいたします。本市が発注する工事

や物品調達等の指名選考は、官公需についての中

小企業の受注確保に関する法律に基づき策定した

名寄市指名競争入札参加者指名基準や名寄市公契

約に関する指針により、契約の適正な履行が確保

できる範囲において市内業者への優先発注に努め

ております。また、地域経済の活性化や市内業者

の育成、労働環境改善に資するため、本市では法

律や国の施策に基づき入札参加資格申請の際にお

ける社会保険加入状況の確認や中間前金払い制度

の導入などを行ってまいりました。加えて、本年

４月施行の名寄市中小企業振興条例においても、

市の責務として市の工事に当たり中小企業者等の

受注の機会の増大に努めるという条項を盛り込ん

でおります。今後も当該条例で掲げる基本理念を

踏まえて適正な工期の確保や発注の平準化などに

配慮しながら、引き続き市内業者への受注機会の

確保に取り組んでまいります。

小項目３、市内中小企業の人材確保についてお

答えをいたします。ハローワーク名寄管内の雇用

情勢によると、建設、運輸、介護、医療、福祉の

分野をはじめ有効求人倍率は高い状態が続いてお

りまして、本市の人材不足は喫緊の課題でござい

ます。本市といたしまして、昨年１２月に生産を

停止した王子マテリア株式会社名寄工場等の離職

者を市内事業者が雇用する場合、最大６０万円を

助成をする制度を創設したところでありまして、

産業人材の市外への流出の防止と市内事業者にお

ける確保に努めております。

また、名寄市中小企業振興条例の改定に伴い、

支援メニューを見直し、事業所が負担する従業員

の資格取得等を支援する人材育成事業に加え、新

たに地元企業の採用のための広告費を支援をする

就職促進事業や高度な専門性を持ち、企業の成長

促進をするプロフェッショナル人材の確保を支援

する事業の準備を進めておりまして、市内中小企

業人材確保のための施策を拡充してまいります。

小項目４、名寄市観光振興計画（第２次）の具

現化に向けた取組についてお答えをいたします。

今年度スタートいたしました名寄市観光振興計画

（第２次）では、新型コロナウイルス感染症によ

る打撃を受けた環境産業を再び活性化するため、

今後５年間を計画期間といたしまして、ウィズコ

ロナ、アフターコロナ、ポストコロナと回復の段

階を見据えながら、本市にふさわしい観光振興の

方向性としてひまわり観光の推進、広域観光、食
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と観光の推進など１１の項目を掲げました。その

中でも特に力を入れて取り組むべき重点項目とし

て原生の自然を最大限に活用したアウトドア観光

の推進、スポーツツーリズムの推進、観光振興に

資する人材の発掘、育成、この３つを定めており

ます。また、地域経済の活性化の達成に向けた数

値目標、ＫＰＩとして観光消費額、市内宿泊延べ

数、名寄市認知度を指標としまして、観光消費額

と市内宿泊延べ数についてはコロナ禍からの回復

を目指し、コロナ前の水準をＫＰＩに定めました。

認知度につきましては、計画策定前に実施をいた

しました認知度調査を３年目と最終年に実施をし

て、調査対象の２人に１人が本市を認知している

状況を目指します。本計画の具現化に向けては、

計画策定に関わった委員を中心に組織をする検証

委員会において、毎年の状況に応じて本計画の方

向性に沿った具体的な取組を検討し、取り組んだ

実績を基に、本計画の推進状況を検証してまいり

ます。

次に、小項目５、地域通貨の導入について申し

上げます。国においては、コロナ禍にあって社会

情勢は大きく変化をし、消費動向や物流など経済

への影響は計り知れないものとなっており、デジ

タル化により大きな変化が求められております。

また、本市においても同様にコロナ禍での少子高

齢化や人口減少、地域経済の縮小など購買力の低

下やオンラインショップなど、地域以外での消費

の増加により地域内の経済循環は悪化の一途をた

どっております。これらのことを踏まえて、非接

触型決済方式、いわゆるキャッシュレス化や地域

内での経済循環サイクルの確立を図ることが重要

との認識の下、その手法の一つとして地元経済団

体と協力体制を構築の上、電子地域通貨について

検討を始めております。電子地域通貨の導入に当

たりましては、地域外への経済流出抑制や地域内

流通の活性化を目的に地域経済の循環を促進をす

るほか、地域内の経済活動に対するデータ化、可

視化が図られるとともに、マーケティング調査が

容易となり、新たな経済対策の立案や展開が図ら

れるものと期待をしております。また、この電子

地域通貨を活用して市民が本市のイベントだとか

地域の取組などへ参加、貢献をされることに行政

ポイントを付与する、こうしたことでより積極的

な参加が期待をされるとともに、地域内の消費の

拡大、市民の利便性の向上、地域活動の増進にも

寄与していると考えております。具体的には、市

民の商店街利用や行政イベントへの参加などにお

いてポイント還元だとかボーナスチャージ、プレ

ミアム電子商品券や電子回数券、こうしたことを

想定しておりまして、キャッシュレス化により利

便性の向上、また効率的かつ効果的な経済の循環

を目指すといったものでございます。今後におき

ましては、電子地域通貨の導入に当たって主体と

なる地元の経済団体としっかりと協議を進め、行

政として支援協力体制を構築するとともに、市民

により一層デジタル社会の恩恵が行き届くよう導

入に向けた検討を進めてまいります。

大項目５、農業の振興について、小項目１、担

い手の育成と確保について、小項目２、労働力確

保対策について、小項目３、農業法人化への支援

について、これら３つは関連があるので、一括し

てお答えいたします。農業を取り巻く環境は、国

によるみどりの食料システム戦略や経営所得安定

対策の見直しなど情勢が変化をする中、本市にお

いては農家戸数の減少や労働力不足など厳しい状

況が続いております。地域においては担い手農家

の規模拡大により農地の流動化が進み、次世代へ

と引き継がれておりますが、個人の規模拡大にも

限界があり、また労働力不足による作物の転換な

ど課題がある中で、持続可能な農業、農村の発展

に向けて取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。担い手の育成と確保につきましては、農家子

弟による後継者確保や経営継承に向けた支援を継

続をするとともに、現状で抱える課題や必要とす

る支援の調査に取り組み、より実情に即した支援

となるように検討してまいります。
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新規参入者の確保では、これまで農地の確保や

早期の経営安定が課題となってきたことから、新

たに経営基盤を引き継ぐ第三者経営継承による就

農に向け地域や関係機関、団体と連携をし、条件

整備と研修生の育成を図ってまいります。また、

地域コミュニティーを維持する上でも新規参入者

の受入れは有効と考えており、移譲希望者や地域

ニーズの把握に努めてまいります。

労働力確保につきましては、短期的な人材確保

として地域内外から幅広く人材を求め、ＪＡと連

携をし、支援に取り組んでまいります。また、外

国人技能実習生については、今年度は受入れが可

能となり、安心をしているところでございますが、

今後のコロナ禍による影響など注視をしていく必

要があると考えます。また、労働力不足を補う省

力化技術については、ＩＣＴを活用したものをは

じめ様々な取組があることから、農業振興センタ

ーが核となり、技術の活用に向けた支援を進めて

まいります。法人化の支援につきましては、農業

での雇用労働力確保が厳しくなる中で、限られた

労働力の下で収益を維持、拡大していく必要があ

り、作業の効率化が求められております。このこ

とから、複数戸での協業化による作業効率の向上

と法人化による経営基盤の強化や雇用環境の改善

により持続的な農業経営の確立が可能になると考

えております。また、協業化による効率化におい

て軽減された労働力を人手が必要となる高収益作

物へ振り向けることで収益性の向上が図られるほ

か、本市の特徴である多様な農産物の生産を維持

していくことにつながるものと考えております。

今後も引き続き複数戸法人の設立支援に向け取り

組むとともに、農業者の理解を深めるために情報

提供に努めてまいります。

小項目４の水田活用交付金の交付要件の見直し

に関する本市としての対応についてお答えをいた

します。国においては、これまで米政策改革の定

着と水田フル活用の推進に向けて水田活用の直接

支払交付金が講じられてきたところですが、昨年

度転作作物が固定化している水田の畑地化を促す

とともに、現場の課題を検証しつつ、今後５年間

一度も水稲作付が行われない農地を交付対象水田

としない方針が示されたところです。本市におい

ては、長年にわたり交付金を活用し、作付転換に

おける生産振興に取り組み、農業者への影響も大

きいことから、名寄地域農業再生協議会において

地域ごとの説明会を開催をし、周知を図るととも

に、見直しに対する地域課題につきましてアンケ

ートにより把握に努めてきたところでございます。

地域課題の検証に当たりましては、北海道が中心

となり実態把握を、あるいは検証を行い、国に求

めていくこととしておりまして、本市からはアス

パラガスなど多年生の作物の作付、また収益性の

観点から５年を超える輪作体系が必要となること

など地域課題について報告をしているところです。

今後の対応といたしましては、北海道の連絡会議

を中心に対応していくこととなり、畑作物が定着

し、交付対象外となる農地での営農の継続ができ

るように十分な支援を検討することや自給飼料の

確保への対応を求めるなど地域農業への影響が取

りまとめられることから、必要な影響、意見反映

等を行ってまいります。また、今回の交付要件見

直しは本市農業の将来にも影響が及ぶことから、

今年度において取り組む第２次名寄市農業・農村

振興計画の見直しの議論の中で今後の対応につい

ても検討をしてまいります。

大項目６、冬季スポーツ拠点化に向けての取組

について、小項目１、合宿大会誘致の推進に向け

ての施設等整備についてお答えをいたします。冬

季スポーツ拠点化については、冬の自然環境、人

材、そして既存のスポーツ施設を生かして生涯ス

ポーツの振興や合宿、また大会誘致活動も推進し、

スポーツを通じた交流人口の拡大によって地域経

済にもよい効果が見いだされるよう努めてまいり

ました。昨年総合計画中期計画のアンケート調査

が行われまして、スポーツ活動や施設整備の状況

の質問では、前回結果１．３８ポイントだったの
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に対して昨年の調査では０．７２ポイント低い０．

６６ポイントと前回を下回る結果となり、スポー

ツ施設に関して幅広く改善を望む意見が寄せられ

ております。合宿や大会誘致の取組としてプロモ

ーション活動や受入れ態勢の整備がありますが、

最も効果が高いのは施設環境の質が高いというこ

とでございます。これまでの合宿、大会誘致につ

いては、競技団体の皆様に支えられてきたこと、

また阿部特別参与の例にもあるように、人とのつ

ながりの中で誘致ができていた部分が大きかった

のではないかと思います。総合計画重点プロジェ

クトにおける指標値として令和４年度までに２泊

以上の合宿者数１万人という目標を持っておりま

して、引き続き皆様の御協力をいただきながら誘

致活動を推進しますが、市民利用の観点も含めて

合宿、大会誘致に有効な施設整備についても検討

をしてまいります。

小項目２です。２０３０年冬季五輪札幌誘致、

この関わりについてお答えをいたします。２０３

０年冬季オリンピック、パラリンピックの開催地

が今年度中にも決定をされるという見込みでござ

いまして、札幌市を中心に招致活動が最盛期を迎

えているところです。本市の阿部特別参与も国際

オリンピック委員会の現地対応など重要な場面に

おいて深く関わっており、活躍しているところで

あります。招致が実現すれば、北海道全体にとっ

てもこれは大きな喜びであり、冬季スポーツで頑

張っているジュニア選手にとっても大きな夢であ

り、目標となるスポーツイベントになります。冬

季スポーツ拠点化プロジェクトを推進している本

市にとってもよい影響を受けることが予想され、

スポーツによるまちづくりを推進していく上でも

有効なスポーツイベントであると捉えております。

オリンピック、パラリンピック招致活動について

は、北海道や道内の経済団体なども加わってその

活動を支援する動きが広がっておりまして、官民

連携で誘致活動を支える横断的な組織も設立をさ

れ、今後本市も積極的に関わっていく予定でござ

います。

また、本市は冬季スポーツ施設が充実をしてい

ることから、事前合宿などの受入れ支援も可能で

あると考えております。特にノーマルヒルは道内

に札幌市と名寄市しかなく、オリンピック本番で

使用するジャンプ台は競技の数日前まで使用でき

ないという決まりがあることから、本市で事前合

宿が行われる可能性もあると考えています。その

他、道内にはオリンピック、パラリンピック招致

を見据えて既に海外のクロスカントリーチームと

連携を取っている自治体もあることから、本市に

おいても健康の森クロスカントリーコースは事前

合宿に利用できる可能性があると考えます。招致

活動は、北海道全体で支える必要がございますが、

以前阿部特別参与と共に秋元札幌市長とも面談を

して、招致活動の協力関係について話合いをさせ

ていただいておりますので、引き続きソフト、ハ

ード両面で協力をできる体制を整えていきたいと

考えております。

私からは以上です。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは大項目７、教

育行政について、初めに小項目１、コミュニティ

・スクールの今後のあるべき姿についてお答えい

たします。

議員御承知のとおり、コミュニティ・スクール

とは学校運営協議会を設置した学校であり、学校

と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組

むことが可能となる地域と共にある学校への転換

を図るための有効な仕組みでございます。本市で

は、平成２９年の智恵文小学校と智恵文中学校が

コミュニティ・スクールとなったことを皮切りに

令和元年６月に全ての学校がコミュニティ・スク

ールとなりました。また、令和２年６月には全て

のコミュニティ・スクールに学校と地域が連携、

協働した活動である地域学校協働活動を推進して

いく地域学校協働本部を位置づけたところでござ

います。さらに、地域学校協働本部には地域の窓



－45－

令和４年６月２０日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

口となって地域学校協働活動を効果的、効率的に

展開する役割を担う地域コーディネーターを任命

しております。本市が目指すコミュニティ・スク

ールとは、学校と家庭、地域が教育活動の目標を

共有し、共に協働して、組織的に課題に対応する

学校のことであります。そして、学校の応援団と

なって教育活動を支援してくれる地域学校協働本

部が相互に補完し、高め合う存在となって地域学

校協働活動の充実を図ることが大切であると考え

ているところでございます。しかし、この数年間、

コロナの影響を受けまして、学校運営協議会や地

域学校協働活動を開催できない状況になっており

ます。今後地域学校協働活動を活性化するために

も引き続き各地域コーディネーターの研修会、相

互の情報交換などを実施してまいりたいと思いま

す。

また、令和５年には本市にある２つの高校が再

編統合され、新設高校が設置されます。この新設

高校に学校運営協議会ができたならば、今後小中

高を含めた地域学校協働本部連絡協議会を設置し

て、名寄市の学校全体で地域学校協働活動を実施

していくことが重要であると考えております。今

後も引き続き各学校の学校運営協議会と社会教育

体制としての地域学校協働本部が相互に補完し、

高め合う存在として、両輪となって地域と共にあ

る学校づくりのさらなる充実を図ることができる

ような体制づくりと活動の充実を目指していきた

いと考えております。そのためにも、地域学校協

働本部連絡協議会の組織や活動の在り方をさらに

工夫してまいりたいと考えております。

次に、小項目２、義務教育学校開設により期待

される効果と目指すべき学校運営についてお答え

いたします。小中一貫教育とは、小中学校が９年

間を通じた教育課程を編成し、それに基づき行う

系統的な教育のことでございます。国では、平成

２８年に施行された小中一貫教育制度の導入に係

る学校教育法等の一部を改正する法律により小中

一貫教育を行う新たな学校の種類が制度化されま

して、現行の小中学校に加え、小学校から中学校

までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新

たな学校の種類として規定されました。これによ

りまして、１人の校長の下で教職員が１つの組織

として一貫した教育課程を編成、実施する義務教

育学校としての形態と組織上独立した小中学校が

義務教育学校に準じる形で一貫した教育を施す小

中一貫型小中学校という２つの形態が制度化され

ました。本市では、これまでの小中連携の取組の

成果を生かし、智恵文小学校と智恵文中学校は平

成３０年度より、風連中央小学校と風連中学校は

令和２年度より小中一貫型小学校中学校の中の併

設型小中学校の制度を活用した小中一貫教育の取

組を推進しているところでございます。

義務教育学校は、９年間を一つの学びの場と捉

え、学習指導要領による指導内容と基準は変える

ことはできませんけれども、指導する時期及び学

年や指導時数を柔軟に考えることを可能とする特

例も認められているところでございます。義務教

育学校のメリットとしては、中１ギャップという

中学校進級の際の新しい環境での学習面や生活面

への不適応への解消、一貫したカリキュラムによ

るスムーズな学習、異学年間の交流促進などが挙

げられております。また、授業では学級担任だけ

ではなく、教科担任の先生も加えて子供たちと接

することから、多様な視点で子供の特性を捉える

ことができ、子供の個性や可能性を伸ばすことの

できることなどが期待されているところでござい

ます。本市の学校教育に与える相乗効果として、

智恵文地区における義務教育学校の取組のメリッ

トを市内の他の小中学校へ情報発信することによ

り、小中連携の在り方によい影響を与えるものと

考えております。現在智恵文小中学校では小中一

貫教育合同会議を計画的に開催し、授業における

指導課程や指導方法、児童生徒の実態等について

共通理解を図っております。また、小学校６年生

が中学校に直接登校して授業を受ける中学校一日

登校、小学校において専科教員による理科や外国
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語の授業、食育に係る出前授業などを実施し、系

統性、連続性がある取組を推進しているところで

ございます。さらに、小中一貫教育を導入するに

当たって典型的に指摘されている課題といたしま

して、子供たちの人間関係や相互の評価の固定化、

それから学年段階の柔軟な設定により小学校高学

年におけるリーダー性の育成の阻害でありますと

か、転出入する児童生徒への対応、実施に伴う教

員の多忙感や時間の確保といった４点がそれに挙

げられております。現在これらを学校運営に対す

る課題と捉えて、事前の対策を進めていくことに

しているところでございます。今後北海道教育委

員会の指定事業であります小中一貫サポート事業

を受けながら義務教育学校の準備を進めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目の３、新設高校への支援の考え方

についてお答えいたします。令和５年４月の再編

統合により設置される新設校については、両高校

の教職員で構成する統合推進委員会により生徒や

保護者から選ばれる魅力ある学校を目指し、取組

を進めております。今後は、高等学校魅力化推進

委員会が中心となって統合推進委員会で決定され

た内容を分かりやすく発信してまいります。新設

校の魅力向上の支援策の一つとして、コミュニテ

ィ・スクールの設置があります。コミュニティ・

スクールはこれまで培われてきた学校と地域社会

との関係を生かし、地域の産業界など広く地域の

皆さんの参画や協力を促すことができるため、地

域全体での応援体制の構築にもつながるものと考

えております。そのため、魅力化推進委員会では

統合推進委員会と共に名寄版コミュニティ・スク

ールの設置に向けた議論を行ってまいります。教

育委員会といたしましては、市内唯一となる高校

が生徒に多様な進路の選択を提供できる魅力ある

高校となるよう引き続き魅力化推進委員会を通じ

て取組を進めてまいります。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれたくさん御

答弁をいただきましたので、時間が限られており

ますが、できる限り再質問させていただきたいと

いうふうに思います。

加藤市長４期目の基本政策についてということ

で、それぞれ小項目で３点お伺いをさせていただ

きました。壇上での質問に関しましても少し市政

執行方針や所信表明、また選挙時等々で強調して

いた部分、４期目に向けてどのように取り組んで

いくのかという部分も御質問させていただきまし

た。少しお答えになかった部分ではありますけれ

ども、幾つか市長の考え方、これから４期目の市

政をかじ取りしていくという中で幾つかお伺いを

しておきたいというふうに思います。

まず、これは加藤市長の４期目基本政策に関わ

る部分かと思いますけれども、特に当選直後記者

会見等で言われていたのが市民との対話を重視し

ていくということを強調されて言っておられまし

た。一部先ほど御答弁の中にもありましたけれど

も、コロナ禍の影響等もあって、人と人とが、市

民の皆さんもそうですけれども、なかなか直接会

って対話ができない、会っていろんな活動ができ

ない状況があったという中で加藤市長がこういう

ことを強調するのは、そういうコロナ禍を経て、

また新しい時代といいますか、デジタル化はデジ

タル化で進めるけれども、やっぱりそういった市

民との直接お会いしての対話が重要だというふう

に私はちょっと勝手ながら捉えたのですけれども、

市長のその辺りの、特に４期目、対話を重視して、

またタウンミーティング等も積極的に機会をつく

って実施していくというような御発言もありまし

たけれども、その辺りの考え方についてお答えを

いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 現在も総合計画の第２次

の後期の計画策定に向けて様々な市民の皆さんと

意見懇談をさせていただいているところでありま

す。業界団体の皆さん、代表者の皆さんに来てい

ただいてということはもちろんでありますけれど
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も、ターゲット絞って大学だとか子育て世代だと

か、あるいは高齢者学級だとかと、あと自衛隊の

方、現職の方、今結構外から来られている方も多

いということで、いろんな角度からいろんなお話

を聞くことができるだろうということもありまし

た。議員おっしゃるとおり、コロナ禍で私自身も

ふだんいろんな市民の皆さんと接する機会が大幅

に減ってきている中で、本当に市民の皆さんの声

をしっかりと聴きながら市を推進しているのだろ

うかという疑念もあったと思いますし、コロナ禍

の中でどういう心持ちでいるのかという市民の皆

さんのお気持ちというのはやはり対面で肌で感じ

るということはすごく大事なことだというふうに

思っています。一定のいろんな貴重な意見も聞か

せていただきましたし、全ての市民の皆さんの思

いや、あるいは要望など、それは具体的に政策に

落とし込むということはできないかもしれないけ

れども、そうした皆さんの意見をしっかりと落と

し込んだ上で計画を推進していくということは我

々にとっても重要なことだというふうに思ってい

ます。引き続きこうした市民の皆さんとの対話を

しっかりと心がけて、そのことが市民の皆さんの

協働のまちづくりのモチベーション、機運を高め

ていくことにもつながるし、我々もそうした思い

を受け止めて、政策をつくっていくことというの

は非常に意義あることだというふうに思っていま

すので、しっかりとこのことを継続してまいりた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ぜひそういう姿勢で、

コロナ禍も経た中で改めてということだというふ

うに思いますが、市民の皆さんとの対話を重視し

た市政運営、また継続していただきたいというふ

うに思います。

連携の強化ということでお伺いをさせていただ

きました。特にお答えの中で関係周辺自治体です

とか行政関係機関との連携、また民間と行政の政

策連携等というお答えもいただきました。市政執

行だったかな、所信表明の中であったかと思いま

すが、この連携の強化という中に学校と地域の連

携も強化していくというような記載、そういうふ

うに述べられておりました。今のお答えの中で学

校と地域の連携というものは今触れられておりま

せんでしたけれども、いわゆる学校と地域の連携、

後ほどちょっとコミュニティ・スクールの件は教

育長にお伺いさせていただく部分ありますけれど

も、これもコロナ禍を経た中でのコミュニティー

が今非常に希薄になっている。機能が低下してい

る。町内会も加入数が減少していると。高齢化に

よる役員の成り手不足、そういった問題を抱えて

いると。名寄市の場合は、今全小中学校がコミュ

ニティ・スクールになったということで、まさに

学校と地域の連携で町内会活動、また地域と共に

ある学校づくりという中で地域が学校を支えてい

く、学校も地域活動に協力していく、そういった

体制がまた新たな時代の町内会、地域コミュニテ

ィーの姿、形になり得るのだというふうに捉えて

おりますけれども、学校と地域の連携の強化とい

うふうにうたっている中には、市長の中ではどう

いった考えがあるのかお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさに山田議員が今お話

しいただいたとおりでありまして、町内会の加入

者の減少とか役員の固定化、高齢化だとか、ある

いは町内会自体に子供が少なくなってきていて、

子供会の育成会活動が困難になっている町内会が

かなり増えていると。こうした多世代の交流の礎

が町内会のベースであったのだけれども、そのこ

とそのものがなかなか厳しくなっている現状の中

で町内会の活動をどうしていくかということが課

題として問われているということだと思います。

一方で、コミュニティ・スクールという今全小中

学校に設置をされているということの中で、一定

の地域活動の今まで町内会で担っていた部分の受

皿となっていただける可能性があるということと
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加えて、やはり地域で子供たちを育てていくとい

うことこそがコミュニティーの原点であり、その

ことが子供たちも、あるいは大人、地域の社会の

皆様にとっても協働のまちづくり、あるいは地域、

地元に愛着を持っていただけるコミュニティーを

しっかりとつながっていく、そうしたことにつな

がっていくのだろうというふうに思います。まだ

まだこのコミュニティ・スクールというのはそれ

ぞれ、できて間もないというところもあって、こ

の事業の深化というのはこれからだというふうに

思いますので、教育長からも答弁あったとおり、

こうしたことを一つでもそれぞれが地域と学校の

課題がお互い合致できるようなところから具体的

に進めていくことが肝要だというふうに思ってい

まして、このことを含めて地域との学校の連携と

いうのが重要だということで政策にも掲げさせて

いただいていましたし、そのことをぜひ進めてい

くことが地域力につながっていくというふうに考

えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） コミュニティ・スク

ールが全小中学校にあるという、いわゆる特徴、

特色をそういった地域のコミュニティー活動にも

連携する中で生かしていくというような、そうい

った取組、今後も進めていただきたいというふう

にお願いをしておきたいと思います。

少し駆け足になるかと思いますが、現在名寄市

が直面する行政課題４点についてお伺いをさせて

いただきました。王子マテリア名寄工場の跡地の

関係は、今現状、もともと３本柱で、今中身の協

議を進めているということで御理解いたしました。

再生可能エネルギーの関係ですとかも計画の策定

の予定もあるということで、そちらのほう具現化

に向けての大きな足がかりになるのだというふう

に思います。引き続き各関係団体、企業等との協

議をよろしくお願いしたいと思います。

人口減少の関係ですが、年間約３００人前後が

自然減で人口が減少しているという状況でありま

す。社会減の抑制のためには、最後お答えいただ

きましたけれども、産業の創出ということで、雇

用の創出ということにもつながるのでしょうが、

ちょっとまたがりますけれども、商工業、農業含

めて人材不足という部分がやはり顕著な部分もあ

ります。若い方が地元に、地域に定着しなければ

活性化にはつながらないのだと思いますけれども、

定着するためには仕事、これ雇用が必要というこ

とで、やっぱり産業の活性化というのが何よりも

重要なのかなというふうに思います。産業の活性

化というところに飛んでいきますけれども、これ

はコロナ禍で影響を受けた商店街、飲食業、宿泊

業等も含めて今後どのような支援策、また消費の

喚起策というのがこれから私は大事になってくる

のかなというふうに思っています。お答えの中で

も当然現金給付事業、その都度、その都度、状況

に応じて打っていただきましたけれども、今後持

続可能な手法を検討して支援をしていくというこ

とで、これからはどうしても人が動く活動が始ま

らないと、やっぱりこれ消費という行動にも結び

つかない。経済行為、経済活動にも結びつかない

という中で、やはり消費喚起策というのが何より

も今後大事になっていくのだというふうに思いま

すけれども、その辺りちょっともう少し具体的に

今後消費喚起策、今考え、明確なお答えどこまで

できるかあれですけれども、考えられている、今

までのプレミアム商品券、みたいなものがいいの

かまた、別の形で消費を喚起するような仕組み、

またそういったものを今考えられているのか、今

後のそういった消費喚起策について少し具体的な

ところをお伺いしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいまこれか

らの経済対策ということで御質問ありました。私

どもで考えておりますのは、これまでコロナの経

済危機がありまして、コロナといいますのは未曽

有の危機ということで、まず感染拡大防止のため

に外出、移動の自粛ですとか飲食店など休業、時
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短の要請などがありまして、こういったものはあ

る意味国や道から経済活動を抑制するような施策

であったと思います。こういうものにつきまして

は、緊急的な支援として現金給付という手法を取

ってまいりましたけれども、今後についてやはり

厳しい経済の要因が、先ほども答弁にもありまし

たとおり、不安定な世界的社会経済情勢による燃

料をはじめとする物価高騰の長期化にシフトして

いくだろうと考えておりまして、そうなりますと

ウィズコロナの社会経済に対応していくというこ

とでは、議員おっしゃいますとおり、経済を回す

ということによって地域経済を立て直すための方

策が必要だろうと考えております。その中で、や

はり消費を喚起するということで御質問、御提案

ありましたけれども、これまでの対策としては３

度のプレミアム付商品券事業についての支援を行

ってまいりました。ただ、それぞれ課題があった

と認識しておりまして、今後経済を回すための消

費喚起策ということについてはまだ具体的なもの

についてはありませんけれども、より効果的な消

費喚起策などを経済団体、金融機関など緊密に連

携をして、地域経済の再生と活性化に資する対策

というものを研究してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今お答えいただきま

したけれども、先ほど地域通貨の導入についてお

答えいただきました。まさにこういうことも含め

て地域内で経済を循環する、回していく、そうい

ったものの、これはコロナ対策のために地域通貨

を導入するということではないのかもしれません

けれども、今地元経済団体と連携しながら検討し

ているということで、いかに域内、この市内で経

済を回してお金を落としていただくかということ

の、これそういうことで地域経済が活性化するに

資する事業だということだというふうに思います。

地域通貨の関係、今検討段階ということでありま

したけれども、大体実施は見通しとしていつ頃に

なりそうな感じなのか。お答えできるのかできな

いのかちょっと分かりませんけれども、その辺り

の見通しについてお答えできる部分があればお伺

いしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 地域通貨の導入の実

施時期の見通しということで御質問いただいたと

思います。現在導入に向けて地元経済団体と協議

を進めているという状況でございます。あくまで

も主体につきましては地元の経済団体ということ

で、市は支援する立場ということでございますが、

今確認しているのは国への申請手続等に一定の時

間を必要とするということもありますし、各種手

続ですとか、あと説明会もあるでしょうし、そう

いう手続も含めるとまだ具体的にいつと答えられ

る段階ではないということで御理解いただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 分かりました。いず

れにしても、今導入に向けてそういった検討、協

議をしているということであります。コロナの関

係だけではなくて、できるだけこの地域の中で、

域内で経済が回って、経済、そして産業、企業が

活性化する、そしてその活性化が地域の活力、若

い人が定着する、定着してパートナー、そして子

供が生まれてといういい循環になってくれば、こ

れある程度人口減少にも抑制がかかるという部分

なのかなというふうに思いますし、若い人が多く

なる、また先ほどのコミュニティー、町内会、地

域コミュニティーがまたいい形で回り出すと世代

間を超えた関わり、若い人たちが例えばお一人の

お年寄り、それは金銭的なことではなくて、やっ

ぱりそういう地域活動とかも含めて生活の見守り

も含めて支えていく、そういった好循環がこれか

ら求められるのかなと。また、理想の地域の産業

とか教育ですとか福祉も含めたいい循環の形なの

かなというふうに思います。そういった取組、実

現、現実のものになることを本当に、地域通貨な
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んて本当に、導入している自治体等も今大分増え

てきているようですから、そういった形で少しで

も活性化また、元のコロナ前の状況にいち早く戻

ることを願いたいというふうに思います。

農業の関係ですが、水田活用交付金の関係も今

年度はいろいろとあり、一つの転換期なのかなと

いうふうには思います。今年度に農業・農村振興

計画の見直し議論の中でもその辺り対応していく

ということでありましたけれども、少し作付体系

も含めて経営形態もちょっと変わってくる状況も

もしかしたらあるのかなというふうには捉えてお

ります。そういう部分も含めて、これ国のほうへ

の要請、これ行政単独でなかなかするということ

にはならないのでしょうけれども、交付要件の見

直しですとか制度全体の見直しというのは致し方

ない部分が、これ今までの経過から見てあるのか

なというふうに思いますけれども、いずれにせよ

今までの米に対する国としての政策をやはり私は

検証すべきだと思うし、検証した中で新たな施策

を国としてどう打っていくのか、またそういった

ことが必要だと思います。畑作物に転換するから、

では畑作に支援すれという単純なものではないの

は分かっておりますし、あれですけれども、いず

れにしても今までの政策の検証を行った中でこれ

からの農業者、特に若い農業者の方々が意欲を持

って食料生産できるような施策、国としての政策

につなげてもらいたいと思いますし、これ私自身

も含めて関係する団体からやっぱりそういった、

国に伝えていただかなければならないのだと思い

ますし、そういった動きも行政として何かつくれ

る部分があればつくっていただきたいなというふ

うに思います。法人化への支援の関係もありまし

たけれども、そういう部分も含めて、大きな転換

期であるという部分も含めて計画の中間の見直し

時期に来ていると思いますけれども、これからの

農業の形、どういう形が望ましいのかというと、

私は方向性としては法人化かなというふうに思っ

ておりますけれども、これは市長が答えていただ

くのか、部長が答えていただくのかあれですけれ

ども、今の状況の中でその辺りの考え方、どう思

いますでしょうか。ちょっとお答えをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今ほども答弁させていた

だきましたけれども、今年から複数農家の連携を

した法人化がスタートしているという状況で、実

は先般も主体の方も含めた農業の若手の皆さんと

たまたま意見懇談をする機会があったところです。

大変な御苦労もあるのは十分承知しながらも意欲

的な取組に敬意を表しますし、またこの動きに地

域の若い農家の方たちもやはり法人化というのは

一つの大きなこれからの農業の行く末、選択肢の

一つでないかという声が上がっていたのも事実で

あるし、それを聞いて、私たちもうれしいなと思

ったところです。農家さんはやっぱり自分たちの

経営を、できるだけ収益を最大化するというのが

目的だと思います。一方で、我々は行政側として

は名寄市内にある農地の付加価値をできるだけや

っぱり高めていくこと、そのことによって地域を

ブランド化していくということとそのことによっ

て農業、農村が持続的に人がたくさんいて、回っ

ていく。今の現状、どうしても人手が足りなくて、

高収益作物がなかなか伸び悩んできている中でで

きるだけ高収益作物というのを地域の特産物とし

ても持続的に栽培をしていただいて、このことに

よって付加価値を高めていって、よって人もそこ

に定着していくと、我々はこういった地域になれ

ばなと、農業、農村地帯になればなというふうに

思っていて、そうした観点でいくとやはり法人化

というのは大きな一つの選択肢の一つになるので

はないかというふうに思っていて、ここでもお話

をしましたけれども、今回の計画の見直しの中で

その辺についてもしっかりと関係団体や農業者の

皆さん、現場の皆さんとも協議をさせていただく

中で計画のできるだけ具体的な策定を進めていく

ということになろうかと思います。
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〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 高齢化による農家戸

数の減少というのがずっと農業を取り巻く大きな

課題であるということでありましたけれども、こ

れ農家戸数の減少はこれ仕方ないのかなというふ

うに思います。それよりも戸数は減少するけれど

も、地域のそういった法人化、大きな生産組織が

あることによって農業従事者、そこで農業に従事

する人だけは減らさない、そういった方向性で、

やっぱり今後方向性にかじを切っていくべきなの

かなというふうに最近私自身も特に思います。法

人化にして、やっぱり従業員をたくさん使ってい

て、この地域は今まで何戸あったのだけれども、

１戸になったと。ただ、従事者は変わっていない

ぞというような地域、また法人もありますので、

そういった部分にシフトしていく。これ複数戸法

人だけではなくて、一戸一法人でも法人にするこ

とによって、雇用環境の整備ですとか、やっぱり

しなければならないことってたくさん出てきまし

て、そこは雇用環境の充実が整えばそういったも

のの確保の近道にもなるというようなメリットも

あるのだと思います。ぜひ法人化に向けて、法人

化を推進する中で情報提供等も含めて行政側の支

援、引き続きお願いを申し上げたいと思います。

教育行政について小野教育長にお伺いをしてお

きたいと思います。小野教育長は今回最後の定例

会ということで、１１年間の教育長としての務め、

大変御苦労さまでございました。コミュニティ・

スクール、そして義務教育学校の関係、お伺いさ

せていただきまして、お答えをいただきました。

教育長が平成２４年に来られて、ちょうど私その

頃議員なりたての頃でありまして、地域の学校を

どうするという議論の真っ最中でありました。そ

ういう中で、何とか残したいという考え方といや、

もう町の学校に統合をすべきではないかという部

分が本当に分かれておりまして、ちょっとどうい

う方向性がいいのかという部分も非常に暗中模索

の状態であった中で小野教育長が来られて、小中

一貫教育という手法があると。いずれ制度化され

るということもあるので、智恵文はこういう方向

でいったらどうだという御示唆をいただきました。

そういう中で、何とか地域が一つにまとまった中

で今新たな義務教育学校として再来年開校すると

いうところまできました。本当に小野教育長の御

指導ですとか御示唆があってのことだというふう

に感謝申し上げたいと思います。智恵文小中学校、

お答えの中でも様々な効果、また課題についても

お答えをいただきました。将来的に目指すべき学

校運営という中では私たちの地域、それぞれ小学

校も中学校も特認校であります。今市内からも特

に中学生がバスに乗って通ってきているという中

で、そういった９年間を通した義務教育学校の中

で、また特認校、小学生とかもそういった、また

市内から義務教育学校に来たいと言っていただけ

るような学校にしていきたいというふうに考えて

おりますが、小野教育長、ここまで本当にそうい

った部分で御協力、御尽力いただいた中で今開校

の準備が進んでいるわけですけれども、どういっ

た学校に将来的にはなってほしい、そういった小

野教育長自身の考え方、これは地域に対してのエ

ールでも構いませんので、お話、そしてお教えを

いただきたいというふうに思います。よろしくお

願いします。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今私が平成２３年度で

すか、２３年度に名寄にお世話になりましたけれ

ども、当時の話、今お話聞きましたら鮮明に思い

出しているところでございます。それで、振り返

ってみますと、智恵文の小中学校におきましては

平成２６年からだったでしょうか、小中一貫教育

の実現、それとまた同時にコミュニティ・スクー

ルの導入を視野に入れながら進めてきたと感じて

いるところでございます。現在名寄市内の全域の

小中一貫教育やコミュニティ・スクールにおける

体制がしっかりと整ってきたのもこれまでの智恵

文小学校、中学校におきますモデル的、それから
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先進的な取組があったからだと、そんなふうに考

えております。長年にわたりまして積極的に関わ

っていただきました。山田議員には、本当に心か

ら感謝と御礼を申し上げたいと思います。ありが

とうございました。

いよいよ令和６年度から小中一貫コミュニティ

・スクールとしての義務教育学校がスタートする

ということになります。そのために、先ほどもお

話し申し上げましたけれども、現在道教委の小中

一貫教育サポート事業というこの事業を受けて、

最後の追い込みに入っているという段階でござい

ます。今後、先ほど山田議員のほうからもお話あ

りましたけれども、義務教育学校として教育課程

の特例というのが認められておりまして、他の学

校にはない新たな教科も設置することができるの

です。そんな取組も中に入っておりますし、ま、

特認校としての強みなども遺憾なく発揮していく

ことができると、そういうことで私も捉えている

ところでございます。智恵文小中学校が名寄市の

全域の保護者の皆さんの期待に応えられる特色あ

る学校として今後ぜひ発展していっていただきた

いと、そういう願いを持っております。どうぞま

た智恵文地区のさらなる、細かい点がたくさんあ

りますけれども、発展のために御尽力いただけれ

ばと願っているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ありがとうございま

した。教育長からも特認校であることをしっかり

生かして、新たな教科も含めて検討していきなさ

いということだったというふうに受け止めさせて

いただきました。中学生は特認校ということを利

用しまして、また特別に支援が必要な子供たち、

生徒たちが通ってきています。小学生でもある意

味地域としてやっぱりそういった受皿という側面

もあるのだなというのは徐々に理解が深まってき

ているところでもあります。そういう部分を核に、

また新たなそういった特色ある教科、教育、智恵

文ならではの教育というものも探っていきたいな

というふうに思います。またもしかしたら教育長

の立場離れられても御相談させていただくことも

あるかもしれませんけれども、そのときはよろし

くお願いしたいと思います。

もう一点、コミュニティ・スクールの関係、ち

ょっと戻りますけれども、先ほど市長とのやり取

りの中で地域と学校が密接に連携して、今いわゆ

る町内会活動が、少し活動が停滞ぎみ、また成り

手不足ですとか、そういった部分も補完できる、

そういう可能性がコミュニティ・スクールにはあ

るというようなやり取りもした中で、小野教育長

としてもそういった考え、そういった方向にやは

り今後学校と地域が連携して進んでいくのが望ま

しいと考えておられるのでしょうけれども、その

辺りの考え方について改めてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 地域と学校との連携の

在り方についてでございますけれども、先ほども

答弁の中でお話しいたしましたように、コミュニ

ティ・スクールというのは地域と共にある学校を

目指しているということで、今現在地域学校協働

本部を設置して、その活動を推進しているところ

でございます。私コミュニティ・スクールにおい

て地域との連携というのはやはり非常に大切なキ

ーワードの一つであると捉えております。これま

で学校と地域の関係におきましては、どちらかと

いうと学校が地域における行事や催物などを一方

的に抱え込んでしまって、学校に大きな負担がか

かっていたと、そういう現状が確かにあるかと思

います。ところが、コミュニティ・スクール体制

というのは、この反省に基づいて体制づくりが今

進められているところであります。あくまでも子

供たちを育てることを共通の目標にするのです。

その目標、すなわち子供の育成を中核に据えて地

域の方々が学校を支援していただくと、学校に支

援をすると、これが大きなコミュニティ・スクー

ルの目的であります。その役割なのですが、役割
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については学校が抱える様々な課題、これは地域

と一体となって行っていくという、そういう目的

と役割が明確になっているというところでござい

ます。名寄では学校運営協議会の委員に、市長部

局とも連携しまして、町内会の関係者も入ってい

ただいておりますけれども、町内会の活動を活性

化するということが目的ではないということで私

も捉えております。学校と共にもし活動できる内

容があれば、その内容について協議して対応して

いくということが基本になるのではないかなと思

っております。コミュニティ・スクールを実際行

っている先進校では、成功している例と、それか

ら失敗している例があるのですが、失敗している

例は学校とか地域のどちらか一方に負担がかかっ

ているということなのです。それで失敗の道を歩

んでしまっているということであります。このよ

うなことが名寄市では絶対起きないようにという

ことで、コミュニティ・スクールの先ほど申し上

げました本来の目的と学校と地域が果たすそれぞ

れの役割、これをしっかりと踏まえて運営してい

くことが私は非常に大事なことかと、そんなふう

に考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） お答えありがとうご

ざいました。どちらかに負担がかからないと。一

方的ではいけないということだというふうに思い

ます。お互い補完し合う、特に地域が学校を支援

するということが大事なのだというふうに言われ

ていたのだというふうに思います。私もともすれ

ば何か学校を核とした地域づくりが大事なのだと

いうようなことを言いがちなのですけれども、こ

れもちょっと私自身違うのかなと。子供たちを核

としたやっぱり地域づくり、コミュニティーづく

りなのかなというふうに最近思います。今の小野

教育長のお話を聞く中で改めて思いました。そう

いった中で、新設校の関係もそうですけれども、

子供たちが真ん中にあって、核となって、子供た

ちを核とした地域づくり、そういったものが本当

の意味でできるように私もこれからも取り組んで

まいりたいというふうに思います。いろいろと御

示唆いただきまして、ありがとうございました。

以上で終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

令和４年度市政執行方針について外４件を、高

野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ただいま議長より

御指名をいただきましたので、通告順に従いまし

て、市民ネットを代表いたしまして大項目５点に

ついて質問いたします。

大項目１、令和４年度市政執行方針についてお

伺いいたします。小項目１、名寄市総合計画（第

２次）後期計画について。加藤市政４期目、名寄

市総合計画（第２次）、仕上げの後期計画です。

名寄市総合計画審議会の審議と市民対話や市民参

加による市民全体のまちづくりの具体的な内容に

ついてお知らせください。

小項目２、恒久平和について。ウクライナとロ

シアの状況が世界や日本に暗い影を落としていま

す。名寄市においては非核平和都市宣言の趣旨に

より様々な平和推進事業に取り組んでおられるこ

とと思いますが、その内容についてお知らせくだ

さい。

小項目３、当面する名寄市の課題について。市

長の執行方針にありました名寄市の不適切な事案

に対する経過と今後についてお知らせください。

また、王子マテリア名寄工場敷地利活用の事業進

捗状況についてお知らせください。

小項目４、予算編成と財政展望について。名寄

市の財政は地方交付税に大きく依存する弾力性の
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低い財政構造であり、今後も人口減少により税収

が減少する中で、高齢化の進展により社会保障関

連経費が増加し、また新型コロナウイルス感染症

の影響も大きく、厳しい財政運営が予測されます。

その対策についてお知らせください。

大項目２、保健、医療、福祉行政についてお伺

いいたします。小項目１、ウィズコロナ・アフタ

ーコロナ対応について。コロナ対策に向けては、

職員一丸となり、今日まで取り組んでいただいて

います。医療、介護など各現場では様々な不都合

があったと思います。今後の対応についてお知ら

せください。

小項目２、高齢者施策の推進について。地域包

括システムの深化、推進について、健康寿命の延

伸、フレイルの予防、認知症対策についてお知ら

せください。また、医療連携、介護職員の確保に

ついてお知らせください。

小項目３、子育て支援の推進について。核家族

化や家庭生活の変化に対応した生まれる前からの

支援が望まれます。また、子育て世代包括支援セ

ンターなどの対応についてもお知らせください。

小項目４、少子化対策について。特にここ二、

三年は新型コロナウイルス感染症の影響が考えら

れますが、名寄市は近隣の他市町村と比較して少

子化率はどのように変化しているのかお知らせく

ださい。また、対策についてもお知らせください。

小項目５、地域医療の充実について。今回の新

型コロナウイルス感染症に対応しながらの診療体

制の維持と経営は非常に困難な状況もあり、関係

するスタッフの献身的な努力のたまものと思って

おります。今後の地域医療の充実についてお知ら

せください。

大項目３、経済建設行政についてお伺いいたし

ます。小項目１、ウィズコロナからアフターコロ

ナ、ポストコロナのまちのにぎわいについて。新

型コロナウイルス感染症によって各種イベントや

行事がすっかりなくなってしまいました。コロナ

対策をしながら、経済活動を取り戻す方策につい

てお知らせください。

小項目２、地域経済の循環について。地域通貨

導入に向けた取組についてお知らせください。

小項目３、自然を生かした観光の在り方につい

て。この地域には、すばらしい自然環境がありま

す。ウィズコロナ、アフターコロナ、ポストコロ

ナを見据えた名寄市観光振興計画（第２次）につ

いてお知らせください。

小項目４、薬用植物の産地化について。薬用植

物における企業版ふるさと納税を利用した新たな

事業着手の内容と今後の展望をお知らせください。

小項目５、農村、農業の振興について。第２次

名寄市農業・農村振興計画については、後期４年

間の実施計画に向けていつ頃どのような検討委員

会を組織し、取り組んでいかれるのかお知らせく

ださい。また、女性農業者の活躍のための支援を

お知らせください。

大項目４、名寄市立大学の運営についてお伺い

いたします。小項目１、助産師課程、大学院設置

について。大学の魅力と価値をさらに増し、この

地域のための助産師課程と大学院の設置に向けた

取組と今後の見通しについてお知らせください。

小項目２、独立行政法人化について。メリット

とデメリットと今後の考えについてお知らせくだ

さい。

大項目５、教育行政についてお伺いいたします。

小項目１、学校教育の重点施策の展開について。

確かな学力と豊かな心と健やかな体を育てる名寄

市の特徴的な取組について、またふるさとへの愛

着と誇りを持ち、故郷に根づく本市の特徴的な取

組と教育についてお知らせください。

小項目２、市内小中学校の今後の施設整備の考

え方について。名寄中学校、名寄東中学校の方向

性が示されました。建設費の高騰や材料が入手困

難な状況ですが、対応についてはどのように考え

ているのかお知らせください。

小項目３、市内高等学校の充実について。令和

５年４月に再編統合される新設校の特色ある支援
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策を検討しているとお聞きしています。資格取得

支援事業や学習教材支援事業も継続されるという

ことですが、新しい支援策についてもお知らせく

ださい。また、産業高校と名農キャンパスの跡地

利用についてどのように考えておられるのかお知

らせください。

小項目４、生涯学習社会の形成について。生涯

学習社会の形成に向け、市内７つの地域学校協働

本部の活動と地域学校協働活動人材バンクの見通

しについてお知らせください。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高野議員からは大項目で

５点にわたっての御質問をいただきました。大項

目１から４まで私から、大項目５については教育

長からの答弁となります。

初めに、大項目１、令和４年度市政執行方針に

ついて、小項目１、名寄市総合計画（第２次）後

期計画についてお答えをいたします。名寄市総合

計画（第２次）後期基本計画の策定に向けて学識

経験者や市内関係団体の代表者、公募委員で組織

をいたします名寄市総合計画審議会を４月２５日

に開催をし、３０名の委員に委嘱状の交付をさせ

ていただくとともに、正副会長選出後に後期基本

計画の策定についての諮問を行いました。その後

総合計画の概要やアンケートの結果の報告、また

後期基本計画の策定に向けた考え方、またスケジ

ュールなど策定方針について説明をいたしました。

これまでに実施をした審議会では、実施計画登載

事業の行政評価、外部評価及び中期基本計画の検

証を行ってきており、次回以降現下の情勢を踏ま

えた課題に対する考え方を御確認いただき、基本

構想に掲げる基本理念の下、目指すべき将来像の

実現に向けて施策間連携を図ることで一層効果が

発揮される取組をまとめた重点プロジェクト及び

各主要施策ごとの現状と課題を整理をし、目指す

べき方向性を示す基本計画について具体的な検討

を進めてまいります。市民の皆様の計画づくりへ

の参画の場を確保するため、全世帯を対象とした

アンケート調査や私と各種団体との意見懇談会、

まちづくり懇談会の開催、子育て支援施設及び高

齢者学級へ出向いての意見懇談などを実施すると

ともに、市立大学及び名寄高校、市内義務教育学

校で意見懇談を実施をしてきております。また、

審議会からの答申に基づく後期計画素案をまとめ

た後には、パブリックコメントを実施するととも

に、市議会の場においても御審議をいただくなど

市民の皆様と市が一体となって共に本市の将来像

の実現に向けた計画策定を進めてまいりたいと考

えております。

次に、小項目２、恒久平和についてお答えをい

たします。本市では、非核３原則を堅持していく

ことが世界唯一の被爆国である我が国の責務であ

り、人類共通の願いである戦争のない世界の実現

と核兵器の廃絶さらには幸せな市民生命を守ると

いう非核平和都市宣言の趣旨にのっとり、平和首

長会議や日本非核宣言自治体協議会への加盟をは

じめ、憲法記念ハーフマラソン、戦没者追悼式、

平和音楽大行進の実施、全国戦没者追悼式の黙祷

に合わせたサイレンの吹鳴などを行ってまいりま

した。また、この間名寄原爆の絵を見る会実行委

員会からの要請により日本非核宣言自治体協議会

から原爆による被害の悲惨さを伝えるためのパネ

ルやポスターの貸出しを受け付け、同実行委員会

主催の名寄原爆の絵展に展示をしております。さ

らに、昨年１０月には北国博物館において「名寄

と戦争、８０年前の緊急事態」をテーマにパネル

展を開催いたしました。当時戦争という国家の緊

急事態に国民はいや応なしに巻き込まれ、この名

寄においても町内会や学校教育において戦争教育

をさせられた様子を展示をし、改めて緊急時にお

ける市民の活動と役割について考える機会を提供

してまいりました。本年は、ウクライナにおける

人道危機対応や救援活動を支援をするための募金

の受付を始めました。市役所各庁舎や市民文化セ

ンターなど市内６か所の公共施設に募金箱を設置
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をし、集められた募金は日本赤十字社にて人道支

援を目的とした活動に生かされることとなってお

ります。本市といたしましては、今後においても

これまで同様に民間団体が行う事業と協調を図る

中で、核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共

通の願いとして様々な平和推進事業に取り組んで

まいります。

次に、小項目３、当面する名寄市の課題につい

てお答えをいたします。名寄振興公社につきまし

ては、本定例会初日の議員協議会で報告をいたし

ましたとおり、令和３年度は新型コロナウイルス

感染症及び燃料費高騰の影響は極めて大きく、宿

泊部門とスキー場部門の営業利益は赤字となりま

したが、コロナ関係各種給付金など営業外収益に

より公社全体として１５７万円の当期純利益を確

保したところでございます。本年度は、市民の皆

様からの御要望にお応えをし、サウナ室の増設や

温泉浴槽の拡張など温浴施設の改修工事を進めて

おります。そのため、４月１日から休業をし、御

迷惑をおかけしておりますが、６月からは先行し

て設置をしたシャワールームの利用による宿泊営

業を再開しておりまして、１１月のリニューアル

オープン後は今年度の売上げの確保に努めてまい

ります。これまで議員各位や市民皆様の御理解に

心より感謝を申し上げます。

名寄社協指定居宅介護支援事業所における不正

受給問題につきましては、令和２年６月に約１億

２，０００万円を既に一括で自主返納が完了して

おります。再発防止に係る課題につきましては、

名寄市指定居宅サービス事業者等指導監査要綱に

基づく改善状況報告書の提出を求め、居宅介護支

援業務マニュアルの整備等、改善に取り組んでお

ります。その後、名寄市と北海道が合同で実施を

いたしました実地指導においても問題なく運営を

されていることが確認をされているほか、名寄市

社会福祉協議会として独自に外部監査の導入を図

るなど健全運営に努められている報告も受けてお

ります。今後においても相互にコンプライアンス

の徹底に努めてまいりたいと考えております。

王子マテリア名寄工場敷地利活用につきまして

は、先ほどの山田議員の答弁でも申し上げました

が、３本の柱を軸に各事業の具現化へ向けて努力

をしております。王子マテリアとの関係性を維持

し、敷地等利活用に向けて協力をいただけるよう

調整をしていくとともに、工場停機による市民の

皆様の喪失感が少しでも拭える事業展開へ結びつ

けられるように私自身もしっかりと努力をしてま

いります。

小項目４、予算編成と財政展望について申し上

げます。御質問にございましたとおり、本市には

様々な課題が山積しておりまして、厳しい財政運

営が予測をされるところでございます。昨年１１

月には、名寄市総合計画（第２次）後期計画期間

である令和５年度から令和８年度までについての

財政推計及び今後の財政課題について御説明をい

たしました。後期計画はまだ議論途中でございま

すが、多額の費用を要する老朽化施設の改築事業

などの登載が想定をされ、平成２８年度に定めた

市債は返す以上に借りない、財政調整基金と減債

基金を合わせた残高を１８億円以上という財政規

律の遵守が困難になるものと想定しております。

このような状況でありますが、市民の安全、安心

な暮らしを支えていくには健全な財政運営の維持

が不可欠であります。将来世代に過大な負担を引

き継がないように国、道の補助金等の特定財源の

確保はもちろん、既存事業についても見直しを図

り、事業の選択と集中をより徹底をする中で限り

ある財源を重点的かつ効率的に、効果的に活用し、

持続可能な財政運営に努めてまいります。

大項目２、保健、医療、福祉行政について、小

項目１、ウィズコロナ、アフターコロナ対応につ

いてお答えをいたします。新型コロナウイルス感

染症対策につきましては、令和２年２月に対策本

部会議を設置をし、市内で初めての感染者が確認

をされた令和２年１２月からは市民の皆様に感染

対策やコロナ差別がゼロのまち宣言を呼びかけて
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きたほか、名寄市地域経済再生応援金などの経済

対策を行ってまいりました。令和３年５月からは、

名寄開業医師会及び名寄市立総合病院の医師、医

療スタッフなどの医療従事者の御協力の下、全庁

的な市職員を受付案内のサポートスタッフとして

ワクチンの集団接種を開始をし、３回目接種済み

者は直近６月１４日現在で１万８，３４２人、接

種率は７８．３５％であり、全国、全道よりも高

い数値で推移をしております。医療、介護現場に

おいては、市立総合病院では新型コロナウイルス

感染症重点医療機関としてこれまで入院病棟を整

備をするとともに、発熱外来を開設をするなどコ

ロナ診療を行ってきたところでございます。この

間院内クラスターが発生をし、新規入院患者の受

入れの中止、予定手術や検査入院の延期、外来、

リハビリ、デイケアの中止など様々な診療制限を

余儀なくされるなど皆様に御心配をおかけをいた

しました。クラスター期間中は、病棟ゾーニング

や看護スタッフの確保、勤務調整に苦慮してきた

ところであり、現在コロナ版ＢＣＰを策定するな

ど対策をしております。市特別養護老人ホームな

どの介護現場におきましては、クラスターは発生

しておりませんが、職員が陽性者や濃厚接触者に

なった事例の報告を受けており、適時対応を行っ

てきているところです。今後７月下旬から４回目

のワクチン集団接種が始まりますが、国から示さ

れる必要な施策を適切に実施していくほか、様々

な情報収集を行いながら市民に必要な対策を行っ

てまいります。

小項目２、高齢者施策の推進についてお答えを

いたします。名寄市総合計画（第２次）では、市

民みんなが安心して健やかに暮らせるまちづくり

を基本目標に掲げ、様々な施策に取り組んできて

おります。特に地域包括ケアシステムの深化、推

進は重要であり、高齢になっても可能な限り住み

慣れたこの地域で、自分らしい暮らしを最期まで

続けることができるよう市民のニーズに応えなが

ら各種施策の充実、拡充を図るとともに、地域の

課題解決に取り組んでまいりました。

フレイル予防の取組といたしましては、町内会

や老人クラブなどが自主的に実施をしております

元気会や介護予防教室などへの支援、市民向けの

講演会、楽食健幸講座の開催などフレイル予防に

対する関心を高める取組を行ってきております。

また、認知症施策に関する取組といたしまして

は、地域における認知症高齢者の見守り体制の構

築を目的とした認知症サポーター養成講座や認知

症高齢者等ＳＯＳネットワークの構築と強化を図

ってまいりました。ここ数年はコロナ禍の影響を

受け、事業の縮小や中止を余儀なくされてきまし

たが、本年につきましては介護予防に関する講演

会や認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの捜索模

擬訓練などを再開していく予定としており、ウィ

ズコロナに対応した事業を進めてまいります。

ＩＣＴによる医療、介護の連携につきましては、

令和３年度の本格稼働から１年となりますが、参

加をいただいている医療機関、事業所の皆様の御

協力もあり、順調に推移をしているところでござ

います。今後も高齢者が可能な限り住み慣れた地

域でその有する能力に応じて自立した日常生活を

営むことができるよう医療や介護、介護予防及び

日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケ

アシステムの深化、推進をしていくとともに、高

齢者が生きがいを持って安心して暮らせるまちづ

くりをさらに推進してまいります。

次に、小項目３、子育て支援の推進についてお

答えいたします。子育て支援には多くの関係者、

関係機関が関わることから、関係機関や制度のは

ざまにより支援が分断されるといった課題がござ

いました。このような課題に対応するため妊産婦、

乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握をし、必

要な支援の調整や保健師等の専門家による相談を

通じて切れ目のない支援を提供することを目的と

して、子育て世代包括支援センターの設置が求め

られたところでございます。本市においては、令

和２年３月、保健センター内に子育て世代包括支
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援センター事業として妊婦の届出の時点から保健

師による面談を行い、妊婦、出産に対する悩みや

疑問なども聞き取りながら、支援プランの作成を

行っております。また、妊娠中にも面談の機会を

設け、出産後に担当する地区担当保健師との顔合

わせも行うことでより気軽に相談等ができる体制

を整えてきております。出産後の乳児全戸訪問、

こんにちは赤ちゃん訪問事業や生まれた子供の乳

児健診の際にも顔見知りの保健師がいることで安

心できるといった御意見もいただいておりまして、

子育て世代包括支援センター事業を開始した効果

の一つであろうと認識しております。また、こど

も未来課において実施をしています子ども家庭総

合支援拠点事業との連携により従来保健センター

単独で支援をしてきていた家庭に複数の関係機関

からの支援が広がることも増えてきておりまして、

市内における子育て支援体制については整備が進

んできていると認識をしております。市の関係部

署との連携はもとより、外部の関係機関との連携

もさらに推進をしながら子育て支援を充実してま

いります。

小項目４、少子化対策についてお答えをいたし

ます。本年６月に発表された内閣府の令和４年版

少子化社会対策白書によりますと、我が国におけ

る令和２年の出生数は８４万８３５人となり、過

去最少と報告をされております。本市における出

生数につきましては、令和元年度が１６９人、令

和２年度１６８人、令和３年度が１７２人となっ

ておりまして、ほぼ横ばいで推移をしております。

少子化については全国的な課題でもあり、各自治

体で様々な施策に取り組んでおります。新型コロ

ナウイルス感染症対策を踏まえた取組も必要とな

ってくることから、国の動向に十分注視をしてま

いります。これからも子育て中の皆様に対して本

市の様々な子育て支援政策の情報等を丁寧にお伝

えをし、名寄市子ども・子育て支援事業計画の基

本理念であるここで育って、ここで育ててよかっ

たと言えるまちを目指しての実現に向けて取組を

進めてまいります。

小項目５、地域医療の充実についてお答えをい

たします。この間の新型コロナウイルスの感染拡

大については、市内の医療機関に大変な御苦労と

御協力をいただきながら、対応に当たってきたと

ころでございます。特に市立総合病院においては、

圏域内外の医療機関と連携を図りながら通常時の

救急や急性期医療と感染症対策の双方に対応をし

てきました。今後の地域医療の充実については、

地域医療構想に基づきながら施策が遂行されるこ

ととなりますが、市立総合病院ではこれまでどお

り上川北部を中心に宗谷、留萌、紋別地域といっ

た広大な圏域をカバーするセンター病院としての

使命を認識し、救急医療と急性期医療を中心とし

た安心、安全な医療の提供に努めていくことが基

本となります。また、東病院では引き続き慢性期

医療として自宅や施設での療養が困難な患者さん

の入院治療を中心とした医療を提供してまいりま

す。

今後の課題につきましては、限られた資源を最

大限活用するために安定した医療従事者を確保す

ることにございます。そのための施策として、市

立総合病院では手術室の増改修により環境整備と

機能向上を図り、働きやすさと安全性の向上を目

指してまいります。また、看護師確保対策では学

資金制度の見直しを行っているほか、本年２月に

は看護師の特定行為指定研修機関として国からの

認定を受け、特定行為実施に必要な知識、技術を

身につけるための研修も開始をされております。

今後も地域医療の充実に向けて様々な取組を進め

ていくこととしておりますので、御理解と御協力

をお願いをいたします。

大項目３、経済建設行政について、小項目１、

ウィズコロナ、アフターコロナ、ポストコロナの

まちのにぎわいについてお答えをいたします。新

型コロナウイルス感染症の影響により令和２年以

降多くのイベントや行事が中止、縮小を余儀なく

される一方で、主催者が工夫を凝らして非集約型

令和４年６月２０日（月曜日）第２回６月定例会・第２号
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の代替イベントを実施し、少しでも市民の皆様に

喜んでいただけるように御尽力いただいているこ

とに敬意を表しているところでございます。本年

３月にまん延防止等重点措置が解除されて以降感

染状況が徐々に落ち着きを見せつつある中、道内

では感染対策をした上でコロナ禍の前と同様に開

催をするところも増えてまいりました。本市にお

いてもコロナ以前と同様のイベント開催に向け主

催者に対して万全の感染防止対策をお願いし、ウ

ィズコロナの中で再びまちがにぎわい、地域経済

が活性化をするよう情報発信や啓発に努めてまい

ります。

次に、小項目２、地域経済の循環について申し

上げます。国ではコロナ禍にあって、社会情勢は

大きく変化し、デジタル社会の到来も相まって組

織の在り方や生活スタイルの見直しなど大きな変

革期に入っております。本市においても同様にコ

ロナ禍における少子高齢化や人口減少、購買力の

低下やオンラインショップなど地域以外での消費

増加に伴い、地域経済の循環は重要な課題であり、

その対策が求められております。これらのことを

踏まえ、非接触型決済方式、いわゆるキャッシュ

レス化や地域内での経済循環型の運用を図ること

が重要との認識の下、地元経済団体と協議の上、

電子地域通貨についての検討を始めております。

電子地域通貨の導入に当たりましては、地域外へ

の経済流出抑制や地域内流通の活性化を目的に地

域経済の循環を促進するほか、地域内の経済活動

に対するデータ化や可視化、マーケティング調査

が可能となり、新たな経済対策の立案や展開が期

待をされます。また、行政においては市民が本市

のイベントや地域の取組に参加することに対し行

政ポイントを付与することを通じて地域内消費の

拡大と地域住民の利便性の向上や地域活動の増進

に寄与することを想定しております。導入実施に

当たりましては、商店街利用や行政イベントへの

参加などにおいてポイント還元やボーナスチャー

ジ、プレミアム電子商品券といった活用を検討し

ており、キャッシュレス化による利便性の向上や

効果的な経済の循環が図られるものと期待をして

おります。今後におきましても実施主体となる地

元経済団体としっかりと協議を進め、行政として

本事業を支援、協力をする中で市民により一層デ

ジタル社会の恩恵が行き届くよう電子地域通貨導

入に向けた検討を進めてまいります。

小項目３、自然を生かした観光の在り方につい

てお答えいたします。今年度スタートをした名寄

市観光振興計画（第２次）では、新型コロナウイ

ルス感染症により打撃を受けた観光産業を再び活

性化するため今後５年間を計画期間とし、ウィズ

コロナ、アフターコロナ、ポストコロナと回復の

段階を見据えながら本市にふさわしい観光振興の

方向性として、ひまわり観光の推進、広域観光、

食と観光の推進など１１項目を掲げました。その

中でも特に力を入れて取り組むべき重点項目とし

て原生の自然を最大限に活用したアウトドア観光

の推進、スポーツツーリズムの推進、観光振興に

資する人材の発掘、育成、この３つを定め、天塩

川やピヤシリ川など自然豊かなアウトドアフィー

ルドを活用し、釣り、カヌー、星空観望や日本一

の雪質を生かした体験プログラムなど季節に合わ

せたアウトドア観光などを進めてまいります。数

値目標、ＫＰＩとしては地域経済活性化の達成に

向けて観光消費額、市内宿泊延べ数、名寄市認知

度を指標とし、観光消費額と市内宿泊延べ数につ

いてはコロナ禍からの回復を目指し、コロナ前の

水準をＫＰＩに定めました。認知度につきまして

は、計画策定前に実施した認知度調査を３年目と

最終年に実施をし、調査対象の２人に１人が本市

を認知している状況を目指してまいります。

小項目４、薬用植物の産地化についてお答えを

いたします。薬用植物については国内産生薬の需

要の高まりと生薬栽培等の国の研究機関がある環

境を生かし、新たな高収益作物として着目し、農

業者による薬用作物研究会が平成２５年に組織を

されまして、市としても品目の選定や栽培技術の
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確立に向け支援をしてまいりました。現在安定的

な需要が見込まれるカノコソウの生産に取り組ま

れ、農業者の収益向上が図られております。しか

しながら、カノコソウの生産においては近年病害

虫による影響を受け、収穫量の減少が課題となる

中で、その対策として農業振興センターにおける

組織培養技術を活用し、病害虫に侵されていない

苗の供給により課題の解消を目指す試験に取り組

んでまいりました。これに対し昨年度小林製薬様

から企業版ふるさと納税の申出があり、薬用作物

の産地化と本市農業の持続的な発展の支援を目的

として寄附をいただいたところでございます。事

業の概要としては、農業振興センターにおいて培

養苗を作成をし、３年かけて増殖させ、４年目に

生産者へ供給を行う予定であり、数年かけて病害

虫のいない種苗に置き換えることで収量の維持、

安定生産を目指し、薬用作物の振興を推進してま

いります。

小項目の５、農業、農村の振興についてお答え

をいたします。本市では、名寄市総合計画の農業

分野における具体的な個別計画として、第２次名

寄市農業・農村振興計画を平成２９年に策定いた

しております。計画では、高齢化や後継者不足に

よる農家戸数の減少が進む農業、農村の現状や本

市における役割を踏まえ、収益性の向上や担い手

の確保など持続的な発展に向けた５つの柱から成

る基本計画とそれに基づく前期実施計画を示し、

本市農業の特徴である多様な農産物の生産とゆと

りある農業経営の実現に向けて施策を推進してま

いりました。本年度は、基本計画の中間見直しと

後期実施計画の策定の時期を迎えておりまして、

国の農業政策の見直しなどによる情勢の変化や労

働力不足など地域農業の課題を踏まえ検討してま

いります。検討に当たりましては、関係機関や団

体、生産者、名寄市立大学、経済団体で構成をす

る検討委員会を組織し、これまでに実施をしてき

ました事業の実績を基に成果、課題の検証や将来

に向けて農業、農村が発展をしていくために必要

な取組について議論をいただき、基本計画及び後

期実施計画に反映されるよう努めてまいります。

女性農業者の活躍については、これからの地域

や農業を発展させていく上で経営における女性参

画はますます重要になると考えております。本市

において、近年では北海道指導農業士・農業士で

の認定数の増加や経営を学ぶ女性グループが誕生

するなど自らの経営はもとより、地域での活躍が

期待をされているところでございます。市といた

しましては、農村女性のさらなる活躍を推進する

ため、学びや交流の場への積極的な参加や農作業

機械の運転に必要な免許取得などへの支援施策と

して農村女性活動支援事業に取り組み、女性農業

者がさらに活躍できる環境づくりに努めてまいり

ます。

大項目４、名寄市立大学の運営について、小項

目１、助産師課程、大学院設置についてお答えを

いたします。保健福祉学部看護学科に係る助産師

課程の設置につきましては、大学院設置に関する

学内議論で魅力ある大学院に対する様々な意見の

中で、毎年本学の卒業生が助産師課程への進学希

望者がいることに着眼をし、助産師を育成する大

学院というキーワードが出されました。このこと

を踏まえ、大学院の検討とは別の組織として助産

師課程ワーキンググループを設置し、検討を重ね

てきました。この結果、現在の看護学科において

実施をしている選択制の保健師課程と同様に助産

師課程を導入することが学生確保にとっても最適

であるとの結論に至りました。その後実習先の確

保など様々な課題を一つ一つクリアすることがで

きましたので、令和５年度からの助産師課程の導

入を目指し、準備を進めているところでございま

す。

まず、文部科学省への申請につきましては、本

年７月末日までに申請をする予定としており、既

に文部科学省に直接出向き、事務相談をしてまい

りました。助産師課程に係る概要につきましては、

募集定員を４名、２学年後期に選抜試験を実施し、
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３年次から助産学に係る科目を履修いたします。

現在５つの実習施設に助産師課程に係る実習の内

諾をいただいておりまして、教員確保におきまし

ても令和５年４月１日に助産師資格を持つ教員を

採用する予定でございます。今後文部科学省への

申請に向けて実習施設の承諾書類や学内教員の個

人調書などを取りまとめているところでございま

す。

次に、大学院の設置については、これまで学内

に設置をしております大学院設置検討会を１４回

開催をし、議論を行ってまいりました。大学院の

設置は助産師課程に係る文部科学省への申請より

さらにハードルが高くなり、様々な課題をクリア

していかなければなりません。大学院に係る大枠

の将来像につきましては、まず栄養学と看護学の

修士学位の取得を目指す１研究科１専攻である

（仮称）健康科学専攻科として検討していくこと

としておりますが、クリアしていかなければなら

ない検討課題が多数ございますので、今後専門的

な視点に基づいて検討を行ってきた大学院設置検

討会はもとより、様々な視点に基づいた貴重な意

見も必要となってまいりますので、学内の教員と

様々な場面で意見懇談会を実施をし、大学院設置

に向けて準備を進めてまいります。

小項目２、独立行政法人化についてお答えをい

たします。一般的に言われております公立大学法

人化のメリットといたしましては、組織運営に関

して理事長、または学長のリーダーシップによる

迅速、柔軟性のある意思決定の下、法人独自の裁

量による機動的で柔軟な運営が可能である点が挙

げられます。また、目標、評価に関して地方公共

団体に設置をされる法人評価委員会による業務実

績評価などを通じた業務改善サイクルが確立をし、

その評価では、市民に対して提供するサービスも

評価対象となることから、大学全体のサービスや

質の向上が図られるものであります。さらには、

教職員の法人への帰属意識により経営改善に対す

る意識が高まり、組織に対する外部からの評価に

敏感となり、これらの意識の高まりが経営状況を

改善していくための様々な対策を講じていく原動

力になり、経営意識の向上につながっていくなど

多くのメリットがうたわれております。一方、デ

メリットといたしましては、独立行政法人制度の

導入に伴い準拠する会計基準や不動産鑑定、各種

規程の変更、システム改修など多大な労力と費用

が生じます。また、法人評価委員会による中期計

画、年度計画の策定など事務量の増大による人員

の増加、理事長などによる権限集中による学内の

多様な意見の反映ができなくなるなどのマイナス

要因の発生なども考えられます。しかし、現実的

には公立大法人の設立については一定の基本的な

制度等は導入することになりますが、様々な項目

については各大学等のこれまでの運営形態などに

基づき独自に定める項目も多く、各大学に最適な

運営及び経営形態を定めていく改善策の選択肢の

一つであると考えております。このことから、公

立大学法人化を含めた検討は本学の大学運営にと

って大きな転換点となるとともに、急速な少子化

によって大学進学者数も年々減少していくことが

見込まれている中で、各大学間の競争も激しくな

っていく、このことを予想いたしますと、本学の

大学運営形態の在り方の検討については今まで以

上に深い議論を行っていくことが必要と考えてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私からは大項目５、教

育行政について、初めに小項目１、学校教育の重

点施策の展開についてお答えいたします。

確かな学力の育成では、名寄市教育研究所にあ

る教育改善プロジェクト委員会を中心に学力向上

に向けた取組について推進しております。これま

でプロジェクトでは例えば名寄市で統一した名寄

市学習規律や家庭で取り組む７つのポイントなど

の策定、論理的思考力を高めるためのプログラミ

ング教育計画策定などを行ってまいりました。ま

た、各学校において休み時間や放課後を活用した
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学び直しの時間として、例えば名寄西小学校トチ

ノキ教室、名寄南小学校ボラスタ、ミナスタとい

った休み時間や放課後に実施している学習会、中

学校では放課後学習会などの実施、理科専科教諭

による小学校理科の指導などを実施しております。

今申し上げましたボラスタというのは、ボランテ

ィアスタディーの略だそうです。それと、ミナス

タというのは南小学校の南スタディーと。ボラン

ティア学習だとか南小学校学習というようなこと

で使っているということであります。さらに、市

立天文台のプラネタリウムを活用した理科の授業

を実施したり、名寄市立大学の学生支援員の積極

的な活用を図ってまいりました。豊かな心の育成

では、北国博物館や市立天文台と連携し、小学校

では名寄出身の力士である名寄岩を題材に、中学

校では名寄市の木原天文台を建設した故木原秀雄

氏を題材とした道徳読み物資料を開発し、児童生

徒の道徳性を養うよう努めてまいりました。

また、いじめ根絶に向け名寄市小中高いじめ防

止サミットを毎年開催し、児童生徒の自主的、自

発的な取組を通していじめ根絶のさらなる徹底を

図っております。不登校児童生徒への対応として、

学校と教育相談センター、こども未来課などが連

携を図り、登校できるようになるまで組織的に取

り組んでおります。今年度は、スクールソーシャ

ルワーカーを任用し、組織的に強化を図り、保護

者と学校、そして各関係機関等をつなぐコーディ

ネートを図っていただいております。さらに、Ｇ

ＩＧＡスクール構想によって全小中学生に配付さ

れている１人１台端末を効果的に活用しながら、

不登校児童生徒の学習支援も計画しているところ

でございます。

健やかな体の育成では、全国体力・運動能力調

査結果において名寄市児童生徒の課題となってい

る走力を改善するため、名寄市教育研究所の体育

研究班を中心に児童生徒の走力アップのための体

育実技研修の実施や各校の体育の時間に児童生徒

の走力トレーニングのためＮスポーツコミッショ

ンと連携し、外部講師を招き、指導していただい

ております。

ふるさとへの愛着と誇りを持てる本市の特徴的

な取組については、特に主権者に関する教育とし

て社会科、家庭科、特別活動などで教科横断的な

指導に努めております。また、児童生徒にふるさ

とへの愛着や豊かな情操を養うため計画的に各小

中学校でふるさと未来トーク、市長、教育長と児

童生徒との懇談会を実施し、地域への愛着や誇り

を持ち、ふるさとに根づく子供たちの育成を図っ

ております。今後も主権者に関する教育の一環と

して、ふるさとへの愛着と誇りを持てる教育の取

組を継続してまいります。

次に、小項目２、市内小中学校の今後の施設整

備の考え方についてお答えいたします。名寄中学

校の改築については、今定例会での議決を経た後、

２か年で基本設計及び実施設計を行い、事業費を

積算してまいりますが、建設業界を取り巻く情勢

は人員不足による労務単価の上昇や世界的な原油

価格の高騰が依然として続いております。また、

建設資材についても新型コロナウイルス感染症拡

大によって資材の需給バランスが崩れ、価格上昇

が顕著となっており、公共工事に影響を及ぼした

事例も見られております。名寄中学校の改築につ

いては、計画どおりに進んだ場合令和６年度から

改築工事を行う予定となっておりますが、今後の

経済情勢などを十分に注視しながら施行期間内の

完成に向け進めてまいりたいと考えているところ

であります。

次に、小項目３、市内高等学校の充実について

お答えいたします。本市では、平成２９年度より

名寄市高校生資格取得支援事業として生徒の資格

取得等に対する機運を高めるとともに、生徒の資

質の向上を目的に毎年度約１７５件の資格取得に

対し助成しております。また、今年度からは道立

高校の新入学生が使用するパソコンは各家庭で用

意することとなったため、生徒の学習環境の向上

を目的に入学時における学習教材購入費の一部を
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助成する名寄市内高等学校学習教材支援事業を開

始いたしました。今後におきましても再編統合に

より設置される新設校においては様々な課題や懸

案事項が生じてくるものと思われることから、こ

うした課題など解消に向け、また魅力ある高校と

なるよう新設校と十分に協議を重ね、現在実施し

ている２つの支援事業とともに、でき得る範囲の

中で新たな支援策を検討していきたいと考えてい

るところであります。

次に、名農キャンパスの跡地の活用についてで

ありますが、北海道教育委員会より閉校となる学

校に係る財産の利用希望についてとして、本市に

おける校舎等の跡地利用に対する利用計画の有無

について照会があり、庁内各部署において検討を

行った結果、現時点では跡地利用の考えは持ち合

わせないと回答させていただいております。光凌

キャンパスについては、名寄東中学校の耐震化整

備における選択肢の一つとして考えられることか

ら、今後も北海道教育委員会と連携を図ってまい

ります。

次に、小項目４、生涯学習社会の形成について

お答えいたします。本市においては、コミュニテ

ィ・スクールにおける取組の充実を図るため、令

和２年６月をもって市内全ての学校のコミュニテ

ィ・スクールに地域学校協働本部を設置いたしま

した。また、各地域学校協働本部には地域コーデ

ィネーターを配置し、地域学校協働活動を推進し

てきました。残念ながらコロナ禍により様々な活

動が制限されたことから、思うような地域学校協

働活動ができていない状況でありますが、教育委

員会といたしましては地域と共にある学校づくり

のさらなる充実を図ることができるよう各学校の

地域学校協働本部の活動を支援してまいります。

次に、地域学校協働活動人材バンクについてで

ありますが、地域学校協働活動人材バンクとは学

校における地域学校協働活動や部活動の奨励及び

支援を行い、広く人材を発掘して、円滑に指導者

または支援者を紹介し、もって地域学校協働活動

及び部活動の推進を図るよう今年度から設置した

ところであります。現在登録には部活動指導員と

して２２名の方の登録があるところですが、今後

においても学校や地域に制度内容の説明、周知を

行い、広く人材の登録をお願いできればと考えて

いるところであります。教育委員会といたしまし

てもこうした人材バンクを一つの手段として地域

と学校の連携が進み、それぞれ地域の特色を生か

した地域学校協働活動の展開に対し支援してまい

りたいと思います。学校と地域をつなぐ、児童生

徒と市民をつなぐ地域学校協働活動は、今後の生

涯学習の推進において重要な取組になるものと考

えております。市民の皆さんが生涯にわたって主

体的に学習し、充実した人生を送ることができる

よう引き続きこうした取組を通じて生涯学習の推

進に努めてまいります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それぞれ回答いた

だきましたので、再質問に移らせていただきたい

というふうに思います。

大項目の１、小項目１でございます。総合計画

審議会の審議委員についてお知らせいただきまし

たけれども、ほかでもいろいろな重職というので

すか、担っている方が非常に多いのかなというふ

うに思いますし、男女比と年齢構成なども分かり

ましたら教えていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 休憩しますか。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時５９分

再開 午後 ２時０３分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 失礼いたしまし

た。総合計画審議会のまず全体的な男女比、３０

人いますけれども、男性が６３．３％、女性が３

６．７％となっておりますけれども、これは地方
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創生総合戦略のまち・ひと・しごとという部分で

団体に依頼している部分全て入った全体の枠とな

っておりまして、団体に依存しない、純粋に出て

きていただくような形の方たちだけで……

（何事か呼ぶ者あり）

〇総合政策部長（石橋 毅君） まち・ひと・し

ごと創生総合戦略に関わらない部分の委員さんに

ついては、男性が５８．８、女性が４１．２％と

いう割合になっております。あと、年齢について

は、年代別については全体でいうと１０代が６．

７％、それから３０代が１０％、４０代が３０％、

５０代が２３．３％、６０代が２３．３％、７０

代以降が６．７％というような構成になっており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ありがとうござい

ます。前より随分女性が増えていったのかなとい

うふうに思って、努力は認めるところでございま

すけれども、女性がというですか、年代別にも本

当にきれいに分布されていますので、その点評価

したいというふうに思いますけれども、女性を半

分入れる、やはり若者の声を入れるというところ

がこの審議会、とても大切なことであるというふ

うに思いますので、これからもこの方向で進んで

いっていただきたいと思いますし、委員の方がほ

かの委員、計画にも随分兼務されている方が多い

のかというふうに思いますけれども、その点につ

いてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） いろいろな審議

会とか構成する委員ありますけれども、やはり依

頼する場合に各団体の代表という枠の中で御依頼

をさせていただいております。その中で団体の皆

様の御判断の下、派遣いただいているという部分

もありますので、あとはこちらとしてはなるべく

個人に負担が過度にかからないように配慮いただ

きながら選出をお願いするといった方法しかない

のかなというふうに考えておりますので、議員お

っしゃるとおり、負担にばかりなるのであれば、

なかなか担い手とか成り手も出てこないというよ

うな体制もお互いよくないですので、そういった

部分を配慮しながら、団体の皆さんとも話しなが

ら進めていきたいというふうに考えます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 加藤市長がおっし

ゃる広く市民参加ということを考えれば、やはり

団体の長ということで出していただかなくても、

副会長さんだとか副だとか女性の方とかいろいろ

な、団体にそこまで言えないという事情もあるの

かもしれませんけれども、その点努力していただ

けるかどうかお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 先ほど私申し上

げたとおり、そういったところも、１人の方に集

中して過度に負担のかからないような体制も御考

慮いただきながら選出をお願いしたいというよう

な言い方もできるかなと思っていますので、こち

らとしても努力してまいりたいというふうに思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ある新聞を見てい

ましたら、審議会の会長さんではないのですけれ

ども、ほかのところで、とあるところの会長さん、

こちらのほうもとあるところの会長が同じ方だっ

たのです。名寄って人材これしかいないのですか

という感じで、たくさんの声を広く集めるという

加藤市長の姿勢からそういうことはやはり避けて

いただいて、なるべくたくさんの方がいろんな議

論に、審議会に、計画にいろんな声を出していた

だきたいというふうに思っております。

加藤市長は、市民対話、市民参加に重点を置い

て、広く市民の声を取り入れながら基本構想で掲

げた理念の下、将来像の実現に向け計画の策定を

進めてまいりますと表明されています。どのよう

に市民対話、市民参加、広く市民の声を取り入れ
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られるのか、どのように計画に反映させていくの

か。先ほど山田議員の答弁に具体的に落とし込ん

でいけないかもしれないみたいな発言があったと

思うのですけれども、私の聞き間違いかもしれな

いのですけれども、そこら辺どのように考えてお

られるのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今ほどの答弁でも、ある

いはさきの山田議員の答弁でもお話をさせていた

だいていますけれども、計画を策定している総合

計画の後期計画の中で様々な議論の場をこちらの

ほうからつくらせていただいたり、あるいはいろ

んなところに出向いたりして、できるだけいろん

な世代やいろんな職種、あるいは団体の皆さんと

意見を今交わしているところであります。この計

画の策定という節目でもありますけれども、コロ

ナ禍でなかなかやっぱりこれまで対話が私自身少

なかったのではないかという、そうした思いもあ

って、できるだけ肌感覚で市民の皆さんのそうし

た意見を聴きたいということであります。やっぱ

り行くといろんな意見が出るし、本当に細かい要

望だとか、あるいは、様々ありますので、全ての

要望を計画に、あるいは事業にのせることはでき

ないかもしれないということを申し上げました。

だけれども、そうは言っても皆さんの声をお聴き

しながら、それをのみ込んで計画をつくっていく

という姿勢がすごく大事だと思うし、また市民の

皆さんにもこうしたことでいろんな意見を言った

ということがまた自らの協働のまちづくり、行政

に対する、私たちも市政に参加していこうという、

そういう機運にもつながっていくものというふう

に考えておりまして、引き続きこうした対話をし

っかりとしていきながら、様々な計画の策定はも

ちろんですけれども、あらゆる事業の推進に、協

働のまちづくりという、そうしたことをしっかり

と念頭に置いて進めていきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 人材不足だとか共

通課題があるということで報道もされておりまし

て、精力的に市民と懇談会開いていただいており

ますので、引き続きこのことを続けていっていた

だきたいというふうに思っております。

小項目２でございますが、様々な取組をしてい

ただいているということでございます。名寄市は、

非核平和都市宣言のまちです。平和であってほし

い。様々な場面で政治力を発揮し、恒久平和に努

めていただきたいというふうに考えております。

小項目３でございます。王子マテリア名寄工場

では様々な計画を進めているところですが、名寄

市の将来につながる、また夢のある市民に理解さ

れる計画になるよう今後も注視してまいります。

小項目４でございます。３年目に入ったコロナ

対応で、今後どのような財政展望を描くことがで

きるのか非常に不安なところでございます。全て

の財政の見直しが必要なのかもしれないと思うと

ころです。指定管理の見直しや補助金に対しても

見直しが必要なのではないかと考えるところです。

令和４年３月２３日、北海道議会建設委員会で道

立サンピラーパークの指定管理について公園の設

置者としての道の対応や判断につきまして質疑が

されていますが、このことに関しましてどのよう

に捉えているかお伺いしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） サンピラーパークです

か。

〇１２番（高野美枝子議員） サンピラーパーク

です。北海道で指定管理しておりますね。サンピ

ラーパークの指定管理の在り方について質疑があ

ったところなのですけれども。

〇議長（東 千春議員） もし何か情報がありま

したらお知らせをいただきたいと思いますけれど

も、これは北海道の施設ですので、お答えできる

部分がありましたらお願いしたいと思いますけれ

ども、これなければ北海道のことですので……

〇１２番（高野美枝子議員） 内容につきまして

は、指定管理者としてふさわしいのかということ
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と、あと選定委員会に株主が入っていないのかと

いうことが話題になっておりました。北海道でも

道議会で議論になるような、本当に注目を浴びて

いるところなのではないかというふうに思うので

すけれども、この点についてお答えいただけませ

んでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 指定管理の関係で御

質問があったと思います。指定管理制度につきま

しては、私ども令和２年にガイドラインを作成し

ておりまして、その施設ごとに適切な管理運営を

行っているかどうかモニタリング調査という形で

年に４回ほど担当課のほうで指定管理者、事業者

に確認するということになっております。そうい

った中で、振興公社も指定管理の施設、指定管理

者として管理運営していただいておりますけれど

も、その部分についても確認しているというとこ

ろで御理解いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ話題にのらな

いような、北海道も指定管理でいろいろと問題が

ありましたので、そのときに出たのかなというふ

うに思いますが、名寄が出てきてしまったみたい

な感じがあったものですから、御質問させていた

だきました。

コロナウイルスの感染症の関係でこの２年間事

業をすることができず、補助金の使い道について

苦労しているというお話も聞こえてくるところな

のですけれども、この機会に適切な補助金の在り

方について周知したほうが今後のためにもいいの

ではないかというふうに思いますが、お考えをお

聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 補助金の在り方につ

いては、昨年行財政改革の中で補助金と交付金の

見直しということで庁内で議論させていただいた

という経過がございますが、市長からの指示もご

ざいまして、今年度も行革の中で適切な補助金の

在り方、まさに今議員おっしゃっていましたが、

そういう適切な補助金の在り方について改めて検

証するということとしておりますので、その中で

議論していきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それでは、大項目

２、保健、医療、福祉、小項目１、アフターコロ

ナ、ウィズコロナの件についてお伺いいたします。

最初の頃、特に情報公開と個人情報保護の面で

国や北海道との連携がなかなか難しいところもあ

ったかというふうに思いますし、対応する職員が

絶対的に不足しているのではないかと思っており

ますが、状況についてお知らせください。

〇議長（東 千春議員） いいですか。

馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 質問が介護職員

ということでよろしかったですか、それとも市の

職員の対応ということですか。

（「市の職員の対応」と呼ぶ者あり）

〇健康福祉部長（馬場義人君） 分かりました。

先ほども市長から答弁させていただいたという

ふうには存じますが、市内のワクチン接種につい

ては市立総合病院と名寄開業医師会、主に市立総

合病院については平日、開業医師会については日

曜日にそれぞれの医療機関の医師及び看護職員等

々で御協力をいただいて、接種対応していただい

てるところでございます。御承知のとおり、受け

付ける際には当然受付や案内や接種済み証の交付

という事務も出てまいりますので、それについて

は健康福祉部だけでは担当するとなると相当なボ

リュームが大きいので、御協力をお願いして、全

庁的に当たっていると、そういった状況でござい

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 何かあったときに
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職員の方は本当に時間外に随分、土日も出勤され

て、ようやくコロナを乗り切ったかどうか分から

ないところでございますけれども、職員の負担、

関係する皆さんの、介護職員、全て関わる方の健

康とか、過労にならない労働条件というものをや

はり求めていきたいというふうに思っております。

特に保育所、学校、学童保育所が休みになります

と、病院とか介護関係職場が回らなかったという

ふうにもお聞きしています。現状と対策について

お知らせください。

〇議長（東 千春議員） 保育所と。

〇１２番（高野美枝子議員） 病院と介護職場。

〇議長（東 千春議員） 保育所が……

〇１２番（高野美枝子議員） 学校と学童保育所

が休みになると病院と介護、ほかもそうですけれ

ども、特に病院とか介護職場がなかなか人員不足

になって回らないというお話を聞いているところ

なのですけれども、実際はどうなのかなと思って、

お聞きしているところです。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ちょっと全体的

な答弁になるかと思いますが、先ほど市長からも

市立総合病院の状況も含めて答弁させていただい

たかと存じますが、様々な機関と相互に連携して

おります。当然保育所が休みになればお子さんを

抱えていらっしゃる病院職員はお休みする方もい

らっしゃるかもしれませんし、介護される方を抱

えていらっしゃる方はデイサービス等々が休止に

なったりしたときには当然出勤することがかなわ

ないということが出てくるかと思います。病院に

ついては、先ほど市長の答弁の中でもコロナに対

するＢＣＰは作成していただいて、業務継続計画

について進んでいただいているというふうに聞い

ておりますし、それ以外の部分については市民の

方々の御協力いただきながら、例えば保育所につ

いては一定年代のクラスだけを一時的に閉鎖させ

ていただいて、少ない、保育士が確保できないた

めに運営が回らないためにちょっと一時クラス閉

鎖をお願いするだとかというようなことで相互に

補完しながら、一部御迷惑をかけた部分あるかと

思いますけれども、何とか御父母とか保護者の方

々の御協力得ながら乗り切ったというふうに考え

ております。人数が湯水のごとくいれば一番いい

のですけれども、一定基準人数と運営の中で配置

者というのは、配置の職員というのは決めており

ますので、そこの中でうまく寄り合わせながら今

後も実施してまいりたいというふうに思っており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当に大変な御苦

労があったのかなというふうに思います。高齢者

にいたしましても家庭に引き籠もっているという

ことで認知症が進行したとか、また悪化された方

とかというのをお聞きしているところですけれど

も、そこら辺の対応にも大変苦慮しているのかな

というふうに思います。人生１００年時代と言わ

れて、誰もが健康で長生きできればいいのですが、

なかなか高齢化により様々身体の不調が現れると

ころです。病気になる前の健診などについても高

齢者に対するきめの細かい対応しているところで

すけれども、コロナによって特に気をつけた点と

いうことがあれば、教えていただきたいというふ

うに思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 各論になります

と全てをちょっと把握しているわけではありませ

んので、詳しく述べることはできないかもしれま

せんけれども、よくお聞きしているのは市内に独

居とか夫婦世帯でいらっしゃる方々でお子様が市

外にいらっしゃって、蔓延防止期間とかというこ

とで往来することがなかなかかなわなくて、状況

が確認ができなかったということで、一部の答弁

でもあったかもしれませんけれども、それを機会

に名寄にいるのが厳しくなったというふうな判断

をしなければならないとかというようなこともあ
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ったかというふうに思います。そういった一方で、

ライン等々の電子機器によってやり取りができた

と。私施設のほうに３月までいましたけれども、

面会の際に国内でなかなか面会できなかったので

すけれども、このラインの面会で海外にいる子供

と面会されたという事例も聞いております。マイ

ナスの面もあったかというふうに思いますけれど

も、プラスの面もあったというふうに思います。

そういったことでじかにはできなかったですけれ

ども、新たなやり取りができるという部分も目に

つくこともできたというふうに思いますので、私

どもとしてはそういった部分も今年度以降事業の

参考にさせていただきながら推進してまいりたい

と考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） まだ終息したとは

限りませんけれども、大分コロナの状況が落ち着

いてきたというふうに思っております。関係する

各職場の皆様には、また市民においても本当に大

変な状況を乗り切って、これから名寄市の楽しい

ことを企画していっていただければというふうに

思います。

大項目３の経済建設について、小項目１、ウィ

ズコロナ、アフターコロナ、ポストコロナ、まち

のにぎわいについて、この間のアスパラまつりや

白樺まつりを期待し、楽しんで、本当に多くの市

民を目にしたところです。今まで当たり前であっ

たイベントや行事がなくなって初めてその大切さ

を実感しているという市民の声も多くお聞きして

いるところです。先ほども今後気をつけながら着

実に進めていくという答弁でございましたけれど

も、再度やはりどんな制限をつけてでもなるべく

開催していくように努力していただきたいという

ふうに思いますが、そこら辺のお考えをお聞きい

たします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） コロナ禍におけ

るイベントということで、例えば今議員お話のあ

りましたアスパラまつりもそうですし、昨日まで

ふうれん白樺まつりも開催されたところです。こ

のイベントにつきましては、国で業種別のガイド

ラインを推奨しております。この中でイベントに

関しては日本青年会議所が策定した祭り、イベン

ト等開催に向けた感染拡大防止ガイドラインとい

うのがございまして、私どもとしてはこういった

ガイドライン、あるいは国や道のチェックリスト

などを主催者の方に守っていただくようお願いを

しております。今年度に入りまして感染の状況が

落ち着きを見せているということもありますので、

白樺まつりですとかアスパラまつりにおいても来

場者の検温ですとか手指消毒など基本的な感染防

止対策を実施をした上で、例えばテークアウトを

基本とする飲食店ですとか、あるいはステージか

ら距離を空けて、隣同士も間隔を空けた配席をし

ていただくだとか、そういったことで少しずつこ

れまでどおりのイベント開催をしていただけるよ

うにお願いをしているところです。例えばこれか

らになりますと、暑い時期を迎えますので、マス

クについて熱中症などに、健康に留意をしていた

だいて、距離や会話、飲食といった状況に応じた

対応をしていただくようなことで、少しでも従来

どおりのイベントが開催できるようにお願いした

いと考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ開催に向けて

努力していただきたいというふうに思います。

小項目３の自然を生かした観光について御答弁

いただきました。まずは、名寄市民が、一人一人

が大自然、広大な原自然のすばらしさを体験し、

発信することが非常に大切であると考えますが、

加藤市長はいろんなところに行かれまして、いろ

んなＰＲをする機会があるというふうに思います

けれども、自然、観光についてはどのようなＰＲ

をしているのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） この２年間、本当にコロ

ナ禍でなかなか私もいろんなところ行く機会がや

っぱり少なかったので、プロモーションする機会

というのは正直言ってなかなか限られていたのか

なと思います。その中でも名寄市で今ＳＮＳだと

か動画配信だとか、こうしたことに積極的に取り

組んでおりまして、私も微力ですけれども、ちょ

っと出演させてもらったり、あるいは少しずつ回

復してきている状況の中でやっぱりコロナ禍であ

るがゆえに、あるいは次のコロナ後を見据えた観

光の在り方の一つとして、外で自然とというよう

なことが恐らく今後の大きなキーワードやテーマ

になっていくのだろうと。このゴールデンウイー

クも相当数この地域、野外キャンプする方でにぎ

わっていたと思います。そうした意味では、これ

からのアウトドア、あるいはアドベンチャーツー

リズムと言われているこうしたことの潮流という

のは、まさにこの地域にとっては大きな追い風に

なるというふうに思っています。今後ワールドサ

ミット、札幌で去年オンライン開催されましたけ

れども、来年度また改めて札幌で開催されること

が決まっておりますので、この機会に名寄だけで

なくて、この地域も世界にこうしたすばらしい自

然を発信していこうということでこの間観光連盟

の総会でも話をしていたところでありまして、あ

らゆる機会を捉まえて私も積極的にこの地域の自

然、魅力、そしてそれにつながるツーリズムを発

信してまいりたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ大々的にＰＲ

していただきたいというふうに思います。

春に山菜を収穫して天ぷらを作るという観光協

会主催の行事がございまして、参加させていただ

きました。雨模様の寒い日でしたが、参加された

方は本当に大満足で、そこら辺にあるものを天ぷ

らにしただけだったのですけれども、非常に感激

されて、お土産に山菜を持ってお帰りになられた。

こういうことがやはり都会の方には、地域にいら

っしゃる方も経験することによって口コミで広が

るというのですか、市民やお友達に広げていただ

く、こういう取組をしていけばいいのだというふ

うに思うのですけれども、なかなか、スタッフと

いうこと先ほどおっしゃっていましたけれども、

スタッフが育たないというか、いないということ

がネックなのだというふうに思うのですけれども、

スタッフや指導者というのですか、ガイドさんと

いう方たちをどのように育成しようと考えておら

れるのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） スタッフという

か、人材のことだと思います。今年度からスター

トした第２次の観光振興計画の中でも人材の発掘、

育成というものを重点項目に挙げております。ま

さにおっしゃいますとおり、観光に関わる人材が

不足していると。ただ、中にはいるということを

この観光振興計画の策定委員会の中で確認をした

ところでありますので、そういった人を発掘をす

るところと。あるいは、今いらっしゃる方の知見、

ノウハウなどを、先ほど議員が参加していただい

たようなイベントにも参加をしていただいて、継

承していくということが大事だと思っております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 経験すると、みん

なで同じことをするって本当に楽しいことで、寒

さも忘れてしまうのだなというような経験をさせ

ていただきました。

小項目４に入ります。農家の皆様には水田活用

交付金、水田活用の直接支払交付金の運用ルール

の厳格化、畜産業の飼料の高騰、牛乳の出荷制限、

てん菜等の作付制限など厳しい状況が問題になっ

ています。その対応について市のほうとしてどの

ように考えているのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 先ほど議員のほうか

ら説明ありました水田活用の交付金の見直しに係

る影響でございますが、これにつきましては今の
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水田の作付の中で長らく転作作物が定着している

水田が今後将来にわたって交付対象水田から外れ

る可能性があるということで、現在生産者の中に

おいても今後の作付体系、どのようにしていこう

か、いろいろと御苦労いただいて、悩んでいただ

いている状況かなというふうに考えております。

具体的にどのような形で影響が出てくるのかとい

うところがまだ見通せない状況でありますが、引

き続きそういった状況を確認しながら、また農業

におきましてはやっぱり生産性、収益性をどのよ

うに高めていくのかというのが、これ国の交付金

がある、なしにかかわらず課題となるところであ

りますので、そういった栽培技術といいましょう

か、生産振興の面でも支援に取り組みながらそれ

ぞれ対応を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） まさにおっしゃる

とおりです。やはり強いこの地域の農業にするた

めには、メリットの多い収益率の高い経営が望ま

れるのかなというふうに思います。全国に３か所

しかない国立薬草試験所、国立研究開発法人医薬

基盤・健康・栄養研究所という薬用植物資源研究

センター北海道研究部というふうに言うそうなの

ですけれども、試験場のある名寄市の薬草栽培の

今後については先ほど答弁いただいているところ

ですけれども、将来的にどのように考えておられ

るのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 今御質問あったとお

り、薬用作物につきましては品目に当然よります

けれども、収益性の高いものが多く存在しており

ます。現在名寄市におきましては特に安定的な需

要が見込まれるということで、カノコソウの作付

について中心的に取組を進めさせていただいてい

ます。また、カノコソウ関しても栽培技術が十分

に確立されていない部分がまだございます。そう

いった点につきましては、先ほどありました薬用

植物資源研究センターのほうと連携を取りながら

引き続き技術確立、農業者の指導に当たってまい

りたいと思っていますし、まだまだ作業効率を高

めていくということがまだ課題というふうなとこ

ろにありますので、これにつきましても引き続き

研究してまいりたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ国の機関、ま

た農業支援センターもありますので、また北海道

の農業改良普及センターとも連携しながら進めて

いってほしいと思います。

あと、女性農業者の活躍についてでございます

けれども、なかなか、先ほど答弁ございましたけ

れども、市民には見えてこないという。頑張って

いる農業女性がいるのですけれども、それをまち

の中に出て、男女平等参画だとかいろんな場面で

農業女性が頑張っているところをやはり発表する

機会というのですか、何か私たちも共有、市民も

共有できるような、そんなことができたらいいな

というふうに思うのですけれども、お考えがあれ

ば教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田経済部長。

〇経済部長（山田裕治君） 現在の農村女性の活

躍ということで、先ほど答弁の中でも少しお答え

させていただきましたが、指導農業士という形で、

これ北海道が進めております認証、認定の制度で

ありますが、特に農業の従事者として優良な活動

されている、また地域の担い手の育成に当たって

中心的に活躍をされている方ということで、この

間も認定を受けた都度新聞各社のほうにも取り上

げていただきながら、女性農業者がこういった形

で中心的に活躍していますというようなことアピ

ールさせていただいているところであります。ま

た、経営を学ぶ女性グループということで先ほど

答弁もさせていただきましたが、こういった形で

本当に若い女性の方が経営に携わる、また農作業

の資格、作業機の運転免許等を取りながら経営に

も携わっていくといった取組が広がりを見せてい
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るというところでございます。私どもといたしま

しても、そういった支援施策も引き続き取り組み

ますが、議員から言われたように、もっとそうい

った取組が多くの市民の方にも認知というか、認

めていただけるようにこれ広報ですとか、そうい

った新聞等の報道なんかを活用させていただきな

がら努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 女性活躍のために

しっかりと頑張っていただきたいなと思います。

一生懸命やっていて、家庭的な問題があって、性

格の問題もあるのでしょうけれども、なかなか出

づらいとかなかなか活動できないというお声もお

聞きしているところなので、ぜひそこら辺のとこ

ろも分かって、誘っていってあげてほしいという

ふうに考えております。

大項目４、名寄市立大学の運営についてお伺い

いたします。大項目１、助産師、大学院のことに

ついてはお聞きしたところでございますけれども、

助産師４名というのは実習先だとか教員の先生の

関係でそういうふうになったのかというふうに思

うのですけれども、再度確認したいというふうに

思います。お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 助産師課程

の募集人員４名ということで先ほど市長のほうか

ら答弁させていただきましたけれども、助産師課

程の部分につきましては実習のノルマがありまし

て、普通分娩の症例を１人１０症例行わないとい

けないというハードルがありまして、今各病院等

も出生数が少なくなっているという部分で、そう

いった助産師課程に関わる実習先の取り合いとい

うか、そういったふうになっておりまして、今確

保できている部分が募集４名分の実習先が確保で

きたということで、今回４名ということで募集を

させていただくということで考えています。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 教員配置と施設整

備についても助産師課程のほうは大丈夫だという

ことで、進んでおられるというお話だったという

ふうに思います。大学院のほうについてはかなり

ハードルが高いということで、先はまだ難しいと

いうふうに受け取ったのですけれども、教員配置

とか施設整備、かなりのものがかかるのではない

かというふうに考えるところですけれども、ここ

ら辺のお考えについて再度お聞きしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 大学院の設

置については、先ほど答弁もありましたように、

大きなハードルがあるのですけれども、まずその

一つとして大学院の修士課程の卒業論文を指導で

きる教員というのが必要になります。これの部分

については、文部科学省から教員の業績調査とい

うのがきっちり審査されまして、その修士論文が

指導できる教員かどうかというのを確保しないと

まずは申請も受け付けていただけないという状況

になります。今回大学の修士論文の指導の部分に

ついては、昨年度本学の大学教員の中で修士論文

できる教員がいるかどうかということで委託調査

をさせていただいて、その結果に基づきまして今

回は、先ほど答弁でありましたように、１専攻と

いうことでやっていきたいということで、必要最

小限の新たな補充で大学院を設置していきたいと

いうまずは考え方ではいるのですけれども、まだ

具体的な細かい内容のカリキュラムの部分までは

決定しておりませんので、そこの部分が決まると

今いない先生の中のカリキュラムを特色で生かし

ていこうとか、そういった議論になった場合につ

いては新たな教員を採用しないといけないという

ことも含めて、教員の選考の部分について今ハー

ドルでカリキュラムも含めて検討させていただき

ながら、どういったある程度の教員を採用できる

かも含めて今検討しているというような状況であ

ります。



－72－

令和４年６月２０日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 財政的な面、また

少子化による学生数の減少ですか、魅力化とかい

ろんな要素があって、これから進めていかれるの

だというふうに思いますけれども、今後注視して

いきたいというふうに思います。

大学の魅力度アップということで、旭川大学の

公立化ということ、そして少子化問題がこれから

の学生募集に大きな影響があるものと考えていま

す。今学生寮建設も計画されていますけれども、

大学の魅力度を高めるための一考として、住んで

みたいすてきな学生寮の建設についてはどのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今現存して

いる大学の寮が建って２５年ということで、老朽

化という、いろんなところも傷んできている部分

があって、毎年修繕を行いながらやってきている

というのが現実であります。大学の寮の部分の一

番の私どもの目的としては、公立の大学というこ

とで、少ない低家賃で住んでいただいて、うちの

大学で学習していただくということを目的にして

おります。今高野議員からありました魅力あると

いうような、大学の寮としても大学の魅力の一つ

としてキャッチフレーズになるのでないかという

ような御意見だと思うのですけれども、そこの部

分については今民間の部分が検討していただいて

いるということですので、それらと連携しながら、

民間の部分が、考えていただける部分がさらに魅

力度アップが図られるのではないかなということ

も含めて大学も一緒に検討しながら考えてまいり

たいと考えおります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひ魅力ある大学

ということで、子供たちに人気のある大学を目指

していってほしいなというふうに思います。

それでは、大項目５、教育について再質問させ

ていただきます。小項目２、施設整備ですが、名

寄中学校、名寄東中学校が改築、改修が終了しま

したら、市内の小中学校の耐震化率はやっと１０

０％になります。しかしながら、名寄中学校、名

寄東中学校以外にも建築後２０年以上経過した学

校もあります。市内のお子様の人数からも今後の

小中学校整備についてはどのように考えておられ

るのかお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今議員のほうから御

質問いただきました、今後の小中学校の整備につ

いてどのように考えているかというような御質問

だったかというふうに思っています。私どもとい

たしましては、まずは未耐震化で老朽化が著しい

名寄中学校、名寄東中学校を優先して整備して、

対応してまいりたいと考えておりますけれども、

市内の小中学校、小学校におきましても、議員お

っしゃられているとおり、建築後２０年以上経過

した学校も存在しているところでございます。そ

ういった学校につきましては、やはり学校施設の

老朽度ですとか築年数なんかを、経過年数などを

考慮しながら随時対応してまいりたいというふう

に考えているところでございます。ただ、いずれ

にいたしましても個別の整備内容や手法につきま

しては今後の状況等をよく考慮しながら、皆さん

方と議論しながら対応させていただきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 子供が少なくなっ

たから学校をなくすという時代ではもうなくなっ

たと今日の道新にも出ておりましたけれども、そ

このところを北海道の教育、道教委の考え方もあ

りますでしょうけれども、名寄市としてしっかり

教育に取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。

小項目の３の名農のキャンパスの件でございま

すけれども、旧名寄農業高校としまして７，３４

３名を輩出し、道北の農業に大きく貢献している
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学校でございます。長い歴史と伝統、そしてまた

名農キャンパスに対する卒業生の思いはやっぱり

本当に深いものがあると。山、丘を上がっていっ

たところに俺たちの学校があるのだと、何とかな

らないものかと、そういうふうなお話もお聞きし

ているところです。非常に広大でありますし、経

費もかかる、どうしていいか分からないというと

ころでございますけれども、加藤市長ずっと言っ

ておられる札幌五輪のときの名寄の受入先として、

あそこに野球場もありますよね。そういう何か利

用できるような、そういう道と国を巻き込んだよ

うな、そんな壮大な計画がないのかなというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの答弁、ちょっと

繰り返しになりますけれども、跡地利用に関して

まずは北海道から我々のほうに打診がありまして、

全部ひっくるめて使えないかということでしたけ

れども、それを具体的に計画するまで私たちはそ

うした計画を持ち合わせていなかったということ

で一旦というか、全て利用することはかなわない

ということでお答えはさせていただきました。一

方で、北海道教育委員会、あるいは北海道知事部

局にもいろんな事情で、やっぱりキャンパスが一

つになって、２つのキャンパスが空くことになり

ましたので、ぜひ地域に対していろんな配慮はい

ただきたいと。より積極的にこの跡地の活用につ

いて北海道にはぜひ頑張っていただきたいという

ようなお話はさせていただいているところであり

ます。我々も地域課題、あるいはあそこの学校、

こういった形で使いたいという具体的な議論があ

れば、そこは北海道さんにもお伝えをし、また場

合によっては一緒に協議をするということもでき

ると思いますし、今後ともしっかりと北海道ある

いは北海道教育委員会と連携を密にしながら跡地

活用の手法についても注視をしてまいるというか、

人ごとではなくて、我々もできればあそこを地域

のために資する利活用方法、利活用できることが

あれば、それが望ましいというふうに考えている

ところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ぜひオール名寄で

力を発揮して、夢のある公園、夢のある施設にし

ていただきたいというふうに思っております。

次に、令和５年度の新設校の開校までもう１年

を切っています。中学３年生にとっては進路を決

める大切な時期が近づき、非常に不安の中にいる

ものと思われます。ぜひとも道教委、北海道教育

委員会と連携し、早めに新設校の情報について周

知していただきたいと思いますが、今後のスケジ

ュールについてどのようにお考えなのかお知らせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 現在名寄高校と名寄

産業高校の先生方で組織している統合推進委員会

の中で様々なことが議論され、決定されてきてい

るのかというふうに認識しているところでござい

ます。この間もお話しさせていただいているとお

り、私どもは魅力化推進委員会を通じてその統合

推進委員会の皆様からなるべく早く情報を出して

いただきたいというふうにお願いさせてもいただ

いておりますし、いただいた情報については分か

りやすい形で速やかに発信させていただきたいと

いうふうに思っているところでございます。スケ

ジュール等につきましても今まだ私どものほうに

は来ておりませんけれども、今議員のほうからも

お話ありましたとおり、先ほどもお話しさせても

らったとおり、速やかにいただいた情報について

は流していければというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） やはり受験生と受

験生を持つ御両親とか周りのおじいちゃん、おば

あちゃんもそうですけれども、気が気ではない状

況であるというふうに思いますので、ぜひ早めに

情報を流していただくことを希望いたします。
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小項目４の生涯学習について再質問いたします。

様々な講演会でいろいろな講演をお聞きしていま

す。なかなか言いづらいのですけれども、地域学

校協働活動がなかなかスムーズに進んでいない例

もこの間の講演でもお聞きしているところでござ

います。地域協働活動に対する教育長の見解とい

うのはどのようにお考えなのかお尋ねしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 地域学校協働活動です

ね。

（「はい」と呼ぶ者あり）

〇教育長（小野浩一君） 御承知のように、名寄

市ではコミュニティ・スクールの体制づくりに６

年から７年ぐらいかけて進めております。したが

って、今現時点でうちの協働活動があまりうまく

いっていないというのは、直接的には私は聞いて

はおりません。ただ、地域によって、今７つの地

域がありますけれども、７つの地域によって差が

生じてるという話は聞いております。例えば智恵

文小学校でありますとか中名寄小学校は、小規模

校の特性をしっかりと生かして、かなり順調に進

んでいるということで聞いておりますし、御承知

のように東小学校はもともとコミュニティセンタ

ーを学校に設置しておりまして、学校と地域との

活動をこれまでもずっと続けてこられたいうこと

で、ここもスムーズに活動されているのでないか

なと思っております。特徴として１つ言えること

は地域学校協働活動連絡協議会というのをつくっ

ているのです。昨日山田議員のときにもお話しし

たのですが、それは今の時点では７人のコーディ

ネーターがそこに集まってきて、地域協働活動の

中身についての情報交換やっているわけです。で

すから、今何かもしうまくいっていないという状

況があれば、連絡協議会の中で議論できるような、

そんな仕組みになっておりますので、その仕組み

を今後うまく利用していただいて、もしそういう

事態が起きれば解決していけるのではないかなと、

そんなふうに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 小項目の１なので

すけれども、名寄市は小中高生が連携したいじめ

防止サミットを実施し、いじめの根絶に向け、児

童生徒自身が取組を進めているところでございま

す。今現在本当に社会的にも大きな問題になって

いますいじめでございますけれども、いじめ防止

に対する教育長の基本的な見解をお聞きしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 現在も、今議員御指摘

のように、いじめは大きな社会の課題として全国

的な問題になっております。いじめ防止に対する

私の考え方ということでありますけれども、私は

いじめというその行為、いじめの行為、それをど

う捉えるかと。いじめというものをどう捉えるか、

その捉え方がいじめの解消に大きく影響している

のでないかなと、そんなふうに思っております。

言うまでもなく、いじめというのは子供の世界だ

けの問題ではありません。大人の世界の問題なの

です。ですから、大人社会の写しであるというこ

とでよく言われております。私はいじめがなかな

かなくならないのはなぜかという、そういう問い

を持っているのですけれども、人間がもともと備

えている善と悪の心の問題だと思っているのです、

いじめというのは。ですから、いじめというのは

常に起きると。常に起きるのだと。いじめの問題

は、いじめがあってもなくても常に子供たちには

教えていかないと駄目。学習させていかないと駄

目だという、そういう問題だと、そう思っており

ます。すなわち、いじめというのは常に恒常的に

解決していかないと駄目な教育課題なのだと、そ

ういう捉え方をしておりまして、先生方にはいつ

もいじめはどんな理由があっても許されない行為

なのだということを教育のあらゆる場面で全て指

導していただきたいと。そういうことで管理職の

皆さんには常にお願いしている大事な問題でござ
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います。平成２５年に御承知のようにいじめ防止

対策推進法、これができました。このときにいじ

めというのは子供たちや教職員、教育委員会だけ

の問題ではありませんと指摘されているのです。

保護者や地域住民などを含めた社会全体の問題だ

と。そして、ですから地域ぐるみで取り組んでい

かないといけないのですよという、そういう視点

がそこで明確にされているのです。私は、このこ

とは大変重要な指摘であって、これを重く受け止

めていじめ対策をしていかなければいけないと、

そんなふうに考えました。そのような観点から平

成２６年に東中学校で小中いじめ防止サミットを

開催したのです。高野議員にはこのサミットの開

催の時点から常に足を運んでいただいて、私ども

も大変感謝しているところでございます。今後と

もどうぞよろしくお願いしたいと思います。その

後、私としては大変うれしいことに、その３年後

なのですが、高校生のほうから私方もいじめサミ

ットに入れてくれと。元中学校のときにやってい

た子供たちなのですが、３年後に高校の生徒会も

中に入れてくれというようなことでお話が、申入

れがありまして、いわゆる平成２９年に小中高い

じめ防止サミットになったと。そういう経過があ

って、私も涙が出るほど大変うれしい思いをいた

しました。冒頭にもお話ししましたように、いじ

めというのは恒常的な教育課題なのです。ですか

ら、先ほどお話ししましたように、地域総ぐるみ

で、そして継続的に行っていかないと駄目な、そ

ういう取組だと感じておりますので、今後も小中

高いじめサミットがさらに工夫されて充実、発展

することを心から願っているところでございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 教育長にはこれで

最後かと思うとなかなか何と申し上げていいか分

からない状況で、本当に教育行政についてお世話

になりました。名寄市は教育のまちとして教育に

一生懸命前から頑張って、小さいまちでも大学を

持ち、子供たちの教育のために頑張ってきたまち

であるというふうに思います。教育長がこれから

名寄市に提言していただけるとしたら、こういう

ことをやったほうがいいということがありました

ら、最後にお聞かせいただきたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私は名寄から今後私が

退いてもいじめが出てこないような、そんなこと

を願っていることと、いつも高野議員がおっしゃ

るように、不登校児童生徒、これの対応を地道で

もいいですから、一つ一つ、一歩ずつ進めていた

だきたいということを今教育委員会の中でお話し

しているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 名寄市は、小野教

育長のリーダーシップの下、先ほどから伺ってい

ます様々な取組を通じ学校力の向上、生涯学習社

会の形成を進められてきました。来月からは新教

育長にバトンを渡されますが、ぜひこの間に取り

組んでいただきましたこのことをとどめることな

く、新教育長にも引き継いでいただき、教育都市

宣言のまち名寄らしく、チーム名寄としてワンチ

ームでオール名寄で今後も教育のまち名寄のさら

なる実現のために新教育長にも引継ぎをいただき

たいということをお願いいたします。

小野教育長の１１年間の歩みと実績に大いに感

謝を申し上げますとともに、これからも名寄市を

見守り、機会あるごとに御指導いただくことを切

に願っております。小野教育長、誠にありがとう

ございました。

これで質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

これをもちまして代表質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全
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て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 遠 藤 隆 男
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開議 令和４年６月２１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

１７番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

下水道事業の経営戦略推進に向けて外１件を、

東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い、

大項目２点について順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、下水道事業の経営戦略推進に

ついて伺います。下水道や浄化槽は、清潔で快適

な生活環境を実現し、雨水排除による浸水被害の

防除、さらには川、海などの地球環境の保全に貢

献するなど、私たちの生活に欠くことのできない

重要な都市基盤整備であります。近年、人口の減

少傾向や少子高齢化、さらには快適でよりよい環

境を求める市民ニーズの変化を含めて、日々の生

活インフラを支える重要な事業の一つであり、下

水道事業は期待される役割も変化をしているのだ

と考えます。今後も下水道事業がその本来の目的

である公共の福祉を増進しながら、持続可能な運

営を行うためにも、中長期的な経営戦略が必要に

なってくるものと考えます。

そこで、小項目の１番目、下水道事業経営戦略

の進捗状況について伺います。名寄市下水道事業

経営戦略は、２０１７年、平成２９年から１０年

間にわたる事業運営が進められております。この

間、令和２年４月から下水道事業を水道事業と同

様に企業会計で管理をして地方公営企業法の全部

を適用する事業運営となっております。会計方式

の変更と併せて経営環境の変化を受けて、令和２

年度において名寄市下水道経営戦略の改定が行わ

れております。その見直しに向けては、当初の計

画を基本に進められていると思いますが、計画策

定時と今回改定後の見直しによる内容と現在まで

の進捗状況についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、下水道事業の現状と課

題について伺います。下水道事業は、下水排水、

下水汚水、個別排水事業に区分され、事業が進め

られていると考えております。そこで、名寄地区、

風連地区の下水道普及率と水洗化率の実態と個別

排水事業における浄化槽整備の状況についてお伺

いをいたします。一方、最初の整備から５０年近

く経過した管渠の整備、また下水終末処理場も老

朽化をしており、更新には多額の費用も必要とな

ることから、計画的な整備が求められるところで

ありますが、下水道事業の現状と課題についても

お伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、将来の需要予測と経営

健全化の取組について伺います。今後人口減少に

伴う下水道使用料の減収や老朽化施設の更新など、

短期的には収益の増加に結びつかない投資の増加

や修繕費など、経費の増加が予想されます。下水

道事業を進めていく上で、投資に対する考え方並

びに人材育成、経費回収率の向上に向けた施策を

はじめとする経営の効率化、経営健全化の取組に

ついての考え方について伺います。

次に、大項目の２番目、魅力ある市立大学運営

に向けて伺います。小項目の１番目、コロナ禍に

おける各種対応について伺います。新型コロナウ

イルス感染症は、２０２０年１月１５日に国内で

最初の感染者が確認された以降、日本国内はもと

より、世界規模で感染者が拡大し、緊急事態宣言

並びにまん延防止等重点措置をはじめとした対策

に加えてワクチン接種が実施をされております。
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現在は、３回目のワクチン接種が実施をされてお

り、今年５月の大型連休はしばらくぶりに行動制

限が解除されたところであります。しかし、国内

の感染者は減少傾向にはあるものの、平常の生活

に戻るのはまだまだ時間がかかるものと思われま

す。そこで、この間における市立大学のオンライ

ン授業、オープンキャンパス、学生生活のサポー

トなど、大学運営における各種対応の取組実態に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、大学院設置への具体的

な取組について伺います。名寄市立大学の将来構

想（ビジョン２０２６）は、２０１７年より実施

をされ、２０２２年度は中期計画の最終年度とな

ります。将来構想の専門教育の充実発展の課題の

中で大学院の設置に関する具体的な検討を設置検

討部会での審議、教授会での議論、外部評価組織

での理解を求めながら前期計画での検討を中期計

画では実質化していくとされております。中期計

画の最終年度に当たり、大学院設置の具体的な内

容及びスケジュール等について伺います。

次に、小項目の３番目、独立行政法人化の取組

について伺います。加藤市長４期目、市政執行の

所信表明において、市立大学の独立行政法人化の

検討を進めていくと述べられております。将来構

想の運営委員会形態の在り方において、持続的な

発展のための効率的、効果的な大学運営について、

前期計画より検討、検証が進められていると理解

をしております。独立行政法人制度とは、独立の

法人格を与えて業務の質の向上や活性化、効率性

の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ること

と明示されております。独立行政法人化に向けて

のこれまでの議論経過並びに今後の取組について

伺います。

以上、檀上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） おはようござい

ます。東川議員からは、大項目で２点にわたり御

質問いただきました。大項目１は私から、大項目

２は大学事務局長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、下水道事業の経営戦略

推進に向けて、小項目１、下水道事業経営戦略の

進捗状況についてお答えいたします。下水道は、

清潔で快適な生活環境を実現し、雨水排除による

浸水被害の防除、さらには河川、海等の地球環境

保全に貢献するなど、私たちの生活に欠くことが

できない重要な都市基盤施設となっております。

下水道の整備や施設の改築方針には多額の資本を

要しますが、市民に清潔で快適な生活環境を安定

的に提供するためにも事業を計画的に行う必要が

あり、中長期的な視点に立った事業運営を行うた

め、経営の効率化及び健全化を目指した経営の基

本計画である名寄市下水道事業経営戦略を策定し、

計画期間を平成２９年度から１０年間として取組

を進めてまいりました。経営戦略については、名

寄市総合計画（第２次）を具現化するための計画

として策定し、下水道事業における各種計画はも

とより、上位計画である総合計画及びその他計画

との整合性を図りながら、毎年度経営指標に基づ

く進捗管理、評価を行い、投資・財政計画と実績

との乖離が大きくなった場合は、その原因を分析

し、３から４年を一区切りとして見直しを行い、

適宜更新していくとしていたことから、令和３年

３月に改定を行っております。

改定の内容につきましては、下水道は令和２年

４月から地方公営企業法を適用し、特別会計から

企業会計に移行するとともに、下水道事業と個別

排水事業の２つの特別会計を下水道事業会計の１

つの企業会計として事業を進めているところであ

り、特別会計方式で見通していた投資・財政計画

を減価償却費などの企業会計特有の項目がある企

業会計方式への変更が主となっております。加え

て、下水道使用料や一般会計繰入金などの収入の

減少と施設や管渠の老朽化に伴う改築更新費用の

増加を見込み見直しております。

現在までの進捗状況につきましては、毎年度の
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決算状況と経営指標に基づき、進捗管理、評価を

行っており、おおむね計画どおりの進捗状況とな

っております。今後は、令和３年度決算を踏まえ、

経営指標に基づいて評価、分析し、見直し及び改

善をいたします。

次に、小項目２、下水道事業の現状と課題につ

いてお答えいたします。本市の下水道事業は、昭

和４６年７月に最初の事業認可を受け、その後１

２回の認可変更を経て、現在まで施設整備を行っ

ております。処理区域については、計画区域面積

１，０４４ヘクタールの名寄処理区と１８８．８

ヘクタールの風連処理区の２つの処理区域があり

ます。また、処理場施設については、昭和５５年

３月供用開始の名寄下水終末処理場と平成９年８

月供用開始の風連浄水管理センターがあり、名寄

下水終末処理場については汚水処理のほかに、雨

天時には合流区域からの雨水を大型ポンプ５台に

より排水処理を行っております。

まず、下水道の普及率ですが、令和４年３月末

現在で名寄処理区で９１．８％、風連処理区で５

７．２％となっており、全体では８７．２％とな

っております。また、水洗化率につきましては、

名寄処理区で９８．６％、風連処理区で９６．７

％、全体では９８．４％となっており、下水道処

理区域内の普及拡大はおおむね完了しているとこ

ろです。

次に、個別排水事業における浄化槽整備の状況

ですが、普及率につきましては名寄地区で９２．

３％、風連地区で６３％で、両地区では７９．４

％となっております。浄化槽につきましては、生

活排水処理基本計画に基づき整備を行っており、

平成８年度から令和９年度で６１６基を整備する

計画であり、令和３年度までに５４７基の整備が

完了し、進捗率は８８．８％となっております。

下水道施設については、管渠を名寄、風連合わせ

て１９３キロメートル管理しております。今後１

０年でそのうちの３６％に当たる６９キロメート

ルの管渠が耐用年数５０年を経過することから、

平成３０年度から計画的に更新をしているところ

です。

次に、処理場施設では、名寄、風連合わせて１，

０８３点の設備があり、老朽化が進行しているた

め、平成６年度から劣化の著しい施設を順次更新

しております。また、令和元年度からは管渠及び

処理場施設共に施設の改築更新計画である下水道

ストックマネジメント計画に基づき改築更新を進

めております。この下水道ストックマネジメント

計画では、下水道施設の健全度について、今後ど

のくらいの時期に施設の老朽化により状態が悪化

してくるのかなど長期シミュレーションを行い、

現状の健全度を持続できるよう計画を策定してお

ります。また、年度により事業規模が偏らないよ

う事業費の平準化を図り、管渠については年間４，

０００万円、処理場施設では約３億円程度の事業

規模で更新を計画しているところです。しかしな

がら、改築更新費のほとんどを国の交付金事業に

より実施しており、交付金の配分額によっては事

業の進捗に大きく影響が出てくることが課題とな

っております。国費の配分については、平成２９

年度に財政制度等審議会の中で下水道事業につい

ては受益者負担の観点から汚水処理の施設の改築

は原則使用料で賄うべきと示されたことから、現

在汚水施設の改築更新には国費が配分されづらい

状況となっております。ここ最近については、令

和元年度から本年度までの配分率で要望額に対し

て平均で７８．５％となっており、今後も国費が

配分されづらいことが続くものと予想されること

から、少しでも有利な補助メニューを活用するな

ど、施設の劣化状況を見ながら随時計画を見直し、

効率的に事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、将来の需要予測と経営健全化

の取組についてお答えいたします。経営戦略では、

将来の需要予測を行い、効率化、経営健全化の取

組を反映し、投資費用の検討と財政の検討から策

定した投資・財政計画を基に、経営基盤強化と財

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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政マネジメントの向上を図ることを目的としてお

ります。経営戦略改定後の投資・財政計画では、

公共下水道は当面現行の下水道使用料と一般会計

繰入金によって経営を維持することとしておりま

す。また、個別排水事業は、基数の増加に比例し

て償還財源が不足するため、その不足分を賄う一

般会計繰入金が年々増加していきます。公共下水

道と一体的に費用の抑制、経営改善等に取り組み、

安定的な事業運営に努めることとしております。

投資に対する考え方として、人口減少に伴う下水

道使用料の減少と労務単価や資材費の上昇による

委託料や修繕費など経費の増加が予想されるため、

収支が圧迫されることが見込まれます。また、施

設や管渠の老朽化が進むため更新需要が高くなる

ことから、下水道ストックマネジメント計画に基

づき、投資水準の平準化を図りながら事業を進め

ていくこととしております。

経営の効率化、経営健全化の取組については、

人材育成が重要であると考えております。人材育

成の考え方として、今日の公営企業運営では今ま

でに増して職員一人一人の多様な能力が求められ、

職員の能力開発の重要性がますます高まっている

ことから、専門知識に関する研修の充実を図り、

ノウハウを継承するため、技術管理マニュアルを

整理し、体系化を進めることとしております。効

率化の取組として、他自治体では料金窓口業務の

包括委託や施設運転管理の包括委託などアウトソ

ーシングが進んでおります。本市としてもコスト

縮減による業務の効率化はもとより、施設管理や

検針、徴収業務などの民間委託の検討や組織の見

直しを含め業務全般について精査を行い、将来の

事業環境を想定した下水道事業の方向性と組織の

在り方を検討することの必要性についても経営戦

略の中に記載しているところです。

また、経費回収率につきましては、企業会計移

行後の公共下水道の経営経費回収率は１２０％を

超えており、汚水処理に係る費用が使用料収入に

より賄われている状況となっております。一方で、

個別排水の経費回収率は約５２％と低くなってお

り、併せて今後も下水道使用料の減少と維持管理

費及び改築更新費用の増加が見込まれ、厳しい状

況が続くものと考えております。汚水処理経費の

削減等による経費回収率の向上に向けた取組を行

うためにも、将来を見据えた本市の下水道事業の

あるべき姿を想像し、上下水道事業経営審議会に

諮りながら適正な使用料水準についての議論を進

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 私からは、

大項目２、魅力ある市立大学運営について、小項

目１、コロナ禍における各種対応についてお答え

いたします。

初めに、授業につきましては、可能な限り対面

授業を基本とする方針に基づき、令和４年度前期

授業開始に併せて様々な対策を講じてまいりまし

た。まず、文部科学省からの通達で示されており

ます身体的距離を確保しつつ授業を行っていきま

すと、通常の教室の定員数より少ない人数で授業

を行わなければなりません。そのため、本学の校

舎の構造上、５０人以上の学生が一斉に授業を受

けることができる教室が少ないことから、今まで

使用していた長机を変更し、１人用の机などを新

たに導入し、５０名以上が入ることができる教室

を３教室追加いたしました。また、換気システム

が設置されている図書館大講義室におきましては、

二酸化炭素濃度を計測し、８０名まで収容できる

ようにし、履修人数が多い授業についても対面授

業を行うことができるようにいたしました。しか

し、８０名を超える履修者がいる科目につきまし

ては、引き続きオンライン授業を展開しておりま

すが、学内においてオンライン授業を受けたい学

生に配慮するため、さらには学内において自己学

習ができる環境の拡大を図るため、学内に設置さ

れております３つのＰＣ室で、今まで自由に利用

できなかった図書館等のＰＣ室にも各席にフィル
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ターを設置し、学内での学習環境の強化をいたし

ました。

次に、オープンキャンパスにつきましては、今

年度は７月２日、７月３１日、１０月１日の３回

実施予定としております。直近の７月２日土曜日

の開催につきましては、６月２日から募集を開始

しておりまして、感染対策を徹底し、参集型で実

施する予定をしております。

次に、学生生活へのサポートにつきましては、

コロナ禍における様々な環境の変化に伴い、大き

なストレスを感じる学生がいることから、本学に

設置しております健康サポートセンターでは保健

師、看護師に加え、今年度から精神科の専門医師

も会計年度任用職員として週２日勤務しており、

４名体制で電話、メール、対面での相談を随時受

け付けており、さらにはサポートセンター側から

も気になる学生に対して定期的に面談をするなど

のサポート体制を取っており、今後も学生が安心

して相談できる体制の充実を図ってまいります。

次に、経済的な支援につきましては、令和２年

度に国から給付されました学生等の学びを継続す

るための緊急給付金が令和３年度に追加で給付さ

れることになり、一昨年度に給付された学生１１

４名に加え、新たに６７名の学生に対して追加で

給付されました。また、昨年度も実施しました日

本学生支援機構からの支援金を活用した学生食堂

メニューの割引については、６月１３日から開始

し、学生の食生活へのサポートも実施してまいり

ます。さらには、市内経済団体をはじめ、様々な

市民団体等からも本学の学生に対し生活物資など

の支援を受けており、改めて本学の学生に対する

名寄市民の思いやりの気持ちに感謝するところで

あります。

次に、小項目２、大学院設置への具体的な取組

についてお答えいたします。大学院の設置につい

ては、地域の抱える様々な課題について研究し、

それらを解決することによって地域の新しい未来

を開くために、より高い研究、教育を行う道北地

域の研究、知の拠点として、コミュニティケア教

育研究センターや関係機関と協働した研究を行い、

また学部と連続した教育を行うなど、道北地域の

発展に寄与していくために必要であると考えてお

ります。一昨年度７月から大学院設置検討会議を

１４回開催し、この間検討を進める上での参考デ

ータとするために、大学院への進学に関する意向

調査として本学の在学生及び卒業生、名寄市の近

郊で本学の学科に関連した職場で勤務している社

会人に対してアンケートを実施いたしました。ま

た、昨年度は文部科学省への大学院設置に関わる

申請の際に高いハードルの一つであります教員の

組織編成について、現在在籍している教員におい

て大学院での修士論文を指導、補助できる教員数

を確保するための業績予備審査について委託調査

を実施いたしました。当初は、本学の４学科につ

いて専攻科を設置することで検討を始めてまいり

ましたが、委託調査の結果を踏まえ、大学院設置

の際に新たに採用する教員を最小限にし、大学院

に関するニーズなども考慮した結果、名称は仮称

でありますが、健康科学研究科健康科学専攻とし

て１研究科１専攻でまずは検討を進めていくこと

となりました。この１研究科１専攻で取得可能な

学位につきましては、栄養学と看護学の２つの修

士を取得することを想定しており、入学定員は毎

年度１０名程度と考えております。

今後の大学院設置における取組といたしまして

は、先ほども述べましたが、大学院設置に関わる

文部科学省への申請には非常に高いハードルの課

題が多々あります。それらの課題を一つ一つクリ

アしていくためには、実際に大学院の開設に携わ

った経験に基づく専門的な知見が必要不可欠と考

えております。このことから、元札幌市立大学副

学長で札幌市立大学において大学院設置に直接担

当者として携わった経験を持ち、大学院修士課程

及び博士課程において学位論文の指導教員として

の実績も豊富である中村惠子氏から大学院設置に

関する手続から具体的なカリキュラム編成まで多
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岐にわたる内容についてアドバイザーとして指導

いただきながら、大学院設置に向けて準備を進め

てまいります。

次に、小項目３、独立行政法人化の取組につい

てお答えいたします。公立大学における独立行政

法人化につきましては、地方独立行政法人の一つ

として公立大学法人として平成１６年４月に制度

が施行されました。公立大学協会の加盟大学９９

校のうち９０校の大学が既に公立大学法人に移行

いたしました。公立大学法人は、大学の教育研究、

人事、組織、予算執行などの運営上の権限が大学

の裁量に委ねられ、行政の関与は健全運営を図る

ための最小限にとどめられますが、一方で運営全

般が大学の裁量に委ねられることから成果を厳格

に求められる制度となっております。公立大学法

人化への移行については、財務会計制度、人事給

与制度、組織体制目標評価制度、情報システムの

構築など多岐にわたる準備作業など、他大学の事

例を見ても約２年程度の時間と多大な労力が必要

となります。学内での議論につきましては、名寄

市立大学の将来構想（ビジョン２０２６）中期実

施計画の中で運営形態の在り方の検証項目の中で

どのような運営形態が本学にとって必要であるか

について議論を行うこととなっておりますが、一

昨年度からの新型コロナウイルス感染症に関わる

大学運営全般の対応、さらには大学院及び助産師

課程の設置に関わる検討などを優先課題として議

論を進めてきた経過があることから、具体的な議

論には至っていないのが現状であります。しかし、

少子化に伴う学生確保など、大学運営を取り巻く

環境は年々厳しさが増していくことを鑑みると、

本学の運営形態をどのように構築することが日本

最北の公立大学であり、道北の知の拠点として、

さらには魅力ある大学として存在し続けることが

できるか、喫緊の課題として再認識し、検討を進

めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ丁寧な答弁

ありがとうございました。与えられた時間の中で

再度質問させていただきたいと思います。

最初に、下水道事業の経営戦略推進ということ

で、小項目３点にわたって答弁をいただきました。

１点目の下水道経営戦略の進捗という中で、私

のほうからもお話しさせていただいていた、答弁

にもありました令和２年４月から地方公営企業法

が適用されたという。特別会計から企業会計とい

うふうなことで、先ほど答弁の中では投資・財政

計画、これは減価償却費に振り替わったけれども、

おおむね計画どおりに推移をしたというふうな御

説明だったかと思います。

進捗管理、これは当然毎年経営資本に基づいて

それぞれ実施をされていると思うのですけれども、

ちょうど半分の策定５年後を経過した令和３年３

月改定がされたということなのですけれども、企

業会計の変更を含めてほとんど当初の計画どおり

なのか、あるいはここを見直したという内容があ

れば、改めてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 経営戦略の改定

内容かと思います。

その前に、先ほど答弁した中で若干数字が違っ

ていたのがありましたので、先に訂正させていた

だきたいのですけれども、計画区域面積、風連処

理区の面積を１８８．８ヘクタールとお伝えして

いるのですけれども、実際には１８０．８ヘクタ

ールの間違いでしたので、訂正させていただきま

す。

まず、経営戦略の内容の変更なのですけれども、

改定した際に、先ほど投資・財政計画の変更が主

なものということでお伝えしているのですが、そ

の投資・財政計画を作成するに当たりまして、ま

ず人口減少ですとか将来の需要予測、そちらを変

更したのと併せまして、労務単価等の上昇の経費

の増加分、それとストックマネジメント計画に基

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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づいて投資水準を平準化したということをお伝え

しておりましたが、それまで実は年平均２億円以

下の事業費だったのですけれども、それを３億４，

０００万円ということで、事業費自体を増加させ

ておりますし、それと企業会計移行時に様々な経

費削減の対策が取れたものですから、そちらにつ

いても含めながら収支のバランスを確認して作成

しております。さらには、総務省から経営戦略と

いうのは示されているのですけれども、改定され

たガイドラインの中で経費回収率の向上に向けた

ロードマップなど、新しい項目を追加するように

指示がありましたので、そちらも改定しているこ

とと、さらには経営効率化、経営健全化の取組に

ついても具体的な内容を示すようにということで

ありましたので、そちらについても内容を若干変

えながら、経営戦略については改定しているとこ

ろです。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 特別会計から企業会

計に変わった段階で事業計画、これはストックマ

ネジメントだとか人口減、これはまた後ほどお聞

きをしたい部分もあるのですけれども、当初の経

営指標に基づきながら企業会計の変更と併せて大

きく内容的には見直されているというふうな形で

理解をさせていただきたいというふうに思います。

それで、もう一点、この分は理解をいたします

が、それで下水道の普及率、先ほど名寄地区９１．

８、風連が５７．２、全体で８７．２というふう

なことで、水洗化率も全体で９８．４と。これは、

非常に全体の中では、区域内ではおおむね事業と

しては完了しているというふうな御答弁だったか

と思います。

個別排水事業、これも資料等を参考にして、今

も答弁にあったのですけれども、令和９年度まで

に６１６基を整備するという計画だと思うのです

けれども、令和３年度までで５４７基、計画が６

１６基で、残りの６９基、これ残りの年数で計画

的に今のところ進めていけるのかどうなのか、改

めてこの辺お伺いをします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 個別排水事業に

ついてなのですけれども、こちらについては平成

２４年にアンケート、実際未普及世帯に対してア

ンケートを実施しております。それによりまして、

平成２５年から令和９年度までの計画、生活排水

処理基本計画を立てているのですけれども、その

中でアンケートの希望調査によって５年間、２５

年から２９年は１２基、それ以降は１０基という

ことで計画をしております。その結果、６１６基、

令和９年度までに整備する計画としているのです

けれども、浄化槽整備については申請、要望を受

けて事業を進めるものでありますので、そういっ

た意味でいけば、そこの目標に達するために推進

していくものとは実は捉えておりませんで、要望

があった際には年間１０基予算を持っております

けれども、それ以上であったり、令和２年度には

コロナの関係で２基しか要望はありませんでした

ので、そういった意味で柔軟な対応をしていきた

いと思いますし、１０年度以降についてもこの整

備基数と計画基数検証しながら、またさらにはア

ンケートを取って今後の事業を進めていきたいと

考えております。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 事業の進め方につい

て理解をいたしました。

当初の計画よりも、それぞれの個別の申請を受

けた中で実施をしていくということで年間１０基

程度と。単純に今６９、計画に対して残っている

とすれば年間１４ぐらい。それは、少ない年もあ

れば多い年、要望に応えていくという形の中で理

解をさせていただきます。

関連してなのですけれども、下水道の普及率、

普及拡大という面からすると、事業はおおむね完

了したというふうなお話もあったのですけれども、

いずれにしてもいろんな設備、当初の設置から５

０年近く経過をしているということで、かなり老
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朽化をしていると。その中で、先ほどもありまし

た管渠の整備事業、年間４，０００万円ぐらいと

いうような先ほど答弁もあったのですけれども、

この辺の事業の進め方をどのように考えているの

かお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 下水道管渠の整

備についてですけれども、ストックマネジメント

計画の中で管路調査を行っておりまして、管路調

査を基に損傷が著しい路線について優先順位をつ

けながら、年間４，０００万円程度の工事を今後

進めていくような計画で今現在更新計画を進めて

いるところです。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 優先順位をつけて、

年間４，０００万円ぐらいの事業費というふうな

ことと、今ストックマネジメントというお話、先

ほど答弁でもありました。基本的にストックマネ

ジメント計画というのは長寿命化というふうに自

分は受け止めて、そういう手法なのかなというふ

うに思うのですけれども、距離的なもの、それか

ら老朽化した年数的なものを含めて、既存の設備、

先ほども優先順位というお話もございました。こ

の辺で、今の現状の中でこのストックマネジメン

ト計画全体の中で、特に管渠の部分を含めてなの

ですけれども、どのように進めていかれようとさ

れているのか、改めてもう一度お伺いをさせてい

ただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） ストックマネジ

メント計画についてなのですけれども、実は令和

元年度からストックマネジメント計画進めている

のですが、従前は長寿命化計画というのを持って

おりまして、その長寿命化計画については管渠と

施設それぞれに標準耐用年数というのがございま

して、それを基準に耐用年数過ぎたものから更新

をかけていたところです。ストックマネジメント

計画につきましては、それぞれの標準の耐用年数

ではなくて、下水道施設全体、管渠、施設含めて

全体の中長期的な施設の状況を予想して、さらに

は施設、設備ごとにこの状態を監視しながら、目

標とする耐用年数を任意で定めて、維持管理と更

新を一体的に行うような計画となっております。

その結果、先ほどお伝えしたとおり２億円以下

の事業費が３億４，０００万円になったのですけ

れども、実際に標準耐用年数で更新を単純にした

場合、約９億円、年間にかかるという試算が出て

おります。それと、例えば２億円以下の事業費で

進めていくと、実際に１５年後には相当数状態が

悪化するということも出ておりますので、そのよ

うな内容でストックマネジメント計画に基づいて

更新を進めているところです。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 標準耐用年数、目標

とする形の中で、できるだけ長期化を図りながら、

単純にいくと年間９億円ぐらいの投資をしていか

なければならないというふうなことで、今３億４，

０００万円でしたか、先ほどのお話。

いずれにしても、それぞれ個別にしっかり監視

をしながら、この辺を進めていくというふうなこ

とと、いずれにしても非常に経費がかかっていく

と。経費を削減するという中では、昨年の決算委

員会の中で有収率、令和元年度から比べると６．

６％向上していると。これは、非常に結果として

はよい数字だと思うのですけれども、なぜここま

で向上されたのかという要因についてお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 有収率ですけれ

ども、下水道事業における有収率につきましては、

汚水処理水量に対して使用料の水量の割合を示し

たものになるのですけれども、例えば不明水が少

なければ、その有収率が上がるというのが一般的

な要因かと思うのですけれども、実際に名寄市に

つきましては汚水管だけではなくて、一部名寄市

街地、合流管がありますので、合流方式ですと汚
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水と雨水、両方処理するものですから、雨の降る

量や降り方によって、実際に有収率というのが大

きく変動するものとなっております。ですから、

降雨量によって、実は増減しておりまして、令和

２年度については降雨量が多かったので、有収率

が実は上がったというのが実態でございます。実

際に令和３年度は、令和元年度と同等レベルに落

ち込んでおりますので、実は一概に有収率を上げ

て不明水の効果が出るかということ、その評価に

ついてはなかなかできないというのが実態です。

ただ、不明水については、対策を令和２年度から

工事のほう進めておりまして、その効果としまし

ては排水障害で個人のお宅から苦情が減ってきて

いるという実態もありますので、不明水に対して

も効果は一定程度出ているというのも評価してい

るところです。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 単純に不明水の解消

だけにしては、非常にこれだけの率を上げるとい

うのは大変なことだなと。汚水と雨水の関係、合

流方式ということで理解をしました。

いずれにしても、不明水の対策、今も実施をさ

れているということなのですけれども、これを減

らしていくということも非常に収益にはつながっ

ていくのかなというふうに思いますので、引き続

き対応を進めていただきたいなというふうに思っ

ております。

やはり下水道の関係、投資・財政計画、冒頭か

らもお話をさせていただいたとおり、将来の需要

予測と経営健全化という部分ではその辺非常に今

後厳しい見方をせざるを得ないのかなというふう

に思います。先ほども一般会計に与える影響の心

配もあるというお話もございました。それから、

国の交付金、これも非常に厳しい現状になってい

るというふうに思いますけれども、先ほども御説

明あったかと思うのですけれども、ここ何年か、

こちらから申請をしている交付金に対して、実際

に補助というか、交付金の割合というのはどのよ

うな実態になっているのかお伺いしたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 最近についての

交付金の実態ですけれども、令和元年度、本要望

に対して交付決定の率が５５．３％、令和２年度

が６６．３％、令和３年度につきましては９４．

３％、令和４年度、本年度ですね、９０．７％と

いうことで交付決定されているところです。実際

に令和３年、４年、決定率が多いのですけれども、

先ほどお伝えしたとおり汚水については配分され

づらいということで、今回雨水ポンプ更新を令和

２年度から進めておりますので、どちらかという

と雨水に対する交付金がつきやすくなっていたと

いう結果が９０％台になったと見込んでおります。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 内容的には、３年、

４年、交付金申請の手法なのかなと。いずれにし

ても、汚水の部分についても計画的に進めていか

なければならないのかなというふうには思ってお

りますけれども、この辺今後また厳しさが予想さ

れるのかなということで思います。

非常にコスト削減に向けて、先ほども御答弁も

いただいた内容ですけれども、一部民間委託、ほ

かの自治体では窓口業務だとか検針をアウトソー

シングで進めているところもあるというふうなこ

とで、下水道料金そのものというのも実際には令

和２年にたしか一部改定がされたと思うのですけ

れども、いずれにしても今後やっぱり人口減少な

りいろんな形の中で設備の老朽化の更新、いろん

なものを進めていく中では、だんだん厳しさが増

していくのかなと。当然この料金改定というのは、

上下水道経営審議会というところに恐らく答申を、

そこでの意見が反映をされると思うのですけれど

も、現状の中でお答えどこまでいただけるか分か

らないのですけれども、下水道の料金というのは

現状のままでどれぐらい推移できそうな状況にあ

るのか、お答えできる範囲で答弁いただければと
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いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 下水道の使用料

の改定ですけれども、実は平成２０年４月に名寄

地区、風連地区の料金を統一して以降、実際の料

金改定というのは行っていないのが実態です。平

成２６年４月と令和２年に消費税の転嫁分という

ことで増額はしているのですけれども、平成２７

年に改定の議論を経営審議会の中でしまして、５

年間を算定期間として積算した結果、据置きが妥

当ということで検討はしたのですけれども、据置

きをしております。その算定期間の５年間が経過

したのが実は令和２年までの期間で算定していた

のですけれども、実際に料金の水準を検討する必

要性があったのですが、公営企業会計化をして経

営の分析ですとか事業の評価をこの間で判断する

には時間が必要だということで、実際の議論につ

いてはまだしていないのが実情です。

ただ、企業会計化をした後の経営分析がやはり

二、三年必要だということもありますので、今後

水道の料金についても算定期間が令和５年度で終

了するということもありますので、それに併せな

がら経営審議会に諮って使用料の水準、例えば上

げる必要があるのか現状維持がいいのか、下げて

もいいのかというのを考える時期が来るのではな

いかと今現在のところ考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今お話があって、水

道もやっぱりそれぞれ市民の方が日々の生活をす

る上での重要なインフラの事業なので、適宜遅れ

を取らないように、大変になってから、こんなに

大幅にというふうな形でなくて、今御答弁があっ

たような形の中での対応をお願いしたいというふ

うに思います。

次に、魅力ある市立大学運営に向けてというこ

とで何点か改めてお伺いをしたいというふうに思

います。

コロナ禍における各種対応というふうなことで、

それぞれ御答弁をいただきました。基本的には対

面授業を避けるとはいいながら、教室に入れる人

数だとか、いろんな形の中でどうしてもオンライ

ンをせざるを得ないというふうなこと。それから、

健康サポートの面で新たに医師の方も入れながら、

それぞれ対応をされているというふうなことで、

当然ハードの面と、それからソフトの面、やっぱ

り今の医師の方等についてはメンタルの面のいろ

んなサポートがされているのかなというふうに思

いますけれども、実際に相談されている状況だと

かというのがもし分かれば、人数的なものが分か

れば教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今御質問あ

りました健康サポートセンターでの相談の業務な

のですけれども、おかげさまでコロナも３年目と

なりまして、今大学の授業、先ほどもお話しさせ

ていただいたように、約８割程度もう対面授業で、

８０名以上の履修者がある授業でしかオンライン

はやっていないということで、通常の学生生活が

できる環境にありますので、具体的な人数は押さ

えておりませんけれども、昨年、一昨年から比べ

ると非常に学生の相談件数が少なくなったという

印象はすごくあります。

また、相談に来られた部分につきましても、先

ほどお話しさせていただいたように、精神科の専

門の医師の方が相談に乗っていただけますので、

よりアドバイスといいますか、学生も安心してそ

ういった相談もできるというような雰囲気の中で

健康サポートセンターが運営されているというよ

うな感じでおります。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 名寄市立大学に在学

している学生の方というのは、ほとんどが名寄以

外の方で名寄に来て生活をされているというふう

に思います。今年の３年生は、１学年、２学年、

それから２年生は１学年、ほとんど学生と話をす

ることもできない、大学でのいろんなゼミだとか
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そういうのにも参加できない。そういう面でしっ

かり、今は対面授業も８割ぐらい増えてきたとい

うお話も伺いましたけれども、いずれにしてもそ

れぞれのハードとソフトの面のサポートというの

も非常に重要だと思います。特にオンライン授業

の中では自分の下宿、ウェブがつながらないで下

宿を変更したというふうなお話を伺った学生もい

らっしゃいますので、その辺しっかりとサポート

をしていただきたいなというふうに思います。

残り時間少なくなってきたので、市長のほうに

お伺いをしたいと思います。大学院設置と、それ

から独立行政法人化の取組ということで、旭川市

立大学、実は来年開学をするということで、今年

の市立の大学ですね、非常に志願倍率が大幅に去

年から見ると上がったと。その背景は何かなとい

うと、今年１年は入学金は変わらないですけれど

も、毎月の学費が来年以降安くなるというふうな

こともあって非常に倍率が上がったということで、

その恩恵が受けられるのではないかというお話も

あります。当然名寄市立大学と学科で競合する部

分もあると思いますけれども、市長として名寄市

立大学、昨日も代表質問の中でありましたけれど

も、日本最北の公立大学として、さらにその魅力

を上げていくためにどういうふうな考えでいられ

るのかというのと、やはり独立行政法人化、非常

にハードな取組だと先ほども事務局長のほうから

ございましたけれども、いずれにしても平成１６

年から９９校あって、もう既に９０校が独立行政

法人化されているというふうなことで今後進めて

いかれると思うのですけれども、その辺の考え方

について改めてお伺いをして、私の質問を終わら

せていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 水間局長からも先ほどお

話ありましたけれども、現在大学においては助産

師課程を来年度から開設をすると。加えて、大学

院の設置も今鋭意検討されているということでご

ざいます。大学の中でも、さらに大学の学業の質

を担保しつつ一層高めていく、そのことと地域に

どういう貢献していくかということで、こうした

議論がなされ、今そうした状況になっているとい

うこと。これは、設置者としても全面的にできる

サポートはしていきたいというふうに考えている

ところであります。

議員おっしゃられるとおり、今後もうずっと、

どう考えても日本の１８歳人口は年々減っていく

という中で、大学の定員というのは全く減ってい

ない状況です。義務教育と違って、大学は全国的

な競争の渦中にさらされるということもございま

す。大学の学問の質を担保しつつも、やはり学生

が集まらないと経営が成り立たないという側面も

ありますので、今この社会の大きなうねりの中で

大学の経営判断をより迅速に、かつ弾力的に、あ

るいは透明性の高い経営をしていくということは

大変重要だというふうに思います。そのことが名

寄市立大学の特徴であります地域との関係性、そ

うした強化にもつながっていくのではないかとい

うふうに考えています。その上で、独立行政法人

化というのも大きな選択肢の一つとして考えてい

るところでございまして、これは設置者としてで

すね。今の段階では目の前にある助産師課程、あ

るいは大学院の設置ということの議論をしっかり

と進めている段階でありますので、そこをしっか

りと見守りつつサポートしていくということにな

りますけれども、こうした今大きな時代の変化に

対応していくべく組織の在り方の見直しというの

を今後進めていかなければならない課題であると

いうふうに考えています。いずれにしても、名寄

市立大学はこの地域の大きな宝でありますので、

この大学がさらに維持、そして発展していくこと

こそが名寄市の発展にもつながると考えておりま

すので、しっかりとサポートしていくということ

はお誓い申し上げたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） いずれにしても、名

寄市立大学の将来構想（ビジョン２０２６）に基



－89－

づき、それぞれ施策の考えの中でさらに魅力のあ

る大学というふうなことで進めていただくよう要

望して、私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

環境美化による安全安心の確保を外２件を、山

崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、大項目で３点に

わたり質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、環境美化による安全安心の

確保を、小項目１、空き家に対する取組について

お伺いいたします。名寄市における空き家対策に

ついては、名寄市空家等の適正管理に関する条例

及び同施行規則を基に第２次名寄市空家等対策計

画に沿った取組が進められています。しかし、管

理されていない空き家が増えてきていると思われ

ることから、その現状と課題に対する取組の状況

についてお伺いいたします。

空家バンクの運用による有効活用された事例に

ついてお知らせください。

また、空家バンクに関する広報、周知の方法に

ついては、どのようになされているでしょうかお

知らせください。

空き家等は、個人の財産であり、所有者などが

適切に維持管理するべきものでありますが、相続

により所有するに至った場合も同様であります。

空き家の所有者などと連絡方法の構築をすること

については、連絡を途切れさせない方策として雪

解け後に（仮称）ふるさと定期便など、空き家等

の現状を写真に撮り、所有者に提供することも考

えられます。関係構築に向けた取組についてのお

考えをお聞かせください。

次に、小項目２、ごみのポイ捨てゼロを目指す

取組の施策をお伺いいたします。融雪後の幹線道

路沿いには、残念ながら多くのごみが目につきま

す。町内会や学校、任意団体等による善意のごみ

拾いも行われていますが、市全体でさらに踏み込

んだ対応が必要であると考えます。現在はコロナ

禍でもあり、素手でごみを拾うことへのためらい

もある中、ごみのポイ捨てに対応した環境美化へ

の取組について、市民の方からはごみのポイ捨て

ゼロを目指す条例等の制定を望む声も聞こえてき

ます。お考えについてお伺いいたします。

次に、大項目２、生涯スポーツの振興に対する

施策についてお伺いいたします。令和４年第１回

定例会において、スポーツ施策と体育施設管理の

一元化が条例制定により決まり、担当が教育委員

会教育部から市長部局総合政策部スポーツ・合宿

推進課へと変わりました。この結果、教育部生涯

学習課、名寄市公民館、智恵文公民館、風連生涯

学習担当、風連公民館の令和４年度事業計画には、

前年度には記載されていた生涯スポーツの振興と

いう項目が明記されなくなりました。このことか

ら、以下の点についてお伺いいたします。

小項目１、生涯スポーツの振興を目指す上での

行政機構についてお伺いいたします。他自治体で

は、教育委員会所管によるスポーツ振興が進めら

れているケースも多い中、名寄市は担当部局を移

行しました。今後生涯スポーツの振興に果たす教

育委員会の役割について、どのようにお考えなの

でしょうかお伺いいたします。

次に、小項目２、地域に浸透したスポーツ施策

の展開についてお伺いいたします。生涯スポーツ

の振興と部活動改革とを関連づけた取組について、

見解をお伺いいたします。

また、新しいスポーツ施策の展開として、市内

体育協会やスポーツ協会とＮスポーツコミッショ

ンなど、スポーツ団体の発展的組織統合の説明会

が進められていますが、名寄市が目指す持続的で

幅広いスポーツ振興とはどのような姿であるのか

お伺いいたします。

続いて、大項目３、１８歳成人年齢の引下げに

ついてお伺いいたします。民法改正により、２０

２２年４月１日から成人年齢は１８歳に引下げと

なりました。法務省のホームページには、「若者

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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がいきいきと活躍する社会へ」と記されています。

改正の意義を認識し、１８歳を迎える一人一人が

個に応じ適切な受け止めができるようにと願い、

次の点についてお伺いいたします。

小項目１、主権者教育及び消費者教育について。

学校教育はもとより、学校教育以外の場面におい

ても教育の機会が提供される必要があると考えま

す。計画についてお伺いいたします。

小項目２、各種計画へ若年層意見の反映につい

てお伺いいたします。今まさに名寄市総合計画

（第２次）後期基本計画策定に向けた動きが本格

化する中、若い世代の思いを反映させることは、

まちづくりを次世代へ継承することにつながりま

す。若年層の意見が反映される機会の提供、設定

について、具体的な方策をお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 山崎議員からは、大

項目３点について御質問いただきました。

大項目１は私から、大項目２のうち小項目１は

教育部長から、大項目２の小項目２及び大項目３

の小項目２は総合政策部長から、大項目３の小項

目１は総務部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、環境美化による安全安心の

確保を、小項目１、空き家に対する取組について

申し上げます。本市の空家バンクにつきましては、

空き家や空き地等の利活用の促進を目的に売買や

賃貸に出す空き家等の情報発信のツールの一つと

して平成２８年度より運営をしております。空家

バンクは、市ポータルサイトで周知を行っている

ところですが、本市には不動産業者が多く、物件

の流通も活発である状況から、売手、買手共にニ

ーズは低く、これまでの登録数は延べ１件で、当

該物件についても登録者から取下げの申出があっ

たため、現在登録している物件はございません。

空家バンクを設置した目的は、将来的な空き家、

空き地の発生抑止を主眼としておりましたが、管

理不全となっている空き家の増加により、限られ

た人員の中で危険な状態になっている空き家への

対応に重点を置かざるを得ない状況にあり、空家

バンクについては他の制度との連携や移行など、

今後の在り方について検討を進めてまいります。

また、御提言をいただきました（仮称）ふるさ

と定期便に類似した取組といたしまして、安全面

や衛生面で課題のある空き家等については、写真

をつけた文書により改善の依頼を行っているとこ

ろですが、昨年度より今後の物件の扱いに関する

アンケートの同封、所有者等の意向に合わせた不

動産情報や修繕、解体を行う企業の情報や不要な

不動産の譲渡マッチングを行う民間サービスのパ

ンフレットを同封するなど、ケースに応じて関心

を持ってもらう通知に工夫を加えており、今後も

状況や所有者等に合わせた工夫をしながら連絡を

続けてまいります。

次に、小項目１、ごみのポイ捨てゼロを目指す

取組の施策についてを申し上げます。幹線道路沿

いをはじめ、道路等へのごみの不法投棄は多く、

市ではごみの不法投棄対策として広報等による啓

発を行うとともに、パトロールの実施や道路管理

者、町内会等との連携による頻発箇所への注意喚

起の表示など予防活動に努めております。また、

特に悪質なケースでは警察と連携し、行為者の特

定、摘発に努めているところです。各団体等のボ

ランティアによるごみ拾いなど、多くの市民の皆

様には環境保全運動に御協力をいただいており、

深く感謝申し上げます。清掃週間の周知を行う際

には、コロナ禍の中、無理のない範囲での御協力

について呼びかけを行っているところであり、今

後も継続した周知を図り、環境美化の取組への御

協力について呼びかけをしてまいりたいと考えて

おります。

御提言をいただきましたごみのポイ捨てゼロを

目指す条例につきましては、環境省が公表してい

る令和元年度報告書によれば、道内では３８％の

自治体で制定をされております。本市では、条例
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の制定について検討した経緯はございませんが、

条例制定による効果など先行事例について調査研

究してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは、大項目２、

生涯スポーツの振興に対する施策について、小項

目１、生涯スポーツの振興を目指す上での行政機

構についてをお答えいたします。

本市においては、名寄市事務分掌条例に基づき、

平成３１年４月１日より名寄地区のスポーツの振

興に関することは総合政策部が所管しております。

また、名寄市体育施設の管理に係る関係条例の整

備に関する条例により、本年４月１日からはスポ

ーツ施策と体育施設管理の一元化による効率化及

び相乗効果の拡大を図るため、スポーツ振興業務、

体育施設管理業務を総合政策部が所管しておりま

す。そのため、令和４年度の生涯スポーツの振興

については、市政執行方針に基づき、総合政策部

にて健康づくりやコミュニティーづくりにつなが

るスポーツ事業を実施することとなります。

教育委員会といたしましては、児童生徒が生涯

スポーツに親しむ資質、能力を身につけることが

できるよう、教科としての体育科、保健体育科や

特別活動の運動会、生徒のスポーツに親しむ機会

を確保し、生徒の自主性の育成に大きな役割を担

う運動部活動など、相互に関連させながら学校教

育活動全体を通した効果的な取組の充実に努めて

まいります。

また、生涯スポーツの観点に立ち、スキー、カ

ーリングなど、地域の教育資源を生かした活動や

縄跳びなど、各学校の特色を生かした体力づくり

の一校一実践の取組に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、生涯スポーツの振興に対する施策について、

小項目２、地域に浸透したスポーツ施策の展開に

ついて申し上げます。

生涯スポーツは、総じて人が生涯にわたってス

ポーツ活動を楽しんで健康増進を図るとともに、

スポーツを通じて人生を豊かにすることであり、

大きくは生涯に継続してスポーツに親しむことと、

幼児から高齢者まであらゆる人たちがスポーツに

親しむこと、この２つの視点があります。

部活動は、学校教育の一環とし、学習指導要領

にも明記されているもので、スポーツ、文化活動

を通じて生徒の自主性、自発的な参加により、学

習意欲の向上や責任感、連帯感を養うものとされ

ています。

国の第３期スポーツ基本計画における施策で多

様な主体におけるスポーツの機会創出があります

が、学校や地域における子供、若者のスポーツ機

会の充実と体力向上を目指すと記されており、部

活動改革についても触れられていることから、広

義では部活動も生涯スポーツに関する施策である

と捉えることができます。

生涯スポーツの振興と部活動改革の関連づけた

取組に対する見解ですが、時代の流れとともに、

部活動に対する考え方が変化している中で、部活

動改革の方針として休日の段階的地域移行と他校

との合同部活動の推進が掲げられています。

今回の改革では、スポーツや文化活動が持続可

能なものになるように環境整備を進めようとする

動きであり、生涯スポーツの視点からは今後も学

校において継続的にスポーツが行われる環境が保

たれるものと考えています。

次に、スポーツ協会とＮスポーツコミッション

の統合に関して統合後における持続的なスポーツ

振興に関する考え方についてお答えいたします。

昨年東京オリンピック、パラリンピックが開催さ

れ、今年２月には北京オリンピック、パラリンピ

ックが開催されたことで、国内のスポーツ文化は

新しいフェーズに突入し、スポーツの意義や役割

が変化し、国の施策も大きく変化しています。競

技力向上、健康増進の分野だけでなく、スポーツ
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によるＤＸ推進、産業化、地方創生、まちづくり、

共生社会の実現など、幅広い分野において新たな

スポーツ施策が計画されており、地方でも対応が

求められています。

今年３月、名寄市から風連スポーツ協会と一般

財団法人名寄市体育協会の両協会の理事会の場で、

現在のＮスポーツコミッションと両スポーツ協会

を統合し、これまでのスポーツ協会の機能を有し

た新法人を設立する内容の素案を提案させていた

だきました。組織統合後のスポーツ振興、スポー

ツを通じて地域支援からの新しい価値を創造し、

地域経済とスポーツ振興を循環させるスポーツの

地域商社型の組織体を目指しており、非営利事業

として健康づくり、ジュニア育成などの生涯スポ

ーツの振興に取り組むことをイメージしながら、

両協会には説明させていただきました。現在両ス

ポーツ協会には、組織統合の検討していただいて

いる最中で、最終的なお返事はいただいておりま

せんけれども、今後組織統合の合意がかなえば、

新法人設立に向けた話合いの中で新たなスポーツ

振興に関する方針や具体的な取組が決められてい

くことになると思いますので、御理解願います。

次に、大項目３、１８歳成人年齢引下げについ

て、小項目２、各種計画への若年層意見の反映に

ついて申し上げます。名寄市総合計画（第２次）

は、基本構想、基本計画、実施計画の３層構造で

構成し、基本計画は基本構想に掲げる基本理念の

下、目指すべき将来像の実現に向けて施策間連携

を図ることで一層効果が発揮される取組をまとめ

た重点プロジェクト及び各主要施策ごとの現状と

課題を整理し、目指すべき方向性についてまとめ

ております。名寄市総合計画（第２次）中期基本

計画期間が今年度で終了することから、後期基本

計画策定に向けてアンケート調査や市長と各種団

体との意見懇談会、子育て支援施設及び高齢者学

級などでいただいた御意見などを基に、学識経験

者や市内関係団体の代表者、公募委員で組織する

名寄市総合計画審議会で課題の整理とその方向性

などを中心に御議論いただいているところであり

ます。

基本計画で示した方向性の具現化に向けた具体

的な取組、個別事業を検討するに当たっては、ア

ンケート調査や各種団体との意見懇談等に加え、

若い世代についても市立大学連携教育科目、地域

との協働の事業や名寄高校、総合的な環境の時間

で市長が意見交換を行ったほか、教育委員会と連

携して市長と教育長が中学校に出向き、ふるさと

未来トークを開催してきており、若い世代含め広

く市民の思いを反映した実施計画をまとめ、名寄

市総合計画（第２次）後期基本計画を策定してい

きたいと考えております。

以上、檀上の答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは、大項目３

の小項目１、主権者教育及び消費者教育について

お答えします。

初めに、主権者教育について申し上げます。本

年の成年年齢の引下げが行われる以前の経緯とし

て、平成２７年に公職選挙法が改正され、選挙権

年齢が１８歳へ引下げとなりましたが、この間名

寄市選挙管理委員会では国や道と連携して様々な

取組を行ってまいりました。高校生を対象とした

啓発活動については、選挙の仕組みや投票参加の

意義について理解を深め、将来の政治参加を促す

きっかけとすることを目的に、北海道選挙管理委

員会により選挙啓発高校生出前講座が実施されて

おります。本市の道立高校においても、過去に３

回開催されており、名寄市選挙管理委員会も物品

の貸与などで協力しているところでございます。

大学生への対応につきましては、本市では選挙

権年齢が１８歳に引下げになって初めての選挙で

ある平成２８年の参議院議員通常選挙から市立大

学に期日前投票所を設置しました。また、学内に

選挙啓発コーナーを設置し、選挙公報の配置及び

不在者投票や期日前投票についての説明文書の掲

示、配布などに取り組んでおり、さらに投票啓発
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ポスターの学内掲示、大学隣接地へのポスター掲

示場の設置など、学生が投票するために必要な情

報提供を大学事務局と連携して取り組んでいると

ころでございます。

選挙権年齢の引下げに関わる対応につきまして

は、国が主体的に進めるものと認識しており、各

級の選挙管理委員会において連携しながら、その

役割の下に進められているところでございます。

引き続き国や道と連携しながら、将来の政治参加

を促すことができるよう啓発に努めてまいります。

次に、消費者教育についてお答えします。民法

の一部を改正する法律の施行により、本年４月か

ら成年年齢が１８歳となり、契約を１人で結ぶこ

とができるようになるなど、自分の意思で決定で

きることが増える一方で、これまで行使できた未

成年者取消権の対象から外れることで、契約に対

する責任を自分自身で負わなくてはなりません。

国民生活センターが集計している全国の消費生活

情報によれば、１８歳から２４歳までの若者の相

談のうち、その半数以上が１８歳、１９歳となっ

ているというところでございます。市消費生活セ

ンターにおきましても、未成年者取消権の活用に

より解決に至った相談事案が毎年数件あり、成年

年齢の引下げによる若者の消費トラブル予防に向

け、改正民法の施行前に市内高等学校の全生徒と

教職員に対して成年年齢改正に伴う消費生活パン

フレットを配付し、注意喚起を図りました。あわ

せて、消費生活センター職員が出演しているコミ

ュニティーＦＭの番組での啓発や公共施設へのパ

ンフレット配置による啓発を図っているところで

あり、今後も継続した啓発に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再度質問させていただきます。

最初に、大項目１に関わりまして再度質問させ

ていただきますが、先ほど御答弁いただきました

内容に私が提案させていただきました（仮称）ふ

るさと定期便というような、遠くに住まわれてい

る方への現在名寄市にある所有者の持ち物につい

ての写真をつけての情報提供ということがござい

ましたが、どのぐらいの件数していただいており

ますでしょうか。細かい数ではなくても、概算で

も結構でございます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 先ほどの答弁の中で

議員のほうから御提言のありましたふるさと定期

便的な部分で従来から実施していることについて

答弁をさせていただきましたけれども、現在空き

家になっておりまして、管理不全になっている住

宅については、必ず連絡を取るようにしておりま

して、その中で市内のいらっしゃる方についても

含めて、市外にいらっしゃる方もおりますので、

そちらについては必ずそういった写真ですとかパ

ンフレット等も含めて同封して送付させていただ

いております。

件数ははっきりここでは、持ってきてないので

すけれども、今実際に手がけているところでは１

０件以内なのですけれども、必ず時期、時期に文

書のほうを送付させていただいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） いろんな手法を取っ

て対応はしていただいているということは認識し

ています。

せんだって、お聞かせいただきたいということ

で数字を出していただきました。苦情、相談への

対応状況、その数を見ましても、日々業務として

こなしていただいているということは分かってお

ります。ただ、何といいましても、年数が経過す

れば、当然管理不全の空き家については、老朽化

というよりも、本当に安全が担保されないような

状況が見てとられるようになってきています。名

寄の市街地についても何軒か気になるところはあ

りますし、直接私のところに市民の方から御相談

の電話をいただくこともあります。その点につき
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ましては、担当部長にもその都度御相談させてい

ただいているところでありますが、例えば苦情、

相談への対応状況として、年度ですが、令和元年

度は前年度が３７件であったのに対して１４件と

いうことで、かなり減っているのです。この数が

減ったということについて、何か要因はありまし

たでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 議員のほうにも以前

にお聞きいただいたときにお示しした資料ですけ

れども、例年３０件から４０件ぐらいの相談とか

苦情が参りまして、３０年が３７件で、令和元年

度が１４件、２年度で４６件、昨年度が３７件と

いうことで、令和元年だけが極端に少ないという

ことですけれども、たまたまこの年が雪が少ない

年だったということで、雪が多くなると屋根が落

ちたりとかというようなことが多いということで、

元年については雪害による破損だとかそういうも

のがなかったということで、たまたまこの年は少

なくなっているというような状況になっておりま

す。それ以外の年については、一定程度雪による

破損ということでの通報というのが例年あるとい

うことで、元年だけが雪害がなかったということ

というふうに分析しております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 令和元年度が１４件

でかなり少なくなっている、その要因について今

御説明していただきました内容について理解いた

しました。

その次の年が、先ほど部長おっしゃったように

４６件の３倍近くに膨らんでいるのです。ですの

で、この地域の自然環境の特徴的なものがここで

も見てとれるのかなというふうには思っています。

でも、やはり地域の方とお話をしますと、どうし

ても税金の関係もありまして、空き家を壊して更

地にしたところで固定資産税が変わってくるとい

うようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。

当然壊して、次の御自身のライフワークの中で次

のことを考えられるときに、そこにかける費用が

なかなか捻出することができないというお声も聞

かせていただきます。この点について、名寄市と

して何か踏み込んだ施策をお持ちかどうか、いか

がでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 空き家を解体した後

の利用ということで、それを助けるようなそうい

った助成的なものということでの御質問かなと思

いますけれども、現在解体に関する助成につきま

しては特定空き家の認定になったものに対しての

補助というのは今現在名寄市でも最高で５０万円

ということで制度を持っておりますけれども、そ

れにつきまして特定空家の認定をするということ

でありますので、一定期間の指導だとか助言だと

か勧告とかというのは一定の期間持った中での最

終的な代執行まで行くとかなり期間もかかるとい

うことで、そこまで至らないところで所有者の方

がそういった助成制度を使って解体をしようかと

いうようなことに対して応援するような形の制度

ですけれども、現状その形での制度で対応させて

いただいておりますが、それ以上の単純に皆さん、

解体に対する助成というところでは今のところ市

としては考えておりませんけれども、現在それ以

外の部分でずっと住まいるの助成の関係では建物

の解体ということでは加算は制度としては持って

おりますけれども、それ以外の部分については現

状のところ考えていない状況です。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 特定空家についての

取組についても、具体的に安全を確保していただ

く取組見ておりますので、了解しているところで

あります。

しかし、特定空家、今までたしか１軒だったと

思います。そこに至るまでの対策というのが本当

は地域の中では数多いですし、重要であると思っ
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ています。

先ほど部長のお言葉の中にもずっと住まいる応

援事業についての言葉があったかと思いますが、

これは改修ですとか、それに対しての１００万円

以上であれば２０万円の助成ですとか５０万円以

上であれば１０万円の助成ということでの施策で

あって、かなり皆さん好評に評価していただいて

おりますし、使ってもいただいていると思います。

名寄市に長くといいますか、継続的に住まいす

るというようなことが条件になるのかもしれませ

んが、やはり古くなった家を壊して、さらに例え

ばコンパクトシティーということにも賛同して住

み替えをすると言われる方に対して何らかの施策

を取っていかないと、このままどんどん空き家で、

皆さんがとっても不安に思われる状況が町中にも

広がってくると思っています。これについては、

市長、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 空き家について、最近は

危険家屋も町中で増えているというような御質問

でございました。

担当がお話ししたとおり、帰属する地権者や持

ち主の方が基本的には管理するというのが原則で

ありますので、そこに一定の公金、税金を投入し

ていくということはなかなかハードルが高いとい

うことはぜひ御理解いただきたいと思いますが、

その上でどうしても危険が迫っているということ

に関しては、一定の協調して取壊しをしていくと

いうような仕組みはつくっているところでもござ

います。

一方で、今お話あったとおり、その定住施策と

して建て替えが前提として取壊しだとかというよ

うなことに関しては、今それこそずっと住まいる

応援事業の見直しを今年度議論するという中で、

一つのアイデアとしてこのことも議論の俎上にの

るということはできるのではないかというふうに

思います。ただ、解体というのは、今昔と比べて

金額も非常に高くなっているということもありま

すので、ずっと住まいる応援事業も一定の枠を年

間、キャップはめてやっている事業でありますの

で、そこの兼ね合いも考えなければならないと思

いますけれども、議員からそうした定住施策に関

わるという御提案もいただきましたので、その辺

もぜひ加味しながら今後の議論の一つの切り口と

させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 市長から前向きな御

答弁というふうに受け止めさせていただきますが、

今御答弁いただきました。

先日も私の住む風連地区でしたが、建物はもう

崩れてしまっているのですが、その崩れたものが

そのまま風に飛ばされてくる。そして、通学路で

ありますので、子供たちがそこの道路を使うとき

に危険だという情報をいただきまして、それにつ

いてもすぐに担当課の職員の方に連絡しましたと

ころ対応していただきました。所有者が当然そこ

まで責任を持たなければいけないのですが、名寄

市から転出されていて、その状況を見ておられな

い。しかも、年々その方も高齢化が、誰でもそう

ですが、進んでいきますので、それについてはや

はり関係を切らないということと、次に踏み出す

ことのできる何らかの市としての施策を強く求め

ておきたいと思います。

時には、今いらっしゃる担当者に加えて、さら

に専門的な知識をお持ちの方、条例の中にも専門

的な立場の方を同行して現地調査をすることがで

きるという条項あります。それをたびたびその人

に要請をかけるのではなく、市の職員でいてくだ

さる方にそのノウハウを習得していただきますと

か、そのノウハウのある方、特にごみについても、

この後も次期中間処理施設のことについても環境

生活課については大変大きな事業を抱えていらっ

しゃいますので、職員の増強についても一言申し

上げたいところでありますが、その点につきまし

ていかがでしょうか、市長。職員の増強というこ
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とです。この環境を守る、安全安心を担保するた

めの環境を守るということについての職員の増強

です。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 現行どおりで考えていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 一朝一夕に解決する

ものではありませんので、お願いだけはしておき

ますので、御考慮いただきたいと思います。

それでは、大項目２に移らせていただきます。

先ほど御答弁いただきました中で、教育部長の御

答弁の中で主に学校教育についての御答弁をいた

だいたと認識しています。教育委員会は、学校教

育だけを所管しているわけではありませんので、

生涯教育という観点からはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 教育委員会が、いわ

ゆる学校教育以外の生涯スポーツの振興のみやっ

ているのかというような多分御質問なのかなとい

うふうに受け止めさせていただいておりますが、

例えば青少年の健全育成であれば、子ども会育成

会のスポーツ大会ですとか、それとか今月の２８

日にもピヤシリ大学の方々の体育祭が行われます。

そういったことも、いわゆる生涯スポーツの振興

になるのかなというふうに思っておりまして、そ

ういった面では教育委員会もそういったところで

生涯スポーツの振興の推進に努めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今御答弁いただきま

した言葉を伺って、総合政策部と教育部との連携

についてはどのように今後進めていかれるのか、

石橋部長にお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 生涯スポーツと

いうところでの連携というイメージでよろしかっ

たですか。

生涯スポーツを振興する上で、やはり我々の根

拠となっているのがスポーツ基本法、ここの理念

が必ずバックボーンにあるということで、ここに

書かれている理念というのが自主的かつ自律的に

その適正及び健康状態に応じて行うことができる

ように我々は場所とか機会を提供しなければなら

ないといったことが生涯スポーツの振興の理念に

なると思いますので、いや、運動したいのだ、体

を動かしたいわという方が何らシームレスに、す

ぐそういったことに取り組めるような環境をやは

り提供していく。その中で、我々市長部局、教育

委員会、それは組織的な縦割りはありますけれど

も、そこが別にそれぞれが役割分担をきっちり分

けてやっているという認識は全くなく、お互いが

必要な部分を助け合いながら、補完しながら市民

の皆さんが健康で健やかに過ごしていけるような

環境をしっかりと提供していくといったことに尽

きるのかなというふうに考えておりますので、ぜ

ひともそこは少しでも、いや、ここはちょっと足

りなかったよということあれば、随時御指導いた

だいて、我々もしっかりと、目的は市民の皆さん

が楽しく健康で暮らしていただけることが一番で

すので、そこに尽力してまいりたいというように

考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 理解いたします。

その中で、今生涯スポーツに対する、総合政策

部としては場所の提供ということでのお話であり

ましたので、場所を提供していただく、機会を提

供していただく。どちらかというと、設定の中で

はハード面に分けることができるかなと思います

が、そこに参加していただく皆さんに働きかけを

するのは教育部なのかなというふうに思ったりす

るのです。先ほど檀上でも発言させていただきま

したように、振興計画が教育部の中から明記され

なくなっている状況について、これについて名寄

市全体としまして具体的に横の連携は当然取って

いただいているというふうには思っていますが、
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少し認識をしっかり持てるような、見える形を市

民の方にもお伝えしたいと思っています。いかが

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 明確な、例えば

計画を基に事業を推進していくという、分かりや

すいものがないということなのかなというふうに

思いますけれども、実際に計画をつくることが目

的で、計画をつくるという形ではなくて、確かに

計画がある部分のメリットもあるのでしょうけれ

ども、我々としてはやはりＮスポーツコミッショ

ンでもそうですけれども、事業計画を基に、その

事業計画がいかに喜ばれるものを提供できるかと

いうところを市民の皆さん方が委員になっていた

だいて、意見を出し合って形にしてきているつも

りであります。この間、例えばイオンの中にウオ

ーキングコースを作っていただいたりとか、あと

チャレンジデーのときにはなよろチャレウオーク

といういろんなメニューを提供して参加していた

だくようなきっかけをつくったりとか、あと街な

か健康ステーションを展開したりとか、そういっ

たようないろいろな、あとウオーキングイベント

ですか、ノルディックウオークのイベントもして

いますけれども、そういった機会をやっぱり提供

し始めたということは、これはＮスポーツコミッ

ションが活動を開始したことの成果だと思ってお

ります。

また、ノルディックウオークもやはり無関心層

をいかに引き込むかということに関しては、この

ノルディックウオーク、実はコースをあえて町中

を歩いています。これは、多くの人目に触れる機

会をあえてつくっているという狙いもあって、郊

外ではなくて、町中を歩いているということもあ

りますので、小さいかもしれませんが、そういっ

た努力も重ねながら、少しずつ無関心層の方にも

広げていけたらなというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の中で進めてい

ただいておりますことは、小さいことというふう

には思わないで、本当に順次積み重ねてきていた

だいているなというところは当然理解しているつ

もりであります。

ただ、先ほども小項目２のところで御答弁いた

だきました地域商社という言葉にしましても、や

はりスポーツの持つ性格的なところ、たくさんあ

りますけれども、収益性と公益性ということに着

目しますと、どうしても今収益性のほうに目が移

っているように思えてならないという声が市民の

皆さんから伝わってきます。本当に回数を重ねて、

いろんな場を提供していただいておりますし、話

合いの機会も持っていただいておりますので、そ

れは共につくり上げていくという認識に立って、

市民の方も関心を持って見守ってくださっている

ところではあるのですけれども、やはり心配にな

るというか、もう少し手応えが欲しいと市民の方

が言われるのは、公益性の部分ではないかという

ふうに思っています。この後もＮＡＹＯＲＯスタ

イル部活動改革の話も一般質問で上がっておりま

すので、そこでも議論をされると思いますが、子

供たちを育てていくということについての、子供

たちだけではありません。フレイル予防等に関わ

るところの健康福祉部の施策に関わりましても、

スポーツの持つ公益性の部分をどのようにお考え

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 公益性の部分と

いうことで、先ほど部活動のお話もありましたけ

れども、あくまでも学校教育の、例えば部活動と

いうのはカリキュラムの中で管理されている、い

わゆる体育の部分と部活動の部分が学校教育のカ

リキュラムの中に入っている。その中で働き方改

革という課題が出てきて、そこでどう支援してい

くかといったときには、それは学校外の力が当然

地域の力なりサポートが必要になってきたときに、

そこの受皿になってくるというのは可能性として
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はＮスポーツコミッションも秘めているのかなと

いうふうに考えておりまして、そういったところ

への展開というのは、まさにこれから準備会を設

立して、どのような機能を持たせていくのかとい

ったところ、やはりゼロベースでつくり上げてい

くということになっていますから、そこの中でし

っかりと役割については議論がされていくのだと

いうふうに思っております。公益という部分でい

うと、先ほど私ずっとお答えしようと思っていた

ワードが先にお答えされてしまいましたけれども、

やはりフレイル予防であったりとか、そういった

ところもしっかりとＮスポーツコミッションとし

てはアジャストしていかなければならない事業の

一つなのかなというふうに思っておりまして、や

はり生涯スポーツの普及によって、最終的にはや

はり皆さんが健康で楽しく生活できる環境を、名

寄市民だからこの環境が提供できるのだという、

誇れるような組織になっていってほしいなという

願いもありますので、しっかりとそっちの方向に

議論が進んでいただけるように、我々も支援して

まいりたいというように考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 同じ質問を教育部の

部長にも答えていただきたいと思うのですが、ス

ポーツの持つ公益性、今名寄市の施策として進ん

できているものについて、教育部としてのお考え

をお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 教育部ですので、学

校教育の部分でいきますと、先ほどお話しさせて

もらった学校体育ですとか部活動のほか、またさ

らには先ほど石橋部長のほうからの話があった様

々なスポーツ施策、いわゆる市民参加型のスポー

ツのイベントなどの開催を通じて、それぞれの役

割の中で生涯スポーツというものが推進されてい

き、その中で市民皆様方が楽しく健康で生き生き

と過ごせるような社会の実現を目指して、これか

らも庁内の中では地域間連携含めて推進していく

ものかなというふうに考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今のお言葉は、連携

というところで、名寄市のスポーツ施策はどこか

一つの部だけではないという。これは、当たり前

のことですが、改めて市民の皆さんにも認識して

いただきたいと思いましたので、この場で言葉に

させていただきました。

市民の皆様にとって、それから名寄市というま

ちにとっていいものにつくり上げていっていただ

きたいと思いますし、やはり名寄市のこの取組は、

北海道にとりましても新たな取組でありますので、

大きく注目を集めております。いろんな場面で多

くの市民の皆さんの意見が反映されることを求め

ておきたいと思います。よろしくお願いします。

大項目３のほうに移らせていただきます。１８

歳成人年齢の引下げについて、それぞれ御答弁い

ただいております。主権者教育についてと消費者

教育についてということにつきましては、主権者

教育、選挙権に対しての教育、取組について御答

弁いただきました。先ほど出前講座３回というお

話をいただきましたが、このことについて実際受

講していただいた生徒の皆さんからの受け止めと

いいますか、反応はどうだったでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） この出前講座につき

ましては、北海道の要望によって開催されたとい

うところでございます。それに名寄市選挙管理委

員会も投票箱ですとか、実際に現地に行って協力

したというところでございます。３回につきまし

ては、最近コロナ禍で名寄では開催されていなく

て、平成２８年、２９年ぐらいに３回やられてい

るというように認識しております。成年年齢が上

がって、平成２８年の選挙ですとか国の選挙もあ

りましたので、そういう模擬投票ですとかやられ

たと思いますけれども、真剣に取り組んでいたと

聞いております。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） コロナ禍が間に挟ま

っておりますので、本当に進めていただくことに

も御苦労があるだろうなというふうに思っていま

す。主催者が道であっても市であっても、やはり

そこに参加した高校生なり１８歳、１９歳の方た

ちの反応については、しっかり受け止めていただ

きたいなというふうに思います。アンケート用紙

というような新たな形はあまり好まれない若い方

もいらっしゃるかと思いますけれども、その場で

どうだったというような言葉もかけていただく中

で、手応えの感じ取れる仕組みづくりを進めてい

ただきたいなというふうに思っています。

その中で、小項目２のほうの若年世代の意見の

反映については、教育長と共に学校に出向いて子

供たちの話を聞いていただいておりますふるさと

未来トークの話も出てまいりました。高校にも行

っていただいているということで、その積み重ね

が大変大きなものにつながってきているなという

ふうには思います。ふるさと未来トークの中でど

のような内容が次につながる、例えば施策につな

がるようなものがあったのかどうかお聞きしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私も全て随行し

ているわけではございませんけれども、行けると

きには顔を出して、その雰囲気を感じてこようと

思っておりまして、たまたま小学生とか、小学校

にお伺いしたときに、こちらもわくわくするとい

うか、何がしてほしい、何が欲しいという話にな

ったときに、やっぱり動物園が欲しい、水族館が

欲しい、このようなやっぱり子供は真剣にそうい

ったものが欲しいのだと思う気持ちと、それを市

長、教育長という立場でその場に行って、同じ目

線でそこで会話してくるといったこと。子供たち

は、そういったことを直接市長さん、教育長さん

にお話ししたという、こういったことをしっかり

積み重ねる。我々は、その子供たちの気持ちを受

けて、実際に動物園、水族館を造れないかもしれ

ない。造れないかもしれないけれども、その気持

ちを理解しながら、実施計画という事業に、予算

化というところにつなげていくということが大切

なのだろうというふうに思っています。

あとは、例えば高校生についても、やはりアン

ケートした結果、駅の移設ということで、あそこ

通学まで遠かった子たちがここにもし近くなった

らどうだということを子供たちからお話というか、

アンケートを取らせていただいて、非常に喜ばれ

る結果になったということで、そういった意味で

は提案をこちらからしたかもしれませんけれども、

実際に使う生徒さんたちの意見もしっかり聞きな

がら、そこは対話という形で結果をアンケートで

予測しながら対応してきたといったこともあろう

かなと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 具体的なところでそ

ういう話が欲しいなと思っていました。

やっぱり子供たちは、さほど現状を知らない中

でも発言をするというところはあると思います。

しかし、それを積み重ねていくことで、加藤市長、

小野教育長、こういう方でこういう話をすること

ができたという、その認識が残っていきます。そ

の中で、名寄市をさらに自分はこんなふうに見て

いくのだというような心が育っていくのではない

かというふうに期待しているところであります。

改めて加藤市長にお尋ねしたいのですが、この

ふるさと未来トーク、それから高校生との対話、

大学生ともされていると思いますが、その対話は

同じ児童生徒、高校生、大学生とというわけでは

ないと思います。その都度変わっていくところも

あると思うのですが、その積み重ねについてどの

ような構想をお持ちでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ありがとうございます。

構想というと、なかなか難しいですが、すごく有



－100－

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

効な話合いの場というか、事業だなというふうに

私は考えています。子供たちから突拍子もない発

想だとか、あるいはこういったことを見ているの

だというようなことだとか、いろんなことを気づ

かされます。そのことが全て具体的な事業に反映

できるわけではないかもしれませんけれども、我

々も実はこういうものもあるのだよと新しい提案

をして、新しい発見を子供たちがするだとか、そ

うしたこともあるのかなと思います。

いずれにしても、私と話をする前段で真剣にこ

のまちのことを子供たちは考えるわけです。考え

て、こんなものもあったらいいとか、こうしたこ

とは名寄いいよね、よくないよねと、その気持ち

というのが地域を思う気持ちになり、それが具体

的な発言をすることによって自分たちのまちなの

だという愛着感につながっていくという、この積

み重ねというのは非常に重要だというふうに思っ

ていて、ぜひこれは継続していきたいというふう

に思いますし、そうした子供たちの中から、いず

れはこの職場だとか地域で活躍をしてくれる、あ

るいはこの地域を離れたとしても、何らかの形で

この地域にコミットしてもらい、そうしたことに

つながるのではないかというふうに期待をしてい

るところでございます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 今の市長の御発言、

全く賛同いたします。子供たちが必ずこのまちを

動かしていくことになりますので、今考えている

後期計画の審議会での内容につきましても、実際

のところは子供たちがこのまちで住んでいくこと

になります。離れたとしても、このまちと関わり

の持てる人材になっていただくということは本当

に大事なことであります。

改めまして、その仕組みづくりをさらに踏み込

んだ形で同じこと、ふるさと未来トークで関わっ

て市長と言葉を交わした子供たちの中から、例え

ば何人かですとか、一定程度継続的に話ができる

ような仕組みというのは持てないものでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今御提案いただ

きました。ここで即答ということはできませんけ

れども、議員の提案につきましては今後しっかり

と検討させていただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思いますのは、やはり今の総合計画の審議会委員

の方についても、大学生の方入っていてくださっ

ています。そこに、例えば高校生が突然審議会委

員というわけにはいかないと思いますけれども、

次の世代としていてくださるのであれば、民間の

いろいろな子ども会組織ですとか、そういうとこ

ろと連携を取りながら、こういうことについてこ

の１年間、何回か話合いを進めていこうかという

形の中で、次の人材を育てていくということにつ

いては、やはり大変必要なものであると思ってお

りますので、ぜひ今後の協議の課題にしていただ

きたいと思います。要望して、終わらせていただ

きます。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

保育サービスの充実について外１件を、遠藤隆

男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問させて

いただきます。

まず、大項目の１、保育サービスの充実につい

て３点、最初に小項目の１、保育士等不足の現状

と影響についてお伺いいたします。我が国で社会

的な課題となっている少子化、子育て家庭の孤立

化、待機児童などに対応するため、国や地域を挙
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げて子供や子育て家庭を支援する新しい環境を整

えることが求められ、その流れを受け、国は平成

２４年８月に子ども・子育て関連３法を成立させ

て、これらの法に基づく子ども・子育て支援新制

度が平成２７年４月から施行され、子ども・子育

て支援新制度において認定こども園、幼稚園、保

育所を通じた共通の給付と小規模保育等への給付

の創設、認定こども園制度の改善、地域の実情に

応じた子ども・子育て支援の充実等が図られてお

り、本市においても子ども・子育て支援法に基づ

き、平成２７年に第１期名寄市子ども・子育て支

援事業計画を、令和２年には第２期名寄市子ども

・子育て支援事業計画が策定され、「ここで育っ

て、ここで育ててよかったといえるまちをめざし

て」を基本理念に上げ、各種事業による子育て支

援施策や教育、保育事業の充実に取り組まれてい

ることと思いますが、保育士不足等による影響は

全国的にも本市における保育事業においても様々

な影響があるのではと考えるところです。

そこで、本市全体の保育施設、公立認可保育所、

認定こども園、幼稚園、その他の保育施設におけ

る現在の保育士等の充足率及び現在不足している

と考える人数及び近年の保育士等の退職、新規採

用の状況とそれらを踏まえた今後の本市保育士等

の充足率について、どのように推移していくと推

測されているのかをお伺いいたします。

次に、待機児童数について、保育の受皿の拡大

等により待機児童が解消された市町村も増えてお

りますが、一方で保育士等の不足が待機児童増加

につながっているとも言われております。本市の

現在の待機児童数及び希望する認可保育施設に空

きがなくて諦めている潜在的待機児童が存在すれ

ば、その人数、要因についてお伺いいたします。

最後に、保育士等不足による通常の保育事業、

特別保育事業、延長保育、一時保育、病後児保育

への影響及び課題についてお伺いいたします。

次に、小項目の２、人材確保の対策と取組につ

いて。保育士等不足の解消に向けた本市の現在の

対策と取組等について、名寄市保育士等就職支援

給付金、北海道保育士確保対策事業の活用状況を

含めお伺いいたします。また、今後考えている取

組等があればお聞かせください。

次に、小項目の３、夜間保育・休日保育の現状

等について。第２期名寄市子ども・子育て支援事

業計画において、多様な保育サービスの充実の主

要施策に夜間保育・休日保育の充実があり、具体

的な取組として保護者ニーズを踏まえながら民間

事業所と連携し、実施について検討していきます

と記載がありますが、保護者のニーズを含め夜間

保育・休日保育について計画策定から現在までの

状況、また今後の夜間保育・休日保育についての

お考えをお伺いいたします。

次に、大項目の２、高齢者福祉施策の推進につ

いて３点、小項目の１、人材不足による介護サー

ビスへの影響と課題等について。介護職員は、現

状で不足しているだけではなく、介護人材の需要

推計では２０２３年度で約２２万人、２０２５年

度では約３２万人の介護職員が不足すると見込ま

れており、この問題を解消するためには年間約６

万人の新たな介護職員を確保する必要があると言

われております。本市においても、高齢者の増加

や介護職員の不足により様々な影響があると考え

ますが、介護人材不足による介護サービス、居宅

サービス、地域密着型サービス、施設サービスに

おける影響と課題についてお伺いいたします。

また、現在不足していると推測される介護職員

数及び今後の介護職員数の推移について、どのよ

うに推測されているのかをお伺いいたします。

次に、小項目の２、２０２５・２０４０問題と

人材確保に向けた対策と考え方についてお伺いい

たします。我が国では、高齢化の進行が続いてお

り、令和７年、２０２５年には団塊の世代が後期

高齢者７５歳の年齢に達し、高齢者の増加による

医療や介護などの社会保障費の急増が懸念され、

令和２２年、２０４０年には団塊ジュニア世代が

６５歳以上となり、高齢者人口がピーク、高齢化

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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率３５％超になるとされる年であり、本市におい

ても高齢化率は増加傾向にあり、令和７年、２０

２５年に３３．４％、令和２２年、２０４０年に

は３５．４％に達すると見込まれており、また総

人口の減少とともに、生産年齢人口の減少も見込

まれることからも、地域の高齢者を支える介護基

盤の確保は重要であると考えます。名寄市第８期

高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画の策

定に当たり、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、

在宅介護実態調査、保健・医療・福祉についての

アンケート調査、ワークショップ等により様々な

課題も見え、高齢者が地域で安心して暮らしてい

くために２０２５問題、２０４０問題に対応すべ

く取組の強化が行われていると思いますが、現在

の取組及び今後の進め方についてのお考えをお伺

いいたします。

また、介護職員不足対策として、現在行われて

いる介護人材就労定着支援事業の活用状況を含め、

人材確保に向けた対策と今後の人材確保の考え方

についてお伺いいたします。

最後に、小項目の３、医療介護連携情報共有Ｉ

ＣＴ事業について。地域包括ケアシステム構築の

方策の一つとして情報通信技術ＩＣＴの活用によ

り、登録された方の情報を医療と介護で共有化し、

医療介護連携の促進や地域における包括的な医療

介護の支援及びサービス提供体制づくりを推進す

るため令和３年度から本格稼働し、約１年が経過

しましたが、医療と介護の現場における変化等を

含めた評価及び登録者家族との連携についてお伺

いいたします。また、登録された方のネットワー

クへの参加のメリット及び本事業の課題等があれ

ばお聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） ただ

いま遠藤議員から大項目で２点にわたり御質問い

ただきましたので、私から答弁をさせていただき

ます。

初めに、大項目１、保育サービスの充実につい

て、小項目１の保育士等不足の現状と影響につい

てお答えをいたします。現在公立３保育所の合計

の入所定員は２２０名となっております。児童の

年齢により最低限必要な保育士の数が国の配置基

準で定められており、定員に対します常勤保育士

は３保育所合計で３２名が必要であります。現在

４１名の常勤保育士を配置しており、国の基準か

ら見ますと充足率は１２８％となっておりますが、

担任の複数配置や障がいのある児童に対しての加

配など、必要なための保育士は足りておらず、少

なくともあと２名の常勤保育士が必要な状況とな

っており、募集をかけておりますが、なかなか応

募がない状況であります。

ここ３年間の保育士の採用と退職の状況ですが、

令和２年度が会計年度任用職員の常勤を３名採用

し、２名が退職、令和３年度は正規職員１名、会

計年度任用職員の常勤を２名採用し、２名が退職、

令和４年度は正規職員１名、会計年度任用職員の

常勤を１名採用しており、退職者はございません

ので、３年間で４名の増となっているところでご

ざいます。

待機児童につきましては、４月１日の年度開始

日でゼロ歳児と１歳児がそれぞれ１名、２歳児が

２名の合計４名で、特定の保育所を希望されてい

る潜在的待機児童については２歳児の１名という

ふうになっております。全て３歳未満の待機児童

ということになってございます。待機をお願いし

ている児童の保護者は、現在求職活動中など入所

基準点数が低い方でありまして、保育が必要な場

合は一時保育を活用していただくなど対応を行っ

ているところです。延長保育事業と一時保育事業

につきましては、専任の職員を配置できておりま

す。また、民間で実施をしている病後児保育事業

につきましても、看護師免許を保有している方を

確保できており、影響はないものと考えていると
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ころです。

次に、小項目２の人材確保の対策と取組につい

てですが、待機児童解消のための人材確保対策と

いたしまして、平成２９年１２月から保育士等就

職支援給付金事業、平成３０年４月から保育士等

宿舎借り上げ支援補助金事業及び保育士等奨学金

返還支援助成金事業の３つの対策事業を行ってお

ります。このうち保育士等就職支援給付金事業に

つきましては、これまで公立保育所で２３名、民

間の保育所等で３１名、合計５４名の交付実績と

なっているところです。保育士等宿舎借り上げ支

援補助金事業につきましては、事業者が借り上げ

ました宿舎に入居する場合に補助金を支給するも

のであり、これまでに１０名がこの制度を活用し

ております。

また、名寄市立大学の４大化に伴いまして、学

卒者が出なかった平成３０年度、平成３１年度の

２か年に限り市外からの就職者を確保するため実

施をしました保育士等奨学金返還支援助成金事業

は４名の方に活用していただいており、これら３

つの事業を実施することで保育士の確保に一定の

効果があったものと考えております。このほか、

令和３年度より保育士の負担を軽減し、保育士の

就業継続及び離職防止を図ることを目的に、保育

に係る周辺業務を行う保育支援者を配置する幼保

連携型認定こども園等に対し、国の補助金を活用

しました保育体制強化事業を実施しており、令和

３年度の実績は１園というふうになってございま

す。現在のところ、新たな事業は考えておりませ

んが、継続をしている事業につきましては周知徹

底を図り、保育士の人材確保につなげてまいりた

いと考えております。

次に、小項目３の夜間保育・休日保育の現状等

についてですが、夜間保育・休日保育につきまし

ては子ども・子育て支援事業計画策定に当たって

平成２６年及び平成３１年にアンケート調査を実

施しております。利用を希望する方は少ない結果

というふうになってございます。夜間保育・休日

保育の実施に当たりましては、保育士の確保など

保育体制の整備が必要となりますが、現状では保

育士の確保が難しい状況にあり、認定こども園な

ど保育施設におきます夜間保育・休日保育の実施

は難しいと認識をしているところです。代替策と

いたしまして、平成２８年１０月より実施をして

おりますファミリー・サポート・センター事業に

おいて朝６時から夜１０時まで預かりを実施して

おりますので、こちらを活用していただくよう御

案内をしているところであります。

また、保護者の疾病や出産、育児疲れの解消な

ど、御家庭において一時的に児童を養育できない

場合には、児童養護施設などにおいて児童を預か

る子育て短期支援事業を令和３年度より実施をし

ております。こちらにつきましては、夜間保育や

休日保育のように定期的に利用できるものではご

ざいませんが、各御家庭の事情に応じて１回につ

き最大７日間の範囲で預けることができるものと

なっております。利用に当たりましては、受入れ

先施設と調整もございますので、早めに御相談を

いただくようお願いもしているところです。

次に、大項目２、高齢者福祉施策の推進につい

て、小項目１の人材不足による介護サービスへの

影響と課題等についてお答えをいたします。全国

的な少子高齢化と健康寿命の延伸により、７５歳

以上の後期高齢者は増加をする反面、生産年齢層

は減少をしていくため、多くの高齢者を少ない生

産年齢層で支える時代が迫ってきています。本市

においては、第８期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画の中で将来、人口の減少に伴い６

５歳以上の高齢者数は減少するものの高齢化率は

年々上昇し、令和２２年には３５．４％となる推

計をしております。市内における介護職員につき

ましては、一部の入所系サービスで不足している

状況にありますが、市内介護事業所全体としては

サービス提供ができているものと認識をしている

ところです。現在介護現場で主に活躍をされてい

る職員は、３０代から５０代の方が多数となって
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ございますが、定年退職や体調不良等による早期

退職、また転職する方などもおり、今後の介護現

場を担う次世代へスムーズな移行と引継ぎが課題

と捉えているところでございます。また、後期高

齢者が増加することで介護サービスの需要も増え

てくるものと考えられます。介護サービス事業を

維持していくための介護人材確保に向けた継続し

た取組を進めてまいります。

次に、小項目２の２０２５・２０４０問題と人

材確保に向けた対策と考え方についてですが、高

齢者は複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的

つながりが低下するフレイル状態になりやすいと

言われております。団塊の世代が７５歳を迎えま

す２０２５年、また団塊の世代の子供が６５歳を

迎えます２０４０年に向けては、介護サービス事

業はもちろんですが、介護予防事業の充実が重要

となってきます。現在実施をしております健康づ

くり体操教室や手芸、手びねり陶芸などの生きが

い講座、フレイル予防として実施をしております

介護予防教室など、高齢者が要介護状態になるこ

とを遅らせたり介護状態の進行を緩やかにする取

組が重要となってきます。今後も高齢者が要介護

状態になっても可能な限り住み慣れた地域におい

て自立した日常生活を営める支援を推進してまい

ります。

また、高齢化率が上昇する中、安定した介護サ

ービス事業を提供していくためには、介護職員の

充足も重要となってきます。介護人材確保を目的

に、平成２８年４月から介護人材確保緊急対策事

業を、平成３１年４月からは名寄市介護職員研修

受講費用助成金を実施してきており、令和３年度

末までの実績としまして、初任者研修費用助成を

２２名、実務者研修費用助成を２２名、就職支度

金助成を４０名の方々へ支援をしてきているとこ

ろです。本年度からは、新たな取組としまして外

国人材受入れ態勢整備事業の実施を予定しており

ます。介護人材として外国人を受け入れるための

仕組みと体制の構築を目的としましたパイロット

事業を行うことで、今後の安定した介護人材確保

の一つにしたいと考えているところでございます。

次に、小項目３の医療介護連携情報共有ＩＣＴ

事業についてですが、本市では医療介護連携の推

進を目的として医療介護連携ＩＣＴ事業に市内の

医療機関、薬局、歯科医療機関の約４３％、介護

事業所においては９０％近くの事業所に参加をい

ただき、令和３年７月から本格的稼働を開始して

いるところでございます。現在介護保険サービス

の利用者を主に同意を得られた方をＩＣＴシステ

ムに登録を行っており、昨年度末には登録者数が

９５０名でしたところ、本年６月８日時点では１，

０５３名に達しているところでございます。医療

や介護の担当によるＩＣＴシステムの利用は入退

院の際や在宅での介護サービス提供時に関係機関

の間で共有すべき状態が見受けられるときなどの

際に有効に活用されております。医療と介護の現

場における変化などを含めた評価につきましては、

メリットとしてケアマネージャーや医師などから

の聞き取りからの内容となりますが、入退院を繰

り返していた方がその解消を図れた事例や退院時

に自宅で利用するサービス調整がスムーズに行え

たなどの声を聞いております。課題としましては、

事業所によっては自社利用されています業務ソフ

トへの入力と、このＩＣＴシステムへの入力が二

重になっている点や、医療側でのシステム利用が

まだ一部に限られているという点がございます。

引き続き課題解決に向けた対応策の検討を行い、

ＩＣＴシステムの深化に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 御丁寧に大変詳しく御

答弁をいただきましたが、確認事項を含め何点か

お聞きをいたします。

まず初めに、保育サービスの充実について。現

在本市の保育士等の充足率、不足人員ですが、御

答弁にありますけれども、充足について１２８％

と高いのですけれども、実際のところ障がい児保
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育とかいろんな部分がありまして、現実的には約

２名ほど足りないというところで、本市の保育士

等について、現在のところそんなに緊迫した状態

ではないなというように感じております。それで

も、現在本市にあるほとんどの幼稚園も認定こど

も園になっていることからも、保育園としての子

供たちに対しての教育をする仕事のほかに、ほか

にと言ったらおかしいのですけれども、保育園と

しての子供たちを保育する仕事も加わって、業務

等において負担が増えているのではないかなとい

うように思っているところであります。

そこで、１点、この部分で確認をさせていただ

きたいのですけれども、認定こども園法では幼保

連携型認定こども園には保育士資格と幼稚園教諭

免許を併用している保育教諭を配置するよう定め

られておりますけれども、令和６年度末までは経

過措置により保育士資格か幼稚園教諭免許のいず

れかの資格のみでも、もう片方を取得しようとし

た場合に適用される特例制度が設けられていると

思いますけれども、本市においてはこの部分どの

ように対応されているのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 今保

育士免許と幼稚園免許の関係の御質問かというこ

とだと思っております。

本市の保育士におきましては、保育士免許を有

しているということもありますけれども、今度新

しくできます認定こども園に向けて、保育事業と

幼稚園事業と併せてやっていくということになり

ますので、免許については持たれている方は何人

かおられますので、その方についてはその部分の

継続というふうに思っておりますし、持たれてい

ない方については新しく講習を受けていただきな

がらというふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） その講習というのは、

うちに大学があるわけですから、そこの大学で講

習を受けるという認識でよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 大学

のほうで保育教諭免許、幼稚園教諭免許の講座を

やっていただいておりますので、大学とまた調整

をさせていただきながら、そういった機会を創出

していただきながら利用させていただきたいなと

いうふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 本市に大学、専門の社

会保育学科があるわけですから、そういうところ

の協力を得られればスムーズに対応ができるのか

なというように思います。また、本市は大学があ

るという、強みでもあるというふうに思いますの

で、そういうところで協力し合って進めていって

ほしいと思います。

次に、本市の近年の保育士等の退職、新規採用

状況について、先ほどの御答弁からも実際は近年

では増えているという状況であるということで、

都会のほうのそういう状況を聞きますと、やはり

退職者数に対して新規採用者数が追いついていな

いという状況ありますけれども、本市の場合、う

まく回ってきているのかなというふうに思います。

また、その辺も大学があって、そこから入ってこ

られる方もいるのかなというところも思いますけ

れども、でも今後どんなふうになるか分かりませ

ん。本当に極端に減少していくということも想定

をしながら対応していただきたいなというふうに

思います。保育士の仕事を続けることができず、

退職してしまう理由のトップスリーとして、第１

位が妊娠、出産、第２位が勤務に見合った給料で

はない、第３位が職場の人間関係というふうに言

われております。令和元年１０月に保育の無料化

が始まったことにより、保育の需要はますます高

まっており、全国的な待機児童問題の発生、そこ

で働く保育士不足の問題も発生した頃だというふ

うに思っております。保育士が不足する背景とい
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うのは様々ではあると思いますけれども、大きな

理由として給料に対して業務負担が大きいという

問題があると思います。また、保育園としては子

供の保育対応に追われ、保育終了時間後に日誌な

どの事務業務とか、イベントの製作物の対応だっ

たり、持ち帰っての仕事など、心身の負担が多い

というふうにも言われており、保育士になっても

２から３年以内で退職となるケースも多くなって

いるというふうにも言われております。本市にお

いては、そういう退職状況もありませんので、そ

ういうことはないと思うのですけれども、そうい

った業務負担の軽減を図るべく、国の補助金制度

によるＩＣＴ化推進、また保育のＩＣＴ深化とと

もに、導入を進められている施設も年々増えてい

るというふうに言われております。導入に当たり、

当然メリット、デメリットはあると思うのですけ

れども、本市の今後の保育のＩＣＴ導入の部分に

ついてのお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 今後

のＩＣＴの導入の関係でございますけれども、Ｉ

ＣＴの導入につきましては認定こども園がオープ

ンいたします、新しくなります認定こども園の整

備に合わせまして、タブレットの導入を現在考え

ているところです。このタブレットを導入するこ

とによりまして、登園時間の管理ですとか午睡時

のチェックなどを行えるようなシステム導入のほ

うも検討しておりまして、保育士の負担軽減にこ

ういったものがつながるだろうというふうにも思

っているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今後タブレット等の導

入が予定されているという御答弁がありました。

いずれにしましても、負担軽減につながる業務と

いうのは大事だと思いますので、保育のＩＣＴ導

入を含めて、さらにまた業務負担軽減につながる

と思うようなことは積極的に早めに取り組んでい

ただいて、保育士等の方が子供たちの保育、教育

に関わってよかったと思えるような、よりよい勤

務環境づくりを引き続きお願いをしたいというふ

うに思います。

次に、本市の待機児童と潜在的待機児童につい

てですが、現在は若干名ですか、いるというとこ

ろでありました。できれば本当はこういった部分

がゼロになればいいのですけれども、ここの部分

についてはなかなか、いろいろ保育士の問題とか

親御さん、潜在的待機児童についてはやはり空き

の部分とかいろいろあると思いますけれども、な

るべく解決できるようないい対策を取っていただ

きたいなというふうに思います。

また、保育士不足による通常の保育及び特別保

育事業に対しては、特別影響はないという御答弁

で理解をさせていただきます。先般子育て中の保

護者の方とお話をする機会がありました。いつも

だったら厳しい御意見ばかりいただくのですけれ

ども、その方からは名寄市の子育て支援には満足

しており、名寄市は大変子育てがしやすい環境に

あると、そういうふうに言っていただきました。

私も驚いて、本当うれしかったのですけれども、

やはり日頃から御尽力されている職員の皆様がそ

ういう気持ちというか、また情報を素早く提供で

きるホームページ、またライン等、そういう情報

等を活用できることによって、市民の皆様の意識

も変わってきているのかなと。厳しい意見を言わ

れる方もいるのですけれども、中にはそういう理

解をされて、本当に名寄で子育てをしていてよか

ったという方もいますので、自信を持ってやって

いただきたいなというふうに思います。

しかし、その一方、病後児保育の部分について

は、やはり受け入れてもらいたいときに空きがな

く、もっと考えていただければというような御意

見もいただきました。

そこで、特別保育の中の病後児保育の部分で再

度お聞きしますけれども、現在受入れをしている

ところは名寄大谷認定こども園だけでありますけ
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れども、実際の保護者のニーズを含めた現状、今

後の病後児保育の考えについて再度お聞きしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 病後

児保育の考え方ということですけれども、病後児

保育につきましては現在大谷幼稚園様のほうで実

施をさせていただいていますけれども、近年の利

用実績も実は平成２９年に２件あったところで、

それ以降はないという状況になってございます。

病後児保育ですので、病気が終わった後の保育と

いうことで、まずその病気がどういう病気で、ど

ういったことがあるのかということも含めて、ま

ず事前に登録していただくような制度を取ってい

ることが利用にもつながっていないのかなという

ふうにも思っているところです。登録を事前に申

請していただいてからの利用ということになりま

すので、この部分の周知も含めて多分徹底をして

いるつもりなのですけれども、なかなか浸透して

いっていないということが一つにあろうかという

ふうに思っています。病後児保育、病気の明けた

お子さんを預かるということで、預かる側につき

ましても少し体制を整えながら見ていかなければ

ならないということもありますので、なくすとい

うことでは全然考えておりませんので、どういっ

た形がいいのかということも含めまして、民間の

幼稚園等も含めまして話合いもしながら、今後の

部分について利用がしやすいような周知、啓発も

含めてさせていただければというふうに思ってお

りますので、御理解をお願いしたいというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 病後児保育の現状、今

後の考え方については理解させていただきます。

ぜひいい方向に行くような取組となるようによろ

しくお願いしたいと思います。

また、夜間保育・休日保育については、先ほど

現状及び考え方についての御答弁ありましたので、

理解をさせていただきますけれども、先月の５月

３０日だったですか、に行われた市総合計画の後

期基本計画策定に向けた意見交換会において、日

曜日、祝日に子供を預ける保育所が少ないため出

勤できない子育て世代の母親が多くいるといった

御意見もあったかと思いますので、その辺もよく

考慮していただきまして、いずれにしましても特

別保育事業、夜間保育・休日保育というのは、子

育て中の仕事をしている保護者からは必要とされ

ている事業であることは間違いありませんが、今

後は本市の保育事業の現状というのもしっかりと

保護者の皆様に理解をしていただきながら事業を

進めていく必要があるのかなというふうに考えて

おります。一方的にではなくて、実情も保護者の

方に理解をしていただきながら、保護者、また保

育士の皆さんにとって一番いいような方策になる

ように取り組んでいただければというふうに思い

ます。保育士不足等含めた課題は多々あると思い

ますけれども、特に特別保育事業、夜間保育・休

日保育についてはいい形での事業となることを要

望いたします。

それでは次に……その前に１つお聞きするのを

忘れていました。低年齢児保育の産休明け、育児

休暇明けの対応、受入れの部分ですけれども、若

干待機児童がいるということは、なかなかその部

分というのはスムーズに行われていないのでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 産休

明けの預け方ということでよろしいのでしょうか。

答弁させていただいた待機児童につきましては、

年度当初といいますか、４月１日現在でのお話で

ありますので、今後待機児童イコール産休明けと

か、そういったことの待機とはまた別というふう

に思っていただければと思いますけれども、基本

的に産休、育休に入るまで保育所に預けられてい
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た方については、その期間一度御自宅に戻っても

らうということもあろうかと思うのですけれども、

産休明け、育休明けに仕事に復帰されるというと

ころにつきましては、空き状況を含めながら適宜

対応しているところなのですけれども、今一時保

育の預かりですとか、そういったところも少し利

用していただきながら、若干待っていただいてい

るような状況も多分あるかというふうに思います。

いずれにしても、預けたい方が預けられるような

体制整備というのを今後進めていかなければなら

ないと思っていますし、新しい認定こども園オー

プンしましたら、少し人数のほうが増えるという

こともございますので、何とか待機児童が出ない

ようにといいますか、何かしらサービスが使える

ように保育の需要をより注視しながら施策をいろ

いろさせていっていただければなというふうには

思っています。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 期待しておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、小項目の２ですね、人材確保の対策と取

組についてという部分で、いろいろな３つの対策

といいますか、補助金であったり奨学金だったり、

その対策をされて、活用状況というのも結構多く

の方に利用していただいて効果があったというよ

うな御答弁ございました。理解させていただきま

す。特に新しく考えている取組についてはないと

言いますけれども、継続事業という部分で引き続

きそういったことをしていただいて、人材確保、

保育士不足の解消とか不足にならないような対策、

取組というのをよろしくお願いいたします。

人材確保について、今後もし不足するような事

態が起きれば、潜在保育士といいますか、そうい

った方の復職が最も早いというふうに私は考えま

す。本市にどれぐらいの潜在保育士がいるかとい

うのは、把握するというのは個人情報等も含めて

なかなか難しいと思います。例えば復職を考えて

いる方がいて、長期間勤務に携わっていない方の

不安解消策として、例えば研修や講習等、本市に

大学がありますから、大学の協力を得ることによ

り可能であると思うのですけれども、そういった

部分を含め潜在保育士の方への復職の取り組み方

の今後のお考えというのがあればお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） コロナ禍になっ

てから、少し差し控えさせていただいていた可能

性はあるのですけれども、その前も市立保育所と

いうか、公設保育所のほうで潜在保育士の方々に

対して研修する機会を、ハローワーク等々と連携

させていただきながら設けさせていただいていた

実績がございます。

看護師や保健師は、保健所に登録をするという

制度がありまして、一定就業されていない方の数

とかということを把握しているのですけれども、

保育士については免許を教育機関で出したきりと

言ったら悪いですけれども、出した後の登録の義

務というのが特段設けられておりません。介護福

祉士も任意でございますけれども、登録するとい

うことの立てつけが二、三年前から出てきている

ように聞いておりますので、今後保育士もそのよ

うな形になれば、私どももそういうような状況の

把握をすることができれば、なおありがたいのか

なというふうに思っておりますし、先ほど議員の

ほうから出産や結婚を契機に一度職を離れたとい

う方ももちろんいらっしゃると思って、そのとき

に戻るきっかけが何かといったときに、そういっ

たことも有効な施策だというふうに思っておりま

すので、今後いただいた御提言は有効にまた活用

しながら就業できるようなチャンスをまたつくっ

てまいりたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ぜひよろしくお願いを

いたします。

私、以前聞いた話なのですけれども、知人のお
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姉さんの話なのですけれども、６０歳で保育士資

格を取得して、現在保育士として勤務していると

いう話を聞いて大変驚いたことを思い出したので

すけれども、これはやはり以前６０歳というのは

定年の時期でありまして、大体その後引退するこ

とも多かった社会であったのかなというように思

います。今では年金受給制度とか再雇用などの制

度、健康寿命も延びたということから生涯現役で

働きたいという人が増えてきたのかなというとこ

ろも思うところなのですけれども、そんなことで

いろいろ調べた中で平成３０年に厚生労働省の発

表した６０歳以上の保育士に関わる求人、求職状

況によりますと、６０歳以上で保育士の再就職を

希望する人や資格を持っていないが子供たちと関

わる仕事を希望する人が増加傾向にあるとの内容

でありました。また、この動きにより保育士不足

解消に向け６０歳以上でも働ける環境の整備を整

え始めている保育園もあるとのことでありました。

先ほども言いましたけれども、保育士の仕事を

続けることができない退職の理由、３つありまし

たけれども、６０歳代の方というのは子育ても終

盤を迎えまして、子供の自立によって時間の余裕

もできまして、また金銭的負担も軽減する時期で

ありますから、人生経験豊富な６０歳代の方から

見れば、それらの理由は特に問題にならないのか

なというように思います。本市において６０歳代

で新規に保育士資格を取得する方がいるかどうか

は何とも言えませんけれども、潜在保育士の方に

ついては復職する可能性はあるわけですから、６

０歳代の方含めて復職のきっかけとなるような施

策をぜひ検討されて取り組んでいただきというふ

うに思います。

近年定年を迎えて、何か新しいことを始めたい、

まだまだ元気だから社会を支えるサポートをした

い、そういったニーズからの新しいスキルを身に

つけるというのですか、そういった方の資格講座

が増えていると言われておりまして、今グランド

シッターが保育士不足の打開策として注目されて

いるというふうに言われております。そこまで本

市は保育士が不足していないわけですけれども、

グランドシッターというのは民間資格で、保育園、

幼稚園、学童保育、子育て支援の現場で保育士補

助やサポート業務を行うシニアの職種と言われて

おりまして、人手不足の緩和、保育士の業務不足

軽減、豊富な経験を生かし、子供たちが安心して

過ごせる保育環境づくりにつながるなど、多くの

メリットがあるというふうに言われております。

資格を取得するには、関東の会場で２日間の講習

を受けることにより認定されるそうです。

そこで、１点、本市においてこういったグラン

ドシッターのような本市の独自の取組ができない

だろうかというふうに考えるところでもあります。

本市に大学、専門の社会保育学科があるわけです

から、大学の協力を得て、将来的にはそういった

保育士補助やサポート業務ができる資格をつくれ

ないかと考えるところですけれども、そういった

部分の可能性を含めてお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） グラ

ンドシッターということで御意見いただきまして、

ありがとうございます。グランドシッター、定年

を迎えた方などがこれまでの経験を生かしまして

保育補助をして働いていただくという制度かとい

うふうに思います。都市部では、こういった部分、

民間の研修を受けながらということで増えてきて

いるというのは承知しておりますが、現在名寄市

としては、本市としてはこういったものはやって

いないのですけれども、子育て支援員の制度とい

うものを実は活用しまして、本市では６名の支援

員が現在研修を受けながら、延長保育ですとか通

常保育の補助を行っているという状況にございま

す。

グランドシッターは、いわゆるベビーシッター

的なイメージなのかなというふうに思いますので、

家庭に入りながらというような形なのかなという
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ふうにも思いますが、本市としては子育て支援相

談員というのを育成しながら、現在のところは対

応していきたいなというふうには考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今現在も６名の支援員

の方がおられるということで、今後も共働き世帯

の増加によりまして、保育士のニーズ増加という

のは一時的なものではないというように思います。

この先も変わることなく、今後も保育施設の需要

は高い水準で維持されていくのかなというように

考えております。

現在本市においては、そこまで人材は不足して

いないという状況でありますけれども、今後そう

なった場合、シニアの方にも御協力をしていただ

くような時代も来るのかなというように思います

ので、ぜひそういった取組というか、そういった

ことも検討していただきたいなというように思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

次に、高齢者福祉施策の推進についてというと

ころで、人材不足による介護サービスへの影響に

ついては特にないということで理解をさせていた

だきます。

次に、介護職員についても、特にそこまで多く

不足している状況ではないというような御答弁だ

ったですか。いずれ高齢者が増えるとともに、介

護職員も間違いなく減少しているのではないかな

というように私は考えております。現在本市にお

いては大変厳しい状況ではないということであり

ましたので、それは理解をさせていただきます。

それでは次に、２０２５・２０４０問題につい

てですけれども、現在の取組としてフレイル予防

とか、様々な取組を実施していただいて、そうい

ったところの予防対策にも力を入れていただいて

いるというところで理解をさせていただきます。

また、補助金制度というか初任者研修への補助と

かいろいろ利用されている方も２０名とか２２名

とか、就職の援助についても４０名利用されてい

るということで、結構利用されているのかなと。

いろいろ活用されているなというように思います。

その分の情報提供という部分も引き続きしていた

だいて、そういった人材確保につなげてほしいな

というふうにも思います。

人材確保で先般議員協議会でも説明がありまし

たけれども、外国人材受入れ態勢整備事業進めら

れるということで、介護人材が極端に減少する前

に人材確保についての対策を積極的にやっていか

なければならないかなというふうに考えます。減

ってからではもう遅いというところ、今本市はそ

こまで苦しくない状態というところでありますけ

れども、こういった外国人材受入れ態勢整備事業

を始められるということで本当に期待をするとこ

ろであります。ぜひよろしくお願いをいたします。

また、人材確保については、そのほかにいろん

な方法があると思います。例えば地域おこし協力

隊の制度を活用しても、そういった介護人材を呼

べるのではないかなというように私は思っており

ます。また、本年度移住定住コーディネーター、

本市のほうで計画をされていると思いますけれど

も、もし来られたら、そういった方を利用されて、

活用されて、名寄市のＰＲによる介護人材の呼び

込みについても考えられるのではないかなと思い

ますので、そういった部分も検討いただいて実施

していただきたいなというように思います。

次に、２０２５・２０４０問題なのですけれど

も、本市においても高齢者の増加により高齢単身

世帯、高齢夫婦世帯、これは増加していくものと

いうふうに考えております。それに伴ってデイサ

ービス等の支援を必要とする高齢者も増加してい

くというふうに私は思っております。やはり介護

認定を受けることなく生活し続けるためには、フ

レイル予防対策、今後さらに強化していく必要が

あるのかなというように思っております。高齢単

身世帯、高齢夫婦世帯の方にお話を伺う中で、特

に家庭での入浴が不安になってくるとよくお聞き

をいたします。また、準備や清掃も大変になって
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くるほか、特に入浴中、何かあった場合のことを

考えるととても不安になるとお聞きをいたします。

私もそういった方には、市の地域包括支援センタ

ーへ相談してくださいというふうにお伝えはして

いるのですけれども、今後はさらにそういった入

浴への不安、家庭で入浴ができない高齢の方が増

えてくるのでないかなというふうに考えておりま

す。

ピヤシリ温泉についてもお聞きしてみるのです

けれども、現在改修中で入浴はできないのですが、

ピヤシリ温泉も私有車を保有していない後期高齢

の方には、幾らバスが無料でもバス停まで歩く時

間とバスに乗っている時間を考えたら時間もかか

り、遠いのであまり利用しないのだといった声も

お聞きをいたします。

昨年の９月に一般質問で地域包括支援センター

に相談をしていただければ、介護認定を受けてい

なくても入浴に不安を持っている方も社協内で行

われている自立デイサービスで受入れをしている

と御答弁をいただきました。現在自立デイサービ

スですか、月水金ですね、社協でやっているやつ

です。火木土ですか、障害者手帳等を持つ方の入

浴の日になっていると思いますけれども、施設の

老朽化に伴うボイラーろ過装置、スペース的な部

分からも現在受け入れている人数で限界ではない

かなというふうに思うところであります。以前か

ら高齢者の入浴については２０２５・２０４０問

題の対策において何度か質問させていただいたこ

とがあるのですけれども、やはり入浴支援につい

て考えた場合、今のままでは支援を受けたくても

受けられない高齢者が増加していくのではないか

と危惧しているところであります。やはり自立の

デイサービスについては、月水金だけではなくて、

増やす必要があるというふうに私考えております。

そのためにも、障害者手帳等を持つ方が入浴する

場所と自立デイサービスで入浴支援する場所です

ね、この先を見据えても別々にする必要があるの

ではないかというふうに思うわけですけれども、

新設か増設かを考える時期に来ているのではない

かというように私思うのですけれども、お考えを

お聞かせください。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今ほど介護認定

をお持ちでない高齢者の方々で若干生活に不安が

ある、特に入浴等々の不安がある方に対する御質

問だったかというふうに思います。

もちろん社会福祉協議会が入っています総合福

祉センターの中でも週３回、通いの場を提供させ

ていただいているのですけれども、そのほかにも

名寄地区で市のデイサービスが２か所、それから

風連のほうで市のデイサービスが１か所と、社会

福祉事業団でやっていますデイサービスが１か所

ございまして、合計４か所で、介護認定をお持ち

でなくて、若干生活に不安がある方というふうに

認定された方々のデイサービスを実施させていた

だいております。ですので、これから２０２５・

２０４０問題に向かって充足で満タンにあるかと

なると、またこれは今後検証していかなければな

らないかなというふうに思っておりますが、現在

のところそこの定員が満タンで使うことが厳しい

というふうなお話をお聞きしていません。ただ、

一部この曜日ではないと行けないのだということ

で、もしかしたら待っている方がいらっしゃるか

もしれませんけれども、現在のところその４か所

の中で何とかぎりぎり回させていただいていると

いうふうに認識しております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） ほかの場所でも介護認

定を受けていなくても受け入れていただいている

ということは、私も勉強不足でした。初めて知り

ましたので、そういった情報提供の部分、しっか

りとしていただいて、不安な方は地域包括のほう

に相談をするというのが一番だと思いますけれど

も、その辺しっかりと情報提供していただいて、
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お互いにいい形になるような取組になるようによ

ろしくお願いをいたします。

時間が迫ってきましたので、次に医療介護連携

情報共有ＩＣＴ事業ですけれども、今現在登録者

数も１，０５３名ですか、６月８日付で１，００

０名を超えられたというところで、若干の課題等

も見えてきているなというふうにも先ほど御答弁

にあったと思います。また、メリット等について

も、先ほどお聞きいたしましたケアマネもスムー

ズに今のところいっているというところでありま

したので、理解させていただきます。

そこで、介護における情報共有については、介

護現場の職員の方、タブレットを使用して入力作

業等を行うと思うのですけれども、初めから全て

の介護職員の方がスムーズにそういった操作がで

きれば問題はないと思うのですけれども、中には

操作が苦手な方がいて当初大変苦労され、負担に

なったのではないかなと思う部分あるのですけれ

ども、そういった入力操作とか、そういったもの

の現状というのはどうなのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 現場

の御意見ということだと思うのですけれども、議

員の今おっしゃるとおり、二重に入力していくと

いう作業があるのが実は手間というのは手間なの

です。それとはまた替わって、こういったＩＣＴ

機器に弱い方については入力が非常に難しいとい

う声を最初のうちは聞いておりました。ですけれ

ども、実はこの講習会、入力のやり方ですとか、

そういう統一した方法を講習することで、機械が

苦手だったという事業所様から入力しやすいし、

情報も共有しやすいし、非常にいいというお声も

実はいただいております。中には人それぞれある

のかもしれないですけれども、アンケートなんか

も実はこのＩＣＴ導入した後に事業所さん、医療

機関にそれぞれ取らせていただいていますけれど

も、約７割から８割の方がこのＩＣＴのシステム、

事業に将来性を感じるといいますか、期待を持て

るというようなアンケート結果も出ておりますの

で、一定程度このＩＣＴ事業についてはこの後も

浸透していくのではないかというふうに考えてい

るところです。どっちにしましても、この後使う

方々、まだ事業所全部参加していただいておりま

せんので、参加する事業所が増えていけば、また

情報の共有もスムーズにできますし、いろんな面

で業務の効率化にもつながっていくというふうに

思っておりますので、これからも浸透がされてい

くように、我々としては周知、また研修等を含め

てさせていただき、このＩＣＴ事業が名寄市です

ごいぞというふうに言われるように目指していき

たいなというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 分かりました。

初めは、苦労された方もいるということで、や

はり慣れればできるのです。実は、我々もタブレ

ットが導入されましたので、そういったところ、

私も苦労する部分もあるのですけれども、多く触

れること、慣れることが一番だなというふうに分

かりました。

もう一点、医療介護連携情報共有ＩＣＴ事業に

おいて、この事業、大切な事業であるというふう

に私も思っております。本当に多くの市民の皆さ

んに御理解をいただくということは必要だなとい

うふうに思っております。

家族との連携について１点お聞きしたいと思い

ます。今後は、家族との連携が非常に重要になっ

てくるのでないかなというふうに私は思っている

ところです。以前、本事業が本格稼働する前の一

般質問でもお聞きしましたが、技術的には家族と

のネットワークの加入が可能であるというふうに

御答弁をいただきました。本事業も本格稼働して

１年が経過したばかりだと思いますけれども、今

後は家族のネットワークへの加入、遠方にいる御

家族を含めたネットワークへの加入ができるよう

進めていくことが重要ではないかなというように
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考えますけれども、今後ネットワークを深化させ

ていくための家族等の連携について、どのように

進められていくと考えているのかお伺いいたしま

す。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 御家

族との共有という形なのかなというふうに思いま

すけれども、このシステムは今医療介護の情報を

まずは事業所同士で連携をして共有していくとい

うつくりでさせていただいております。いろいろ

個人情報の問題であったりセキュリティーの問題

であったりというものが実はございまして、今は

事業所間でしか利用ができないというふうに思っ

ております。

住民向けといいますか、そういう御家族向けの

部分については、セキュリティーの観点からいけ

ば別なネットワークでやるべきことなのかなとい

うふうにも思っていますけれども、一部別なとこ

ろではこういったものを一緒にやっているような

事例もあるというふうに聞いておりますので、こ

の後ＩＣＴの深化も含めまして、どういった形で

やっていけるのかということは研究してまいりた

いなというふうに思っていますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） もっとこの部分につい

て議論させていただきたかったのですけれども、

できれば並行的にやっていただきたいのですけれ

ども、ある程度固まりましたら、家族との連携の

部分、非常に大事だと思います。本当に家族との

コミュニケーションという部分でも効率的になる

と思います。いろんな部分で画像とか、そういっ

た部分でも提供してできると思いますので、ぜひ

検討をしていただきたいというふうに思います。

これ要望しておきます。

最後になりますけれども、保育士の皆様、介護

職員の皆様、日々の勤務、また人材不足に対応し

て御尽力をいただいていますことに感謝を申し上

げて、質問のほうを終わらせていただきたいと思

います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業に関

わって外１件を、今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） 議長より御指名であり

ますので、通告順に従い、順次発言をさせていた

だきます。

大項目の１つ目、ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動

改革推進事業に関わってお伺いをいたします。今

年度から始まる新たな取組といたしまして、個人

的にも最も大きな期待を寄せている事業でありま

す同スタイル改革事業でありますが、学校で働く

教職員の働き方改革を推進するという目標達成の

ため、従来から当然のように行われてきました学

校部活動の在り方を大きく見直し、生徒、職員、

保護者、地域などが連携しながら取り組む事業で

あると認識をしております。

当事業は、部活動指導員配置促進事業、学校応

援隊地域人材バンク事業、部活動学校間バス移動

モデル事業、ＩＣＴ部活動支援事業、中学校生徒

対外行事参加奨励費、以上５つの事業で成り立っ

ておりますが、各事業の概要とその進捗状況につ

いて、小項目１番としてお知らせをください。

続いて、小項目２、現段階での課題と対策につ

いてお伺いいたします。さきにも述べましたが、

今年度からスタートをしている事業であることか

ら、従来の取組から大きく転換する事業であるこ

となど、様々な課題が予想されているかと考えて

おります。現段階で判明しております課題あるい

は懸案事項、そしてその対処方法についてお知ら

せください。

小項目３、将来のあるべき姿の部活動を目指し

た取組についてお伺いいたします。先ほどの事業

を組み合わせることで働き方改革と部活動改革、

その両方を目標としているところでありますが、
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その目標達成まではある程度の具体的な指針の策

定が必要ではないかと考えております。今後の展

開と部活動改革としての最終目標をどう設定され

ているのかお考えをお知らせください。

続いて、大項目２、名寄市病院事業についてお

伺いいたします。現在名寄市病院事業においては、

新名寄市病院事業改革プランを策定し、安定的か

つ継続した地域医療を提供する体制を構築してま

いりました。しかしながら、一昨年来からのコロ

ナ禍はもちろん、道北地域における慢性的な人口

減少や進む高齢化など、多くの要因から経営状況

は楽観視できるものではないと、既に皆様も御承

知のことかと思います。昨年、総務省において持

続可能な地域医療提供体制を確保するための公立

病院経営強化ガイドラインが示されました。この

中では、医師の働き方改革や新興感染症対策とい

った条項が盛り込まれるなど、将来にわたる経営

課題の解決に資する内容であると認識をしており

ます。行政としても策定すべきであるのではない

かと考えておりますが、本市のお考えをお知らせ

ください。

以上、大項目２点にわたる質問でありますが、

これまで踏み込みづらい分野である教育、そして

医療、そこへの働き方改革の推進、そこに関わる

内容であることから、多様化する社会環境への課

題を見据え、行政サービスの維持向上につながる

やり取りができることを期待して、檀上からの質

問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今村議員からは、大

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２は病院事務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推

進事業に関わってについてお答えいたします。

まず、小項目１、事業概要についてであります

が、中学校における部活動改革では、国が示した

運動部活動の段階的な地域移行と合理的で効果的

な部活動の推進という２つの視点から、教師の負

担軽減と生徒の活動機会への確保を両輪とした部

活動改革を推進していく必要があります。このた

め、本市においては今年度より学校と地域の実情

やニーズを踏まえたＮＡＹＯＲＯスタイル部活動

改革推進事業の取組を進めているところです。具

体的には、教職員の部活動指導に係る負担軽減や

生徒が専門的な指導を受けることで活動の質の向

上を図るよう部活動指導員を配置する部活動指導

員配置促進事業及び部活動指導員を担っていただ

ける地域の方やボランティアとして部活動等を支

援していただける方に登録いただく学校応援隊地

域人材バンク事業について、現在２２名の方に登

録いただき、活動を開始しております。

次に、合同部活動による学校間移動に係る生徒

の安全と保護者や教職員負担の軽減を目指す部活

動学校間バス移動モデル事業は、風連中学校と名

寄中学校のバレー部による合同部活動において５

月より運行が開始されております。

また、ＩＣＴを活用して外部の専門講師からオ

ンラインで指導を受け、効率的、効果的な部活動

指導の質の向上を図るＩＣＴ部活動支援事業は、

活用を希望する部活動を募集しており、応募があ

り次第、運用を開始する予定でおります。

最後に、中体連等の地区大会出場に係る経費負

担を軽減するため、貸切りバス借り上げ料の補助

割合の見直しなどを行った中学校生徒対外行事参

加奨励費については、大会開催に併せてそれぞれ

の部活動において活用いただくこととなっており

ます。

次に、小項目２、現段階での課題と対策につい

てお答えいたします。ＮＡＹＯＲＯスタイル部活

動改革推進事業は、今年度より開始している事業

のため、今後様々な課題や懸案事項が生じてくる

ものと思われますが、まず現段階においては部活

動改革の内容に対する周知の不足が大きな課題だ

と捉えております。そのため、学校、教師に対し

ては教育改善プロジェクト委員会の教育経営の充
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実に関する研究グループにて各学校の教師に対し

部活動改革への理解や認知度の向上を図る取組を

進めてまいります。また、保護者には本改革の内

容の周知や部活動指導員への理解を図るよう、各

学校を通じて事業の説明やリーフレットの配付を

行う予定です。さらに、地域や各スポーツ団体に

は会議や会合等において事業の説明を行い、周知

の徹底に努めていこうと考えております。今後、

事業が進む中で多くの課題や懸案事項が生じてく

るものと考えておりますが、学校、保護者、地域、

各種団体が一体となり、本市の実態を踏まえたＮ

ＡＹＯＲＯスタイル部活動改革の推進に努めてま

いります。

次に、小項目３、将来あるべき姿の部活動を目

指した取組についてお答えいたします。運動部活

動の改革について、スポーツ庁では運動部活動の

地域移行を着実に推進していくため、地域におけ

るスポーツ環境の整備方策等について、令和３年

１０月より運動部活動の地域移行に関する検討会

議において集中的に検討が行われ、先日検討会議

としての提言が取りまとめられました。提言では、

休日の運動部活動から段階的に地域移行していく

ことを基本に、その目標時期を令和５年度から３

年後の令和７年度末を目標としているところです。

そのため、本市においても運動部活動がこの提言

による目標年度内に地域移行できるよう取組を進

めていく必要があるものと考えております。部活

動改革は、将来にわたり子供たちがスポーツに継

続して親しむことができる機会の確保に向けた取

組であり、持続可能な部活動となることが何より

も大切であると考えております。また、部活動改

革を通じた教師の働き方改革により、教師が時間

的、心的余裕を持ち、これまで以上に子供たちに

寄り添う時間の確保を図れるよう取組を進めてま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目２、名寄市病院事業について、小項目

１、国策との連携による新たな強化プランの策定

に向けた取組についてお答えいたします。

令和４年３月に総務省から持続可能な地域医療

提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ

ドラインが示されました。これまでは、平成２７

年３月に通知された新公立病院改革ガイドライン

に基づいたプラン策定を求められていたため、当

院では令和２年度までを期間とする新名寄市病院

事業改革プランを策定し、地域医療構想を踏まえ

た役割の明確化や再編、ネットワーク化、経営形

態の見直しなど、様々な経営改革に取り組んでき

たところであります。

今回の公立病院経営強化ガイドラインでは、持

続可能な地域医療提供体制を確保するため、限ら

れた医師、看護師等の医療資源を地域全体で最大

限効率的に活用するという視点を最も重視しなが

ら、新興感染症の感染拡大時等の対応といった視

点も踏まえて、地域における公立病院の役割、機

能を明確化、最適化し、病院間の連携を強化する

ことや新興感染症に備えた平時からの取組、また

医師の働き方改革への対応などについて記載した

プランを令和９年度までを標準期間として令和４

年度、または５年度中に策定するよう求めている

ところです。

現在の当院の改革プランは、総務省から令和２

年夏頃に示される予定でありましたガイドライン

が遅れたということでございまして、従前の新名

寄市病院事業改革プランを時点修正した内容にな

っておりまして、期間も令和３年度から７年度ま

でとなっています。そのため、今回示されたガイ

ドラインに沿った内容のプランとするため、東病

院に関する事項も含めて改めて本年度中に経営強

化プランを策定するよう情報の収集と共有及びス

ケジュール調整などの作業を進めることとしてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。
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〇６番（今村芳彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。

檀上でも申し上げましたが、非常に大きな改革

に踏み切っていただいたなというところが正直な

印象であります。

この活動推進事業でありますが、あくまでも現

在は運動部というところのスタートになっている

のかなと思います。後のほうでもやり取りさせて

もらいますけれども、その辺も今後の検討なのか

なと思っております。

小項目の１番については、了承いたしました。

ぜひ進めるように私も協力をしたいなと思ってい

るところであります。

小項目の２番でありますが、課題と対策という

点、教育部長もおっしゃられたとおり、非常に多

くの意見がある。そしてまた、現状においても保

護者のほうからも結構いろいろと意見があるので

はないかなというように感じております。細かい

ことで失礼でありますけれども、各種細かくお聞

かせいただきたいと思います。

まず、指導員の確保に向けた取組ということで、

現在２２名が登録をされているというふうに聞き

ました。この指導員でありますが、例えば全く該

当する運動部の経験がない方でも可能なのか、そ

れともあるいはどこか勉強されてきたのか、過去

に経験がある方なのかという点、お聞かせいただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 部活動指導員につき

ましては、やはり中学生のまずは部活動をしっか

りと指導していただくというところから、この指

導していただける方のスキルはやはり必要になっ

てくるものかなというふうに考えておりますので、

今まで経験されたことがないスポーツについての

指導に対しては、それは難しいものかなというふ

うに考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） そうだと思います。

自分もあまり運動部の経験がないものですから、

私の子供もバレーやっておりますが、指導してく

れと言われても難しいということで、苦慮してお

りました。その中で指導員さんというのを見つけ

ていただく、学校の関係で見つけていただくのか

なと思いますが、指導員さんのお立場といいまし

ょうか、どういう立場で指導に当たるのか、その

点お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 中学生の生徒にとっ

て、やはり良好なスポーツ環境を整備していかな

ければなりませんので、専門性ですとか資質能力

を有する指導者の確保はしていかなければならな

いかなというふうに思っています。

今年度より実施させていただいています部活動

指導員につきましても、そういう面で部活動指導

員の研修会を受講するということは求めておりま

すし、研修の中で指導者としての資質向上を図ら

せていただきたいと思っているところでございま

す。

今年度は、まずはこれまで外部コーチとしてボ

ランティア等で指導いただいていた地域や各スポ

ーツ団体の皆さんに声かけをさせていただきなが

ら、人材バンクの登録により部活動指導員を担っ

ていただいているところでございます。各学校に

おきましては、その人材バンクへの登録のお願い

といたしまして、部活動のみならず、様々な学習

指導についてもぜひ登録いただきたいということ

で、保護者に案内文などによって周知を努めさせ

ていただいているところでございます。そういっ

た展開を図りながら、少しでも多くの方に部活動

指導員を担っていただきたいなというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） なるべく多くの方に登

録をいただきたいということは、やはり子供たち

にとっても教えていただける幅が広がるという意

味で非常にいいのかなと思います。
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ちょっと気になっておりましたのが、先ほども

おっしゃっておりましたけれども、令和７年末を

目標にということでしたでしょうか、休日から地

域にということで移行されると。地域になった場

合に、例えば各大会までの送迎ですとかがどうし

ても必要になってくる。そのときの事故の対応等

々というのももちろん検討されているのでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今回部活動指導員の

方々には、学校教職員のほうにもなっていただく

ことになりますので、当然保険にも加入していた

だくことになっておりますので、そういう対応は

させていただきたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

確かにこの送り迎えという点だけ一つ取っても、

非常に今苦労しているといいましょうか、そうい

う状況が散見をされております。今名寄市内、風

連から名中ということでありましたけれども、こ

れは今後、例えばですが、風連の野球部でしたら、

今下川中学校と合同の練習ということで、風連か

ら下川へ行ったり来たりということが頻繁にあり

ます。この辺、例えばですけれども、名寄から下

川へのバスを出すとか、そういうお考えについて

はどうでしょうか。ありますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 現状、合同部活動な

のですけれども、今私どもの押さえている段階で

４つの部活動が合同部活動されているとなってい

ます。先ほどの答弁の中でもお話しさせてもらい

ましたけれども、風連中学校と名寄中学校のバレ

ー部、それからこれは市内なのですけれども、名

寄中学校と名寄東中学校の野球部、それから風連

中学校と下川中学校の野球部、最後に智恵文中と

美深中の野球部というふうに合同部活動を組まれ

ているということになっています。

現状は、それぞれ例えば今議員のほうからお話

ありました風連、下川につきましては、どうして

も平日やっぱり移動時間がかかってしまいますの

で、移動時間だけで部活の練習が終わってしまう

ということから、平日につきましてはそれぞれの

学校で練習して、土日については合同で練習する

と。これは、智恵文、美深も同じような扱いをさ

せていただいているということになっているそう

です。名寄中学校と名寄東中学校にもそれぞれ同

じような、市内ですけれども、平日は学校で練習

して、土日に合同で練習をしているということに

なっております。

今後の名寄市と違うまちとの送迎ということだ

ったのですけれども、状況によってはやっぱり考

えていかなければならないかなとは思いますが、

先ほどお話しさせてもらったとおり、平日になる

と移動の時間だけで相当時間かかってしまうとい

うことから、なかなか現実的ではないのかなとい

うふうに今のところは認識させていただいている

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 平日は大変だというこ

とでありますので、例えば土日については検討を

いただけると聞かせていただいたと認識してもよ

ろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今年から全ての先ほ

どお話しさせてもらった５つの事業を始めさせて

いただいています。合同部活動の部活動間バス事

業につきましては、現在は平日を対応させていた

だいておりまして、土日につきましては大変申し

訳ございませんけれども、保護者の皆さんの負担

ということで何とかお願いをしているところでご

ざいます。これからいろいろな話合いの中でいろ

んなことが出てくると思いますので、何ともこの

場ではいい悪いというのはなかなか申し上げづら

いのですけれども、今後そういったいろんな皆さ

ん方のお話を聞きながら検討させていただければ

と思います。よろしくお願いします。
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〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 検討していただけると、

非常に心強く思っておりますので、どうぞ前向き

に検討いただければなというように思っておりま

す。

今野球部あるいはバレー部といった部活動であ

りますが、これの大会に、例えば中体連等々ある

と思います。それに参加するときに合同の部活動

だと参加できませんよといったような資格といい

ましょうか、レギュレーションがあるのかなと思

うところもあります。その辺の整合性について、

何か統一的な見解とかあればお知らせをいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今中学校の生徒を対

象とする大会といたしましては、やはり大きな大

会といたしましては中体連が主催する大会、それ

から競技団体が主催する大会、それから各種スポ

ーツ団体が主催する大会というのがあると思いま

す。また、その大会に参加する要件というのも、

学校単位であるものだとか、地域のスポーツ団体

に限るものとか、そういった要件が全くないもの

だとか、いろんな参加要件になっているのかなと

いうふうに思っているところでございます。大会

というのは、やっぱり生徒にとって日頃の練習の

成果を発揮する非常に重要な貴重な機会でもござ

いますし、技能の向上にも非常に寄与しているも

のかなというふうに思っています。

そうした中で、今情報が入っているのは、日本

中体連においては地域のスポーツ団体の中学生の

全国中学校体育大会の参加を承認することを決定

し、いわゆる地域のスポーツ団体が中体連大会に

出られるということを決定されたと。また、参加

条件等によっても各都道府県の中学校体育連盟と

協議中ということになっておりますので、こうし

た参加条件が地域の実情と捉えて、参加要件が緩

和される、また拡充されるということを我々も注

視させていただきたいなというふうに思っている

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

確かに全国的な動きで今後休日から地域へという

目標立っている以上、中体連側としても、大会開

催する側からしても無視できる話ではないのかな

と思っております。ぜひそういうところの情報を

しっかりと取りながら進めてほしいなと思ってお

ります。

ちょっと気になってはいたのですが、各学校か

ら集まってくると着ているユニホームがなかなか

統一されないと。同じチームなのに、こっちは違

うユニホーム、こっちは違うものという、そうい

う状況が今出てきているのかなと思いますが、こ

れは例えば保護者が負担する部分もあるかと思い

ますけれども、行政としてやはり統一感を持った

チームとしては、ある程度財政出動も必要なのか

なと思っておりますけれども、御意見をお聞かせ

いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 恐らく合同部活動で、

例えば今先ほどお話しさせてもらった名寄中学校

と風連中学校のバレー部であれば、名寄中学校の

子は名寄中学校のユニホーム着ているし、風連中

学校では風連中学校のユニホームを着ていて、そ

れを一つにならないかというようなお話なのかな

というふうに思っているところでございます。

ユニホームの問題というのも、多分恐らく各中

学校の中でそれぞれの部活動で、例えば２年に１

回だとか３年に１回だとか、そういうサイクルの

下、各部活動のユニホームを市が新調されるサイ

クルになっているのかなというふうに思います。

また、このユニホームだけでなくて、それぞれ大

なり小なりいろんなこれから課題が出てくるのか

なというふうに思っています。そういった面につ

いても、これからいろんなところで協議していく

場があると思いますので、そういったところで１

つずつ、先ほどお話しさせてもらった大きな課題
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や小さな課題もクリアできるものかなというふう

に思っていますし、クリアしていければいいなと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） といいますのも、各学

校それぞれだと思いますが、部活動に関する用具

をそろえるために資金造成を各学校知恵を出しな

がら行っておりました。具体的に言えば、ビール

パーティーといったのが今主流になったのかなと

思いますが、このコロナ禍の中で一切開催するこ

とができないという状況があります。もちろん大

会も少なかったのは少なかったのですけれども、

子供にとっては３年しかないうちの１年ですから、

非常に大きなロスと言ってしまうのは間違いかも

しれませんけれども、何もできない期間を過ごさ

せてしまったというのは、私保護者としても残念

に思っております。

今どうこう答弁をいただこうとは思っていませ

んけれども、ぜひこの部活動の道具に対する支援

というのは、これからも検討していただければな

というふうにお願いをしたいと思います。

続きまして、先ほども答弁いただきましたが、

情報共有が必要、情報交換が必要だということで

ありました。実際、先日名寄市ＰＴＡ連合会の会

議の中で参加をさせていただいたのですが、東中

学校と名寄中学校の耐震化の話の説明はありまし

たが、なかなか中学校の部活動推進事業について

は難しいといいましょうか、説明する側も恐らく

大変なのだろうなという認識をしています。これ

は、やはり説明する場所ですとか方法、回数、あ

る程度思い切って動いてもらう必要があると思い

ますが、そのパンフレット等々という言い方して

いましたけれども、具体的にもいつやるぞとか明

日からやるぞとかありましたらお知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） まず、大きな課題と、

最初に答弁させていただいたとおり、やはり部活

動改革ということの周知が不足しているなという

ふうに、４月からこの事業をスタートさせて十分

認識しているところです。特に学校現場において

も、やはりまだ進んでいない。そこで、なかなか

教師の皆さん方にしっかりとした事業の内容と制

度について、教師の皆さんの共通の認識をまずは

持っていただくということが今非常に重要なとこ

ろなのかなというふうに思っていて、それと並行

しながら保護者の皆様にもしっかりとそういうこ

とをやっている、そういうことなのだよというこ

とを伝えていければなというふうに思っています。

なので、なかなかタイミング、いつにパンフレ

ット配るのだとかリーフレット配るのだというよ

うな御質問なのですけれども、まずは私どもとい

たしましては学校の中で、先ほどもお話しさせて

もらったとおり、プロジェクト委員会の中でしっ

かりと先生方にもこの内容について、いろんな疑

問点を先生方もお持ちだと思っていますので、そ

ういったところも我々も把握しながら情報を取り、

しっかり共有しながら、まずはその内容について

理解度を深めていき、そして並行しながら保護者

や地域の方々にも周知をしていければなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

取りあえず現状ということで周知が不足している

という点、そして私先ほども例を挙げましたけれ

ども、課題については山積している。ぜひこれを

解決していただきたいというふうにお願いしたい

と思います。

小項目３番目、将来あるべき姿という点で、今

のやり取りを総括するような格好にはなりますけ

れども、まずこの事業、部活動改革、働き方改革

と言っておりますが、まずはっきりさせておきた

いのが誰のための事業なのかと、はっきり申し上

げていただきたいなと思います。
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〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 子供たちが将来にわ

たって、今日午前中の山崎議員のほうにもお答え

しましたけれども、将来にわたって持続可能にス

ポーツに親しむことができるために、この改革が

あるものだというふうに認識しております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございまし

た。いい話を聞かせていただきましたと言ってし

まったら変な話ですけれども、先生方についても

空いた時間を使って子供たちと向き合う時間がつ

くれると御答弁をいただきました。まさにそのと

おりであります。さっきも言ったかもしれません

が、子供たちにとってはたかだか３年しかないと

言いますが、その３年の中で精いっぱい部活動に

取り組んで、そこのきっかけとして生涯スポーツ

といった話、午前中にもありましたけれども、そ

れのきっかけに十分なってくると。非常に学校教

育の中でも大きなウエートを占める授業、部活動

だと思っておりますので、その辺しっかりと捉え

ていただきたいと思います。

先ほど、いつ頃、例えばチラシ等々を含めて難

しいという話をしておりましたが、国のほうで令

和５年から７年末を目標として動くという示され

た話であります。これに向かっては、具体的なタ

イムテーブルといいましょうか、計画的なもの、

ある程度指針的なものが必要なのかなと思ってお

ります。その策定に向けて取り組むお考えはあり

ますでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 先ほど小項目３番の

お話の答弁の中でもスポーツ庁の提言の中でお話

しさせてもらいましたけれども、その提言の中に

おきましても、自治体のスポーツを担当している

部署とか学校担当部署、さらにはスポーツ団体で

すとか、様々な方々から成る協議会等を設置して、

地域の実情に応じた活動ですとかスケジュールを

検討していきましょうというようなことも示され

ているところでございます。

私どもも部活動改革推進委員会というものが今

立ち上げさせていただきたいところでございまし

たけれども、そういった先ほどの全体的な周知不

足等もございまして、そこは一度４年度入って素

早く動きたかったのですけれども、やはりこうい

った課題をまずはしっかり克服することが優先的

でもあるし、地域の中で皆さん方にもこの改革に

ついてよく御理解していただきたいということも

あるので、一旦今はその部活動改革推進委員会を

どのような体制にするかというのは今検討してい

るところです。これもなるべく素早く立ち上げさ

せていただいて、その中でやはり今回先ほどお話

あった、７年度末を最終的には目標とするのです

けれども、そこの目標に向かって進めさせていた

だきたいなというふうに思っています。

先ほど子供たちのためにという話は、当然子供

たちのためなのですけれども、やはりもう一つは

学校の先生方の働き方改革、この両輪の事業でご

ざいますので、学校のほうにもしっかり理解して

もらわなければならないなというふうに思ってお

りますので、そういった面で地域、学校、そして

各関係者が一体となってこの部活動改革を進めて

いくために努力させていただきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひその両輪合致させ

ながら、いい活動になるように私も応援したいな

と思います。どうぞよろしくお願いします。

それ以外にも、この部活動というのは今文化系

の部活動ももちろんありますし、例えば地域の少

年団の活動ですとか、あるいは高校生あるいは大

学生、また市民サークルの方々といった、そうい

う方々、社会教育を中心としてやられている方々

についても十分部活動の指導員といいましょうか、

一つの部活としての幅が広げられるのではないか

なというようにも考えております。その点、まだ

まだ将来的な話にもなりますので、明言難しいか
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と思いますが、例えば冬季のスポーツ、冬になっ

たらピヤシリのジャンプ台へバス出すよとか、そ

ういうような事業、これからの将来展望みたいな

ところのお話を聞かせていただきたいなと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） まず、文化系の部活

動についてなのですけれども、文化部の地域への

移行の在り方についてでございますけれども、今

私どもが分かり得る情報でいきますと、文化庁が

文化部活動の地域移行に関する検討会議という中

で今議論中だということで伺っております。今年

の７月頃、だからもう来月ですね、来月頃をめど

に提言がまとめられるというふうな予定だという

ふうに伺っておりますので、それらを参考にしな

がら文化系の部活動の取組も進めていければなと

思っているところでございます。

それから、細かいといいましょうか、具体的な

事業についてはなかなかお話しすることというの

は難しいのですけれども、今今村議員のほうから

もありましたけれども、やはり中学校の部活動だ

けにとどまらないで、少年団、さらには中学校の

部活動、そして高校の部活動と、そういったとこ

ろを見通しながら、子供たちの継続的な活動の場

と、さらには指導者の指導体制の構築というのが

非常に重要なことなのではないのかなと思ってい

ますし、ある意味それが最終的な目標に近い形に

なってくるのかなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ありがとうございます。

ぜひそのようになるように期待をしておりますの

で、庁内横断的に協力しながら、ぜひ取り組んで

いただければと思います。

そうしたら、続いて大項目の２つ目に移らせて

いただきたいと思います。名寄市病院事業という

ことで、今までの病院事業改革プランから変わっ

ていくというような認識をさせていただいており

ます。この中において、各目標が設置をされてい

たのかなと思っております。ガイドラインの概要

という資料、国で発表されております、それを参

考とさせていただきますと、まず公立病院経営強

化の必要性があると。ここに再編ですとかネット

ワーク化、経営形態の見直しといった文言が並ん

でおりまして、これは当地区において考えますと、

医療連携法人がそれに該当するのではないかなと

いうふうに考えておりますので、そこの変化の関

わりといいましょうか、これから医療連携法人の

役割、どう変わっていくのかお知らせをいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 同じ概

要の資料は手元にございますが、先ほど答弁させ

ていただいたところから若干踏み込んだお話をさ

せていただきますと、今回改革プランから経営強

化プランという形に名前が変わりました。概要の

資料にも書いてありますとおり、今後に向けては

連携の強化、それから働き方改革、引き続き経営

形態の見直しですとか、経営の効率化等をやって

いきなさいという中身になっていますが、新興感

染症への対応というものもタイムリーなネタとし

て組み込まれているというようなことになってい

ます。

これと並行しまして、コロナの間に少し話題が

減りましたけれども、全国的に経営困難、改革が

必要な病院名が公表されたというような実例もご

ざいました。こうした、概要にも書いてございま

すが、経営を確保し切れない病院がありますよね。

そうした前提で経営を強化しなさい。自分のとこ

ろで生きていくことが大変厳しい病院については、

連携を強化しなさいということになってくるのが、

これは当然のことでございまして、こうなってき

ますと経営強化プランと、それから地域医療構想、

今後においてはかなり重複したテーマがそこに出

てくることになります。それらを見越した上でプ

ランをつくっていかなければいけないということ
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になりますが、そうしたときに誰がコントロール

していくのか。特に連携ですとか、そういったも

のが非常に問題になってくると。これは、当初の

段階から分かっておりましたし、この連携には中

心になる病院と連携をしてもらう病院というのが

当然出てきますから、それらについては働き方改

革などで一番効果が出てくると思いますけれども、

中心的な病院に医師、看護師をできるだけ集めて、

自分のところの病院で働き方改革を達成しづらい

病院などに対して、人を提供する、アシストする

というような仕組みをつくっていかなければなら

ないということになります。その上においては、

地域医療連携推進法人は法人に参加している病院

同士では、その中で実質的に職員の融通をするこ

とができるという特徴がございます。ベッドの融

通もできるというようなことにはなっております

けれども、そうしたことにつきましてはせんだっ

て法人の会議をやった際にも今すぐできるという

状況ではありませんけれども、今後に向けてはそ

うした機能を持たせていこうという話をさせてい

ただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 例えばですけれども、

この持続可能な地域といいましょうか、医療連携

法人という話でありましたけれども、その法人以

外にも、例えば個人経営の病院さんですとか近隣

の医療関係の方、施設含めて、そういうところも

今後連携を図っていかなければならない内容にな

っていると、また図っていくのかと考えているの

か、その辺お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） そうし

た民間ですとか地域の公立病院、公的病院といっ

たところの連携ということでございますが、これ

につきましてはもう名寄市立総合病院としまして

は、過去に平成２５年、２４年ぐらいからスター

トしておりますポラリスネットワークというもの

で、実質的な医療圏、稚内まで広げた形でネット

ワークを組んでいるということでございます。

この間、機能拡充するなりしてきた経過がござ

いますし、昨年度もケースラインという仕組みで

救急搬送の迅速化のシステムを組み込んでやって

きております。そうした今回のガイドラインの中

にも出ておりますけれども、デジタル化の推進と

いうところは、そうした地域の医療連携にとって

非常に大切になってくるだろうということで、も

う既に相当の病院と連携を強化してきている状況

にございます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 今の話を総合して、私

の頭で判断をすると、地域全体をまとめて一つの

病院にしていこうと、そういうような考えに感じ

ております。そういう考えに立ちますと、先ほど

来からやり取りがありました医療介護連携ＩＣＴ

ネットワーク事業と、これも非常に大きな役割を

果たしていくのかなと思います。これの影響とい

いましょうか、事業自体の役割がさらに広がるの

かなと思っておりますが、その辺病院側からどう

お考えなのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 昨年稼

働いたしました市の医療介護のネットワーク、こ

れは先ほど申し上げましたポラリスネットワーク

の一部ということで、機能拡充ということで追加

をさせていただいております。サービスの範囲は、

現在名寄市内ということでございますが、実はポ

ラリスネットワークに参加しているそれぞれの自

治体がございます。そちらの自治体も、順次シス

テム機器の更新を迎えるということになります。

その更新時に当たっては、こうした医療介護連携

のシステムをぜひ参考にしていただいて、それぞ

れの自治体でも構築をしていただきたいというよ

うなお話をさせていただいているところでござい

ます。

そうしますと、今度自治体の壁を超えた情報連

携ができるようになってくると。例えば名寄市立
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病院で手術をしました。士別市立病院に入院しま

した。その一連の流れの処方結果、退院時サマリ

ーとか、そういったものが地区全体で共有可能に

なってくるということが実現してきますので、そ

うした役割も持って対応していただきたいという

お願いも今させていただいているところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） ぜひそういう対応にこ

れからなっていただきたいなというように思いま

す。

このプランとは離れる部分もあるかもしれませ

んけれども、新しく考え方が変わってきますよ、

広域化しますよという周知の部分といいましょう

か、患者さんが何で名寄市立病院に入院したのに、

士別の市立病院に送られるのだとか、そういった

ような言い方をされる方いらっしゃるかなという

ように思います。やっぱり市民の方に広くお知ら

せをして、これからの病院、こういう在り方にな

っていくのだよと周知するのというのは非常に大

切なのかなと思いますが、その辺の手腕といいま

しょうか、手法についてお知らせをいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） こうし

た役割の分担というものが進むことにつれて、実

質的に実例としては数は少ないですけれども、そ

うした名寄と士別と、士別と名寄と、名寄市内に

おいてもということはたくさん起きていることで

ございまして、これらにつきましてはこれまで毎

年３回ぐらい、市立病院として市民に対する公開

講座、説明会を開催してきているところでござい

まして、この間もコロナ前は和泉管理者によりま

すそうしたお話を毎年させていただいているとこ

ろでございます。そうした機会を失っているとい

うことでございまして、また今後それが復活でき

るような形になりましたら、また生で管理者から

お話しいただくというのが私は一番いいのではな

いかなというふうに考えているところでございま

す。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 生でというお話であり

ました。先ほどからデジタル化云々という話もあ

りますので、そういうデジタル媒体等々使いなが

ら、ぜひ効率的に市民周知を図っていただいて、

市民だけではなく、医療圏域全員が病院事業に対

して支援をしていただけるような情報共有の仕方

というのをぜひ考えて構築していただければと、

要望させてもらいたいと思います。

続きまして、この同改革プランの中では、働き

方改革ということがうたわれております。現状も

対応されているといいましょうか、さすがに医療

の現場って非常に難しいところもありますので、

一筋縄でいかないと私も承知をしております。ま

ず、この働き方改革が新しい改革プランの中でど

ういう位置づけ、そしてどう変わっていくのか、

まずお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） このガ

イドラインの中には、大きな１項目ということで

うたわれているわけでございますが、正直私ども

働き方改革を、これを徹底して最適化していった

場合には、経営は悪化するというふうに考えてい

ます。それだけの人的なゆとりが必要になります

し、あてがいも含めてかかる経費、そうしたこと

をどうやってバランスよく調整していくのかとい

うことが必要になるというのがまず１つでござい

ます。

当然、まずは医師の働き方改革ということにな

ります。これにつきましては、総労働時間の規制

がまず一番のメインになってきますので、現在も

医師に関しては出退勤管理を継続して、実質的な

勤務時間がどれぐらいあるのかということのデー

タについてもこの３年間ぐらい、全部整理をして

きている状況にあります。やはり一部では規制の

範囲を超える時間外になる診療科もございますし、
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そうした部分、例えば医師を１名増員しなければ

いけないですとか、それができなければ業務の分

担をしなければならない、ほかの診療科による手

伝いが可能であれば、そうしたものをしていかな

ければならないと。様々な調整をしていかなけれ

ばいけないということになりますので、そこら辺

を今和泉管理者を中心に対応していっている最中

ということで、今年度中にそうした計画を立てて

評価を受けなければならないということになって

います。その評価は、北海道医師会のほうが担当

するということになっておりまして、当院の和泉

管理者もその評価委員会のサーベイヤーの一人と

いうことでなっておりますので、最新の情報を得

ながら、これから積み上げていきたいというふう

に考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 働き方改革すると経営

が悪くなると、非常にショッキングな言い方であ

りましたが、これは正直そうだなというように私

も思います。例えばあまり想像はしたくないので

すけれども、市内で新型コロナウイルスあるいは

新興感染症といったものがクラスター化しました、

出ましたと。そうしたら、一遍に市立病院に入っ

てきます。なかなかその対応も難しくなってくる

のかなと思います。これから、考えたくはないの

だけれども、あり得る話という部分の中で、例え

ば看護師、医師に対してそういう緊急事態に当た

ってくれた方、非常に激務こなしておりますから、

それの例えばインセンティブをつけた給与体系に

する、あるいは支払うといったようなお考えがあ

ればというか、考え方をお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） この間

もコロナ対応、早期の段階から行うに当たりまし

て、直接担当した職員に対しましては、職種に応

じて１日当たり５，０００円なり４，０００円な

りというような手当を創設しながら対応に当たっ

たということでございますし、そうした頑張りに

対して、国のほうからも看護師の処遇改善、これ

は保育士さんとかも一斉に出ましたけれども、こ

の２月から看護部所属職員に対して月額での上乗

せ手当を支給しているという状況になります。

今後さらに１０月以降には、診療報酬で０．２

％上乗せするので、月額３％程度、１万２，００

０円程度の引上げを行いなさいということになっ

ているのですが、その制度の詳細についてはまだ

示されていない状況にありますので、どこの病院

も対応に苦慮しているところでございますけれど

も、情報を収集しながら対応について検討してい

きたいと考えているところでございます。

医師につきましては、今後働き方改革の検討が

院内でも進んでいくということになります。もう

一つ、これには多職種による働く業務の内容です

ね、シェアしていくということになってきますの

で、そうしたものが整理された後に先生方に対す

るインセンティブのことについては相応の見直し

がされていくものというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 非常に多くのスタッフ

を抱えながらの病院事業であります。今年、令和

４年度の予算書を見させていただきますと、年間

で１１０億円のお金が動く病院事業であります。

そのうち６０億円が給与のお金になると。これは、

昨年基幹産業の農業の産出額が９６億円ちょっと

だということを考えますと、全然無視できない規

模の産業というように私も認識をしております。

もちろん病院でありますから、健康ではなくなっ

た人たちが来てしまって、そこで健康を取り戻し

て、それぞれの地域でまた経済活動を行うといっ

たような循環がやはり病院がないとできないこと

にもなります。ぜひそういう目線で、病院として

これからも名寄市中核の病院だと思っております。

病院としてあり続けれるように、いろんな方向性

が考えられるのかなと思いますが、いろんな手腕

を使いながら、ぜひ病院経営をしっかりと執り行

っていただきたいというようにお願いを申し上げ
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たいと思います。

市立病院から離れてはしまうのですけれども、

地域の中でもう一つ大切な病院ということで東病

院があるのかなと思います。従来からかなり古く

なっているというお話もありました。これは、本

来でしたら東病院が急性期が終わった患者さんを

診るといいましょうか、そういう役割分担をする

病院になるのかなと思います。これから建て替え、

あるいは整備について、現状で何か変更点ですと

か新しく変わったこと等あればお知らせをいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 東病院

の今後につきましては、当然経営強化プラン、こ

れを一緒に策定していくということになります。

ただ、その前段といたしまして、今後に向けて老

朽化した施設をどうするのか。これは、市や指定

管理者の上川北部医師会さんなどと十分な事前協

議を行っていく必要があるというふうに考えてい

るところでございます。その上で、実情に合いま

した地域医療構想とも合う役割、また圏域内のほ

かの医療機関の変化、それらを踏まえた上で今後

どのようにしていくかというところを、そう遅く

ない段階で協議をスタートしていくことになるだ

ろうというふうに考えているところでございます。

その中で方向性が決まってくるかというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 同事業の改革プランの

中には、財政措置も含まれているという事業もあ

ります。いろいろな方法があると先ほども申し上

げましたが、名寄市の病院事業をしっかりとこれ

から持っていただきたいというようにお願いを申

し上げて、以上で私の一般質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 黒 井 徹

令和４年６月２１日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 次 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

消費税インボイス制度について外１件を、富岡

達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） おはようございます。

通告順に従い、質問をしてまいりたいと思います。

大項目１、消費税インボイス制度について伺い

ます。２０１９年１０月に消費税が１０％に引き

上げられ、長引くデフレにより景気が低迷してお

ります。新型コロナウイルス感染拡大やウクライ

ナの情勢、そして急激な円安の波、あらゆるもの

の物価高騰を受けて中小、零細事業者の業種によ

っては売上げがさらに落ち込んでいるのが実情で

す。国や道、そして市による各種支援金や協力金

の給付、また貸付けなどで辛うじて持ちこたえて

いる事業者も多く、事態は深刻さを増している状

況であります。その渦中において、来年２０２３

年１０月に消費税インボイス制度の導入が予定さ

れています。消費税インボイス制度について理事

者の見解を伺ってまいります。

市内の免税事業者数の把握について。国税に関

わる消費税の新しい制度、インボイス制度、適格

請求書等保存方式の実施が２０２３年１０月から

導入される予定になっています。それに伴いまし

て、昨年１０月からインボイス発行事業者の登録

申請が始まっています。現行の帳簿方式では、年

間売上げが１，０００万円以下の小規模事業者は

消費税が免除されています。しかし、インボイス

制度が導入されますと、仕入れや経費を支払う相

手先から適格請求書が受け取れなければ、売上げ

に係る消費税から仕入れ税額控除ができなくなり

ます。それによって、課税事業者は消費税納入額

が増加してしまうことが想定されます。課税事業

者は、仕入先から経費の支払いまで適格請求書を

発行できる事業者を選定し直す必要が生じます。

一方で、そもそも適格請求書を発行できるのは課

税事業者だけですので、売上げが１，０００万円

以下の小規模免税事業者は取引先から適格請求書

の提出を頼まれても発行することができません。

そのために、免税事業者は取引を停止、排除され

る懸念が生じます。取引を継続するために免税事

業者がインボイスに登録をして、課税事業者にな

るという選択肢もありますが、そうしますと少な

い売上げの中からさらに消費税の納税が重くのし

かかることになります。こうした市内の免税事業

者がどのような影響を受けるか、そして影響を受

けることが見込まれる免税事業者が本市内にはど

の程度いるのか、把握状況について伺います。

小項目２、インボイス制度の周知と相談体制に

ついて。国税庁のホームページを見ますと特設サ

イトが開設されており、オンラインでの説明会や

専用ダイヤルでの相談を行っているところであり

ます。取引する目的や相手の立場によっては、適

格請求書が必要な事業者と不要な事業者がありま

す。煩雑な仕組みを簡単に理解するのは難しい部

分もありますので、小規模免税事業者が一定数い

ると思われる本市においてインボイス制度のさら

なる周知と相談体制づくりが必要になるものと思

われますが、本市の考え方についてお知らせくだ

さい。

小項目３、企業会計に関わるインボイスについ

て。インボイス制度が導入されますと、本市と取

引のある事業者にも影響があると思われますが、
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どのようにお考えをお持ちなのか伺います。

一般会計に関わる部分に関しては、消費税の申

告義務から外れるのかもしれませんが、取引事業

者側から適格請求書の提出を求められた場合、本

市もインボイス発行事業者としての登録申請が必

要となると思いますが、どのような対策を講じて

いくのかお知らせください。

また、公営企業会計の市立総合病院と上下水道

に関しては、消費税の申告義務が発生する課税事

業者でもあります。そこで、仕入れ額控除の適用

を受けるために課税事業者に対して適格請求書の

提出を求めることになるわけですが、免税事業者

との取引はどの程度あって、インボイス制度導入

後はどのように対応していくのか、考え方につい

て伺います。

小項目４、地域経済循環や総合計画などへの影

響について。中小企業振興条例の中で強調されて

おりますのは、地域内経済循環であります。域外

への財貨の流出を避け、域内で循環経済の仕組み

を構築していく上でも中小事業者の受注機会の増

大が必須とうたわれています。その中には漏れな

く免税事業者も含まれると思いますが、インボイ

ス制度導入によって課税事業者との取引の状況に

よっては取引の中止や消費税分の値引きを迫られ

たり、場合によっては廃業に追い込まれかねない

事業者も出てくるものと思われます。さらに、地

方創生施策のまち・ひと・しごと創生総合戦略に

照らしてみても免税事業者の基礎体力を奪うこと

のないようきめ細かい施策規則などへの配慮が必

要不可欠になると思いますが、どのような見解で

あるかについて伺います。

また、来年度以降名寄市総合計画後期計画に進

んでいくわけですが、名寄市の中長期的展望への

影響評価についてどのように考えているかについ

て伺います。

大項目２、市民と愛玩動物の共生について。少

子高齢化や独身、独居者、そして長引くコロナ禍

において生活の癒やしや安らぎを求めて犬や猫と

暮らす人が増えています。一方で、多頭飼育崩壊

や動物虐待、飼育放棄や野良猫の増加、そして殺

処分などが社会問題化しています。２０１３年に

改正された動物愛護管理法では、動物の殺傷や虐

待、飼育放棄などに対して罰則が強化されていま

す。名寄市においても市民部生活環境課が市のホ

ームページに愛玩動物飼育に関しての啓発項目が

掲載されております。以下４点について見解を伺

います。

小項目１、本市の多頭飼育崩壊と野良猫の対策

について。行政と獣医師、愛玩動物看護師、動物

愛護推進員、地域ボランティア、民間、動物愛護

ＮＰＯなどの連携によって多頭飼育崩壊や野良猫

の保護活動や保護猫の譲渡会などがなされていま

す。本市における現状と対策について伺います。

小項目２、アニマルウエルフェア、動物福祉と

殺処分ゼロに向けた取組について。改正動物愛護

法の施行によって苦痛とストレスのない安心でき

る環境での飼育と保護した動物の殺処分を減らす

取組がなされております。その結果殺処分は全国

的にも減少傾向にあるということは、大変喜ばし

いことではあります。アニマルウエルフェアの観

点から保護動物の譲渡促進などにより殺処分ゼロ

に向けた取組について本市の見解を伺います。

小項目３、マイクロチップの装着義務について。

犬や猫の飼い主の情報が分かるマイクロチップの

装着が本年６月から繁殖業者や販売業者に義務づ

けられました。何らかの事情で行方不明になった

犬や猫が飼い主のもとに帰ってくるためのツール

として期待されています。しかし、一般市民への

周知不足は否めないのが実情です。また、チップ

を装着した犬や猫を業者から購入した飼い主は登

録変更などの手続が必要になります。登録手続は

有料で、オンラインで３００円、書類で１，００

０円かかることから、飛躍的にマイクロチップの

装着が広がりを見せるとは言い難い側面がありま

す。本市として犬や猫の飼い主へのマイクロチッ

プ装着推進についてどのような見解であるかお知
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らせください。

小項目４、不妊去勢手術助成補助金について。

多頭飼育崩壊や飼い主のない猫たちの繁殖制限を

かけていくためには、動物愛護管理法を遵守する

ための啓発活動も必要ですが、これまでのように

ボランティアや市民の寄附や善意に頼るだけでは

なく、行政による不妊去勢手術に係る費用の助成

や補助も必要な時期に来ているのではないかと思

います。地域の生活環境と環境衛生を良好に保ち、

飼い主のいない猫の頭数調整と殺処分を減らして

いく上でも、そして市民と愛玩動物が幸せに暮ら

していくためにも何らかの補助制度の創設が必要

になると思われますが、本市の見解を伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） おはようございます。

富岡議員からは、大項目２点について御質問いた

だきました。大項目１の小項目１及び２並びに大

項目２は私から、大項目１の小項目３は総務部長

から、大項目１の小項目４は産業振興室長からの

それぞれ答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、消費税インボイス制度につ

いて、小項目１、市内の免税事業者数の把握につ

いて申し上げます。令和５年１０月１日から導入

が予定されております消費税の適格請求書等保存

方式、いわゆるインボイス制度においては、消費

税の仕入れ税額控除のために適格請求書の保存が

必要となり、事業者がインボイスの交付を行うた

めには既に開始されております税務署への適格請

求書発行事業者としての登録申請が必要となりま

す。インボイス制度の開始に当たって登録しない

免税事業者への想定される影響としましては、適

格請求書の発行をできないことで売上げ先の事業

者と比較して取引条件についての情報量や交渉力

面での格差により取引条件の見直しを求められる

ことなど一方的に不利になりやすいことや、課税

事業者を選択した場合に小規模事業者が消費者に

消費税を転嫁しづらいケースも出てくるのではな

いかとも言われております。制度の円滑な移行の

ため免税事業者からの仕入れについても制度導入

後の３年間は仕入れ税額の８０％、その後の３年

間は仕入れ税額の５０％を控除できる経過措置が

設けられております。また、免税事業者が課税事

業者を選択した場合、消費税の申告、納税等が必

要となりますが、インボイス制度の実施後も基準

期間における課税売上高が５，０００万円以下の

事業者は事前に届出をすることで中小事業者の事

務負担軽減に配慮した簡易課税制度を適用でき、

売上げに係る消費税額にみなし仕入れ率により仕

入れ税額を計算することができます。さらには、

簡易課税制度を適用している場合、インボイス制

度の実施後も適格請求書を保存しなくても仕入れ

税額控除を行うことができますので、仕入れ先と

の関係では留意する必要がないとされております。

想定される免税事業者数ですが、市では課税売上

高の把握ができないため正確な数字はお示しでき

ませんが、一定数の事業者はいるものと考えてお

り、免税事業者の不安が解消でき、制度の導入に

向けて混乱が生じないよう市としてできる広報や

周知に努めたいと思っております。

次に、小項目２、インボイス制度の周知と相談

体制について申し上げます。インボイス制度のス

タートは令和５年１０月１日からとなっておりま

すが、適格請求書を交付するためには令和５年３

月３１日までに登録する必要があり、影響の大き

いフリーランスの方や個人事業主などの免税事業

者の方々は制度の理解と対応について判断する時

間が必要になると考えられます。この間国からは

様々な媒体を通じた広報や税務署による説明会が

実施されておりますが、市としてもインボイス制

度の広報、周知につきまして問合せがあった場合

に国の相談窓口の案内を行ったり、市広報紙、ホ

ームページへの掲載、市庁舎内への制度ＰＲチラ

シの設置などの対応を含め税務署等からの依頼に

対して積極的に協力してまいりたいと考えており

令和４年６月２２日（水曜日）第２回６月定例会・第４号
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ます。市内における事業者支援として、名寄商工

会議所においてはインボイス制度の概要と実務対

応をまとめた事業者向け小冊子を会員企業に対し

配付しているほか、会員企業に限らず広く市内事

業者を対象としたセミナーを定期的に開催してい

ます。また、風連商工会においては早期に制度の

理解を深める会員向け講習会を先月開催したと聞

いております。引き続き商工会議所、商工会及び

名寄地方法人会名寄支部など各団体と連携し、同

制度の事業者への周知、相談体制の構築に努めて

まいります。

続きまして、大項目２、市民と愛玩動物との共

生について、小項目１、本市の多頭飼育崩壊と野

良猫対策について申し上げます。飼い主がペット

を適正な措置を行わないまま無計画に飼った末に

異常繁殖が繰り返される多頭飼育崩壊が全国各地

で発生し、社会問題となっておりますが、本市に

おいても猫の多頭飼育崩壊事案が昨年度１件発生

しております。市では、市民に幅広く適正飼育に

ついて広報、啓発を行うとともに、昨年度より多

頭飼育崩壊の当事者である飼い主とのコンタクト

を図った上で、市で公益財団法人どうぶつ基金の

救済支援を活用した不妊手術を実施したほか、北

海道が委嘱する動物愛護推進員や地域ボランティ

アの皆様、ＮＰＯ法人ツキネコ北海道等の御協力

により保護を行っていただいているところです。

野良猫につきましては、広報等により餌やり防止

の啓発を行うとともに、市民苦情により戸別訪問

やチラシ配布など注意喚起を行っているところで

す。保護につきましては、負傷している猫につい

ては北海道動物愛護管理推進計画により北海道が

保護収容を行うこととなっていることから、保健

所等と連携した対応を行っております。

次に、小項目２、アニマルウエルフェアと殺処

分ゼロに向けた取組について申し上げます。動物

の保護や殺処分については北海道の業務となって

いることから、市として殺処分ゼロに向けた具体

的な取組を行っているわけではありませんが、生

活環境の保全や不幸な猫をつくらないことを目的

として広報等により飼い猫の適正飼育や野良猫の

餌やり防止の啓発を行っているところです。また、

保健所からの依頼により保護猫に関する公告を行

うなど保護猫の引取り先確保への協力を行ってお

り、今後も啓発等の取組を進めてまいります。

次に、小項目３、マイクロチップの装着義務化

について申し上げます。マイクロチップの装着に

関する販売業者に対する義務化や現在犬、猫を飼

っている方などへの努力義務化により装着された

犬、猫が飼い主と離れ離れになったときに飼い主

のもとに帰ることができる可能性が高まることが

期待できるものと考えております。市としまして

も、市のポータルサイトから国のサイトへのリン

クを貼り、市民への周知強化を図っております。

次に、小項目４、不妊去勢手術の助成補助金に

ついて申し上げます。全国では、飼い主のいない

猫の増加を抑制することなどを目的に飼い主のい

ない猫の不妊去勢手術費用に対する補助制度を設

ける自治体があり、道内では旭川市や下川町で補

助制度を制定されていると認識しております。先

行している自治体では、補助により野良猫を捕獲、

不妊手術し、元の場所に戻すことによる効果とし

て子猫が増えない、餌の散乱や腐敗による環境悪

化を防止、猫の尿の臭いが薄くなる、ふん尿によ

る被害が減少、繁殖期の鳴き声がなくなると周知

している事例もあり、本市においても同様の苦情

が多いことから、これまで行ってきている餌やり

防止の啓発を継続するとともに、補助制度を実施

している先行自治体の状況などについて調査研究

を行ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目１の

小項目３、企業会計に係るインボイスについてお

答えします。

地方公共団体のインボイス発行事業者登録につ

いては、一般会計のほか、個々の特別会計、公営
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企業会計ごとに行うことになります。インボイス

制度が開始する令和５年１０月１日以降は、付番

される登録番号等、インボイス制度に適合した事

項を記載した請求書などを発行しなければ、取引

事業者が仕入れ税額控除の適用を受けることがで

きなくなります。このため、課税事業者との取引

を有する一般会計、特別会計、公営企業会計につ

いては適格請求書発行事業者登録を行うべく作業

を進めている状況でございます。

次に、企業会計におけるインボイス制度の導入

に関する対応状況についてですが、病院事業会計

は基準期間に課税売上高が１，０００万円を超え

る課税事業者であることから、適格請求書発行事

業者の登録申請を行うための準備を進めておりま

す。一方、現在病院事業費用においては給与や減

価償却費などを除いた大部分の物品を課税仕入れ

により調達しております。そのため、制度導入後

は適格請求書の発行ができない事業所との取引は

仕入れ税額控除の対象外となることから、当該事

業者が消費税相当額を価格に反映させる場合には

当院への影響は大きなものになると想定しており

ます。免税事業者との取引については、これまで

競争入札を伴わない軽微な取引においては当該事

業者の消費税の届出区分の通告を求めていなかっ

たことから、正確な把握はできておりませんが、

今後はインボイス制度導入に向けた準備を進めて

いく中で各事業者の届出区分を把握し、適正な申

告事務に努めていきます。なお、病院事業におい

ては現在インターネットを介した電子請求受領サ

ービスを利用しており、本サービスによる請求書

がインボイス制度の要件を満たしていることから、

適格請求書のフォーマット作成に苦慮されている

事業者を中心に支払い業務の効率化を兼ねて本サ

ービスを利用した請求書提出への切替えについて

改めて周知を図っていく予定でございます。

次に、水道事業会計及び下水道事業会計につき

ましては、現在消費税の課税事業者であり、取引

の大部分を占める水道料金及び下水道使用料は課

税取引となっております。両会計とも消費税の課

税事業者としてインボイス制度への対応が必要と

なることから、適格請求書発行事業者として登録

申請を行い、既に登録を受けております。また、

インボイス制度への対応のため料金システム及び

企業会計システムの改修、検針票や納入通知書等

の用紙類の変更、交付したインボイスの写しの保

存方法の調整を行っております。免税事業者との

取引については、病院事業と同様の理由により正

確な把握が難しい状況となっております。水道事

業及び下水道事業は、水道料金及び下水道使用料

による収入、いわゆる受益者負担により経営を行

っており、インボイスに対応しない事業者との取

引は仕入れ税額控除ができないため、経営に大き

な影響を与えるものと想定しております。インボ

イスに対応するかは各事業者の判断によりますが、

水道事業及び下水道事業としてはそれぞれの取引

の内容や規模に応じて適切な判断を行ってまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは大項目

１の小項目４、地域循環経済や総合計画などへの

影響についてお答えいたします。

地域経済の活性化においては、地域で生産され

たものがその地域で消費されるなど地域内での経

済循環が重要であり、これと併せ地域外からの財

貨を獲得することにより経済循環が持続的なもの

となります。中小企業の振興は、この地域循環型

経済の構築を図ることで豊かに暮らせるまちづく

りを実現するよう推進することが重要であると考

え、昨年１２月に中小企業振興条例を全部改正し、

基本理念や役割などを定めるとともに、同条例に

基づく支援メニューを事業者のニーズに応える使

い勝手のよい制度となるよう見直し、関連予算を

今定例会に補正予算として提案をしているところ

でございます。国の税制であるインボイス制度導

入に当たりましては、国において様々な中小企業
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向けの支援が用意されており、その中には本則課

税の事業者と取引がある免税事業者がインボイス

を発行するために登録事業者、すなわち課税事業

者になるに当たっての支援もあり、商工会議所や

商工会で丁寧な説明を行っております。免税事業

者がインボイス発行事業者になるかどうかは経営

判断によるものと認識をしており、本市において

はいずれの場合においても制度導入が地域経済の

活性化、地域内の経済循環に影響を及ぼすことの

ないよう本市中小企業振興条例に基づく新たな支

援メニューの周知、利用促進を図り、中小企業の

経営基盤の強化、地域商業の発展に向けた取組を

推進してまいります。名寄市総合計画（第２次）

後期基本計画などへの影響については、今年度同

計画を策定するに当たり中小企業振興審議会、各

団体との意見懇談会、名寄商工会議所及び風連商

工会と市との３者協議、産官金連携なよろ経済サ

ポートネットワークなどにおいて幅広く意見を伺

いながら地域経済の中長期的展望について検討し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。再質問をさせていただきたいというふ

うに思っております。

周知とか、市民への周知等々に関しては、恐ら

く商工会議所の担当の方もおっしゃっておられま

したけれども、把握をしていくのは、免税事業者

がどれだけいるかと把握するというのは個人情報

の問題もあったり、税務署の所轄だったりなんだ

りするということでなかなか難しいという話もあ

りましたけれども、行政として事業者を下支えし

ていくためにもさらなる工夫を凝らした、判断期

間が短いという状況もありますので、ホームペー

ジなどで広く周知をしていただければなというふ

うに、広報していただけるとありがたいというふ

うに考えております。なかなか、当事者の方々に

お話を聞きに行ってもやっぱりまだ７割近くの方

々が理解をされていない、あるいはインボイスへ

の準備をどうしたらいいかが分からないというよ

うな状況もあるというふうに思って、そういうお

話が結構出てきておりますので、その辺も含めて

併せてお願いをしたいなというふうに思うところ

です。

行政からのバックアップ、連携というのも非常

に大事になる部分なのですけれども、財務省の推

計によりますと消費税免税事業者というのは全国

で４８８万者いるというふうに言われておりまし

て、その中でも企業間取引をしている事業者のう

ち財務省はおおよそ１６１万者の方が課税事業者

に転換をして事業を行っていくというふうに想定

をされているという数値が上がっているところで

すけれども、ところが課税事業者へ転換した結果、

１事業者当たりへの負担というのが１５万４，０

００円が新たに消費税納税という形で増えるとい

うことが試算されています。財務省としては、そ

れによって年間２，４８０億円の消費税の増収を

見込んでいるというわけでありますけれども、企

業間取引のある課税事業者の２０％がインボイス

をもらえない、免税事業者との取引は行わない意

向であるという商工会議所のリサーチの結果も出

ております。その中で取引から除外される、ある

いは値引きを迫られるという業者が出てくるとい

うことに関してどのようにお考えをお持ちなのか

お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 先ほど答弁させてい

ただきましたとおり、議員のほうからもありまし

たとおり、それぞれの事業者の方の今回のインボ

イス制度に関わるどういうふうな形で対応してい

くかというところがありますので、そこについて

は行政側からこうしなさいということははっきり

お伝えすることはできないのですけれども、先ほ

ど答弁させていただきましたが、経過措置ですと

か、そういった優遇措置も含めてそれを活用して

いただくということを繰り返し御説明をさせてい
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ただいて、制度スタートまでにはそういった不安

を解消できるような形で市としても周知活動に努

めていきたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） そのように進めていた

だけると非常にありがたいなというふうには思う

のですけれども、市民の皆様から声を聞いてきた

ところによりますと、取引先がたくさんあるので、

その中のごく一部の免税事業者との取引であれば

目をつぶるかなという課税事業者さんもいらっし

ゃいます。そういう方はまれなのかなというふう

に思うのですけれども、またある免税事業者さん

は無理やりにでも事業を継続していくにしてもイ

ンボイスのやり取りが必要のない範疇でやるとい

うことになると事業の縮小ですとか、あるいはダ

ブルワークも考えなくてはいけないということを

おっしゃっておられる方もいらっしゃいました。

また、別の事業者さんはもうこの際事業を畳んで、

名寄市から出ていって、都市部で大手の企業の傘

下に参入することも考えなくてはいけないなとい

うこともお話をされていました。企業間取引をさ

れている免税事業者の方々にしてみれば、この消

費税分の価格への転嫁というのは非常に難しいの

だろうなというふうに思われます。その中で、商

工会議所のリサーチの調査結果でもおよそ４％か

ら最大で９％の事業者が廃業を検討せざるを得な

いというような結果も出ているという状況があり

ます。売上げが１，０００万円以下の免税事業者

が課税事業者になったとしても、先ほど申し上げ

たとおり、１５万円ほどの消費税の負担、平均で

すけれども、負担になるということは経営上非常

に重くのしかかってくる部分だというふうに思っ

ております。そんなような状況の中で免税事業者

さん、個人事業者さんというのは仕入れから加工、

販売促進、営業、宣伝などなど光熱費も備品や什

器も全て自賄いという形になっておりますので、

そういった状況の中で弱体化を招きかねないのか

なというふうにも思うところでありますけれども、

市としては免税事業者さん、今後市内の経済を回

していく上で、これまで下支えをしてこられた地

域の小規模事業者さんの暮らしと地域の循環経済

を支えていく上でどのようなサポートをされてい

くのかということについてお聞かせをいただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） インボイス制度

導入に当たっての小規模事業者といいましょうか、

免税事業者への対応といいましょうか、御質問だ

と思います。国の税制については、まず国のほう

で様々な支援を用意しております。例えばその中

の免税事業者がもし課税事業者になろうとした場

合については、持続化補助金という国の制度の中

でインボイス制度導入後の環境変化も見据えて取

り組む小規模事業者の上限額を引き上げるなどと

いった、そういった支援もございます。また、市

としては免税事業者がインボイス発行事業者にな

るかどうかというのはまさに経営判断によるもの

と認識をするところでありますが、このたびの国

の税制が本市経済に影響を及ぼすことのないよう

にしたいというところで、免税事業者がインボイ

ス発行事業者、すなわち課税事業者になる場合に

おいても、あるいは免税事業者のままでいる場合

においても地域経済の活性化、地域内の経済循環

を推進するために、先ほど申し上げましたけれど

も、中小企業振興条例に基づく新たな支援メニュ

ーの周知、利用促進を図って、中小企業の経営基

盤の強化、地域商業の発展に向けた取組を推進す

ることかなと考えているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） その辺は理解をさせて

いただくところでありますけれども、事は国税に

関わることでありますので、市は恐らく国の方針

等々に沿ってやっていくことになるというのは理

解できなくもないわけではありますけれども、殊

さらやはり国の事業だとはいえ影響を受けるのは
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名寄市民であって、名寄市内の事業者であるわけ

です。インボイス制度の導入で影響を受ける免税

事業者たちはこれまでも地域の暮らしと循環経済

を支えてきたという自負を持たれているという話

も、いろいろなところへ訪ねて話を聞いたところ

そのように申されている事業者さんも多かったわ

けなのですけれども、名寄の産業基盤のこれから

の強化や地域の循環経済政策において、名寄市と

しては大きい企業と法人とかと小規模事業者のま

ずもってどちらに保護の手を差し伸べるべきだと

いうふうに考えているのかについてちょっとお伺

いしたいなと思うのですが。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 大きい企業か小

さい企業かということではなく、私どもは中小企

業の振興においては市内中小企業、中小企業の中

には定義として小規模事業者も含まれております

が、の振興をもって地域経済の発展がするように

施策を進めていくというのが私どもの務めだと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） まず、どちらも大切だ

ということは言うまでもない話なのだろうなと思

いますし、ちょっと愚問だったかなというふうに

も思ったのですけれども、これまでの２年半に及

ぶコロナ禍の救済政策、あるいは物価高騰に対す

る市内の経済対策について本市としてはこれまで

非常にスピーディーに対応されて、御尽力をいた

だいてきているのだなということはありがたいこ

ととして重々承知をしているところでありますけ

れども、地域の循環経済を推進していく上ではま

ずは私としては小規模事業者をきちんと下支えを

していくことが大事なのかなというふうに思って

おります。それは、人道的な理由とかではありま

せんで、やはり先ほども答弁の中にもありました

けれども、市外への財貨の流出を防ぐ、あるいは

大手企業に一極集中が起こらないような施策を取

っていくということが必要になってくるのかなと

いうふうに思っております。せっかくの地域循環

経済の仕組みも恐らく小規模事業者がいなければ

成り立っていかないものがあるのだろうなという

ふうに考えております。財貨が市外の大手企業に

流れて出てしまうということもありますし、心配

もありますけれども、あとは通年雇用を促進した

り、あるいは移住定住促進策等々、あるいは大学

生、高校生の卒業生たちにこの地域で労働生産世

代として生活をしていただくためにも、あるいは

そういった労働生産世代の方々が市外へ流出して

いくということも抑えなければいけないなという

ふうに思っております。インボイス制度、これに

よって影響を大きく受ける業者がごそっと減って

いくことになりますと、恐らく市内の中規模、大

規模の事業者さんたちも大きな影響を及ぼすので

はないだろうかというふうに懸念されております。

産業の衰退につながっていく負の連鎖を生み出さ

ないような方策を考えていただきたいというふう

に思うのですけれども、改めてその辺についての

見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 議員おっしゃる

とおり、まさにこの地域の経済循環をするという

ことがこの名寄市の経済を、あるいは地域の経済

を活性化するものだと思います。そういったこと

を含めて基本理念ですとか役割などを定めた中小

企業振興条例の全部改正を昨年１２月にさせてい

ただき、４月１日から施行しました。そこで、今

年の広報の４月号にこの条例の概要を載せさせて

いただきまして、その中で地域循環型経済という

もののポンチ絵といいましょうか、模式図も示さ

せていただいて、その中で市外、域外から財貨を

獲得する産業を興し、さらに獲得した財貨を循環

させることで地域経済が発展すると。その中には、

今議員がおっしゃった小規模事業者の皆様の御活

躍、あるいは通年雇用の問題、雇用を市内で起こ

すこと、あるいは移住定住で市内に来ていただく

ことですとか、大学生の就業の定着ですとか、そ
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ういったことも全て含まれてくるものだと思って

おりますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひともその辺を含め

て十分に、もう時間もあんまりない状況の中です

ので、しっかりと対策を講じていただければあり

がたいなというふうに思っているところです。い

ずれにしましても、見渡していきますと、小規模

事業者が地域の循環経済の核としてこの地域活力

を地道に生み出してきたという成果を鑑みますと、

地域の小規模事業者がこの先もこの地域で活躍を

していける環境整備と市内での事業再構築をして

いけるような助成の仕組みというのも考えていく

必要があるのかなというふうに考えております。

インボイス制度の導入に関しては、日本商工会議

所をはじめ全国建設労働組合総連合会、農民運動

連合会などなど、日本税理士会連合会などなどが

コロナ禍や物価高騰で疲弊している今、早急に導

入するべきことではないという見直し提案を上げ

ております。本日公示になります７月の参議院選

挙の争点の一つとしても注目をされているところ

でありますけれども、名寄市の総合計画後期計画

を創造していく上で、行財政改革や中長期財政計

画、あるいは１０年後、２０年後、３０年後の名

寄市のまちのグランドデザインをどう描いていく

か、未来世代にツケを回すことのないような取組

を進めていく上でも、持続可能なまちづくりを創

造していく上でも消費税のインボイス制度は市政

に大きく影響を及ぼすものというふうに考えてお

りますけれども、その辺について副市長の見解を

お聞かせいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 富岡議員の今までのや

り取りの中で中小企業の立ち位置については、私

も同様の見解を持っておりまして、中小企業の中

には本当に一生懸命やっていただいて、名寄の経

済を下支えしていらっしゃる企業さんもいらっし

ゃることも認識しております。今話題となってお

りますインボイス制度、このものにつきましては

国策、国税ということでありますので、お話しに

なったことが名寄市だけなのか、あるいは日本全

国様々なところでこういう問題が出てくるかにつ

いては、これ国政の場での議論になるかと思いま

す。となると、私どもとしてはやはり今まで中小

企業含めてここの地域経済をどういうふうに活性

化していくかというのはこれ非常に大きな課題で

ありますので、田畑室長のほうからも中小企業振

興条例の様々な補助制度の中で、あるいは、今お

尋ねの総合計画の中でここの経済をどういうふう

に活性化していくか、非常に大きな切り口だと思

っております。後段出てまいりましたけれども、

移住定住あるいは市内の大学生、若者の就職口、

必ずしも大手企業に就職するだけが求めているも

のではないのかもしれません。自分で一人親方と

して事業を構えて思う存分やってみたいという方

もいらっしゃると思います。そういったニーズに

様々な制度設計で応えていくのはまた市の役目だ

と思っておりますので、やれるところについては

一生懸命やらさせていただきたいと思います。そ

ういった道筋を示すことで次の総合計画にいい議

論ができるかと思っています。よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らくまちづくりに関

する思いというのが一致する部分というのも多大

にあるなというふうに今の副市長のお話からもう

かがえたところでありますけれども、ちょっと市

長にもお伺いしたいなと思うのですけれども、地

方創生、地方分権を軸にしてこの市内の地域循環

経済の仕組みをさらにブラッシュアップしていく

ためにも、国税の制度とはいうものの名寄市とし

ても、先ほど申し上げたように、市内事業者の影

響を鑑みて、インボイス制度、この国策自体を市

内、庁舎内、庁内で検証をしていただいて、地方

から国に対して意見を上げていくということも必

要になるのかなというふうに思うのですけれども、
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その辺についていかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） インボイス制度の導入に

おける地域の、あるいは中小企業の影響について

どういう状況にあるのか、あるいはどういう状況

が想定されるのかということは当然しっかりと我

々も検証していかなければならないと思います。

一方で、それぞれ今自治体の中でも同じように同

様の導入がされるということでありますので、そ

うした横のというか、それぞれの市町村の状況等

もよく連携、相談をしながらしかるべき対応、必

要によっては市長会だとか、そうしたところを通

じて国に対して影響がかなり厳しいという状況が

あるのであればしかるべき要望していくと。しっ

かりと対応して、対応というか、そこは影響をし

っかりと鑑みて、やるべきことはしっかりとやっ

ていきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

個人的にはぜひ反対の声を上げてほしいとか撤回

の声を上げてほしいという、延期を求めてほしい

という思いもあるところではあるのですけれども、

国税の制度をきちんとこの中で検証して、もみな

がら一番いい形に収められるような形で、本市の

大切な財産である財貨の流出、あるいは生産世代

の市外への流出を防ぐ上で、今北海道新聞でも漏

れバケツにならないような連載物が掲載されてお

りますけれども、地域経済の循環とそれらを実効

性あるものとしてこの消費税インボイス制度への

対応策を進めていっていただきたいなということ

を申し添えておきたいと思います。

次に、愛玩動物との共生についてでありますけ

れども、冬が厳しい環境の中にあって、道北内陸

部においては地域猫の存在が、野良として生き延

びるということは長い冬があると考えるとなかな

か難しい。地域猫の世話をする、餌をあげたり、

あるいは冬の寝床を用意してあげる、そういった

人がいないと恐らく一冬も越せないのだろうなと

いうふうに思うのですけれども、飼育崩壊のほう

が今ちょっと名寄市としては大きな問題なのかな

と。ツキネコさんのホームページのブログを見て

もユーチューブを見ても名寄市、猫、多頭、飼育

崩壊と入れると結構検索で上がってくるというよ

うなこともありまして、その中で先ほど御答弁に

もありましたけれども、公益財団法人どうぶつ基

金、こちらでＴＮＲの活動に行政枠として名寄が

参加をされているということは承知をしていると

ころであります。地域猫活動、ＴＮＲに積極的に

参加をされて、どうぶつ基金を行政枠として使っ

ていっているというような状況があるのかなとい

うふうに思うのですけれども、登録後の、これま

でにどのような形でどうぶつ基金を使ったかにつ

いての詳細についての実績について分かればお知

らせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 先ほどの答弁の中で、

昨年１件多頭飼育の関係で発生をしまして、対応

させていただいております。いわゆるＴＮＲ、野

良猫を捕獲して、不妊手術をして、また帰すとい

う活動については今全国的にもそれぞれ導入され

ていまして、今回多頭飼育の関係につきましては

ちょっと詳細については個人情報になりますので、

ないですけれども、いわゆる行政枠のチケットに

ついては申請をさせていただいて、その際に今回

昨年の１件ありました多頭飼育の関係では１９件

の不妊手術ということでチケットを発行させてい

ただいて、助成を受けて、実際に行っておりまし

て、チケット発行させていただいて、そのうち、

先ほど１９件ですけれども、７件は緊急性があっ

たので、ボランティア団体のほうが費用を負担し

ていただいて、残り１２頭分をチケットを使わさ

せていただいたというような状況であります。ま

た、市内のボランティアの関係の方ですとか、そ

れから道が委嘱しています動物愛護推進員の方の、

そういった方々の協力もいただきながらこの多頭

飼育の関係については対応させていただいてきた
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ところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） その辺詳しくは恐らく

どうぶつ基金のホームページの行政枠というとこ

ろを検索すると出てくるのかなというふうにも思

っております。その中で、今回の名寄市が申請を

した事例の中では多頭飼育崩壊という形で４０頭

ほどの猫が保護されたという話を伺っております。

その中でも猫は８頭死亡されて、３２頭がボラン

ティア団体に保護されたという話を聞いていると

ころなのですけれども、多頭飼育崩壊となります

と、どこかからの通報がなかったら分からないと

か、あるいはそういった申出がないと非常に発覚

しづらいものなのかなというふうにも思うのです

けれども、とりわけこの飼育崩壊の現場では市の

生活環境課の担当職員さんたちも大変な御苦労さ

れているということも伺っております。動物愛護

推進員の方のお話等々も伺っていくと、まずもっ

てその前段で恐らく高齢者の方とか、あるいは独

居の方という方の多頭飼育崩壊というのが多いの

かなというふうに思うのですけれども、その辺に

関して健康福祉部の高齢者包括支援センターなど

ときちんと連携をしながら未然にそれを防いでい

くというような方策も必要なのかなというふうに

思うのですけれども、その辺に関してはいかがで

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 昨年の多頭飼育の関

係につきましては、実は高齢者が絡んでおりまし

て、その部分も含めて健康福祉部の包括支援セン

ターとも連携しながら多頭飼育されている方の生

活の改善も含めて、それから猫の多頭飼育の対応

も含めて連携しながら取り組んだ案件でございま

して、今回の猫の関係の苦情については負傷した

だとか保護したというもの以外の苦情としては年

間二、三十件毎年ございまして、その中にはやは

り通報が多いということで、猫が出入りしている

のを例えば隣の方が見かけたり、臭いがしたりと

いうようなことで、そういった形での通報も多い

ですし、また包括のほうだったり、そういった連

携した中でそちらのほうからの、実際にはその家

庭の方の支援に行ったときにそういう状況も発見

したりとかということも含めて情報もいただいて

おりますので、そういったことも含めてこの多頭

飼育の関係、それから野良猫の対応の関係につい

ては連携しながら、また保健所、道振興局も含め

て連携しながら現在も対応させていただいている

ところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 分かりました。猫の、

動物の話になると市税を使うのは動物よりも人の

ほうが先ではないのという話も、御意見も結構聞

かれるところなのですけれども、地域猫の対策活

動というのは私は一部の猫好きの人たちだけのも

のではないというふうに考えておりまして、やっ

ぱり市民の生活環境、あるいは環境衛生活動、そ

ういったものにも資するものだというふうに思っ

ております。町内会の活動や、市立大学にももふ

もふサークルというのがあるというふうな話も伺

っておりますけれども、そういったものと今まで

取り組んでこられた様々な方々との連携をしなが

ら、飼い主不明の猫を減らしながら屋内での適正

飼養の必要性、あるいは終生飼育を啓発していく

ためにも地域全体で意識を変えていくために市民

の一層の理解を求めていくことが必要になると思

います。その辺に関して再度何かこれはというも

のがあればお知らせをいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 今いただいたもの含

めまして、先ほどの答弁の中でも一部触れさせて

いただきましたが、おっしゃるとおりで、そうい

った地域の理解も含めて飼い主のモラルだったり、

それから周りにいらっしゃる方々の理解も得なが

らこういった取組をしていかなければならないと



－139－

令和４年６月２２日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

いうふうに考えておりますし、北海道のほうで先

日発表ありましたけれども、動物愛護センター、

道が４か所開設するということで、今まで道のほ

うでは設置をしておりませんでしたけれども、一

部政令市等で設置をしていましたが、実証実験が

開始されるということで、動物を保護する専門の

施設が今後設置されるということもお聞きしまし

たので、名寄市としても今なかなかそういった猫

が増えてきている中で、受け入れる施設ができる

ということは非常に市としても担当者としても今

喜んでいるというような状況もございますので、

その設置もできれば近くにできたらいいなという

ふうには考えておりますけれども、そういったと

ころも期待しながら今後もますます対応について

はきめ細かく周知も含めて行っていきたいという

ふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 北海道で保護施設がで

きるというのは私も承知をしているところでござ

いますけれども、できれば道北も広いので、中核

都市である名寄に一時保護をできるような施設を、

遊休施設などなどを使いながら検討していくとい

うことも必要なのかなというふうにも思っており

ますので、その辺検討していただければありがた

いかなと思います。多頭飼育崩壊がなぜ起きるか

というのは、施設に入所したりとか病院に入院し

たり、あるいは介護度が増していくという状況を

抱える市民の方々がそういうことにつながってい

くのかなという部分も考えられるわけですけれど

も、そのためには先ほど言ったように高齢者福祉、

あるいは包括支援センターとの連携というのも非

常に大事になるのかなというふうにも思っている

ところなので、市内の獣医師さんのお話をちょっ

と伺ったのですけれども、名寄市の野良猫は増え

る一方で、今のところ減る気配がないと。ここ四、

五年は特にひどいということで、それなぜ起こる

のかという話をしたのですけれども、そのドクタ

ーがおっしゃるには命を軽視する感覚ですとか、

そういう風潮が社会に蔓延しているという現実が

あると。その反面、短絡的に愛玩動物に癒やしと

か、そういうものを求めて、精神的に依存してし

まうという。飼ったは飼ったけれども、無責任に

また遺棄してしまったりとかということもあると

いうようなこともあって、モラルに対する目の厳

しさとかも近所からも出てくるのかなと思うので

すけれども、多頭飼い飼育崩壊を起こす人という

のは経済的にも精神的にも余裕のない人が多いの

だろうなという話をドクターはされておりました。

その中で、先ほども申し上げましたけれども、市

税は犬、猫よりも人の生活を守るために予算すべ

きだという意見も多く聞くのですが、そういった

もろもろの活動等々を鑑みていくと、相談支援セ

ンターを整備することも必要になってきますし、

不妊去勢手術等に関わる費用に関して行政は予算

を組んで取り組むことというのは全く無意味では

ないというふうに言われておりました。その中で、

この不妊去勢手術費用の助成制度、旭川市やお隣、

下川町も行っております。下川は、足りなくなっ

たら補正を組むというふうに財務の担当の方が話

をされておりましたので、そういったことをぜひ

とも検討していただきたいというふうに思うので

すが、前向きな御回答をいただきたいなと思うの

ですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 先ほど答弁もさせて

いただきましたが、旭川市の例、それから下川町

の例も担当のほうからも聞いておりまして、その

効果も含めてどういう形が望ましいのかと。どう

いう形で事業を行っているかも含めて検証させて

いただいて、調査研究ということで、答弁させて

いただいたとおりなのですが、させていただきた

いというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） よろしくお願いいたし
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ます。

以上で質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

公共施設整備とまちづくりについて外１件を、

倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ただいま議長より指名

をいただきました。通告順に従い、大項目で２点

について理事者のお考えをお聞きしてまいります。

初めに、大項目１、公共施設の整備とまちづく

りについてお伺いをいたします。名寄市のまちづ

くりにおける、グランドデザインとなる見直され

た名寄市都市計画マスタープラン、またそれに包

含される名寄市立地適正化計画の計画期間がスタ

ートして２年が経過しました。計画におけるまち

づくりの方針である、人々が集い、にぎわう魅力

と活力にあふれた拠点づくり、将来にわたり安心、

快適に暮らせる市街地づくりを実現するための誘

導施策、それらの実施や誘導施設の配置に係る子

育て支援関連施設の整備など一部具体的に動き出

しております。本年３月に名寄市公共施設等再配

置計画が策定され、立地適正化計画における都市

機能誘導区域、居住誘導区域での公共施設等の整

備方針が示され、またさきの議員協議会では市内

の中学校の整備方針についても説明があったとこ

ろです。そこで、それらに関連して小項目５点に

ついてお伺いをいたします。

小項目１、立地適正化計画と公共施設再配置計

画について。本年３月に策定された名寄市公共施

設等再配置計画では、名寄市公共施設等総合管理

計画、名寄市立地適正化計画の連携を推進、また

施設の効果的な配置とコンパクトなまちづくりを

推進するとありますが、当面５か年、計画書の中

ではフェーズワンと記載のある計画期間における

施設整備のスケジュールと令和４年度当初予算に

１９５万円が計上されている名寄市公共施設等再

配置計画推進業務委託料について既に契約の締結

がなされていれば契約の方法、業務の委託先、業

務内容等についてその詳細をお知らせください。

小項目２、学校施設整備についてお伺いをいた

します。本定例会初日に開催された議員協議会に

先立ち、総務文教常任委員会においても名寄中学

校と東中学校の整備方針が示されたと思いますが、

その内容について名寄市立小中学校適正配置計画

と名寄市立小中学校施設整備計画及び昨年３月に

策定された名寄市学校施設長寿命化計画との整合

性、また今後のまちづくりにおける学校施設の整

備の関わりについて理事者の御見解をお聞かせく

ださい。

次に、小項目３、都市再生整備計画と子育て支

援施設についてお伺いをいたします。南保育所の

代替施設として、名寄市幼保連携型認定こども園

の整備についてですが、この一般質問通告後に執

行された入札結果を拝見したところ、同施設の建

築主体工事の入札が不落に終わったようですが、

都市再生整備計画の助成事業として始まることを

前提にお聞きいたします。本年２月１０日に開催

された市民福祉常任委員会で説明のありました西

保育所の閉所と東保育所での３歳未満児に特化し

た保育の運用について、今後の保育施設等の整備

方針と名寄市立地適正化計画と都市再生整備計画

の都市構造再編集中支援事業との関連についてお

知らせをください。

次に、小項目４、保健、衛生、コミュニティー

醸成施設についてお伺いをいたします。昨年の第

４回定例会の私の一般質問において提案をさせて

いただいた温浴施設の名寄市公共施設等再配置計

画への追加検討については、残念ながら当該計画

への登載はございませんでした。同じく追加検討

をお願いした健康づくりやコミュニティーの場と

しての保健センターに包括支援センターや温浴施

設の機能を併設した施設整備の検討経過について

お知らせをください。

次に、小項目５、まちづくりのグランドデザイ

ンについてお伺いをいたします。この間まちづく

りや公共施設等の整備に係る様々な計画が作成さ
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れてきておりますが、個別の施設の配置場所や整

備する施設の規模などを含め、名寄市が今後どの

ようなまちづくりを目指しているのかが市民には

市街地の将来像が直感的にイメージしづらいと考

えております。名寄市総合計画（第２次）の総仕

上げである後期計画の策定を控え、今後のまちづ

くりの全体構想を市民に分かりやすく示す時期を

迎えていると考えますが、そうした取組に対する

理事者の御見解をお伺いいたします。

続きまして、大項目２、会計年度任用職員の処

遇についてお尋ねをします。２０２０年６月１日

を基準とした総務省の２０２０年度制度調査によ

れば、自治体における会計年度任用職員の平均比

率は３８．３％、特に一般市町村では５０％以上

が２割強、４０％以上が４割前後となっておりま

す。職種別の会計年度任用職員の比率は、消費生

活相談員、学童指導員が９割以上、婦人相談員が

８割以上、図書館職員が７割以上、学校給食関係

職員、学校用務員が６割以上、保育士が５割以上

と恒常的な業務に多くの会計年度任用職員が従事

し、地方行政の重要な担い手となっています。適

正な任用、勤務条件の確保を目的に２０２０年４

月から会計年度任用職員制度がスタートし、各種

休暇制度の確立や期末手当の支給など一定程度は

改善してきておりますが、常勤職員との均等、均

衡、いわゆる同一労働同一賃金の観点からは程遠

い状況です。安定した行政サービスの維持向上の

ために会計年度任用職員等の処遇改善、雇用の安

定は急務であると考えます。

そこで、小項目３点についてお伺いをいたしま

す。小項目１、任用と配置についてお伺いをいた

します。名寄市に勤務する会計年度任用職員の数

については予算審査特別委員会の追加資料の中で

示されておりますが、会計年度中に在籍する全会

計で働く全ての非常勤職員について把握がされて

いるのか、また常勤職員との割合及び男女比率に

ついてお知らせをください。

次に、小項目２、人材確保についてお伺いをい

たします。会計年度任用職員の中には専門職とし

ての役割を持つ職種もあると思いますが、そうし

た専門的な職種の人材確保は順調にできているの

か、また専門的な職種の人材確保のためにどのよ

うな取組を行っているのかお知らせください。

小項目３、国への要請等についてお伺いをいた

します。会計年度任用職員の適正な任用や勤務条

件を確保することを目的とした法改正の趣旨を踏

まえ、地方財政計画に必要な財源を盛り込むよう、

また雇用の安定のために任期の定めのない短時間

勤務職員制度の創設について国に要請すべきと考

えますが、御見解についてお伺いをいたします。

以上、この場からの発言とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 倉澤議員からは、

大項目で２点にわたり御質問いただきました。大

項目１の小項目１、４及び５については私から、

小項目２については教育部長から、小項目３につ

いては健康福祉部長から、大項目２については総

務部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、大項目１、公共施設整備とまちづくり

について、小項目１、名寄市立地適正化計画と名

寄市公共施設等再配置計画について申し上げます。

名寄市では、これまで公共施設延べ床面積の具体

的な縮減目標を掲げた名寄市公共施設等総合管理

計画、コンパクトなまちづくりを目指して都市機

能誘導区域と居住誘導区域を定めた名寄市立地適

正化計画、さらに各公共施設の維持補修、建て替

え、除却などの施設方針を示す名寄市公共施設個

別施設計画を策定し、令和４年３月にこれらの計

画と整合性を図り、公共施設の再編や再配置等の

方策、時期を示すロードマップとして名寄市公共

施設等再配置計画を策定いたしました。再配置計

画の計画期間は人口減少や少子高齢化、デジタル

技術の進化などを鑑み３０年間とし、５年後、１

５年後、３０年後と大きく３つのフェーズに区切

り、社会情勢等の変化に応じて適宜計画の評価や
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検証、改定を行うこととしております。５年後ま

でを計画期間とするフェーズワンの対象施設はま

ちづくりや行政サービスの観点から重要な役割を

果たす老朽化が進む公共施設に加え、にぎわいづ

くりに向け新たな設置が想定される施設など図書

館、児童センター、学生寮、生活支援ハウス、ワ

ーケーション施設の５施設とし、図書館を軸とし

て３つのパターンをお示ししました。フェーズワ

ンでの施設整備についてですが、計画で示した再

配置パターンの絞り込み、中心市街地の活性化に

向けて必要な機能や規模等を含めて検討するため

講演会、タウンミーティングを開催するとともに、

市民ワークショップを開催し、議論を重ねてきて

いるところです。また、当初予算計上させていた

だきました名寄市公共施設等再配置計画推進業務

委託についてですが、業務内容は再配置パターン

の絞り込み、中心市街地の活性化に向けて必要な

機能や規模等を含めた市民意見集約、市民ワーク

ショップ及びパネルディスカッションを行うタウ

ンミーティングの企画、立案、報告書を含むファ

シリテーション業務を中心市街地にコミュニティ

ースペースｎａｎｉｒｏＢＡＳＥ＆Ｌａｂ．を運

営している合同会社なにいろ研究所に委託してお

ります。契約方法についてですが、中心市街地を

拠点に商店街や大学生と交流イベントやワークシ

ョップなどを開催してきた実績があり、地域に根

差した活動経験や意見集約経験が豊富で、現状を

理解している市内業者であることに加え、ワーク

ショップや対話会の企画運営、ファシリテーショ

ン、講義、講演活動なども行っており、十分な成

果を得ることができると判断し、随意契約で契約

の締結を行いました。

次に、小項目４、保健、衛生、コミュニティー

の醸成施設について申し上げます。温浴施設の計

画登載の必要性としてコミュニティー形成の場と

してまちづくりに対する役割もあると認識してお

りますが、本市の財政状況において多額の建設経

費、継続した運営費を要するため、２つの公共温

泉を設置するのは難しいと判断し、未登載とした

ところです。しかしながら、現段階で公共での設

置は検討されておりませんが、民間事業者から公

衆浴場設置検討の相談などがある場合に各種制度

での支援を検討してまいります。また、保健セン

ターは老朽化しているものの、名寄市公共施設個

別施設計画で必要に応じた修繕により施設の機能

維持、長寿命化を図る施設と位置づけており、再

配置計画フェーズワンの対象施設要件をまちづく

りや行政サービスの観点から重要な役割を果たす

老朽化が進む公共施設に加え、にぎわいづくりに

向け新たな設置が想定される施設としていること

から、検討を急ぐ図書館、児童センター、学生寮、

生活支援ハウス、ワーケーション施設の５施設を

対象施設といたしました。また、中心市街地に必

要な機能について市民ワークショップなどにおい

て議論いただく中で、健康づくりの場やコミュニ

ティーの場といった機能と相乗効果が期待される

組合せとして排除するものではないと考えており

ます。

次に、小項目５、まちづくりのグランドデザイ

ンについて申し上げます。今年３月に名寄市公共

施設等再配置計画を策定し、対象５施設の考え方

について３つのパターンを示したところであり、

計画の推進に向けて計画策定段階から御指導いた

だいております北海道大学の森教授に引き続きア

ドバイザーに御就任いただき、パターンの絞り込

み、中心市街地の活性化に向けて必要な機能や規

模等を含めて検討を始めたところです。検討に当

たり、講演会と併せてパネルディスカッションを

含むタウンミーティングを開催するとともに、ア

ドバイザーの御協力をいただきながら都市計画や

コンパクトシティーに向けた考え方、議論に必要

な情報を共有させていただきながら、３０年後を

見据えて中心市街地に必要な機能などについて市

民ワークショップを開催するなど、市民議論を重

ねていくこととしております。市民議論を基に案

の策定を行い、市議会でも議論をいただき、具現
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化へ向けて進めてまいりますが、土地の問題も含

めグランドデザインの作成はかなり難しいものと

想定しております。個別施設の配置場所や規模含

め、現段階では市民議論をいただいている最中で

あることから、お時間をいただきたいと思います

ので、御理解くださいますようお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私からは大項目１の

小項目２、学校施設整備についてお答えいたしま

す。

市内小中学校の施設整備については、児童生徒

が安心して学習ができ、豊かな学校生活を送るた

めに学校の施設設備を適切に維持、管理、改善し

ていくことが不可欠となっています。そのため、

名寄市立小中学校施設整備計画においては、児童

生徒にとって良好な教育環境を確保し、保障して

いくため名寄市立小中学校の適正規模及び適正配

置に関する基本方針と連動し、将来の児童生徒数

の推移を踏まえた施設の適正規模を考慮の上、計

画的に改修等を進めるとしております。また、名

寄市学校施設長寿命化計画では、学校施設の目指

すべき姿として、施設整備においては安全性の確

保が最も優先すべき事項であるとしております。

そのため、今回の名寄中学校、名寄東中学校の整

備方針についてはこうした計画に基づきながら将

来の生徒数や学級数の推計、耐力度調査の結果を

踏まえ、両中学校を統合するのではなく、各校で

整備を行うものとし、その整備手法については名

寄中学校は改築、名寄東中学校は耐震化改修を進

めるのが望ましいと考えております。

次に、今後のまちづくりに対する考えとの関わ

りについてでありますが、中学校に限らず学校施

設は地域コミュニティー施設や防災拠点施設など

の役割も担っていること、また市民が居住地を考

える際の大きな要素となり得る施設であることな

ど、まちづくりを考える上で重要な施設であると

考えております。一方で、学校はにぎわいづくり

や集客施設ではないこと、その設置場所に大規模

な敷地が必要であることなどから、立地適正化計

画における都市機能誘導施設とはなっておりませ

ん。そのため、これまでも学校が統合したり、そ

の設置場所に大きな変更が生じる場合以外につい

ては議会や地域、学校関係団体などに状況を説明

しながら現地での改築、改修を進めてきておりま

す。今後におきましてもこうした考え方の下、学

校施設の整備を計画的に進め、耐震化率１００％

を目指してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 私からは大項目

１、公共施設の整備とまちづくりについて、小項

目３、都市再生整備計画と子育て支援施設につい

てお答えします。

老朽化している公立保育所においては、令和５

年度中の認定こども園のオープンに向けて本年度

は本体工事に着手する予定であります。認定こど

も園のオープンに伴い、西保育所は令和５年度末

をもって閉所とし、３歳未満児の利用ニーズは依

然高いことから、令和６年度から東保育所を３歳

未満児に特化した保育所として運用してまいりま

す。認定こども園などの整備に当たっては、名寄

市立地適正化計画に基づく国の都市構造再編集中

支援事業交付金を受けての実施となります。事業

期間が令和４年度から令和６年度までとなってお

りますので、認定こども園の建設や外構工事のほ

か、閉所後の南保育所及び西保育所の解体までこ

の３か年で実施する予定となっております。３歳

未満児に特化し、運用する東保育所につきまして

も建築して４５年を経過することとなり、今後小

規模改修を行う予定ではありますが、老朽化が進

んでいることから、新たな保育所の整備について

も検討してまいります。新たな保育所の整備は、

認定こども園等整備事業が終了後の令和７年度以

降と考えており、名寄市立地適正化計画などとの

整合性を図りながら、活用できる交付金の動向に
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も注視し、将来の出生数や利用ニーズを見据えて

場所の選定を行いたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 私からは大項目２、

会計年度任用職員の処遇について、初めに小項目

１、任用と配置についてお答えします。

会計年度任用職員の任用については、名寄市会

計年度任用職員の任用に関する規則に基づき２か

月を超える任用の場合は公募によるものとしてお

り、総務部、または市立総合病院事務部で一括し

て募集の手続を行うため、公募により任用する職

員は全て把握しているところです。なお、２か月

以下の短期雇用の場合については、原課対応によ

る任用になるため、随時の把握はしておりません。

また、常勤職員との割合と男女比率についてで

すが、市立総合病院を除く会計年度任用職員の人

数は本年４月１日現在３５６人で、全職員に占め

る割合は４４．６％、会計年度任用職員の男女割

合は、男性２１．９％、女性７８．１％となって

おります。同様に市立総合病院の会計年度任用職

員の人数は２７１人、全職員に占める割合は３４．

７％、男性７．４％、女性９２．６％となってお

ります。

次に、小項目２、人材確保についてお答えしま

す。会計年度任用職員の人材確保については、特

に保育士や介護支援専門員、保健師など資格を条

件としている職種において正規職員と同様に公募

をかけても必要な人数の充足が難しい状況にあり

ます。これら専門職の人材確保については社会全

般において課題となっており、とりわけ会計年度

任用職員については家族の転勤等により転出する

場合があることから、新規の任用に当たっては非

常に苦労しているところであります。人材確保の

取組としては、令和２年４月１日の会計年度任用

職員制度の施行に伴って上限年齢を撤廃するとと

もに、制度施行前の経験年数も配慮した昇給制度

を導入しているところであり、人材確保と雇用定

着を図っているところであります。また、本年２

月からは国の経済対策により保育所及び児童セン

ターで月額９，０００円、市立総合病院看護部で

月額３，０００円の処遇改善を実施しているとこ

ろです。加えて、会計年度任用職員の公募に当た

ってはハローワークでの公募のほか、広報紙や地

元紙、ホームページ、ラインなどを活用し、広く

周知しており、今後もこれらの昇給制度や処遇改

善の取組を含めて周知し、人材の確保に努めてま

いります。

次に、小項目３、国への要請等についてお答え

します。令和２年度の会計年度任用職員制度の施

行に伴い、地方自治法において期末手当の支給に

ついて規定されるなど多くの自治体において非常

勤職員の処遇改善が図られた一方で、増加する経

費に対する財源確保が課題となっている状況です。

現状では、期末手当の支給に係る経費については

地方財政計画に増額計上されているものの、昇給

などの処遇改善に係る経費については計上されて

いないことから、この間本市としても国に対し要

望しているところでございます。今後も必要な財

源について国へ要望していくとともに、任期の定

めのない短時間勤務職員制度の創設など働く者の

立場に立った雇用情勢の把握と労使関係構築に努

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。答弁の順番が、小項目、若干入れ替

わっておりますけれども、通告どおり再質問をさ

せていただきたいというふうに思います。

初めに、公共施設等再配置計画推進業務委託料

の関係でございます。内容については御答弁あっ

た部分で理解をさせていただきますけれども、私

若干業務の内容を勘違いしていたのですけれども、

実際この公共施設再配置計画を進めるに当たって

の用地の買収であったり、建物の規模の選定、実

施計画という部分の計画策定に係る業務なのかな
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というふうに思っておりましたけれども、市民の

ワークショップの開催であったり、タウンミーテ

ィングなどの業務というのが中心だということで

お話がありましたけれども、これ今やるべき業務

なのかどうなのか改めてお答えをいただきたいと

いうふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この間も市民の

皆さん方の御意見という、コロナという期間もあ

って、集まっていただく機会もなかなか創造しづ

らい中で、こういった差し迫った公共施設の再配

置という作業に入るときにやはりしっかりといま

一度市民の皆さんとも膝を交えて意見交換をする

場であるとか、いろんな方々の意見を吸い上げな

がら、最終的には聞いた意見に対してでは声の多

い形を選択するかというと、決してそういうこと

ではなくて、きちっといろんな意見を聴いた中で、

我々行政としては公共施設を配置するときに３０

年後とか５０年後、今年生まれた子たちが３０年

後３０歳とかなっているわけで、そのときにしっ

かりと何でこんな施設造ったのだと言われないよ

うなものを残していかなければならないといった

ときには、当然スタートは市民の皆さんからの御

意見をしっかり聴いていくと。最終的には行政と

していろいろな知見を入れながら判断をした案を

つくっていくという我々責任持っていると思って

いますので、そこの工程の中で市民の皆さんの意

見を聴くという場をつくるというのは非常に重要

な部分だと思っていますので、その部分を今年や

らせていただいているということでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 一定程度理解をさせて

いただきたいというふうに思いますけれども、昨

年度３３０万円の予算の下、策定された名寄市公

共施設等再配置計画、拝見をさせていただきまし

た。この計画書ですが、中身だけで６１ページに

わたるものでございます。ページ数だけでいえば、

立地適正化計画書よりも１０ページ以上多いもの

でありました。計画期間が３０年ということもあ

って、そのベースとなる計画書であれば当然のボ

リュームなのかなというふうに思いますけれども、

この計画書、パブリックコメントを募集していた

際から概要版、見させていただいておりますが、

公共施設整備事業の進め方が非常に理解しづらい

というところがございます、私的には。改めてお

聞きしたいのですけれども、この計画期間、５年

間のフェーズワンに具体的に何を行おうとしてい

るのか改めてお知らせいただきたいのと、この本

文中に、４ページなのですけれども、これらの計

画、フェーズワンに記載されている施設の整備の

実現に向けた具体的な配置と実施計画の検討とあ

りますけれども、この先また何か別な計画書を策

定することになるのかお聞きをいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） この中でフェー

ズを３つに区切って、全体的な計画をまずつくら

せていただいています。答弁でもあったとおり、

フェーズワンということで、まずは５年間の期間

の中で何をしていくかというところでいうと答弁

でもありました５施設についてまずは検討してい

くと。では、何でその５施設を選んだかというの

もこの計画書の中で一応触れて、答弁でも触れさ

せていただきましたけれども、その５施設の中心

として、中心的な施設としてまず図書館というキ

ーワードが、都市機能誘導区域の中でどこにでは

配置していったらいいのだろう。名寄市の特徴と

いいましょうか、一番難しいなと思うところがな

かなか公有地を有していないといったところが非

常に難しくて、実は都市機能誘導区域の中に一定

程度それなりの面積がある土地というのは御存じ

のとおり南広場程度しかなかなかなくて、ではそ

こで固定してしまうのかということではなくて、

いろんな機能、図書館というと皆さん御存じのと

おりの図書館がぽんとイメージされるのでしょう

けれども、図書館、いろんな機能、どんな機能を

町中に必要とするのかと。まずは、建物のイメー
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ジ縛りではなくて、機能がどんなものが必要なの

かというところを一生懸命いろんな機会をつくり

ながら皆さんの意見を聴いているといったところ

で、この５年間の中にではあるべき、まちの中に、

都市機能誘導区域の中ににぎわいをつくっていけ

るような公共施設として配置していったほうがい

いという機能をまず意見集約させていただいてい

ると。そのイメージが固まった段階で施設として

の提案を行政としてさせていただいて、またいろ

んなところで、当然議会の場でもしっかりとそこ

は議論を進めていかせていただくと。それを具現

化するのがフェーズワンの中で図書館を含むこの

５施設をどうしていくかというところをしっかり

と形にしていきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今お話をちょっとお伺

いしていると、この５年間の中に、ではこの施設

に関する整備はまだ行わないというような理解で

よろしいのか改めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 我々としては、

やはり老朽化は止まりませんので、しっかりとそ

こは着手できる段階になったら着手していくとい

う腹積もりでおります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 計画の中でにぎわいの

拠点の核となる施設の表現としてコア施設という

ことで、先ほどからお話出ておりますけれども、

位置づけられている図書館、こちらメインの施設

となるというふうに考えますけれども、一体この

図書館、具体的に令和何年度に完成して、何年度

から供用の開始を目指しているのかお聞きしたい

と思いますけれども。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まだ明確にいつ

から設計を依頼してとか、何年間かけて建てると

いった具体的な年次はありません。なぜかという

と、実は再配置計画の中でも建設手法も触れてい

ます。ここはＰＰＰ、ＰＦＩも含めて官民連携に

よる建て方というところも建設手法として入れて

おりますので、なかなかお尻を決めて動き出すと

いうことではなくて、今私たちが言えることは今

年度中に一定程度市民議論を終わらせていきたい

といったところで、来年度に向けて施設のイメー

ジをつくり上げていきたいというイメージで、考

えでおります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 私もこの計画ができて、

中心市街地の公共施設の配置についてスピード感

が増して、どんどん進んでいくのかなというふう

に認識しておりますので、若干私の考えと違って

いたというふうに今お話を聞いて感じたところで

すけれども、ちょっと次移りたいと思いますけれ

ども、小項目２の学校施設整備についてちょっと

お伺いをしたいというふうに思います。

御答弁いただいた方針が示された名寄中学校、

東中学校ですけれども、名寄中学校、現地建て替

えを基本にということで、本定例会に追加議案と

して基本設計、実施設計委託料４，６００万円、

債務負担行為補正で１億５，０００万円の提案が

されております。審議中の補正予算ですので、設

計に関する具体的な内容は避けますけれども、名

寄中学校、東中学校、それぞれ改築、耐震改修の

概算の総事業費も示されておりました。約７５億

円、両校とも改築で７７億円、一方両校を統合整

備した際は５３億円という説明もありました。こ

れらの事業費提示された上で、両校をそれぞれ整

備していくという方針に至った議論経過について

改めてお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今定例会の初日に議

員協議会を行わさせていただきまして、その中で

名寄中学校と名寄東中学校の生徒数の推計ですと

か、それとか現在の校舎の老朽度、耐力度調査の

結果を踏まえた今の状況、そして先ほどお話しさ

せてもらいました生徒数の推計などから名寄中学
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校、東中学校、この後まだまだ統合せずに、それ

ぞれの学校で、単独の学校で設置するほうが望ま

しいということから、整備手法についてこの間御

説明させていただいたところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 学校施設長寿命化計画

における学校施設整備の基本的な方針で適切な維

持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が

確保されている場合には７０年から８０年程度の

長寿命化が図られる。また、市立小中学校整備計

画では、現在改築、改修、耐震補強が必要な４校

は改築、改修という視点だけではなく、市の財政

運営や後年に過大な負担を残さないよう効率的、

計画的に進めるというふうに記載しておりますけ

れども、改めてこの辺との整合性について、今示

された方針についてお伺いをしたいというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 令和３年３月に作成

させていただきました長寿命化計画において、今

議員最初にお話しされたのがそちらのほうかと思

いますけれども、今後の小学校を含めて大規模改

修なり改築なり行われる際につきましては、今２

０年以上経過した建物がございますので、そうい

った建物、施設については長寿命化計画に基づき

ながら進めていくものかなというふうに考えてい

るところでございます。

しかし、一方で名寄中学校、名寄東中学校につ

きましては、御存じのとおり相当耐力度結果から

見ても早急に改築、改修する必要がある校舎だと

いうふうに認識しております。そういった面から

も今回先ほどお話しさせてもらいました児童生徒

数の推計から２校がこの後複数年まだ適切な規模

で保てるという判断もしておりますので、そうい

った面からそれぞれの学校を改築、それから改修

させていただきたいということでお話しさせてい

ただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 学校施設整備、それぞ

れの学校施設関係の計画があるということで、先

ほど御答弁ありましたけれども、立地適正化計画

や公共施設等再配置計画と切り離して議論してい

るというところは理解をさせていただいておりま

す。あと、昨年の１２月と今月３日に開催された

北大の森先生の講演会の中でも学校の配置の重要

性について話があったところです。私もまちづく

りの核となる最も重要な公共施設はやはり学校だ

というふうに考えております。代表質問でも町内

会の活動の一部をコミュニティ・スクールが担う

可能性についても御答弁がありました。そうした

意味でも、学校の配置は非常に重要だと考えてお

ります。今後まちづくりと連動させ、学校整備に

関して市民はもちろん、議会も含めて設置場所の

議論、行っていくべきというふうに考えておりま

すけれども、理事者のお考えをお聞きしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今回名寄中学校と名

寄東中学校につきましては、特にまずは先行して

名寄中学校の話をさせていただいておりますけれ

ども、現地建て替えということもあるということ

と、それからやはり御存じのとおり相当大きな面

積を有するということもございますので、そこに

ついてはこれまで同様に地域の方々含めながら議

論のほうさせていただきたいと思っています。ま

た、今定例会の補正予算、可決されましたら基本

設計等に進んでいくわけでございますけれども、

その際におきましては校舎の改築検討委員会とい

うものを立ち上げさせていただきながらいろいろ

協議させていただくつもりでもございますし、そ

の中でそういった関係の皆さん方と議論する機会

もあるのかなというふうに思っているところでご

ざいます。ただ、今お話あったとおり、今後の学

校整備につきましては、さきの代表質問の中でも

お話しさせていただいているとおり、児童生徒数

の推計というのがこれからキーになってくるかな
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というふうに思っておりますので、そういった推

計を逐次行いながら適正な学校の配置となるよう

に努めていきたいと思っておりますし、今後も大

きな変更がある場合につきましてはやはり市民の

皆さんと一緒になって考えていく必要があるなと

いうふうに考えておりますので、御理解をよろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） いずれにしても、学校

の施設整備、多額の費用を要する部分でもござい

ます。整備するに当たっての配置場所も含めた慎

重な議論が必要だというふうに考えておりますの

で、ぜひともその辺を考慮しながら事業を進めて

いただきたいというふうに思います。

続いて、小項目３、都市再生整備計画と子育て

支援施設についてお伺いをいたします。いただい

た御答弁では、築４５年経過する東保育所の代替

施設の整備は令和７年以降というふうにございま

した。それに先立って今回の国の都市構造再編集

中支援事業交付金、南保育所の解体だけでなくて

西保育所の解体まで実施というふうにございまし

た。こちらの部分で西保育所の解体後の跡地活用

についてお聞かせをいただきたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 西保育所の解体、

先ほども申し上げましたが、認定こども園の建設

に当たりましては、国の都市構造再編集中支援事

業交付金を受けての整備となります。南保育所と

西保育所を統廃合するという形になるため、３か

年の中で計画の中で解体を行うことで交付金の対

象とすることから、実施をしたいと考えておりま

すが、跡地利用につきましては現在のところ明確

には決まっておりません。取壊し後につきまして

は、未利用地の一つとして候補地になるかなとい

うふうに思っておりますが、名寄市立地適正化計

画等の整合性を図りながら将来の出生数や利用ニ

ーズを見据えまして、場所の選定を行ってまいり

たいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今跡地活用の部分で建

て替えの可能性も含めてのお話ありましたけれど

も、西保育所の所在地は立地適正計画の中の居住

誘導区域、都市機能誘導区域に入っているのかど

うなのかお知らせをいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 西保育所につき

ましては、誘導区域外ということで承知をしてお

ります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 東保育所の建て替えの

件に関してですけれども、市内の保育施設、現在

学童保育施設として活用されている旧中央保育所、

こちらございます。その建物の裏には生きがいホ

ビーセンター、解体された、空き地になっている

跡地の市有地もあるというふうに思いますけれど

も、旧中央保育所ですけれども、こちらの建築年

は何年に建築された建物でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 旧中央保育所に

つきましては、昭和４５年というふうに把握して

おります。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 昭和４５年ということ

で、建築年数も５２年経過している施設です。先

ほどの東保育所よりも古い建物というふうに思い

ましたけれども、今後東保育所の代替施設、建築

に当たってなのですけれども、旧中央保育所の施

設、今現在も学童保育施設として民間運営でやら

れているというふうに思いますけれども、今後も

同様の活用を継続していくということであっても、

改築の時期を迎えているのかなというふうに思い

ます。先ほどの公共施設再配置計画の中にはこの

施設、含まれていませんけれども、立地適正化計

画と整合性を図るのであれば、保育所と学童保育、
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こちら併設した複合施設として整備を行うことが

効率的であるというふうに考えますけれども、そ

ちらについてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 今倉澤議員から

お話のございました現在市の建物、旧中央保育所、

民間の学童保育事業所にお貸しして、利用してい

ただいて、運営をしていただいているという状況

になっておりますが、当然裏の旧生きがいホビー

センターの跡地が敷地面積が約７２０平米ほどあ

るようで、東保育所の建て床面積が５７３平米あ

るということから考えると、一定の候補地の一つ

になるのではなかろうかなというふうには考えて

おります。今倉澤議員からお話のありました例え

ば合築だとか合同だとかということについては、

また今後の視野に入れながら、またそれに対する

障壁があるのかないのか、障害があるのかないの

かということも含めて補助的なメニューに対して

の障害があるのかないのかということをよく調べ

た上で、方法については検討してまいりたいとい

うふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 公共事業に関しても様

々な施設が次から次へとできて、理事者の方も大

変頭が痛いのかなというふうに思いますけれども、

子育て支援の観点からしっかりと整備していく必

要があるものについては早急に整備のほう進めて

いただきたいというふうに思います。

続いて、小項目４、保健、衛生、コミュニティ

ーの醸成施設についてお伺いをいたします。温浴

施設についてですけれども、御答弁いただきまし

たけれども、昨年の第４回定例会と同様な部分な

のかなというふうに思いますけれども、市内から

公衆浴場がなくなって、お風呂の確保が困難であ

るという相談はない、保健衛生上の役割としての

使命は終わっているといった答弁が昨年の第４回

定例会ではございました。一方で、公衆浴場は現

在コミュニティーの場としての役割がメインであ

るという答弁もいただいております。改めてコン

パクトなまちづくりに向けて、以前も申し上げま

したが、立地適正化計画の居住誘導区域、また都

市機能誘導区域への誘導施策として温浴施設、公

衆浴場は有効な動機づけとなる施設であると考え

ますけれども、市民からも市街地での温浴施設を

必要とする声も多く聞きます。加藤市長、同じく

昨年の定例会で今後の議論の中で今回いただいた

温浴施設の提案を含めどういった機能が必要なの

か具体的な議論を加速させたいというふうにも答

弁をいただいております。市長にお聞きしたいと

いうふうに思います。６か月経過しました。改め

て議論の中身と必要な機能としての温浴施設のお

考えについてお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 温浴施設というのは一定

のにぎわいというか、市民のコミュニティーとい

う意味では一つの施設としての機能としてあるの

かなというふうに思います。一方で、前々からお

話ししている、これを公共でがちっとやるのかと

いうことに対しては、やはり２つを維持すること

がなかなかできないという経過の中で現状に至っ

ているということもぜひ御理解いただきたいとい

うふうに思います。部長からも答弁あったかもし

れませんけれども、今後町中の様々なにぎわい創

出の中で、５つの公共施設ということをお話しし

ましたけれども、公共施設、ハードだけでなくて、

どんな機能が必要なのか、あるいはあったらもっ

と利便性が高まる、あるいは我々の生活が豊かに

なるのだろうかと、そんな議論もぜひ積み重ねて

いただく中で、そうした議論が出てくればそれは

そこを尊重したいというふうに思いますし、前々

からもお話ししているとおり、民間事業者等はそ

うした意欲のある中で、そこに対しては一定の温

浴、浴場施設に関しては支援をするメニューはあ

るということで、つくりましたので、つくりまし

たというか、追加しましたので、そうしたことも
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我々としてももしそうしたニーズ、要望があれば

できる支援はぜひ行いたいということでよろしい

でしょうか。御理解いただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 確かに公共としての設

置についてのお考えについては一定程度私も理解

はしている。官民連携も含めてこうした部分でな

かなか助成制度だけ用意していても待っているだ

けでは来ないというところがありますので、察す

るところ、何とか来てもらったり、設置してもら

ったりする手法、考えていただきたいというふう

に思いますけれども、先ほども申しましたけれど

も、温浴施設を求める声、一定の世代中心に非常

に多くあるということで私お聞きしています。今

若い世代中心のワークショップなのかもしれない

ですけれども、そうした声、なかなか出てこない

のかもしれませんけれども、求める声については

若い世代が、先ほどもありましたけれども、３０

年後、４０年後の声だということで捉えていって

いただいて、そうした声なき声にしっかりと耳を

傾けて、今後の事業を進めていっていただきたい

なというふうに思います。

次に、小項目５、まちづくりのグランドデザイ

ンについてお伺いいたします。御答弁をお聞きし

ておりますが、名寄市が目指すコンパクトなまち

づくりをどのように進めていくのか、都市計画も

含め市民に分かりやすく伝えていくことが重要だ

というふうに考えます。なかなか今現在すぐにそ

うした部分を示すということが難しいということ

でもありましたけれども、現状皆さんも同様に感

じているのかもしれないですけれども、名寄地区

で申しますと専用住宅、共同住宅が豊栄地区や徳

田地区といった南地区にどんどん、どんどん広が

っていっている傾向が見られると。都市計画の観

点でも工業地区や準工業地区、また現行用途区域

外の比較的若い世代の居住人口が落ちている傾向

にあるように見受けられているところです。その

要因の一つにも、先ほども触れましたけれども、

やはり新しい学校施設の整備が少なからず関係し

ているというふうに考えております。今後名寄市

がコンパクトなまちづくりを目指していくという

ことであれば、居住区域、居住誘導区域等への学

校施設の配置も含めて誘導施策も併せ区域外に何

らかの規制を含めた取組も必要ではないかと考え

ますけれども、理事者の御見解をお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おっしゃってい

ることは非常に我々もよく分かりますし、そのと

おりではあるなというところもある一方で、土地

の問題というのがやはりかなり難しいなと思って

おります。学校施設の話が、今義務教育施設の話

が出ましたけれども、例えば施設を誘導区域に持

ってこようとしたときには今の条丁目でいうと大

体２条分ぐらい全部潰さないと入りません。そう

いうことを考えると、やっぱりなかなか土地のこ

とを考えると誘導し切れないものも多分中にはあ

るのだろうと。ただ、その中で今回公共施設の再

配置計画の中でお示ししている部分については、

これは行政と市民の皆さんの意見を基に機能とし

てそこにどうにか集約していこうというところで、

都市機能誘導区に対してのインセンティブ、こう

いうにぎわいをつくりますというところについて

はしっかりと形にまずしていくことが大事なのだ

ろうと。それプラス今続けている市民議論、市民

の皆さんとの議論、こういったものをしっかりや

って形になる、だったらこれがどんどん積み重な

っていくのだというところも、市民の皆さんへの

アプローチも非常に大切になってくるかなと思っ

ております。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 慎重な議論と市民意見

の聴取というところでは重要なところだというふ

うに思いますけれども、今５０代、６０代、７０

代、３０年後もう多分ほとんどいないと思います。

なかなか時間がない方もたくさんいらっしゃいま
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すので、コンパクトのまちづくりを進めるといっ

たところではやはり今後の名寄市、経済も含めて

活性化させていくためにも非常にコンパクトなま

ちづくりというのは重要になってくるというふう

に思いますので、ぜひともスピード感を持って進

めていただきたいいうことをお願いしたいという

ふうに思います。

次に、大項目２、会計年度任用職員の処遇につ

いてお尋ねをいたします。御答弁いただいた部分

では、名寄市の会計年度任用職員、病院除く部分

で４４．６％、職員との比率が、数字が出ており

ました。冒頭申し上げた平均比率、全国ですけれ

ども、３８．３％よりもかなり多いのかなという

ふうに考えております。男女比率に関しても市の

ほうは女性が７８．１％、病院が９２．６％とい

う御答弁だったというふうに思います。圧倒的に

女性のほうが多いということで、この間休暇制度

とかは女性も働きやすい環境をかなりつくってい

ただいているのかなというふうに私のほうも認識

しております。そこで、現状の名寄市の行政機関

において会計年度任用職員、先ほどの答弁は職員

比率や多くの専門職も担っているということも含

めて、市民に行政サービスを安定的に提供してい

く上でなくてはならない存在であるという認識は

理事者の皆さんも共通の理解であると思いますが、

そこについてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 議員おっしゃるよう

に、また先ほど答弁させていただきました職員の

比率なんかも踏まえまして、私ども行政を運営し

ていくという立場にある中で、一般職も含めて会

計年度職員の皆様とも連携しながら業務を進めて

おりますので、当然お互いに、連携という言い方

悪いですけれども、責任ある立場として業務を進

めているというところで御理解いただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） その処遇に関してなの

ですけれども、特に勤勉手当、こちらの総務省が

制度導入時に事務処理マニュアルで支給をしない

ように指導しています。短時間勤務の会計年度任

用職員はそもそも地方自治法で支給できる規定が

存在していないのが現状でございます。一方、国

家公務員の非常勤職員には省庁間で支給月数が違

うものの、既に勤勉手当が支給されており、地方

自治体の会計年度任用職員との均衡が取れていな

い状況にあると。名寄市議会でも、会計年度任用

職員の処遇改善に関する意見書の採択に向けて議

案として提案できるよう議論を行っております。

市長にもお聞きします。地方自治体の良質で安定

した公共サービスの維持と向上のためにも先ほど

申し上げた国の非常勤職員との均衡を踏まえ、全

ての会計年度任用職員に勤勉手当が支給できるよ

う地方自治法、具体的には２０３条の２、２０４

条の改正と会計年度任用職員に係る財源について

地方の責任において確保するためにも国に対して

必要な処置を行っていただけるよう市長会を通じ

て求めていっていただきたいというふうに思いま

すけれども、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 関係する近隣、あるいは

その他自治体の皆さんと、地元の状況もそれぞれ

あると思いますので、よく状況を確認し合いなが

ら必要によってはそうした要望等もさせていただ

くということは検討させていただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

子供、子育て支援の充実に向けてを、五十嵐千

絵議員。
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〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目１点に

つき質問させていただきます。

人々の生活様式や家族の形、個々の価値観は変

化を遂げている中で、職員の皆様方には感染症対

策を講じながら日々課題の解決や福祉サービスの

向上に尽力していただいているところです。名寄

市では、これまでの取組と成果の検証をし、本年

３月に第３期名寄市地域福祉計画が策定されまし

た。計画策定の趣旨には、支援を必要とする人が

分野に関係なく必要なサービスを利用しながら自

立した生活ができるよう個々の状況や状態に応じ

た施策が今まで以上に必要になる、重要となると

書かれています。本市では、分野ごとの個別計画

がそれぞれ策定されていますが、その中から第２

期名寄市子ども・子育て支援事業計画に関連する

部分も併せて質問させていただきます。

まず、小項目１、ＨＰＶワクチン接種について

伺います。子宮頸がんの原因となるヒトパピロー

マウイルスへの感染を防ぐワクチン、いわゆる子

宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨が令和４年４

月から９年ぶりに再開されることとなりました。

ＨＰＶワクチンは平成２５年４月から定期予防接

種となりましたが、ワクチンとの因果関係を否定

できない持続的な疼痛が特異的に見られたことか

ら、平成２５年６月よりほぼ９年間積極的な接種

勧奨が差し控えとなっていました。その後接種に

よる有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると

認められたことにより、国は令和３年１１月に積

極的な接種勧奨の差し控えを廃止しました。そこ

で、本市の接種者への個別通知のスケジュールに

ついてお知らせください。

また、保護者のみならず被接種者への正しい知

識の説明など従来からの郵送による個別の通知で

は本人の目に触れない可能性もあることから、で

きる限り学校での周知の機会を設けていただきた

いと考えます。お考えをお聞かせください。

また、接種機会を逃した平成９年から平成１７

年度生まれの女性のキャッチアップ接種を３年間

無料で実施することとなりましたが、本市のキャ

ッチアップ接種対象者についてお知らせください。

ＨＰＶワクチンの積極的接種が差し控えられて

いた方たちは、令和４年度には１７歳から２５歳

となり、高校生から働く世代にまで差しかかって

います。スムーズな接種を受けることができるよ

う対応が必要になると考えられますが、本市の考

えをお聞かせください。

次に、小項目２、母子健康手帳のよりよい活用

について伺います。新型コロナウイルスへの対応

に追われながら母子保健事業を途切れることなく

進められており、職員の業務量は日々膨大なもの

であると懸念されます。母子保健事業全体の効率

化を図るためにも母子手帳のアプリ利用も含めた

デジタルトランスフォーメーション化を進めてい

く必要があると考えますが、お考えを伺います。

令和元年の第４回定例会の一般質問において一

度質問させていただいており、母子手帳アプリの

導入予定についてはないとの返答をいただいてお

りました。この間には新型コロナウイルスによる

業務の停止を余儀なくされるなど様々な状況の変

化を踏まえた中で、現在のお考えをお聞かせくだ

さい。

また、母親の改姓などによる母子手帳の再発行

や表紙の氏名書換えなどの対応について伺います。

母子手帳は、予防接種の状況によっては１５歳く

らいまで使うものです。直接子供の目に触れる機

会もあることから、記載への配慮が必要な家庭も

あります。つまり離婚や再婚による改姓において

は、子供への配慮も必要だと考えます。お考えを

お聞かせください。

次に、小項目３、多様な家族の形に寄り添った

支援についてお伺いします。令和２年３月１日よ

り保健センターにおいて名寄市子育て世代包括支

援センター事業が実施され、子育てサービスや子

育てに関する悩みなどにワンストップで支援がで

きるようになりました。母子保健コーディネータ
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ーによる妊娠期から子育て期にわたり切れ目のな

いサポート体制があることで、ここで産み育てる

ことに安心ができると考えます。本市においても

母子家庭はもとより、父子家庭、また子供を連れ

ての再婚によるステップファミリーなど家族の形

は多様になっています。そのようなことからもそ

れぞれに抱えている問題や悩みはマニュアル化で

きるものではありませんが、支援体制についてど

のように準備されているのか、本市の実態として

把握されている部分も含めてお知らせください。

子供の成長する過程において新たな支援が必要

になることも少なくありません。学校への引継ぎ

の状況や連携について伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 私からは大項目

１、子供、子育て支援の充実についてお答えいた

します。

初めに、小項目１、子供、子育て支援の充実に

向けてについて申し上げます。ＨＰＶワクチンは、

平成２５年６月から積極的な勧奨を一時的に差し

控えていましたが、令和３年１１月に専門家の評

価によりＨＰＶワクチンの積極的勧奨を差し控え

ている状態を終了させることが妥当とされ、令和

４年４月から他の定期接種と同様に個別の勧奨を

再開することとなりました。本市におきましては、

積極的勧奨の再開に当たり対象者が多数いること

から、市内医療機関にＨＰＶワクチンの接種に関

する最新情報や道内の相談支援、医療体制に係る

取組等についてお知らせし、実施可能な医療機関

に接種体制を整えてもらっています。個別通知に

ついては、定期予防接種の対象である中学１年生

から高校１年生相当の女子３８４名と個別接種を

お勧めする取組を一時的に差し控えられた間に定

期接種の対象者であったいわゆるキャッチアップ

接種の対象者である令和４年度に１７歳から２５

歳になる女性１，０３８名へ本年６月１３日に郵

送を開始したところでございます。

次に、学校などでの周知をとの御質問でござい

ますが、令和３年１１月２６日付厚生労働省健康

局長通知におきまして、市町村長はＨＰＶワクチ

ンの定期接種については予防接種法第８条の規定

による勧奨を行うこと、具体的には対象者または

保護者に対し予診票の個別送付を行うことなどに

より接種を個別に勧奨することが考えられ、予防

接種法施行令第６条の規定による周知については

やむを得ない事情がある場合を除き個別通知とし

て確実な周知に努めることとされていることから、

学校での周知については想定しておりません。ま

た、予防接種法上、接種の実施に当たって１６歳

未満については保護者の同意が必要であることか

らも最新の科学的知見を踏まえ改定されたリーフ

レットを対象者及び保護者へ個別に送付するとと

もに、市ホームページや広報等を活用した正確で

タイムリーな情報提供に努めてまいりますので、

御理解ください。また、キャッチアップ対象者に

ついても厚生労働省が作成したＨＰＶワクチンの

キャッチアップ接種に関するリーフレットを個別

通知し、確実な周知に努めるとともに、接種を希

望した場合の円滑な接種のために必要な情報提供

を行ってまいります。

次に、小項目２、母子健康手帳のよりよい活用

について申し上げます。妊娠、出産、育児に関す

る一貫した健康記録であり、乳幼児の保護者への

保健、育児情報を記載する母子健康手帳は、母子

健康保健法に基づき市町村が交付しています。お

おむね１０年に１度見直しが行われており、直近

では平成２４年４月に乳幼児身体発育調査の結果

を踏まえ、必須記載項目と任意記載項目の様式の

改正が行われています。令和４年度は、厚生労働

省が母子健康手帳の在り方で検討会を立ち上げ、

母子健康手帳の電子化や母子健康手帳の役割、多

胎児、低出生体重児、障がいのある子供、外国人

家庭など多様性に配慮した情報や父親の育児を推

進する方策についてを検討する予定となっており
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ます。また、電子化すべき乳幼児健診の母子保健

情報についても年度内にその方向性を検討するこ

ととなっておりますので、現時点ではその結果を

注視してまいりたいと考えております。

次に、母親の改姓などによる母子健康手帳の再

発行や表紙の氏名の書換えなどにつきましては、

母子健康手帳交付時に未入籍の場合は入籍後に書

換えができるよう名字のみを鉛筆等で記載して交

付を行っております。また、改姓され、再発行を

希望される場合は妊娠中の経過やお子様の成長記

録、予防接種、健康診査の記録など転記が可能な

ことは最大限行い、再発行の対応をしております。

しかし、例えば母子健康手帳の最初のページに記

載される出生届け済み証明は公印が押印されるも

のとなっておりまして、書換えに対応ができない

記載欄もあることから、ほとんどの方につきまし

てはそのまま御使用いただいている状況となって

おります。

続きまして、小項目３、多様な家族の形に寄り

添った支援についてお答えいたします。保健セン

ターにおきましては、子供が健やかに生まれる、

育ち、安心して子育てができるよう産婦健康診査

及び産後ケア事業など、特に妊娠、出産の初期段

階に係る支援の強化を図ってきておりましたが、

令和２年３月からは母子保健コーディネーターで

ある保健師が子育ての様々な相談にワンストップ

で対応しながら必要な支援につなげる子育て世代

包括支援センター事業を開始し、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援の拡充に努めてい

ます。具体的には、母子健康手帳交付時と妊娠中

期に保健師が子育て応援プランを作成し、その人

に合った子育てができるような情報提供や一体的

な支援を心がけています。また、子供の発達や様

々な御家庭の状況に応じて母子保健コーディネー

ターである保健師と令和元年４月から開始してい

ますこども未来課の子供家庭総合支援拠点事業の

相談員が必要に応じて一体的に支援することで、

医療機関や基幹相談支援センター、子育て支援サ

ービス機関、教育委員会、児童相談所等との関係

機関との横断で包括的な連携強化による支援に努

めています。議員御指摘のとおり、お子様の成長

過程で新たな支援が必要となることが多く、それ

ぞれ抱える問題や悩みも多様化しており、一概に

マニュアル化できるものではなく、子育て中の保

護者やお子さんの困り感に寄り添いながら、解決

に向け日々共に悩みながらきめ細やかな支援を続

け、安心できる子育て環境の充実に努めてまいり

ます。

学校への就学に当たっては、こんにちは赤ちゃ

ん訪問の際に「すくらむ」のリーフレットをお配

りして、活用を紹介し、母子健康手帳に添付して

いますお子さんの成長記録などを活用しながら、

お子さんがよりよい就学を迎えられるよう保育、

医療、教育、福祉、保健分野が連携し、切れ目な

い支援に努めております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 御答弁をいただきま

したので、それぞれ再質問してまいりたいと思い

ます。

まず、小項目１のＨＰＶワクチンの接種につい

て、本来の定期接種対象者の方が現在３８４名と

いうこととキャッチアップ世代が１，０３８名と

いうことで、結構な人数がいらっしゃるというこ

とで、対応も一気に来られると大変なのかなとい

う感じはします。実際先々週ぐらいの段階ではま

だ通知のほうが来ていなかったということもあり

まして、同年代のお母様方からもどうなっている

のかというような話も結構出ていたのですが、先

週の１４日には名寄市のホームページも更新され

ておりましたし、ちょうどそれと同じ時期にキャ

ッチアップ世代のほうと普通のほうにも、対象者

のほうにも郵送で予診票のほうが送られてきたと

いうことで理解させていただきました。その中で、

ホームページのほうではウイルスの感染症につい

ての説明ですとか、ワクチン接種のスケジュール
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ですとか、種類ですとか詳しく説明がされており

まして、副反応や予防接種健康被害救済制度につ

いての説明とか、そういったものもしっかり記載

されておりましたので、こちらを見ればある程度

理解ができるなというふうに感じました。その中

で、ＨＰＶワクチンの接種を自費で受けた方への

説明のところなのですけれども、本市の定める金

額を上限として接種費用の一部助成を行うという

ような記載がありました。上限が定められている

のだということは理解しましたが、金額について

の説明をいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま予防接

種のかかった際の金額がどの程度が上限なのかと

いう御質問かというふうには存じます。それぞれ

市内においては、一定把握していると思うのです

けれども、ちょっとすみません、金額今持ち合わ

せていないものですから、また改めてお知らせし

たいというふうに思います。ただ、ほかの市町村

については、市町村というか、よそのまちに就職

だとか入学、学校に行っていらっしゃるだとかと

いうようなことで、名寄市に住民票を置きながら

よそのまちに住まれているという方々についても

一度お金を払っていただいて、申請していただけ

れば、その対象分については市のほうから補助す

るというような形を取らせていただいているとこ

ろでございます。金額については後ほどまた御手

元のほうにお知らせしたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 金額の件はちょっと

失礼しました。なぜかといいますと、今回定期接

種で認定されているものが２価のワクチンと４価

のワクチンという種類のものでして、そちらが定

期接種の対象となっているのですが、現在国でも

９価ワクチンというまた９つの効果があるワクチ

ンのほうもこれから定期接種になるかどうかとい

う判断がされているそうなのですが、そのような

中で自治体によっては９価ワクチンを自費で受け

た場合にも、ちょっと高価らしいのですが、その

差額分相当は支給しますよというようなお話もあ

るのですが、名寄市としてそのような９価ワクチ

ンの任意接種を希望する対象者の費用を一部助成

するようなお考えがあるのかないのかについてお

聞きします。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時２１分

再開 午後 １時２２分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 一応国でお示し

しています標準的なワクチン接種について今想定

して動いておりまして、今五十嵐議員が御指摘い

ただいた内容の高価なワクチンについて上限額を

あれして、それも認めていくかということについ

ては今のところまだ現場のほうで内容については

想定しておりませんので、今後それについて実施

可能かどうかというのについては、可能になれば

また住民の皆様にこういうことで可能になりまし

たということでお知らせをしてまいりたいという

ふうには考えておりますが、現在のところについ

てはその９価ワクチンというところの設定までは

今のところは検討していないところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。

もう一つ、それと同じような話になって申し訳

ないのですけれども、後志管内の余市町では男性

にも接種費用を助成する方針を決めたということ

です。家族やパートナーの感染予防につながるこ

とはもちろんですが、女性だけの問題ではなく、

実は男性にも関係があるワクチンで、咽頭がんで

すとか肛門がんへの効果が認められているという

ことからも男性への接種費用を助成するというこ
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とを独自で決められたということなのですが、そ

の辺に関してはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 男性も罹患の可

能性があったり、男性から女性の方に感染する可

能性があるということは私どもも承知しておりま

すし、五十嵐議員の御指摘については先日報道等

でも出されていたかなというふうに思っておりま

す。ただ、名寄市については男性のところまで拡

大してそれについて助成していくということにつ

いては現段階についてはまだ検討していないとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） これも例えば女性だ

けの問題ではなくて、男性にも通じる問題だとい

うこともありましたので、もし可能でしたら助成

の件ではなくて、例えば男女共同参画セミナーで

すとか、そういったところで男性も女性も関係の

あるお話なのだということを周知していただけれ

ばなと思いましたので、その辺は要望したいと思

います。

あともう一つ、キャッチアップ対象者の件なの

ですが、市内に、本市に住民票を置いていない名

寄大学の学生への情報の提供について少しお伺い

したいと思います。もちろん住民票をこちらに置

いていないものですから、市民とはならないのか

もしれないのですが、市内でも接種ができて、住

民票のある自治体から接種費用の償還を受けられ

るということ、健康福祉部からになるのか、大学

には健康サポートセンターも有していることです

から、保健師もいらっしゃると思いますので、そ

の辺の正しい情報の提供が行われていく必要があ

るのかなと考えますが、その辺いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 今五十嵐議

員のほうから御質問ありました件ですけれども、

五十嵐議員も述べられたように、健康サポートセ

ンターがありますので、私どものほうもこちらの

ほうの部分については健康福祉部とも連携取りな

がら学生に周知するような形で今後検討してまい

りたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。市内の大学生、先日東川議員の一般質問の中

でも市長が名寄市立大学の学生が地域の宝だとい

うふうにおっしゃっておりましたので、まさに在

学中はもちろんのこと、卒業後も名寄に残って就

職してくださる学生もいらっしゃいますから、そ

んな地域の宝の方々にもそういった周知などをし

て、対応していただけるとありがたいと思います。

広報なよろや市のホームページ、個別送付によ

る情報提供とともに、より効果的な情報提供につ

いても検討できないかということを考えたのです

が、今名寄市でも公式のラインも開設されていま

すが、ピンポイントで対象者に情報を送ることは

できないという認識ですが、市ではＨＰＶワクチ

ンが定期接種の対象であると周知するだけでなく、

そもそもこういったワクチンは何であるかという

啓発をお願いして、終わりたい、次の質問に移り

たいと思います。

次、母子手帳のほうに移らさせていただきます。

先ほど馬場部長からの御説明のほうで再交付の対

応は可能だということでお聞きしました。なかな

かその辺実はよく知られていないといいますか、

私も持っているのですけれども、旧姓のままで使

っていて、ちょっと恥ずかしい思いというか、し

ている部分もあったのですけれども、なぜ、先ほ

ど私１５歳くらいまで使うというふうに言ったの

ですが、実は母子手帳、先ほどお話ししたＨＰＶ

ワクチンなどの予防接種を受ける際はもちろんで

すけれども、例えば海外に行く場合の国によって

はビザの申請に予防接種記録が必要になったりす

ることもあります。あとは、高校ですとか大学に

入学する際に母子手帳の提出を求められることも

今現在ありますので、そういった際にやはり目に
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ついてしまうこともありますので、つまり１８歳

になっても、ちょっと大人になっても使う場面が

現状では今出てきています。そのような中で、家

庭の事情などで改姓しているということを子供に

知られたくない場合、母子手帳を紛失したことに

して、子供の目に触れないようにしている方もい

らっしゃる状況があります。また、隠していなく

ても子供が名前の違う母子手帳を予防接種などで

使用しなくてはいけない状況があります。小さな

こととはいえ当事者にとっては複雑なところであ

りますので、出生証明などはもちろん書き換える

のは難しいということがありますので、その辺の

また配慮ができればなということで質問させてい

ただきました。

母子手帳のデジタルトランスフォーメーション

についてなのですが、先ほど母子手帳のアプリは

単体で使うものではなくて、従来の紙の母子手帳

と併用して使うようにできていますので、アプリ

を導入したからといって手帳がなくなるというこ

とではないのですが、自治体間の情報の取得はも

ちろんのことですが、子育てに関わる御家族皆さ

んでアプリを使って成長の記録を共有できるなど、

そういった利点もあります。また、先ほど、今厚

生労働省で審議されているということですが、外

国語でも対応しているということもありますから、

外国人居住者にとっても使いやすいものではない

かなと考えます。そういったところから、外国人

への対応というのは今までどうなさっていたので

しょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） すみません。個

別の外国人の方々に対する母子手帳の対応につい

て今お答えを持ち合わせておりませんので、具体

的なことについてはお答えについてはちょっとで

きないかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 市内であまり数は多

くないとは思うのですが、外国人の御家族の方も

いらっしゃって、こちらで生まれる場合もあるか

と思うのですが、そういったときのこともやはり

想定しながら準備をしていただければなと思いま

したので、御対応のほうできたらよろしくお願い

いたします。

このほど新型コロナワクチン接種でも活用され

たラインからの接種予約、そういったラインから

の誘導方法を乳幼児健診や子育て相談、そういっ

たものに活用できないかなというふうに考えたの

ですが、その辺についてのお考えはいかがでしょ

うか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 貴重な御提言か

なというふうに思います。特に母子健康手帳を電

子化していらっしゃる、要するに紙媒体と併用し

ていらっしゃる自治体さんも幾つかあるというふ

うにお伺いしていますが、そこの最も有効な方法

というのは今議員がおっしゃった健診だとか予防

接種だとか、様々な子育て情報がプッシュ型で受

け取ることができるということが有効な内容だと

いうふうにお伺いしています。過去にも、答弁の

中では取り入れるについてはちょっと差し控える

というか、していないという御答弁させていただ

いた時期もあったのですが、検討していなかった

わけではなくて、いろんな対応については検討さ

せていただいていて、今国のほうで行く行くは電

子化していくという可能性も今年度検討されてい

るということだとか、今かなりお薬手帳、関係な

いですけれども、お薬手帳がかなり電子化されて

きていて、私２０１１年の東日本大震災のときに

ちょっとボランティアに行った際にお聞きしたの

が紙媒体のお薬手帳を津波によって紛失してしま

って、自衛官の医官の方だとか薬剤師さんが薬は

あるのだけれども、飲んでいる薬が分からなくて、

お出しすることができなくて、高血圧の薬なのだ

けれども、高血圧の薬っていっぱいあって、それ

が分からなくて大変苦労したというようなことが
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あって、お薬手帳も電子化が一気に進んだという

ようなお話を伺いました。名寄でも災害が全く起

きないというわけではございませんで、議員御指

摘のとおり、何かあった際に電子化されているも

のがあれば今後クラウドから情報をダウンロード

して、その方の情報についてひもづけることがで

きるということもできるかもしれません。今後個

人的にはそうなればいいなという思いもございま

すので、国の状況を併せて注視してまいりたいな

というふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 馬場部長からなかな

かうれしいお話を聞けました。先ほど部長おっし

ゃっていたように、厚生労働省が今母子健康手帳

の見直しに向けて検討会を開催しているというこ

とでしたので、その辺でまた電子化になったりで

すとか進んでいくのかなという気もしますので、

その辺の国の動きを見ながら検討を進めていただ

くということでお願いしたいと思います。

次に、小項目３に移らせていただきます。先ほ

ど御答弁のほうにもありましたが、名寄市では子

育て世代包括支援センター事業ですとか、子ども

家庭総合支援拠点事業によって切れ目のないサポ

ート体制が構築されているということで、母子保

健コーディネーターも保健センターのほうにいら

っしゃるということで、子育ての体制がしっかり

構築されているということでした。また、教育委

員会のほうとも保健センターと児童相談所などで

も情報が共有できているということで伺っており

ます。教育委員会のほうではスクールソーシャル

ワーカーもまた今度２人体制で始められるという

ことでしたので、その辺でさらに子供と家庭の支

援の充実が図られることと期待しております。

「すくらむ」の活用と母子手帳の活用、そういっ

たもので、それもデジタル化によってまた進んで

いくのかなというふうには思います。その中で、

ちょっと独り親家庭のことなのですけれども、独

り親家庭の日常支援事業については自立支援教育

訓練給付金事業ですとか、高等職業訓練促進給付

金事業、また福祉資金貸付制度など生活の安定を

図るための給付金や貸付制度というものはかなり

充実しているのではないかなと肌で感じるところ

ではあるのですけれども、その中からひとり親家

庭等日常生活支援事業なんかは一時的に日常生活

支援が必要な場合に家庭生活支援員を派遣して、

独り親家庭等の生活の安定を図っていただいてい

ると。この辺は日常的なものではなく、一時的な

ものだったと思うのですが、例えばそういった方

が一時的にというよりは日常的に何か相談に乗っ

たりというような使い方というのですか、そうい

うことは想定されているのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） こども未来課に

母子父子自立支援員というのを配置させていただ

いておりまして、様々な相談に乗らせていただい

ております。議員の分は実際サービスというか、

具体的に支援に通じるということもしているのか

という御質問なのかなというふうに思うのですが、

その相談の中で市内に幾つかのサービスを用意さ

せていただいておりますので、御相談というか、

の内容をお聞きした上で必要なサービスにつなげ

るだとかというような内容についてはそれぞれさ

せていただいているというふうに認識しておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。ちょっと金銭的な支援も必要ですが、そうい

った相談体制というのも必要になってくるかなと

思いますので、よろしくお願いします。

ちょっと父子家庭について少しお伺いしたいの

ですが、父子家庭、金銭的な支援というよりは例

えば成長期を迎えて、女子だった場合に生理が始

まったりですとか、体の変化にとともに必要な下

着をそろえたりしなくてはならないですけれども、

父子家庭では特に身近に祖母ですとか女性の兄弟、
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姉妹、いらっしゃるような場合は相談できたり、

買物を任せたりということが可能だと思うのです

が、そうではない家庭も実際ありますので、そう

いうときに必要に、そういった家庭が正しい知識

や情報、あと必要になったときに頼れるようにお

願いしたいのですが、その辺はどのように対応で

きますか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 母子家庭がクロ

ーズアップされがちですけれども、当然議員のお

っしゃるとおり父子家庭の方にも様々なお悩みだ

とかというのがあるというふうに思っております。

こども未来課に配置しております母子父子自立支

援員についても当然母子だけではなくて、父子の

方に対する御相談を受けることもあるようでござ

いまして、今言ったような、私もちょっと一部各

論を聞いてるだけですので、そして個人情報にも

わたりますので、詳しいことを申すことはできま

せんが、そういう御相談を何年か前にも受けたこ

ともあるようにお伺いはしております。今現在も

ちろん窓口での御相談もあるかというふうに思い

ますが、当然稼動というか、お仕事を持たれて、

日中の開庁している時間中に御相談に来ることが

なかなか難しいという方もいらっしゃるというふ

うに思います。それが先ほど御提言いただきまし

たラインだとかというツール、ＳＮＳ等で使って

質問を送ることも市のほうにできるかというふう

に思っておりますので、そういう質問については

お受け取りさせていただいて、必要な情報をまた

ＳＮＳというか、メール等々でお返ししていくと

いうことも、これ今だからこそできる内容なのか

なというふうに思っておりますし、そういうこと

があるのだということも、母子父子自立支援員と

共にこども未来課でそういう方がいらっしゃると

いうことも念頭に置きながら、意に配しながら業

務を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） まさに男の方は意外

とそのここが開庁している時間に相談に来るとい

うのは困難な場合が多いですから、ラインですと

か、そういったもの活用しながら意思の疎通を図

っていただければと思います。やっぱり子供目線

で考えても下着ですとか、そういった生理用品に

関しましては、生理用品は特に何種類もいろんな

種類が必要であったりとかありますので、ちょっ

と父親とお買物に行くというのはなかなか抵抗が

ある場合がありますので、そういったところもサ

ポートももしいただければなと思いますので、そ

の辺もよろしくお願いしたいと思います。

次、ステップファミリーについてお伺いしたい

と思います。ステップファミリーは対人関係がや

っぱ複雑になりやすいということで、お互いに家

族が一つになってしまうわけですから、生活習慣

ですとか今までの家庭のルールが急に変わってし

まうなど様々な悩みや課題を抱えることもあるよ

うです。きめ細やかなケアや見届けが必要かと思

いますが、このようなステップファミリーという

ような家族の形というのは今や珍しいものではな

いと思います。ただ、新たに家族として生活する

ことでの困難がやっぱり多いのも事実ですから、

その辺は明確な支援のプログラムというのはあま

りないのではないかなと思ったのですが、本市と

してどのようにそこら辺で支援プログラムという

のをつくっていけるのかというのをちょっとお聞

きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 保護司をされて

いる五十嵐議員ならではの専門的な見地に立たれ

た御質問だなというふうに思っております。様々

な御家庭の形態だとか様々な状況があって、違う

生活をされていた方々が一つの家族になるという

ことというのは今や珍しいことではないのかなと

いうふうに思っております。それが幼少期になる

場合だとかそれぞれ多感な時期だっただとか、そ
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れぞれの形態があるというふうに思っております

が、私どもとしましてはマニュアルというものは

今すぐに持ち合わせているものでもございません

し、個別の職員がそれぞれの専門研修等々に出さ

せていただいておりますので、そういうところの

見地みたいな、また学んだものを課や部の中で広

めていきたいなというふうには思っておりますが、

そういう学んだ中で部内や課内で広げていくとい

うことをしてまいりたいなというふうに思ってお

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 市の職員の方は皆さ

ん専門的な知見も持っていらっしゃいますので、

その辺は心配はしていないのですが、ちょっと目

が届きにくいといいますか、やっぱり父子家庭、

母子家庭ですとか独り親家庭と違って、ステップ

ファミリーというものには本当に目が行きにくい

のですが、それでいて、意外と失敗も多いという

か、またそこが離れてしまうという家庭も多くあ

ると思います。そういったところも周りからもそ

の大変さというのを理解してあげながらなるべく

うまく家庭が築いていけることをサポートしてい

ければなというふうに考えるのですが、京都府の

ほうではこういった状況を踏まえて当事者はもと

より、家族や子供に関わる機関である市町村です

とか教育機関ですとか保育施設ですとか、そうい

ったところがステップファミリーについての正し

い知識と理解を得るための啓発用冊子なんかを作

っていたりするのですが、きっと北海道ではそう

いったものはないのではないかなと思うのです。

ただ、冊子を作ればいいということではないので、

先ほど部長がおっしゃっていたように、専門の知

見のある職員さんがいらっしゃって、また研修な

どにも行かれて、その結果を市内で、庁内で共有

していただければと思いますので、切れ目のない

支援のほうをよろしくお願いしたいと思います。

最後に、全体的な質問をさせていただきたいと

思いますが、先ほどの母子手帳ですとか予防接種

の件にも関わってくるのですが、将来の構想につ

いてお聞きしたいと思います。市民が疾病の療養、

または介護が必要になった場合においても住み慣

れた地域で安心して暮らすことができる地域包括

ケアシステム構築の方策の一つである名寄市医療

介護連携ネットワークのさらなる可能性として、

先ほど部長もおっしゃられていたように、母子手

帳の記録ですとか、例えば健診の予診票、予防接

種記録、共有することができればと考えますが、

その辺の将来構想は名寄市の中にあるのかないの

か、その辺お聞きして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） この間代表質問

でも医療介護ＩＣＴの御質問いただいて、答弁さ

せていただいたかというふうに思いますが、医療

介護ＩＣＴについてはベースが病院で持っている

システムに介護のほうが一部乗せてもらっている

と言ったら変ですけれども、いただきながら横の

連携を取らせてもらっているというような形にな

っているところでございます。今五十嵐議員の御

提言いただいたものについては、恐らく今後もし

かしたら、今の時点ではすぐできる、できないと

いうお話はあれなのかなというふうには思ってい

ますが、いずれにしましてもＩＣＴの絡みについ

てはもちろん市町村として進めていくということ

もこれ有効な内容ですし、病院事業とか各医療事

業、それから介護の事業についてもＩＣＴを進め

ていくということは一定国策、国で進めていくと

いうことで国民のための利に関することというこ

とで国としても進めている内容で、当然医療報酬

だとか介護報酬だとかでインセンティブを取るよ

うな形も今後進められるのかなというふうに思っ

ています。必要な事業なのですけれども、例えば

医療とか介護を行っている方々の事業所にとって

もプラスになり、かつ住民の方にも喜ばれる。滋

賀県で三方よしという言葉があるそうですけれど

も、そういう形になっていけばいいなというふう
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には思っております。私ども健康福祉部としては、

そういった中で意思決定支援というのがしていけ

ればいいのかなというふうに思っています。先ほ

どからワクチンの問題についてもそうですし、そ

れぞれのステップファミリーだとかの家族の問題、

それぞれ考えられる部分については、健康福祉部

の中の地域福祉計画の中では自立支援ということ

をさせていただいていますが、自立してください

というふうにただ言ってもなかなか難しい部分が

あるかと思います。意思を決めていくための支援

というなことも今後必要になってくるかなという

ふうに思っていますので、そんなことも意に配し

ながら部の仕事のほう、健康福祉のほうの業務を

努めてまいりたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時４９分

再開 午後 １時５０分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

教育宣言都市名寄の現状と課題、そして将来像

を、佐藤靖議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 子供たちに生きる力

を確実に身につけさせる教育や生涯にわたり生き

生きと学び続けることができる社会の実現を目指

し市民の皆様の期待と信頼に応える教育行政の推

進に誠心誠意努めます。これは、平成２３年７月

１９日に開催された名寄市議会第３回定例会の壇

上で小野浩一教育長として初めて述べられた就任

挨拶の言葉です。この６月末をもって１１年間教

育都市宣言のまち名寄市の先頭に立ち、教育行政

の推進に努められた生活に終止符を打つこととな

りますが、就任時に誓われた子供たちに生きる力

を確実に身につけさせる教育、生涯にわたり生き

生きと学び続けることができる社会の実現、市民

の皆様の期待と信頼に応える教育行政の推進の３

本柱について自らどう評価されているのかお伺い

します。

教育長就任時、名寄市の小中学校の状況は小学

校１１校に普通、特学を含め９５学級があり、１，

４８０人の児童が学んでいました。一方、中学校

は４校に同じく３４学級、７３４人の生徒が在籍

していましたが、今年５月１日現在で小学校は７

校に普通、特別を含め７８学級で、児童数は１，

１７２人、中学校は４校に同じく３６学級、生徒

数５８９人の状況にあります。この約１０年間で

児童数約２１％、生徒数でも約２０％の減少とな

っています。この結果、平成２５年３月には風連

日進小中学校が、さらに２８年３月に豊西小学校、

東風連小学校、３１年３月に風連下多寄小学校が

閉校となりました。時代の趨勢ではありますが、

まさに激動の１１年でもありました。一方、この

間平成２８年２月の西小学校増築、南小学校校舎

及び屋内運動場の改築をはじめ、同年には南小児

童クラブ改築、東児童クラブ開設、そして３１年

には風連中央小学校校舎、屋内運動場改築、さら

には耐震構造上課題のあった智恵文小学校、名寄

中学校、名寄東中学校にも改築や改修の道筋をつ

くられましたが、教育環境の変化が児童生徒に与

える影響について教育長の見解をお聞かせ願いた

いと思います。

また、この智恵文小学校の改築によって市内の

小学校は全てオープンスペース教育となりますが、

今後改築、大規模改修を計画されている中学校に

おいても従来の閉鎖型教室とするのか、オープン

スペース教育とするのか、教育長のお考えをお伺

いします。

小野教育長在任中の２０１７年、名寄市総合計

画（第２次）が策定されました。御案内のとおり、

２０２６年までの１０年間を展望した計画であり、

まだ実行途上にあります。そこで、特に小中学校

教育の充実に関わる５点、質問させていただきま

すので、小野教育長の本音をお聞かせいただきた

いと思います。
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１点目は、教育効果を高めるための計画的な学

校施設の整備とありますが、小野教育長が目指し

た教育効果を高める学校施設についてお伺いしま

す。

２点目は、安全、安心な教育環境の整備として

危機管理体制の確立、施設内の保全対応を掲げて

いますが、具体的お考えをお示しいただきたいと

思います。

３点目は、全国学力・学習状況調査科目につい

て目標値を全科目全国平均以上とし、毎年度上回

ることを目標とするとしていますが、達成度合い

及び今後の見通し、さらに目標達成や継続に必要

不可欠な事項の見解についてもお伺いをします。

４点目は、同じく全国体力、運動能力、運動習

慣などについても目標値、目標を示されています

が、現状及び課題をどう捉えているのかお伺いし

ます。

最後に、５点目に、令和２年度で全校に設置し

た学校運営協議会について保護者及び地域住民等

の学校運営への参加促進とありますが、現状の評

価と課題についてお伺いします。

小野教育長とは平成２５年の第１回定例会代表

質問を皮切りに昨年の令和３年第１回定例会代表

質問まで都合４回この場で質疑をさせていただき

ました。また、様々な場で名寄の教育について議

論させていただいたことに改めて心より感謝を申

し上げます。その中で昨年の代表質問では限られ

た任期で目指すもの取り上げさせていただき、教

育長は学校教育の重点施策としてＧＩＧＡスクー

ル構想及び中学生から選ばれる魅力的な新設校の

設置、社会教育においては老朽化の著しい児童セ

ンター、市立図書館の在り方について議論を進め

ると答弁されましたが、改めてこれら課題につい

てのお考えをお伺いします。

特に過去において市内中学卒業者１８５人のう

ち５４％に当たる１００人が市外高校に進学して

いる状況下にあって、議論途上ではありますが、

多くの現場を経験されるとともに、北海道教育委

員会でも活躍された小野教育長が求めている中学

生から選ばれる魅力的な新設校とはどういうお考

えなのか、これも本音をお聞かせいただきたいと

思います。

また、いまだに実現していない課題もあります。

それは、平成２６年第２回定例会一般質問で取り

上げ、教育長と質疑を交わした名寄市の文化度を

高めるためのＥＮ―ＲＡＹホールの活用について

であります。この場からあのすばらしい舞台に市

民の皆様が一度は立てる機会を設定すべきと提言

させていただき、教育長から前向きな答弁をいた

だきました。しかし、コロナ禍もあり、残念なが

ら実現には至っていません。改めてＥＮ―ＲＡＹ

ホールを拠点とした名寄市の文化度を高める取組

についてのお考えをお伺いします。

名寄市は幼児教育から大学教育までの連携の下、

学校、家庭、地域が手をつなぎ、豊かな心と知性

を育み、生涯にわたり生き生きと学ぶためを基本

に教育都市宣言をしていますが、退任を前にした

小野教育長が理想とする名寄市の教育と指導及び

次代に引き継ぐ課題についてお伺いし、この場か

らの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 佐藤議員からは大項目

１点、教育都市宣言名寄の現状と課題、そして将

来像について御質問をいただきました。まずは、

小項目１、教育長１１年を振り返ってについてお

答え申し上げます。

私は、平成２３年７月に着任以来１１年間にわ

たり名寄市の教育行政に携わらせていただきまし

た。この間学校教育については教育改善プロジェ

クト委員会を立ち上げ、子供たちの生きる力、す

なわち知、徳、体の調和の取れた子供の育成を目

指してまいりました。一方、社会教育では市民の

皆様が夢と希望を抱き、生きがいのある人生を送

ることのできる生涯学習社会の形成を目指して取

り組んでまいりました。とりわけ子供たちの生き

る力の育成では確かな学力や豊かな心、健やかな
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体をバランスよく育む教育活動の充実に向け校長

や教職員、保護者、地域の皆様の絶大なお力を借

りながら取組を進めてまいりました。

確かな学力の育成では、児童生徒の発達の段階

を考慮した名寄市統一の学習規律を作成いたしま

した。学習規律を統一することにより落ち着いた

学習環境が整い、児童生徒の学習習慣を確立する

ことができました。また、学力向上をさせるため

には児童生徒が安心して学べる環境が大切なこと

から、学年、学級経営が重要と考え、具体的に指

導の手だてを記述することができる名寄市統一の

学年学級経営案様式を作成し、その活用を図って

おります。さらに、全国学力・学習状況調査の結

果を受け、各学校の分析を基に児童生徒が抱える

学力の課題について明らかにし、その課題を解決

するための方策を全教職員で共有するとともに、

校内研修で授業改善などについて取り組んでもら

いました。また、名寄市ＰＴＡ連合会の協力を得

て、学校と家庭とが一体となって家庭学習を充実

させる取組を進めていただきました。その結果、

全国学力・学習状況調査においては名寄市の平均

が全国平均とほぼ同程度となってきております。

豊かな心の育成では、道徳教育の充実のため北

国博物館や市立天文台と連携し、名寄市にゆかり

のある人物の功績を取り上げ、小学校では名寄市

出身力士の名寄岩、中学校では木原天文台を建設

した故木原秀雄氏を題材にした道徳読み物資料を

開発いたしました。そして、本題材を使用した道

徳科における授業実践を通して、児童生徒の道徳

性の育成に努めてまいりました。また、いじめ根

絶に向けての対応では平成２６年度に名寄市いじ

め防止基本方針を策定し、小中学校によるいじめ

防止サミットを開催いたしました。平成２９年度

から高校にも参加していただき、小中高いじめ防

止サミットを開催し、現在に至っております。不

登校児童生徒への対応では、学校や教育相談セン

ター、こども未来課などの関係機関の連携の下、

組織的、計画的に支援に努めてまいりました。そ

の際児童生徒理解教育支援シートや子供理解支援

ツールほっと及びＱ―Ｕなどの各種データを活用

し、一人一人の児童生徒に応じた支援に努めてき

たところであります。また、今年度より不登校の

解消や未然防止に向けてスクールソーシャルワー

カーを任用し、効果的な支援について各校及び関

係機関と連携しながら取組を進めております。さ

らに、今後１人１台端末を活用した不登校児童生

徒支援を検討しているところです。

健やかな体の育成では、教育改善プロジェクト

委員会において学習の見通しを立てる活動を取り

入れた体育の授業改善を図る取組、新体力テスト

の効果的な実施に係る実技研修会の開催、地域の

自然や施設を活用して、スキーや歩くスキー、カ

ーリングの授業の実施、地域人材の活用の３点を

基に児童生徒の体力向上に向けた取組をスタート

させました。その後、児童生徒の体力向上に係る

Ｎスポーツコミッションと連携した取組や各学校

において休み時間や体育の時間を活用した運動し

やすい環境づくり、体力手帳を基に縄跳びや持久

走などの１校１実践の取組などを進めてまいりま

した。その結果、体力合計点が全国平均同程度以

上の成果を上げることができました。

特別支援教育では、議員も御承知のとおり、名

寄市において文部科学省の委託事業である特別支

援教育体制推進事業の推進地域として北海道教育

委員会から指定を受け、管内では最も早く特別支

援連携協議会を立ち上げ、全道的にも先導的な役

割を果たしてきました。また、平成２９年度には

文部科学省の教育支援体制整備事業、切れ目のな

い支援体制整備充実事業の指定を受け、特別な支

援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会

参加までの切れ目のない支援体制を整備するため、

名寄版個別の支援計画「すくらむ」の改善を図り

ました。そして、その「すくらむ」を名寄市の未

就学児から児童生徒全員、約２，５００人に配付

し、必要に応じて活用を図ってきたところであり

ます。さらに、特別支援教育に関する教師の専門
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性の向上を図るため、名寄市立大学コミュニティ

ケア教育研究センターによる特別支援教育コーデ

ィネーターの研修の充実や名寄市立大学免許法認

定公開講座の活用による特別支援学校教諭免許状

の取得率の向上を目指し取り組み、一定の成果を

上げることができました。

次に、生涯にわたり生き生きと学び続けること

のできる社会の実現についてであります。市民一

人一人が自分に合う方法によって自発的に学習を

行うことにより自分自身が豊かになる。その個人

個人が集まり、社会を還元することによって社会

が豊かになっていくこと、これが生涯学習型社会

と呼ばれております。その生涯学習社会の実現の

ためこれまで名寄市総合計画を基本に第１次及び

第２次の名寄市社会教育中期計画、平成３０年度

からは単年度の名寄市社会教育推進計画に基づき

学びの場である社会教育施設を拠点に市民がいつ

でもどこでも学習することのできる生涯学習環境

の整備、改善を行い、市民が学習する機会の充実

に取り組んでまいりました。また、市民が学びた

いときに学び、効率的な学習活動を実践していく

ために情報提供や相談体制の整備を行い、その時

々の市民の学習ニーズに合った学習機会の提供を

行ってまいりました。例を挙げますと、公民館活

動における市民講座や公民館講座、高齢者大学、

学級、家庭教育支援講座の実施や市立図書館の利

用促進と読書活動の推進、市立天文台における観

望会や天文イベントを通じた天文普及活動や情報

の発信を行ってまいりました。コロナ禍により学

習拠点である社会教育施設の利用が制限され、生

涯学習活動を停止せざるを得なくなったことは大

変残念でありました。しかし、コロナ禍において

も学びを止めないための取組をそれぞれの社会教

育施設が行っております。今後も全ての市民一人

一人の学びたい気持ちに寄り添い、生涯にわたり

学び続けることができる環境整備に不断の努力を

行うことが大切と考えているところであります。

教育委員会といたしましては、この２つの柱の取

組を通して市民の皆様の期待と信頼に応える教育

行政の推進を図ることができたものと考えており

ます。

次に、小項目２、教育環境についてお答えいた

します。統廃合は児童生徒にとってこれまでなれ

親しみ、愛着のある学びやを離れることに対し不

安や寂しさを感じさせるものと思います。ただ、

同時に地域への愛着や誇りなどを育てることにも

つながると思います。一方、新しい学校に行くと

いう教育環境の変化については新しい友達との出

会いもあり、これからの未来を考え、進んでいこ

うという意欲も生まれる機会になっていると思わ

れます。そして、多くの仲間との出会いにより、

多様な考え方に触れ、学び合いの機会や切磋琢磨

する機会、地域の人々と交流する場面も増えるこ

とによりコミュニケーション能力や自立心が高ま

り、自己の人間性、社会性を育むことができるも

のと考えております。新しい学校へ行くという教

育環境の変化は、子供たちにとって最初は不安や

戸惑いを感じることと思われます。しかし、学校

では子供たちの心的負担を軽減するために全力で

サポートしております。子供自身の適用力に差は

ありますが、日にちがたつにつれ環境に慣れ、た

くましく育っていくものと思います。

次に、従来型の教室とするか、オープンスペー

ス型の教室とするかについてでありますが、オー

プンスペース型の教室については１９８４年頃、

当時の文部省が多目的スペース補助制度を発足さ

せ、全国的に教室の壁を取り除き、従来の廊下で

はなく、多目的スペースを備えた形の学校が広が

りました。オープンスペースとは、学習集団にお

ける多様な活動に対応できる共有の空間のことで、

多目的スペースのことを指しております。このオ

ープンスペースを備えた教室のメリットとして、

学年全体が把握しやすいこと、それからクラスの

境界線がなくなり、学年の一体感を感じ、他クラ

スと交流しやすいこと、教室内外にスペース的な

ゆとりがあり、様々な形態の授業に変更しやすい
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こと、習熟度別指導を実施しやすいことなどが挙

げられます。逆にデメリットとして気が散る、授

業に集中できない、音を出す活動が他のクラスに

気を遣う必要があること、広い空間、騒音が気に

なったり、不安になる児童生徒もいること、視覚

的情報が入り過ぎること、感染症が拡大しやすい

ことなどが挙げられます。このようにメリット、

デメリットもあり、一概にどちらのスタイルがよ

いとは言えません。特に中学校では学習に集中さ

せたい場面が多く、オープンスペース型の教室よ

りは従来型の教室のほうがよいときもあると考え

ます。しかし、学級間の生徒同士が意見を交流し

たり、総合的な学習の時間などで調べ学習やまと

める活動などを実施したい場合には、オープンス

ペース型の教室がよいとも考えられます。現在教

室とオープンスペースとの間に可動式のパネルな

どの仕切りを設置するなどして、従来型の教室と

オープンスペース型の教室の両方の機能を有効に

生かした教室も見受けられます。いずれにしても、

今後改修、改築の際には学校側とのヒアリングを

通して児童生徒にとって安心できる教室空間づく

りに努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３、途上にある名寄市総合計画

（第２次）についてお答えいたします。まず、１

点目の教育効果を高めるための計画的な学校施設

の整備についてでありますが、学校施設は子供た

ちにとって一日の大半を過ごす学習と生活の場で

あり、教育効果を高めるための重要な教育施設で

あります。これからの時代に求められる生きる力

を育てる教育の推進にふさわしい充実した教育活

動を行うためには、多様な学習内容、学習形態に

対応できる柔軟性を確保した施設の整備が求めら

れています。また、信頼される学校づくりの推進

にふさわしい充実した教育活動を行うためには、

安全性と防災性を備えた高機能かつ多機能な施設

環境を整え、防犯や衛生面に配慮した快適で安全、

安心な施設でなければなりません。さらに、学校

施設は地域住民にとって身近で生涯にわたる学習、

文化、スポーツなどの活動の場として活用される

地域コミュニティーの拠点でもあるとともに、災

害時には指定緊急避難所として利用される重要な

役割を果たすなど、これまで以上に地域や学校関

係者との協力の下で計画、設計を進めていく必要

があると考えております。これまでの取組として

は、名寄東小学校ではコミュニティセンターが地

域住民により設置、運営され、学校施設を活用し

たコミュニティカレッジの開設やラベンダーの植

栽による環境美化、スノーランタン作りによる雪

や冬に親しむ活動などの地域活動が取り組まれて

います。名寄南小学校の学校施設には南児童クラ

ブが設置されており、放課後には体育館が利用さ

れています。校舎内には各階にワークスペースが

設置され、係活動などの教育活動に活用されてお

ります。また、風連中央小学校では、平成３０年

度の改築により図書室に地域の人々が活用できる

図書館機能を持たせて、一般開放をしております。

新しい図書室では、児童と地域住民が同じ空間で

読書活動に取り組んでおります。今後も教育効果

を高めるための学校施設整備の在り方についてさ

らに検討していく必要があると思います。

２点目の安全、安心な教育環境の整備に係る危

機管理体制の確立、施設内の保全対応についてお

答えいたします。学校は子供たちが集い、互いの

触れ合いにより人格の形成がなされる場であり、

子供たちが生き生きと活動し、安全に学べるよう

にするためには子供たちの安全の確保が保障され

ることが不可欠であります。このため、学校では

学校教育活動全体を通じ自らの安全を確保するこ

とのできる基礎的な資質、能力を継続的に育成し

ております。また、学校安全は自他の生命尊重を

基盤として自ら安全に行動し、他の人や社会に貢

献できる資質、能力を育成するとともに、積極的

に安全な環境づくりができるようにすることを狙

いとしていることから、各学校では児童生徒の実

態を踏まえ生活安全、交通安全、災害安全の３つ

の観点から具体的な活動を推進しております。１
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つ目は不審者防犯訓練や登下校時の見守りなどの

防犯対策、交通安全指導や安全マップを用いた通

学路の安全確保、避難場所、避難経路の設定と点

検、確保及び避難訓練の実施、２つ目は学校にお

いては日々の施設設備、器具、用具等の安全点検

を行うとともに、教職員の危機管理意識を高め、

組織体制の機能強化や危機管理マニュアルなどの

充実、３つ目は教室や職員など校舎内外の日常的

な美化、整理整頓を行い、安全で潤いのある教育

環境の整備などに努めているところであります。

次に、３点目、全国学力・学習状況調査の達成

度合い及び今後の見通しについてお答えいたしま

す。学力向上の取組については平成２４年度から

本格的な対応を進め、全国学力・学習状況調査結

果から見られる本市の児童生徒の学力における課

題を分析し、その対策を講じております。本市の

小中学校とも平成２６年度から平成３０年度にか

けては全国平均と同程度の水準になりました。ま

た、令和元年度から令和３年度まで小学校におい

ては全国平均と同水準で推移してきております。

しかし、中学校においては新型コロナウイルス感

染症拡大以前は全国平均と同程度でありましたが、

感染症拡大の影響もあり、小中学校間の教職員同

士の授業交流ができず、また授業においては体験

活動や生徒同士の意見や考えを交流する活動の制

限等もあり、この数年は全国平均より若干下回る

傾向にあります。このようなことから、教育改善

プロジェクト委員会において学力向上の在り方、

改善策を検討してまいりました。現在各中学校で

は教育改善プロジェクト委員会の検討内容を受け、

休み時間や放課後を活用した学び直しの時間の設

定、各学校間の教職員による授業参観と指導方法

の交流、家庭と連携した家庭学習の取組などを行

っております。学力向上については、小中学校問

わず校内研修の充実や学年、学級経営が重要であ

ります。校内研修では、学力の向上を視点とした

研究主題を設定することや学年、学級経営では教

室内における児童生徒相互、児童生徒と教職員の

よりよい関係づくりをすることにより安心して学

べる環境づくりを行うことなどを重視した学校経

営を充実させることが大切と考えております。

４点目、全国体力・運動能力調査の現状と課題

についてであります。体力向上に関する取組につ

いては、平成２５年度より本格的な対応を進め、

全国体力・運動能力調査、運動習慣等調査の結果

から見られる本市の児童生徒の体力における課題

を分析し、その対策を講じてまいりました。本市

の小中学校とも平成２７年度から令和元年度にか

けては体力合計点が全国平均と同程度の水準にな

りました。令和２年度は全国体力・運動能力調査

はコロナの影響を受けて実施されませんでしたが、

令和３年度の本調査においては小学校男女、中学

校男子、体力合計点で全国を上回る成果が見られ

ました。一方、中学女子については体力合計点で

全国を超えることはできませんでした。このよう

なことから、現在名寄市教育改善プロジェクト委

員会や教育研究所体育班においてその原因の分析

と対策について検討しております。

また、全国体力・運動能力調査における本市の

小学生、中学生の共通課題は、全国平均に比べて

走力にあると捉えております。この走力を高める

ため体育の授業や日常生活において児童生徒の体

力の状況や発達の段階に応じた運動を選んだり、

組み合わされたりすることが大切と考えておりま

す。今後も体力向上に向けた取組を各学校の創意

工夫の下、これまでの取組を発展させながら継続

してまいります。

５点目、学校運営協議会の現状と課題について

でありますが、平成２９年４月施行の地方教育行

政の組織及び運営に関する法律では学校運営協議

会の設置や学校運営に必要な支援について協議す

ることが規定されました。本市では、この法律に

基づき令和元年度中に全ての学校に学校運営協議

会を設置し、全ての学校がコミュニティ・スクー

ルとなりました。コミュニティ・スクールとは、

保護者や地域の方々、学識経験者などの委員から
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成る学校運営協議会を設置した学校のことであり

ます。学校運営協議会の主な機能としては、必須

機能として学校運営の基本方針を承認すること、

学校運営に必要な支援について協議すること、任

意機能としては学校運営について意見を述べるこ

と、教職員の任用に意見を述べることができます。

それぞれの学校運営協議会では、学校経営計画の

承認や学校評価などの取組を行っておりますが、

これらの取組が本格的に始まった令和２年４月以

降はコロナ禍により運営協議会委員はなかなか学

校に足を運ぶことができなくなり、会議も一部書

面で行われたこともありました。このようなこと

から、保護者や地域の方々の学校運営の参画は図

られておりますが、まだまだ道半ばと言えます。

次に、小項目４、耐震構造上に加え、老朽化の

激しい社会教育施設についてお答えいたします。

まず、学校教育の重点施策としてＧＩＧＡスクー

ル構想についてでありますが、議員も御承知のよ

うに、ＧＩＧＡスクール構想とは義務教育を受け

る児童生徒のために１人１台の学習用タブレット

と高速ネットワーク環境を一体的に整備する計画

のことをいいます。この計画がつくられた背景に

は、ＯＥＣＤ、経済協力開発機構の平成３０年の

生徒の学習到達度調査では日本は学校での授業や

宿題にＩＣＴを利用する時間が加盟国中最下位で

あったということであります。こうした事態を重

く見て、国は令和の時代における学校のスタンダ

ードとして日本の１５０年に及ぶ教育実践の蓄積

の上に最先端のＩＣＴ教育を取り入れ、これまで

の実践とＩＣＴとを組み合わせていくことにより

これからの学校教育を変えることを念頭にＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けた方針を示しました。

この方針を受け、本市では現在１人１台端末が児

童生徒全員に配付され、学校教育活動全体で使用

されております。学校のＩＣＴ教育環境について

は、校舎内どこからでも無線によるインターネッ

トが接続できるようになりました。これにより児

童生徒がどこにいてもインターネットで検索し、

調べ学習を進めることができるようになっており

ます。また、全ての端末に学習支援プログラムロ

イロノートという教材を取り入れ、授業の中で児

童生徒同士の意見や考えを端末の画面上で交流し

たり、発信したりしております。今後の課題とし

て、新規転入職員に対するＩＣＴ研修、タブレッ

ト端末の活用を図る教職員研修会の充実やタブレ

ット端末を使用し続けると故障等もあることから、

ＩＣＴ機器の更新整備を図っていくことなどが挙

げられます。

次に、老朽化の激しい社会教育施設についてで

ありますが、本市は令和４年３月に名寄市公共施

設等再配置計画を策定し、図書館をはじめとする

各施設の再配置について市民議論を重ね、令和８

年度までに具体的な整備の方向性を検討していく

こととしております。児童センターについては、

昭和４２年の竣工から５５年が経過しようとして

おり、図書館についても昭和４５年の竣工から５

２年が経過しようとしております。教育委員会と

いたしましては、いずれの施設も老朽化が著しく、

施設設備の優先度は高いものと認識しており、で

きるだけ早期に施設が整備されるよう努めてまい

りたいと考えております。

次に、小項目５、市内外から入学生が希望され

る魅力ある高校像とはについてお答えいたします。

名寄高校と名寄産業高校の再編統合によりできる

新設校については、学校と地域住民が力を合わせ

て学校の運営に取り組むことが可能となるコミュ

ニティ・スクールの設置が必要と考えております。

コミュニティ・スクールは、学校運営に地域の声

を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある

学校づくりを進めていくことができます。また、

学校運営や学校の課題に対して広く保護者や地域

住民の皆さんが参画できる仕組みであります。当

事者として子供の教育に対する課題や目標を共有

することで学校を支援する取組が充実するととも

に、関わる全ての人に様々な魅力が広がっていき

ます。高等学校は義務教育諸学校とは異なり、生
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徒の選択により入学する学校種であるため、通学

区域が広範囲にわたることに留意する必要があり

ます。しかしながら、広く地域や社会の参画、協

力を促進することは学校運営の改善につながり、

キャリア教育の推進や学校の魅力化に資するもの

であり、学校運営協議会の設置は非常に有効なも

のと考えております。名寄市内の小中学校には７

つのコミュニティ・スクールがあり、ここに高等

学校のコミュニティ・スクールが加わることによ

り小中高とまさに地域一体となって特色ある学校

づくりが実現することができれば、新設校がコミ

ュニティ・スクールのよさを十分発揮して、保護

者、地域にとっては頼りがいのある、また子供た

ちにとっては学びがいのある魅力的な学校となる

と考えております。また、高等学校生徒資格取得

費補助事業や高等学校学習教材支援事業などの生

徒や保護者に直接援助する事業も魅力の一つと考

えております。さらに、再統合する新設校におい

ては普通科４学級、情報技術科１学級の合計５学

級とするとともに、両学科へ単位制を導入するこ

ととされております。単位制導入は生徒の多様な

興味、関心や進路指導等に応じた主体的な学習が

可能となることと考えられるため、現在の多様化

している中学生の進路選択においても魅力ある有

意義なものになると考えております。

次に、小項目６、名寄市の文化度についてお答

えします。ＥＮ―ＲＡＹホールは、平成２７年５

月の開館からこの７年間７１４件に上る事業によ

り延べ１４万人に近い方々に御来場いただいてお

り、その稼働率についてはコロナ禍の令和２年度

には４割台まで減少したものの、令和３年度には

７割台まで回復しております。ＥＮ―ＲＡＹホー

ルでは名寄市教育委員会や名寄舞台芸術実行委員

会の主催事業のほか、著名なアーティストを含め

た貸し館事業など幅広く多彩な公演が開催されて

おります。また、ＥＮ―ＲＡＹホールの開設によ

り市民会館を使用していた頃にはほとんど見られ

なかった市民実行委員会形式による事業がコロナ

前までは年間１０件程度行われており、市民が文

化、芸術の振興に主体的に関わる機会が増えてい

ると感じております。ＥＮ―ＲＡＹホールを活用

した事業においても市民会館を利用していた頃は

年間２０件程度でありましたけれども、ＥＮ―Ｒ

ＡＹホール開設後コロナ前までは年間７０件程度

の事業が行われており、多くの市民が質の高い舞

台芸術に触れる機会がつくられているものと考え

ております。また、市民文化祭をはじめ各種発表

会や宴会、演劇など市民が舞台に立つ機会も設け

ているほか、コロナ禍前には幾つかの公演でワー

クショップを開催いたしました。さらには、ホー

ルに直接足を運ぶことが困難な介護福祉施設を訪

問し、アウトリーチ事業についても実施してきて

いるところであります。今年の３月には小学３年

生から６年生までを対象にＥＮ―ＲＡＹホールの

裏側をちょこっと体験できるツアーを開催し、音

響、照明、スポットライト、舞台監督といったホ

ール業務を演劇の実演とともに体験する事業を実

施いたしました。参加した小学生は、本番さなが

らの舞台芸術を体験したところであります。この

ようにコロナ禍で若干の足踏みはありますが、Ｅ

Ｎ―ＲＡＹホールを核とした様々な取組や市民活

動の活性化により本市の文化度の向上に大きな成

果が出ているものと考えております。文化度につ

いては、それぞれ人により捉え方が様々なことか

ら、今後は文化度を捉える視点を共有化して、市

民の皆さんに評価していただけるような形式を取

り入れて、文化度を捉えていきたいと考えており

ます。

次に、小項目７でありますが、教育長が理想と

する教育宣言都市とはであります。名寄市に昭和

３５年に開校された名寄女子短期大学の存在がこ

の宣言が出された根底にあるのではないかと考え

ております。また、聞くところによりますと、こ

の教育都市宣言の制定に当たっては佐藤議員が直

接携わったと伺っておりますが、改めて敬意を表

する次第でございます。議員御指摘のように、平
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成１９年に告示された教育都市宣言は地域、幼保、

小中高大がそれぞれ連携し合いながら市民の皆さ

んが生涯にわたって生き生き学ぶための教育体制

づくりを目指しましょうと呼びかけていると思い

ます。すなわち、名寄市のこの教育都市宣言は教

育行政を推進するための重要な理念の一つである

と捉えております。今後も教育都市宣言の具現化

に向け教育都市宣言の理念を常に念頭に置いて教

育行政の推進に努めていくことが大切と考えてお

ります。

また、次代に引き継ぐ課題についてであります

が、その一つはコミュニティ・スクール制度の効

果的な運用であります。また、もう一つは本市の

特別支援教育の上川北部地区の拠点としての体制

強化についてであります。この２つが当面次代に

引き継ぎたい私の大きな課題であると考えている

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 教育長の熱い思いを

じっくり聞かせていただきました。大分再質問の

時間がなくなりましたけれども、まさに教育長の

１１年の教育長としての集大成の言葉をいただい

たというふうに思っておりますけれども、これか

らの再質問については今さら申し上げるまでもな

く、やっぱり一般行政と教育行政は独立組織であ

りますので、物によっては既に教育委員会の所管

を離れているものもあるかと思いますけれども、

あるときには教育長、小野浩一さんとして、ある

ときには小野浩一さん個人として御答弁をいただ

きたいと思います。

１つは、これから改築あるいは改修に入る中学

校のオープンスペースのことでありますけれども、

言っているメリット、デメリット、教育長がおっ

しゃるメリット、デメリットは分かるのですが、

結果的には生徒が安心できる教室というのはでは

どっちなのという。我々は今年総務文教常任委員

会では広島県立の叡智学園というのを、現場は見

ることはできませんでしたけれども、県教委のほ

うから状況を教えていただいて、やっぱり施設、

あるいは地域、あるいは熱意、理想、これが子供

たちを育てるのだなというふうな、非常に肌とし

て感じてまいりました。できればいずれ現地行っ

て、子供たちの声も聴いてみたいと思いますけれ

ども、学校の映像や何かを見ると、やっぱり一定

オープンスペースという感じであったというふう

に記憶しておりますので、本当は小野浩一さんは

どっちがいいというふうに認識されているのかお

答えいただきたいと。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 私の正直なところなの

ですが、先ほど答弁でもお話ししたように、保護

者や子供たちの考え方によるのでないかなと思う

のです。地域にもよると思いますので、だからも

ともとある効果を狙ってオープンスペースになっ

てきたと思うのですけれども、でも今の時代は保

護者や子供たちの多様な考え方が出てきておりま

すので、先ほど結論的に申し上げましたように、

やはり協議すべきだと。学校を使う保護者、それ

から子供たちの状況をしっかりと踏まえて対応し

ていくということが非常に大事なことだと思って

おります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 新設校の話もそうで

ありますけれども、私も主体は子供たちというか、

やっぱり児童であったり、生徒であったり、本当

に例えば中学校の改築に当たっては、では子供た

ちの声をしっかり聴いて学校施設を考えていくべ

きと教育長は思っていらっしゃるのか。あるいは、

本当に中学生から選ばれる魅力的な新設校という

のは、中学生は地域とか学校とか、そこが連携を

求めているのか。もっと、私は中学生というのは、

うちらの子供もそうでありますけれども、中学時

代というのはそんなに自分の専攻を決めるという

こと、思考がそこまでいかない。できれば、今名

寄高校行けばそうでありますけれども、理系、文
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系に分かれるのでしょうけれども、ではそこで一

つ理系なのか文系なのかという選択は出てくるけ

れども、結局普通科志向、そこで自分の親として

は手に職をつけてほしい、この時代だからそう思

っても、子供はやっぱりそこに選べる状況にはな

いときに中学生が選ばれる新設校というのはどう

考えるべきなのかというのは私は大きな柱だと思

います。今の議論の中で本当に中学生が選ぶ新設

校になっていくのか、あるいは地域と学校の連携

を中学生が知るのは多分何年か先ということにな

ると思いますが、そのときに名寄高校の間口が維

持できるのか、あるいは名寄から出ていく子供た

ちの流出を止めることができるのか、教育長、そ

の辺はどういうふうにお考えになっていますか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 中学生に選ばれる学校

という視点に立って私は考えて、先ほどの魅力あ

る学校に関わって３点ほど、必要なのはコミュニ

ティ・スクールだと。それから、もう一点は支援

事業ですか、支援事業、あるいは単位制の問題だ

とかと話しましたけれども、私はもうちょっとシ

ンプルに子供たちの考えを捉えますと、自分の思

いや願い、これを実現することができる、そうい

う学校だと思うのです。それが中学生に選ばれる

学校像でないかなと率直に思っております。ただ、

議員も今お話ありましたように、中学生の段階で、

それで自分で自分のなりたい将来や職業のことを

考えて高校を選択できる中学生がどれだけいるか

ということなのです。私は、このことについては

中学生自身には非常に難しい課題でないかなと思

います。小学校から、高学年から進路指導という

のが学校でありまして、自らの将来を考え、生き

方を考えて、自分で主体的に進路を考えて、進学

先を決定すると、それ目標になっているのです。

小学校から中学校にかけて、そして高校に入って

いくと、そういう流れになっているのですけれど

も、率直な話、考えてみると、実際に進路を子供

たちが考えるとき例えば親の経済的なことを考え

たり、それから自分で決められないという現実を

踏まえて、どちらかというと普通科へ進学、今の

ところしておこうとか、そういう判断がほとんど

の子供たちの現実ではないかなと思います。した

がって、地域の学校というのでしょうか、例えば

うちでいえば産業高校であるとか名寄高校につい

てなのですが、地域の学校というのはあくまでも

やっぱり今現実にいる子供たちと保護者の実態を

しっかり踏まえて、その願いに応えていかなけれ

ばいけないのでないかと思います。そこで初めて

やっぱり子供の思いや願いが実現できる学校にな

っていけるのでないかと。そのためにやっぱり地

域の学校というのは全力を尽くしていかなければ

ならないのでないかと私は常日頃、ざっくばらん

にお話ししますと、そういう考えでおります。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 私もコミュニティ・

スクールは考え方間違っていないと思う。先ほど

申し上げた広島の叡智学園もそうでありますけれ

ども、地域としっかり連携をして学校づくりをし

ているというのが県教委の担当者からは自慢の声

でありましたので、方向性は間違っていないと思

いますけれども、私も中学生の思いを持ってぜひ

ここのところは検討、特進コースもいいでしょう

けれども、では本当にそこに行っていい大学行け

るのかというと、進学塾とやっぱりちょっと違っ

てくるわけですから、それは成果が出ないとなか

なかそこに行かないということもありますでしょ

うし、そこ少し議論を教育長の言葉として残して

いっていただきたいというふうに思いますし、も

う一点、これは既に教育委員会から所管を外れて

いますけれども、私毎日というか、最近はちょっ

とサボりぎみですけれども、ウオーキングのとき

豊西小学校の前通るのです。豊西小学校を通って

右と左、東と西を見たときに、東側は浅江島公園

があって、ＥＮ―ＲＡＹがあって、非常に整備さ

れているけれども、豊西小学校のほうは最近草刈

りをきちっとしましたけれども、ごみは投げてあ
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るわ、草は伸びているわ、学校はロープでくるん

であるわ、あの状況が本当に子供たちにとってい

い環境になるのか。新しい教育長、あそこに２年

いらっしゃったみたいですけれども、閉鎖した学

校をいつまでもあの状況で置いておくのが本当に

いいというふうにお考えになっている、これは教

育長の個人的な意見として１つと。

もう一つは、地域の声もあって、南小学校は校

歌で歌われているシラカバを全部切りましたし、

８０周年で一旦いろんな木々も全部切りましたけ

れども、豊西小学校の南側の庭の、庭というので

すか、ところにやっぱり非常にきれいな桜が毎年

咲くという。あれももしそういうときにやっぱり

切るというのは私も環境的にはどうなのかという

ふうに思いますけれども、子供たちのそういう教

育環境というのについては教育長、どういう見解

をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 議員御指摘のように、

やっぱり望ましい環境ではないと、そんなふうに

私も考えております。先ほど議員のほうからお話

ありましたけれども、私が来てから日進小中学校

と、それと風連東、それから豊西、そして下多寄

と４校それぞれ閉校になりましたけれども、それ

ぞれの、豊西小学校以外の３校については大体い

ろんな形で使用されていると。地域の方に学校が

使用されている状況なのです。ただ、豊西小学校

は違うのです、豊西小学校だけ。ただ、豊西小学

校も私しょっちゅう朝のランニング、通るのです

けれども、あそこに開校記念樹の何か石碑みたい

なのがあって、イチイ、イチョウの木ですか、で

ありますとか、今最後に閉校記念碑なんかも置い

てありますので、多くの卒業生が出てきた地域で

ありますので、やっぱりその辺はきちっと整備し

て後世に残す必要があるのでないだろうかと、そ

んなふうに私としては感じているところでござい

ます。やっぱり卒業生があそこの学校が建ってい

たところに来て、みんな思い出を語り合うという

ことも非常に大切なことであると考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 時間もなく、本当教

育長と積み残しは名寄市の文化度のお話、あるい

は本当の意味の教育都市宣言、今回通告書で私教

育宣言都市というふうに書いて、誰か指摘するか

なと思ったら誰もされなかったのですけれども、

私は教育都市宣言と教育宣言都市は違うというふ

うに思っているので、教育都市宣言というのはま

さに施設だとかいろんなことを含めて、あるいは

小学校から、幼稚園から大学までを備えている施

設関係を含めて教育都市宣言というふうに。教育

宣言都市となると、やはり一人一人がしっかりや

っぱり学ぶ意欲、あるいはいろんな意味での文化

度を含めて名寄は高いのだということを強調する

のが私は教育宣言だと。だから、教育宣言をする

都市なのだという意味でこういうふうに書いてあ

る。ここのところはもうちょっと議論したかった

なというのがありますし、そういう意味ではこれ

を含めて、ただ教育宣言都市というのは言うはや

すし行うは難しで、簡単に言葉では言うけれども、

そんなに、非常に難しいものであるし、ここがう

まくいけば私は名寄の子供たちは名寄の地元の小

学校で学び、中学校で学び、地元の高校で学び、

地元の市立大学へ進むというルートが確立されれ

ば、本当の教育宣言都市になるというふうに思っ

て、そのための中間点である新設校というのは一

つ大きなステップ台になるし、そこの、当然教育

長の１１年の中で連携は図られてきたというふう

に思いますけれども、より強固にすれば、私のと

ころもそうですが、親としてはやっぱり地元の高

校へ行ってもらって、地元の大学行ったら、相当

仕送りは助かるというところがありますので、で

きればそういう子が本当に増えてくれることを願

う取組をしていってほしいと、そういう願いを込

めて、教育長はそういう私の思いも含めてこれか

ら次代にどういうふうな教育都市名寄になってほ

しいというふうに思っているのか最後にお聞きを
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しておきたいと。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） ちょっと私と佐藤議員

の受け止めがちょっと違うのです。私は教育都市

宣言というのは幼保から、それから大学まで連携

し合って、そして市民のために、市民の、先ほど

お話ししておりましたけれども、市民が生き生き

と学ぶためにですか、存在しているのだという考

え方でありますので、教育都市宣言というのは我

々教育行政を進める者が具現化していかなければ

ならない理念なのです。そういう捉え方しており

ます。だから、一人の人間が幼稚園から大学まで

行って、そしてここで暮らすのだという、そうい

う意味ではないのです。そんなことを御理解いた

だければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 理念が違うわけでは

なくて、物の進め方が多分教育長と見解の不一致

になっている。結論は同じだと思うのです。いず

れにしても、教育長にはこの１１年いろいろ教育

行政のトップで教えてもいただきましたし、名寄

市の教育発展のために御尽力いただいたことには

心から感謝を申し上げたいと思います。私歴代の

人で本当に一般質問で御礼を申し上げるのは多分

中尾副市長、佐々木副市長に次いで小野教育長が

３人目だと思います。本当に、今１９年議員やっ

ていますけれども、いろいろ教えていただいたの

は教育長に教えていただきましたし、プライベー

トでもいろんな話をさせていただきましたけれど

も、これからもぜひ名寄を見捨てることなく、し

っかりと名寄の行く末を見詰めていただければと

思います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 山 田 典 幸
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開議 令和４年６月２３日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２号 名寄市ピヤシリスキー場

条例の一部改正について（経済建設常

任委員長報告）

日程第４ 議案第９号 令和４年度名寄市一般会

計補正予算（第４号）

日程第５ 議案第１０号 令和４年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第１１号 令和４年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第７ 議案第１２号 令和４年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第１３号 財産の取得について

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第１４号 令和４年度名寄市

一般会計補正予算（第５号）

日程第９ 意見書案第１号 ２０２２年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第２号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第４号 物価高騰に伴う悪徳

商法や便乗値上げを許さない意見書

意見書案第５号 森林・林業・木材産

業によるグリーン成長に向けた施策の

充実・強化を求める意見書

日程第10 報告第８号 例月出納検査報告につい

て

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第12 委員会所管事務調査報告

日程第13 委員の派遣について

日程第14 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２号 名寄市ピヤシリスキー場

条例の一部改正について（経済建設常

任委員長報告）

日程第４ 議案第９号 令和４年度名寄市一般会

計補正予算（第４号）

日程第５ 議案第１０号 令和４年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第２号）

日程第６ 議案第１１号 令和４年度名寄市食肉

センター事業特別会計補正予算（第１

号）

日程第７ 議案第１２号 令和４年度名寄市水道

事業会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第１３号 財産の取得について

追加日程第１ 議案第１４号 令和４年度名寄市

一般会計補正予算（第５号）

日程第９ 意見書案第１号 ２０２２年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第２号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

令和４年６月２３日（木曜日）第２回６月定例会・第５号
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・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第４号 物価高騰に伴う悪徳

商法や便乗値上げを許さない意見書

意見書案第５号 森林・林業・木材産

業によるグリーン成長に向けた施策の

充実・強化を求める意見書

日程第10 報告第８号 例月出納検査報告につい

て

日程第11 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第12 委員会所管事務調査報告

日程第13 委員の派遣について

日程第14 委員の派遣報告

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 次 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） ここで、馬場健康福祉

部長より発言を求められておりますので、これを

許します。

馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） おはようござい

ます。昨日御質問いただきました五十嵐議員のＨ

ＰＶワクチンの接種のワクチンの補助の上限額に

ついてお時間いただきまして、御答弁申し上げた

いと思います。

上限額につきましては１万５，３５０円という

ふうになっております。

また、外国人向けの母子健康手帳の状況につい

てのお尋ねがございましたが、これにつきまして

は年間大体１人程度該当者がいるようでございま

して、何か国語かがございますので、必要に応じ

て取り寄せて、お渡しする場合もございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

物価高騰等に対する学校給食費の取扱いについ

て外２件を、高橋伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問してまいります。

まず、１点目、物価高騰に対する学校給食の取

扱いについてでございます。新型コロナ感染症の

長期化並びにロシアによる領土侵犯による戦争に

より、ウクライナ危機や世界食料危機による物価

高騰の影響が日本各地の学校給食の値上がりにつ

ながる懸念があります。学校給食の食料費は保護

者負担が原則の考え方ではあるものの、その考え

方を維持しつつ自治体の判断により保護者負担を

増やすことなく給食が実施できるよう国の新型コ

ロナ感染症対策地方創生臨時交付金の枠組みを本

市も活用することを推進いたします。去る４月１

日に内閣府地方創生推進室より発出されました令

和４年度における新型コロナ感染対応地方創生臨

時交付金の取扱いについての中において、活用が

可能な事業に物価高騰に伴う学校給食に関する負

担軽減が追加されております。また、各教育委員

会に対応を促進するため、４月５日に文部科学省

より事務連絡が発出されたところであります。そ

の意味で３点をお伺いをいたします。

新型コロナ感染症の長期化、そして本年２月以

降のロシアのウクライナ戦争による食料危機のた

め原材料価格の高騰や４月には政府が輸入小麦の

売渡価格１７．３％を値上がりし、また各市町村

も足立区は２，４００万円の補正予算、そして給

食担当は野菜をキャベツにしたり、食材１５グラ

ムを１０グラムに変更するなど食料費の値上がり

が一層懸念されております。そこで、学校給食の

食材調達の現状と食料費、予算のバランス等を含

めた今後の見通しについてをお伺いをいたします。

２つ目に、本年４月に内閣府が発出されました、

物価高騰に伴う学校給食に関する負担軽減の項目

の物価高騰に伴う学校給食値上げを抑えるため地

方創生臨時交付金の活用ができるものであります。

本市においてもこの交付金を活用すべきと考えま

すが、理事者の御見解をお願いいたします。

今般食料費価格の高騰は、輸入材料に頼る状況

に起因するものです。さきの質問に相反する部分

もありますが、地域、地元産の食材を採用するこ
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とによって小麦を米粉に替えると供給の安定を図

られるとともに、地域農業の振興や食育の観点か

らも有用と考えますが、理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目２つ目、原油価格、物価高騰等総合

緊急対策についてをお伺いをいたします。地方創

生臨時交付金、コロナ禍における原油価格、物価

高騰対応分が４月２６日に決定をされました。新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を拡充し、これらにおける原油価格、物価高騰対

応分が創設されました。これにより地方自治体が

実施する生活に困窮する方々の生活支援、また児

童扶養手当受給者での非課税の子育て世帯支援、

また農林水産業者や輸送交通分野をはじめとする

中小企業の支援といった取組にしっかりと後押し

することが総合緊急対策に明記されております。

本市も確実かつ具体的に実現することが生活に困

窮する方々の生活支援であり、子育ての世帯生活

支援特別給付金の対象拡大や給付の上乗せなどが

子育て支援であり、燃料や肥料の高騰による農林

水産業者や運輸交通分野をはじめとする中小企業

の支援といった取組をしっかりと後押しすること

が総合緊急対策に明記されております。コロナ禍

において原油価格、物価高騰に直面する生活困窮

者等生活者の負担軽減に資する支援事業には、住

民税非課税の臨時特別給付金、子育て世帯生活支

援特別給付金、水道料金などをはじめとする公共

料金の負担軽減等が活用可能な事業と、また原油

価格、物価高騰による影響を受ける事業者の負担

軽減に資する支援事業にはバス、タクシーなどの

地域公共交通の経営支援、トラックなどの地域の

物流の維持に向けた燃料等の経営支援、また水道

料金などをはじめとする公共料金の補助事業の産

業支援が活用可能な事業とされております。現在

原油価格、物価高騰は目に見えるほど市民に負担

としてのしかかっております。５月３０日までに

値上がり品目は８，３８５品目に上り、６月から

７月にはさらに３，１００品目が値上がりすると

言われております。新たな対応分の実施計画の提

出は、７月２９日締切りとなっております。既に

４月２８日付の各自治体の交付限度額が通知され

ており、予算議決、交付決定すれば国の交付決定

前でも対象事業に着手することが可能ですので、

積極的な活用の検討の理事者の御見解をお願いし

ます。その意味で４点お伺いします。

生活に困窮する方々の生活支援の考え方、子育

て世帯の支援の考え方、水道、下水道料金をはじ

めとする公共料金の負担軽減の考え方、４番目に

燃料高騰によるトラックなど物流事業者の維持に

向けての支援についての考え方の理事者の御見解

をお願いをいたします。

大きい項目３つ目、母子健康手帳の名称につい

てであります。母子手帳の役割は、母子の健康、

育ちを守ることにあります。妊娠中の経過や赤ち

ゃんの健診、予防接種など１冊にしたもので、６

歳まで記入欄があります。母子健康法では母子健

康手帳と呼ばれていますが、特に名称を規定して

いるわけでもございません。子育てをめぐる環境、

価値観の変化もあり、名称については各市町村、

他市町村では親子健康手帳と併記する自治体が増

えていると報道がございました。併記することに

よりメリットとしては、父親の育児参加の促進に

つながる、妊娠中のパートナーとして役割を意識

できる、家族のみんなが受け入れやすい名称であ

る、独り親世帯が父親である、父親が母子の健康

についてより理解を深めることができるという考

えであるそうであります。母子健康手帳を親子手

帳と明記することの理事者の御見解をお願い申し

上げ、壇上での質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） おはようございます。

高橋議員からは、大項目で３点にわたり御質問い

ただきました。大項目１は私から、大項目２の小

項目１と小項目２、大項目３は健康福祉部長から、

大項目２の小項目３は上下水道室長から、大項目

２の小項目４は産業振興室長からの答弁となりま
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すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、物価高騰に対する学校給食費の取扱

いについてお答えいたします。まず、小項目１、

食材調達の現状と今後の見通しについてでありま

すが、学校給食の献立は、各月の給食目標や指導

内容、使用する旬の食材、行事食などの項目を設

けた年間献立計画に基づき栄養教諭が毎月の献立

を立案し、実際に給食を提供する月の前月の献立

会議にて決定いたします。献立の立案には文部科

学省で示される学校給食摂取基準と献立計画を踏

まえ、日常家庭の食生活で不足しがちな栄養素を

補うよう配慮し、立案しております。

次に、食材調達の現状についてでありますが、

給食センターでは食材を献立決定後に発注いたし

ますが、昨年の冬期頃から新型コロナウイルス感

染症の影響などにより調味料や加工食品の価格の

高騰や品不足の状況に不安を感じていたところで

す。児童生徒から喜ばれ、安全、安心な給食提供

を行うには、安定した食材の調達が必要となりま

すが、この物価の高騰は給食提供においても少な

からず影響を受けており、現在は学校給食摂取基

準の栄養価を下回ることのないよう献立の工夫な

どを図りながら対応しているところです。しかし

ながら、今後も食材価格の高騰が続く場合はこれ

まで同様の給食提供は難しくなることも想定され

るところであります。

次に、小項目２、地方創生臨時交付金の活用に

ついてをお答えいたします。国においては、コロ

ナ禍における原油価格、物価高騰等の総合緊急対

策として新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を拡充し、その取組例の一つに学校給

食費等の負担軽減を掲げております。本市の学校

給食費は、学校給食法第１１条に規定されている

ように、給食実施に必要な施設設備、人件費など

運営に係る経費は設置者である名寄市が負担し、

保護者にはそれ以外の経費である食材費を学校給

食費として御負担いただいております。また、本

市の学校給食費は各小中学校の校長、保護者、給

食業務担当者、事務局である学校給食センターで

構成する学校給食会の総会の決議により決定され、

現在の学校給食費については令和元年１２月に開

催した臨時総会で議決され、令和２年４月から改

正となったものです。改正時点では、新型コロナ

ウイルス感染症や不安定な世界的社会経済情勢な

どによる急激な経済の変化を想定しておりません

でしたので、現在の物価高騰による影響について

は、さきに御説明のとおり、献立内容の工夫や新

たな献立への対応などを行い、今年度は現状の学

校給食費を据え置き、対応しております。しかし

ながら、現状の学校給食費についてはこの６月で

の様々な食材の値上げや１０月に予定されている

各種食材価格の変動から献立内容の変更などによ

る対応のみではこれまでどおりの栄養バランスや

量を保った給食の提供が難しくなるものと想定さ

れます。そのため、学校給食会において食材価格

の動向をしっかり注視し、検証しながら、やむを

得ず学校給食費の値上げを検討せざるを得ない状

況となった場合には、地方創生臨時交付金の活用

を視野に保護者負担の軽減に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３、地産地消の推進をについてお

答えいたします。給食センターでは、地産地消を

心がけた献立を立案し、食材の発注には安全、安

心を図るため、１番目には名寄産、２番目には北

海道産、３番目に国産の産地とする発注の指定順

番を決めております。年間献立計画で使用予定の

名寄産食材については主に青果となり、毎年度ア

スパラガスから始まり、寒締めホウレンソウまで

旬に収穫が可能な地場産の食材を使用しておりま

す。その実績といたしまして、令和３年度の名寄

産食材の使用率は主食を含む重量ベースで６０．

８４％、令和２年度は６５．３５％、また名寄産

を含む道内産使用率は令和３年度で８３．１７％、

令和２年度で８７．６１％となっており、毎年度

名寄産食材は約６０％、道内産食材は約８０％を

使用しているところです。本市は積雪期での収穫
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種類が限定されるため、献立内容を考えると現在

の使用量が最大限の使用ではないかと考えており

ます。また、青果以外での地場産の加工食品も通

年で使用しており、１０月頃には「名寄給食」と

題した主たる食材を名寄産で構成した献立週間も

予定しております。今後におきましても学校給食

では献立を創意工夫し、使用する食材については

安全で安心な食材の選定に細心の注意を払い、生

産者や納入業者と連携し、地産地消に努めてまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 私からは大項目

２、原油価格、物価高騰等総合緊急対策について、

小項目１、生活に困窮する方々への生活支援の考

え方について申し上げます。

原油価格の高騰による市民生活への大きな影響

に対し、令和３年度においては生活困窮者等の低

所得者世帯を対象とした暖房費用緊急支援事業を

実施いたしました。現在も高止まりが続く原油価

格ですが、実施計画の提出期限でございます７月

２９日時点では暖房費用等がかさむ時期の見通し

が難しいものと考えております。生活困窮者への

支援も含め庁内議論の上、政策を判断し、議会へ

も相談してまいりたいと考えております。

次に、小項目２、子育て世帯への対象拡大や給

付金の上乗せについてお答えいたします。子育て

世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金につ

いては、児童扶養手当を受ける世帯と住民税非課

税世帯に児童１人当たり一律５万円の給付を実施

すると４月２８日付で国から通知がありました。

児童扶養手当を受ける世帯については令和４年４

月分の受給者に対して６月中の支給、住民税非課

税世帯については７月中の支給に向けて準備を進

めていたところですが、６月８日付で国の給付金

に１万円を上乗せし、給付金を支給すると北海道

から通知があったところであり、速やかな支給に

向け準備を進めてまいります。

次に、大項目３、母子健康手帳の名称について、

小項目１、親子健康手帳についてお答えいたしま

す。本市で交付しております母子健康手帳は、既

製の母子健康手帳の中から内容や使いやすさを考

慮し、活用する保護者のニーズに合うものを採用

し、交付しております。以前は親子健康手帳とい

う名称のものを使用させていただいておりました

が、数年前に廃版となり、現在の母子健康手帳と

いう名称のものに変更した経緯もございます。内

容は大きく変わってございませんが、表紙には保

護者２人の氏名と子の氏名を記入する欄が設けら

れ、親子の手帳であることが意識できるものとな

っております。現在保健センターでは、妊娠の届

出の際に母子健康手帳とともに父子健康手帳の交

付もしております。また、マタニティー教室への

妊婦とパートナーの参加など妊婦の体や心の変化、

子供の成長、発達など父親も理解を深められる機

会を提供してございます。今後も一人一人の子育

てに寄り添った母子保健事業を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤上下水道室長。

〇上下水道室長（佐藤美香君） 私からは大項目

２の小項目３、水道、下水道料金をはじめとする

公共料金の負担軽減についてお答えいたします。

水道事業及び下水道事業は、公営企業の原則と

して独立採算制の経営を基本としており、経営に

要する費用は受益者負担が原則であり、事業の活

動のために必要となる収入は使用者からの料金収

入などによって運営されなければならず、使用料

に応じた上下水道料金の負担をいただくことが原

則と考えております。水道事業及び下水道事業と

して特定の使用者に軽減措置を講じることは、他

の使用者に負担を転嫁することとなり、受益者負

担金の公平性の確保が図られないと考えておりま

す。また、生活困窮者等や子育て世帯への各種手

当など他の経済的負担を軽減する制度と重複支給

となることが懸念され、一般使用者との負担の公

平性の観点から課題があると考えており、上下水
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道料金の減免については現在のところ考えており

ませんので、御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私からは大項目

２、小項目の４、燃料高騰によるトラックなどの

物流事業者の維持に向けての支援についてお答え

いたします。

北海道におけるガソリン及び軽油の小売価格の

推移について、資源エネルギー庁の石油製品価格

調査によるとレギュラーガソリン価格は昨年４月

の１４８．１円から本年４月には１７１．３円と

２３．２円、１５．７％上昇し、軽油の価格は昨

年４月の１３０．８円から本年４月には１５４．

２円と２３．４円、１７．９％上昇しました。原

油価格、物価高騰は市民生活や各産業に深刻な影

響を与えておりますが、中でも物流業界をはじめ

燃料が経費の多くを占める業種においてはコロナ

禍で経済が停滞しているところに経費が膨張し、

利益を圧縮しているものと推察しています。現在

申請を受け付けている地域経済再生応援金は、調

査でいただいた御意見にお応えし、コロナに加え、

燃料などコスト高騰の影響を受けた事業者を支援

するため、売上げ減少の要件のほかに利益減少の

要件を新たに設け、支援に取り組んでおります。

しかし、厳しい経済の要因がコロナに加え、不安

定な世界的社会経済情勢の長期化による燃料など

コスト高騰にシフトすると見込まれることから、

これからはウィズコロナの社会経済に対応してい

くために中小企業等に対するコロナ経済対策とし

て今後は現金給付という手法ではなく、持続可能

な方策が必要であると考えております。一方で、

原油価格、物価高騰はほぼ全ての事業者や市民生

活に大きな影響を及ぼすものであり、自治体単独

による特定業種への支援は公平性や効果の面で難

しいと考えているところです。そのため、国や道

の施策を注視しながら経済団体や金融機関と緊密

に連携し、地域経済の再生と活性化に資する対策

を研究してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。再質問をさせていただきます。

行政の皆さん言っていることは、十分理解させ

ていただきたいというふうに思います。きっと市

のほうには内閣府地方創生推進室からいろんな部

分の施策の部分が来ていると思います。通常分の

交付金、国庫補助金等々と地方単独事業のものは

去年からの継続で、同じ道を使っていいという部

分や何かがあるというふうに考えますし、７月２

９日までの申請ですから、どのような形で本市が

申請を出すのかというのを期待したいなというふ

うに思うのですけれども、まず給食費に関してち

ょっとお伺いをさせていただきます。

まず、先ほど木村部長が言いました給食費、学

校給食会がある程度食材は保護者の負担ですとい

う部分、全然分かるのです。結局は２年４月から

給食会で決めた給食費が決まったわけですから、

それをどうのこうの言っているわけでなく、この

新型コロナの感染症地方創生臨時交付金の活用部

分だとかというのを今回初めてうちの党が言って、

この給食会のものの値上がりのものの補助金を使

えるような形にしたのです。その中で、全然使え

というわけでなく、ほかの部分、生活困窮者に使

ってみたり、いろんな部分使えると思いますから、

使ってもいいのですけれども、今現状タマネギ、

昔３０円ぐらいで買えたものが今百何十円です。

そして、先ほど言いましたけれども、学校給食、

東京のほうなんていうのは野菜、普通のものが買

えなくて、キャベツだとかもやしにして代用して

いるという状況が続いているという。食材もやっ

ぱりお肉を１５グラム１人に与えなければいけな

いのを１０グラムに抑えて給食費を抑えているの

だ、足立区は２，４００万円の補正をやらないと

無理ですという状況までいっているという。その

中で、名寄は今現状は栄養士さんと本当にいろん
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な部分で食材を工夫しながらやっているのですけ

れども、献立を変更しながらやっていると言って

いますけれども、現状、今はできていますけれど

も、本当にこれから続く高騰の中で学校給食会と

して、一番は先ほど部長が言われたように、子供

の栄養面、家庭で補えない栄養とその分の量とい

うのですか、食材の量を提供していくのが名寄の

給食の一番の課題だというふうに思いますから、

それをやっていくために今すごく努力をされてい

ると思います。その中で、先ほど６月の値上げ、

食材費というか、調味料や何かの値上げ、これか

ら本当に６月に値上げして、１０月もまた値上が

りするという段階に入るという部分なのですけれ

ども、給食会として、給食会からそういうお話と

いうのは、給食センターや何かにこれだけ食材が

上がって、子供たちが栄養バランス的に取れなく

なっているのでないかという苦情だとか、苦情と

言ったらおかしいですけれども、そういう母親、

保護者からの連絡というのは入っていないのでし

ょうか、給食会のほうには。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 給食会に何かそうい

ったことが入っているかということでしょうか。

私が今押さえている範囲では、そういうふうに保

護者の方からそういったことを給食会のほうに御

連絡いただいたということはまだ聞いておりませ

ん。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） この部分では、食材

が上がるのは保護者が悪いわけでもないですし、

子供たちが悪いわけでもないですから、ぜひ活用

するときには活用していただきたいなというふう

に思います。そして、これ小中学校の学校給食だ

けではないのです。保育所も幼稚園も認定こども

園、認可保育所、そして介護施設等の給食食材も

この臨時交付金の対象になっておりますので、ぜ

ひ各分野、本当に介護部分でしたらしっかり栄養

取らないといけないと思いますし、そこの部分し

っかり見ていただいて、活用できる部分ですので、

どんどん使っていただくようお願いを申し上げた

いなというふうに思いますので、よろしくお願い

します。

それで、次なのですけれども、まず生活困窮者

の部分です。先ほど生活困窮者には暖房費用とし

て差し上げましたよという部分がありました。７

月２９日までですから、ある程度の見通しがつけ

ばしっかりと上げていただくような形をお願いし

たいのと、子育て世帯、本当に先ほど言いました

が、給食費は給食で対応するのですけれども、家

庭で食材を買う部分というのが大変やっぱり苦労

されているみたいなのです。本当に４月に値上げ、

６月に値上げというダブルパンチが来て、生活困

窮者、または子育て世帯には大きくのしかかって

いるみたいな部分なのですけれども、この子育て

部分の、去年も子育てには５万円を支給したり、

いろんな部分支給されましたけれども、今後どの

ような考えをされて……暖房費用の部分はある程

度分かりますけれども、市としていろんな部分の

対応ができる部分があると思うのです。非課税世

帯だとか、あとは新型コロナの感染症で影響受け

ている家計だとか、いろんな部分で対象となって

いるところがつくられるみたいなのです。住民税

非課税含めてなのですけれども、部長としては去

年も、３年度も含めて同じ項目をやっていいとい

うのですから、ある程度の部分、去年のこの部分

は何とかできるのでないかという部分があればち

ょっと教えていただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいまコロナ

禍だとか景気の状況に対する支援が何かあるべき

でないかという御質問だったかというふうに存じ

ます。先日道議会がございまして、北海道のほう

でも補正予算で道と協調事業で市町村のほうにも

一定の生活困窮というか、非課税の方々にも対処

するような事業ができるような話もお聞きしてお

りますし、一部事務的な説明会もあるように聞い
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ております。ただ、要綱等がまだ詳しく出てきて

おりませんので、私どもも高いアンテナを張って

十分情報収集しながら、また今議員から御指摘い

ただいたように、市町村独自の交付金の使用方法

もあるかというふうに思いますので、総合的にど

のような形にしていくことが市民の皆様にとって

一番いいのかということを一定の判断をしてまい

りたいというふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

次に、水道、下水道をはじめとする公共料金の

負担軽減の部分であります。室長が言うのは、じ

っくり分かっております。住民がやっぱり全員が

負担して、赤字の部分をつくらないという部分は

全然分かっております。それをやるのでなくて、

この新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金を

活用すればできる部分だというふうに考えている

のです。資料の２で事業維持等の部分、事業者、

トラック輸送車に対する燃料費高騰の負担軽減等

の中も含めて、その中に事業者に対する公共料金

の補助、下水道料金の負担軽減、これもこの交付

金活用に含まれている。いろんな事業者いますか

ら、トラック業界だけでなく、中小企業含めて私

はやってほしいのですけれども、今何件かトラッ

ク協会というか、トラックを何十台持っている方

のところに御挨拶に行かさせていただいたときに、

同僚議員にもそういう関係の方いますけれども、

そこの社長は去年燃料費６００万円だったけれど

も、今年１，０００万円超えましたと言っていま

した。だから、仕事は去年までは中川だとか遠い

ところ行っていたのだけれども、とてもでないけ

れども、向こう行けないから、近間で仕事取るし

かないと。それだけやっぱりこの燃料高騰で悲鳴

を上げている業者というのは多いのです。１週間

前のテレビでは、運送業者が全国で三十何社倒産

しただとか、本当に運送業者、大変な思いで今こ

の燃料高騰の部分でやられています。政府で何ぼ

３０円、４０円の補助を出すといっても追いつい

ていかないというのが現状でありますので、その

中でこの地方創生交付金を活用した事業というの

は、そういう公共料金の部分も補填できるという

ふうに載っています。だから、そういう特定の業

者だけという部分ではないと思うのです。そうい

う本当に苦しんでいる中小企業の部分のところに

やっぱり目を向けてあげるというのが行政の仕事

だと思いますし、私は活用できる部分はしっかり

と活用していただきたいなというふうに思ってい

ますので、室長に答えていただくのはかわいそう

なので、副市長が何かあればいいなと思うのです

けれども。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今地方創生臨時交付金

の様々な対策に使い勝手のいいものではないかと

いうことでお話をいただいておりました。名寄市

分は約１億６，０００万円ぐらいだと承知してお

ります。前段田畑室長、それから佐藤室長からも

答弁しましたけれども、これからどういう形にな

っていくか、国、道の施策も恐らく出てくると思

います。そういった面については子育ても含めて

高いアンテナを張って、情報を収集しなければな

りませんけれども、いたずらに不安をあおるつも

りはありませんけれども、市役所としてこの年度

内、例えば冬場で原油高騰が続いたらどうするの

かだとか、特に名寄地方、冬、本当に燃料等も使

いますので、そういった少し長期的なスパンにも

立った上で政策を打っていかなければならないと

思っております。先ほどの臨時交付金については、

事業計画等についてはもうすぐ出さなければなり

ませんけれども、その中で最終的にはこれ恐らく

財政問題に帰着していくものだというふうに認識

しております。ですので、例えばこの交付金を入

れることによって別の財源が生まれてくる、それ

をまたうまく回す、ちょっといろんな組合せが考

えられますが、現下の情勢については非常に中小
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企業の皆さんも含めて生活困窮者の皆様も大変厳

しいものだというのは認識しておりますので、改

めて情報の収集と、それから現場の状況、業界の

状況も含めて情報収集に努めて、年度内にはまた

何回かの対策も打たなければならない、そういう

時期も来るものだ、そういうような気持ちで進め

てまいりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひお願いしたいと

いうふうに思います。名寄市、１億６，０００万

円来ました。本当にいろんな部分、商業も助けな

ければならない、タクシー業者もバス会社もホテ

ル業界も助けなければいけないという部分は分か

ります。本当にだから全産業がこのコロナ禍でも

生き残って、名寄市の財政のために少しでもやっ

ぱり継続していただける体制をつくるというのが

行政の仕事だというふうに思いますので、ぜひそ

の部分進めていただきたいというふうに思います。

先ほど田畑室長が言われていました地域再生支

援金という部分で、今、今月までですか、受付を

されていると思います。今回のものは売上げが減

少云々でなく、利益計上が何％という部分だった

ので、きっと使い勝手が悪い中小企業もいたので

はないかなという部分もあるかなというふうに思

います。その中でこれって、先ほどトラック業界

の方々が大変だったという部分で、そういう関係

の方々が申請を出されている件数というのはお話

しできるのかどうか分かりませんけれども、ある

のかどうかと。ちょっと教えていただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今やっている地

域経済再生応援金ですけれども、今のところ交付

決定をする段階で９７件来ております。その中で

およそですけれども、運送業者では１０件にはま

だ至っていない状況です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。今回のこの地域経済再生応援金はちょっと前

回と違って、前回はきっと３７０件ぐらいあった

のかなというふうに思いますけれども、今回やっ

ぱり経常利益の部分だとかというのが入っている

ので、申請しにくい部分があったのかなというふ

うに私は考えています。それはいいのですけれど

も、燃料高騰のトラックなどの物流事業者への維

持、先ほど言っていましたけれども、レギュラー

ガソリンで約２３円２０銭、そして軽油で２３円

４０銭という部分の値上がりが運送業者に相当の

ダメージを与えているという部分は間違いなくあ

りますので、この部分しっかり、橋本副市長は冬

の燃料の部分や何か言われておりまして、それを

鑑みてやっぱり１億６，０００万円、名寄のため

の政策をつくり上げていかなければいけないとい

うふうに考えていると思いますけれども、いろん

な施策があると思います。本当に今回出た感染症

対応地方創生臨時交付金の活用の部分、しっかり

と行政の方が熟知されて、そして学校給食も含め、

水道料金も含めいろんな対策が取れると思います

ので、まず市民が名寄で暮らして、全国、今国民

の皆さんが大変な思いで物価高騰に耐えてという

か、本当にロシアがウクライナを侵攻したという

部分で,それも含めて耐えていただいているのかな

という部分があると思うのですけれども、そうい

った部分でやっぱり行政はしっかりとそういう方

々の低い目線に立って政策をつくり上げていただ

くことをお願いして終わりたいと思うのですけれ

ども、最後に、すみません、健康手帳の件です。

親子健康手帳から母子、父子手帳に変えましたと

いう部分分かりました。ぜひ活用しやすい方法を

つくり上げていただきたいというふうに思います。

部長、リトルベビーハンドブックって知っていま

すか。リトルベビーハンドブック、これは母子手

帳が持てない１キロ以下で生まれた子供の母子手

帳なのです。今これが出ていますので、これもぜ

ひ活用していただきたいなというふうに思います。

昨日同僚議員が言われていましたマイナポータル
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も含めて、子育て、そして子供生まれる方ってや

はりほとんど、９５％、１００％に近いぐらいス

マホを持っておられると思うのです。母子手帳も

マイナポータルに入れて、介護だとか、そういう

出産だとか、全部やっぱりそこでできるような体

制、今ＤＸ、名寄は進めているのですから、そう

いう体制に持っていける体制をしてやるというの

も必要なのかなと。私は男ですから、あまり影響

ないと思うのですけれども、女性の方々はやっぱ

りスマホで完結にぱぱっとできるという部分は楽

なのかなというふうに思いますので、私でなく、

五十嵐同僚議員が言ったこのマイナポータルに入

れるという部分をお願い申し上げ、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

高齢者への支援策について外１件を、川村幸栄

議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目、高齢者への支援策について伺います。

総合計画基本目標の一つ、市民みんなが安心して

健やかに暮らせるまちづくりに関わり、高齢者へ

の支援についての考えを伺います。年を取っても、

障がいを持っていてもこの地をついの住みかとし

て暮らし続けられる支援が必要であります。自立

と共生の地域社会づくりを進めると述べています。

特に高齢者や障がいを持った方たちにとって自立

のための日常的な暮らしの中での支援は欠かすこ

とができません。

そこで、小項目１、除雪、草取り、買物などの

日常生活支援について伺います。特に独り暮らし

の高齢者、退院後の生活が不安との声も聞きます。

高齢者事業センターの働き手の減少により受注事

業が減っているといいます。頼みにしていた草取

りがしてもらえない、誰に頼んだらいいのか、春

先事業縮小の案内はがきを受け取った方からの切

実な声であります。生活支援コーディネーターが

配置されていますが、その認知度についての受け

止めについて伺います。

小項目２、補聴器購入支援について伺います。

加齢性難聴者への補聴器購入支援については、道

内でも支援の動きが始まっています。改めて支援

についてのお考えをお聞かせください。

小項目３、運転免許証返還後の移動支援につい

て伺います。利用しやすい市内循環バスなどの支

援が必要です。お考えをお聞かせください。

小項目４、障がい高齢者への支援について伺い

ます。高齢になって、身寄りがなくなる、年金の

問題、医療費負担の問題などや精神障がい者は金

銭の管理も含め買物支援が必要など、多岐にわた

る支援が求められています。複数の障がいを持つ

ことが多いことから、地域生活支援拠点等の取組

がされています。総合相談窓口について、基幹相

談支援センターぽっけがありますが、一定の方た

ちは利用されているようですが、中には行きづら

いとの声も聞いています。さらなる支援体制が求

められるところです。お考えをお聞かせいただき

たいと思います。

大項目２つ目、名寄市立大学の独立行政法人化

について伺います。市長は、所信表明の中で名寄

市立大学の独立行政法人化の検討を進めるとして

います。

そこで、小項目１、独立行政法人化について市

長のお考えをお聞かせください。名寄市立大学は、

言うまでもなく名寄市民がつくり育ててきた大学

です。公立大学として営利が目的ではない学校づ

くりが必要と考えます。お考えをお聞かせくださ

い。

小項目２、独立行政法人化の進め方とスケジュ

ールについて、どのようなスケジュールで進めよ

うとしているのかお伺いをいたします。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。
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〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） ただ

いま川村議員からは大項目で２点にわたり御質問

をいただきました。大項目の１の小項目１、２、

４は私から、小項目３は総合政策部長から、大項

目２は市立大学事務局長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、高齢者への支援策について、

小項目１の除雪、草取り、買物など日常生活支援

についてお答えをいたします。単身の高齢者世帯

に限らず、見守りや安否確認、買物や食事の支度、

掃除などの家事全般といった日常生活の支援を必

要とする高齢者が地域で安心して暮らしていくた

めには、実情に合った多様なサービスを提供して

いくことが重要と考えております。介護認定を受

けている方には介護保険事業で、受けていない方

については地域支援事業により様々なサービスを

提供しているところでございます。高齢化に伴い、

自力で除雪が困難である高齢者に対します除雪サ

ービス事業と屋根雪下ろし助成事業は冬期間にお

ける安全で安心な生活支援であり、緊急通報シス

テム設置事業は単身世帯等における見守りの支援

であり、配食サービス事業は調理が困難な方に定

期的な食事を提供するとともに、安否の確認を行

う日常的な生活支援事業として実施をしていると

ころです。買物支援についても介護保険事業や地

域支援事業の総合事業により介護認定にかかわら

ず訪問介護事業を利用し、買物支援が受けられる

ことになっております。いずれにしましても、サ

ービス利用につなげるための総合相談支援が重要

であり、関係者とのネットワーク構築や実態把握

などを通じて必要な支援を進めてまいります。

生活支援コーディネーター、地域支え合い推進

員は、多様な主体による様々なサービス提供を地

域全体としての取組となるようコーディネートを

する役割があります。平成３１年までは町内会や

老人クラブ、民生委員児童委員連絡協議会など各

団体が活動する場に赴き、生活支援コーディネー

ターの活動内容について周知を図ってまいりまし

たが、コロナ禍のため縮小を余儀なくされている

ところです。この間は地域ケア会議や介護予防事

業への参加、関連する事業所からの情報収集など

の活動を行い、令和２年１０月から実施となりま

した名寄市ごみ出し支援事業や低栄養状態等のフ

レイルを予防、改善することを目的とした楽食健

幸講座でのレシピ集作成に関わるなど実施設計を

重ねてきております。令和３年度に開催をされま

した上川管内生活支援コーディネーター情報交換

会では、これらの名寄市の取組につきまして他市

町村から多くの関心をいただいており、これまで

の活動に一定の評価をしているところではありま

すが、市民の認知度についてはまだまだ十分では

ないというふうに認識しております。今後におき

ましても各種講演会や会議などを通じて積極的な

広報、周知に努めてまいります。

次に、小項目２の補聴器購入支援についてです

が、加齢に伴う難聴は男女ともに６５歳を超える

と難聴者の比率が高まり、７５歳を超えると補聴

器所有者の比率が高まる傾向が見られるという調

査結果もあります。公的な補聴器購入助成は、身

体障害者福祉法に規定をする身体障がい者で障害

者手帳を持つ両耳の平均聴力レベルが７０デシベ

ル以上の高度、重度難聴者が対象となっていると

ころです。補聴器の使用は、高齢になっても生活

の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすこと

ができ、健康寿命の延伸、医療費の抑制などにも

つながるものと考えられています。また、耳の聞

こえが悪くなることは認知症の危険因子の一つと

も言われており、聞こえの悪さに早期に気づくこ

とが認知症予防につながると考えております。こ

のようなことから、第１回定例会で御質問のあり

ました聞こえのチェックシートにつきまして現在

実施に向けて準備を進めているところです。７月

上旬に発送を予定しております介護保険料納入通

知書に例年同封をさせていただいております認知

症予防のための物忘れ目安リスト、これと併せま

して聞こえのチェックリストを同封する予定でご
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ざいます。御自身で耳の聞こえに関するチェック

を行っていただくことで自己の状態を把握し、早

期の病院受診へつながる一助と考えているところ

です。今後加齢性難聴の早期発見に向けた取組に

つきましては、国の動向なども注視するとともに、

様々な機会を通じて国、道に対して公的助成制度

の創設をするよう要望してまいります。

次に、小項目４、障がい高齢者への支援につい

てですが、地域生活支援拠点等については名寄市

地域福祉計画及び名寄市障がい者福祉計画に基づ

き障がい者の高齢化、重度化や親亡き後を見据え、

障がい児や障がい者が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう様々な支援を切れ目なく提

供できる仕組みとして取組を進めているところで

す。基幹相談支援センターぽっけでは、障がい者

の総合相談窓口を行っており、障がいのある方、

またその家族などから様々な相談に対しまして利

用できるサービスなどについての支援を行ってい

るところです。障がいのある御本人について多く

は御家族が支援をしていることというふうに思い

ますが、身寄りが親しかいない場合などはその親

が高齢となり、やがて亡くなってしまうと本人へ

の支援が途絶えてしまうということにもなります。

親亡き後に備えて基幹相談支援センターへ事前に

御相談をいただくことで金銭管理については日常

生活自立支援事業や成年後見制度の利用、買物支

援については障がい福祉サービスの利用、一人で

生活が不安な場合についてはグループホームの入

所など相談者の様々なニーズに対応しながら、早

めの備えができるよう支援を行ってきております。

引き続き障がいのある方が住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう切れ目なく支援を行っ

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは大項目

１、小項目３、運転免許証返還後の移動支援につ

いて申し上げます。

年齢を重ねても障がいがあっても住み慣れた地

域で暮らし続けるためには、住民ニーズを踏まえ

た公共交通の構築が不可欠であり、本市では地域

の足を守るための指針となる名寄市地域公共交通

網形成計画を策定し、移動手段の確保に取り組ん

でいるところです。高齢者による重大事故の増加

は全国的な問題となっており、本市では関係機関

や団体との連携により高齢者大学や老人クラブに

おける交通安全教室を開催するなど注意喚起を図

っております。また、交通安全運動推進委員会に

おいては、運転免許証を自主返納された方に対し

主に歩行時における安全確保に役立てていただく

ため、反射材等の交通事故防止グッズをお渡しし

ているところであり、広報紙により周知を図って

おります。免許返納された方へは免許返納に関す

るアンケート調査を実施して、免許返納のきっか

けや免許返納後の移動手段を把握し、公共交通行

政の参考としております。これまでも市街地にお

いて運行しているコミュニティバスについては、

高齢化社会を見据えた低床バス導入や公共施設へ

の運行経路の確保、障がいのある方への運賃割引

など利用しやすいバス路線となるよう努めてまい

りました。しかし、公共交通は地域において生活

に欠かすことのできない社会インフラであります

が、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛

のため利用者が減少している厳しい状況にありま

す。引き続き名寄市地域公共交通活性化協議会な

どで議論し、既成概念にとらわれない手法など、

事業者とも連携しながら高齢者や障がいのある方

にとって望ましい移動手段の確保と維持に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 水間大学事務局長。

〇市立大学事務局長（水間 剛君） 大項目２、

名寄市立大学の独立行政法人化について、小項目

１、独立行政法人化について市長の考えについて、

まずは大学の考えについて私からお答えいたしま

す。
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東川議員への答弁でも申し上げましたが、公立

大学法人化への移行については財務会計制度、人

事給与制度、組織体制、目標評価制度、情報シス

テムなど様々なシステムの構築、諸規定の制定が

必要となります。公立大学法人化へは最終的には

国からの認可が必要となりますので、法人化への

準備作業は公立大学法人制度に定められた項目を

クリアしていくこととなります。また、公立大学

法人化のメリットとして一般的にうたわれており

ます法人独自の裁量による機動的で柔軟な運営が

図られることとなりますので、本学のこれまで積

み重ねてきた歴史、気風、教学内容を継承してい

くシステムも重要と考えております。公立大学法

人は、企業会計年度の導入によってより大学経営

の厳格化が求められることから、人件費や施設維

持管理などの運営経費のコスト削減を徹底し、最

低限の教育の質を維持していくようなイメージの

大学運営になっていくのではないかと他大学が法

人化へ取り組んだ際に心配される意見も多かった

とお聞きしております。一方で、公立大学法人は

地方公共団体から指示された中期目標を達成する

ための６年の期間の計画として地方公共団体が設

置する評価委員会の意見を聴きながら議会の議決

を経て定める中期計画と毎年事業年度の開始前に

定める１年間の計画である年度計画の策定義務が

課され、計画年度ごとに評価委員会、さらには議

会において客観的にチェックされることになりま

すので、今まで以上に道北の知の拠点として魅力

ある名寄市立大学となる大学運営が求められるこ

とになると考えております。

次に、小項目２、進め方とスケジュールについ

てお答えいたします。公立大学法人化への移行に

ついては、多岐にわたる準備作業のため他大学の

事例を見ても約２年程度の時間と多大な労力が必

要となります。一方で、公立大学法人の策定義務

が課される中期計画、年度計画に関して今まで以

上に評価委員会、市議会において客観的な視点で

のチェックが行われることになりますので、知の

拠点としての道北の高等教育機関として、さらに

は新たな知識や技術の発信源として、市民をはじ

め地域社会や産業界からますます大きな期待が求

められると考えております。このことから、公立

大学法人化への移行には基本的な枠組みは他の公

立大学法人と同じではありますが、学内での議論、

市民説明、議会審議等を考慮すると、他大学の事

例よりは少し期間を要することが想定されます。

公立大学法人化は本学の大学運営にとって大きな

転換点になるとともに、急速な少子化によって大

学進学者数も年々減少していくと見込まれており、

大学同士の競争も激しくなっていくことを予想い

たしますと、公立大学法人化を含め本学の大学運

営形態の在り方の検討について今まで以上に深い

議論を行っていくことが必要と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ

御答弁をいただきましたので、再質問等含めて議

論させていただきたいと思います。

まず、高齢者への支援策についてであります。

日常の生活支援、介護認定を受けている方々にと

ってはいろいろなそういったケアマネジャーさん

だとか、そういう方々と接する機会もありますか

ら、御相談する機会もたくさんあると思うのです

けれども、そこまで至らないのだけれども、でも

一人ではできないという方が結構私の町内の中に

もいらっしゃいます。実はこの間こんな話を聞き

ました。白内障の手術をするように言われたと。

だけれども、独り暮らしなので、入院させていた

だきたいと。手術をして、日帰りで帰れますよと

言われた。だけれども、一人なので、家に帰った

後のほうがすごく不安だったので、入院させてい

ただきたいとお願いしたら、近隣の病院、市立総

合病院も含めて日帰り手術しかできないですよと

言われてしまって、非常に困ったと。不安で不安

でしようがないというような声が寄せられたとこ

ろですけれども、こういった場合どういうふうに
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支援したらいいのか、支援の方法があるのかどう

かお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 日帰

りで手術をされて、家に戻った後にどうしたらい

いのかというお話だというふうに思いますが、さ

っき議員もおっしゃっていただきましたとおり、

介護認定受けていれば介護保険サービスでいろい

ろサービスが使えるわけですけれども、介護認定

を受けていなくても地域支援事業というものの中

で一定程度サービスが受けられるというようなこ

とになってございます。あと、民間のほうでもい

ろいろとヘルパー的なサービスを受けられる場合

もございますので、そういったケースにつきまし

ては、２４時間の見守りというのはちょっと難し

いのかもしれないのですけれども、一定程度のヘ

ルパーなり、そういった民間のサービスを御紹介

はできるのかなというふうに思っています。相談

する場所としましては、地域包括支援センターが

その該当になりますので、地域包括センターにな

かなか行きづらいとか行ったことがないとかいう

ことであれば、地域の民生委員さんや何かにも少

しお話をしていただければつなげていただけるよ

うな体制は取っておりますので、そういった部分

で、ずっと入院しているかのように見守りや何か

は少し難しいかもしれませんけれども、ある程度

不安の払拭ができるようなことはできるのかなと

いうふうに思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） どこに相談したらい

いのかということが大きいと思うのです、まず。

病院でこういうふうに言われて、誰に聞こうか、

どこに行ったらいいのだろうか。今おっしゃった

ように、包括支援センターに相談すれば場所が分

かりますよということだったら、市役所に電話す

ればそういうふうに教えてもらえるのだというこ

とが分かれば御本人も安心すると思うのです。た

だ、ちょっと今聞いていて、民生委員さんにもと

いうふうにおっしゃったのですけれども、民生委

員さんが皆さんこうした状況のところ押さえてい

らっしゃるのかどうかというのが私はちょっと、

大変失礼なのですけれども、不安であります。こ

ういったときには、まずは包括支援センターでお

電話するなり、行くなりして相談してくださいと

いうふうにお伝えするということでいいのかどう

か確認をしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 今民

生委員さんのお話出ましたけれども、少し私の言

い方が悪かったのかもしれないのですけれども、

民生委員さんの役割といたしましては地域でのお

困り事や何かについての相談を受ける窓口になっ

てございますので、民生委員さんに相談していた

だければ、民生委員さんが市役所につないでいた

だけるというふうに答えたつもりなのですけれど

も、民生委員さんが必ずしも入退院をされている

方の情報を知っているかと言われると、それは多

分知らないというふうに思いますので、窓口とし

て民生委員さんも御活用いただけるのかなという

意味でちょっと言ったつもりなので、すみません、

誤解をさせてしまいまして申し訳ないです。

（何事か呼ぶ者あり）

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） すみ

ません。包括支援センターについては、市役所に

来ていただいてもいいですし、市役所にお電話を

いただいて、こういうことで困っているというこ

とであれば、高齢者ということでちょっと電話交

換のほうからも包括支援センターのほうに回りま

すし、直接地域包括支援センターにつないでくだ

さいというふうにおっしゃっていただければつな

がるようにはなっております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ありがとうございま
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す。

あと、先ほどちょっと触れました高齢者事業セ

ンターの働き手が減少して、受注事業が減ってい

るという状況です。地元紙を見ましたら、総会の

記事の中で働き手の減少によって将来的な事業の

縮小や事業廃止も見据えなければならない厳しい

状況だという地元紙の記事でした。先ほどお話し

しましたように、いつもお願いしていた方が春先

に今回は請け負えませんという案内はがきを頂い

た。がっくりきて、誰に頼もうか。年も取ってき

ているし、庭先のちょっとの草取りはできるけれ

ども、カッターでこういうふうにしてするのはと

てもとてもできないしというようなお話でした。

私も除雪のお願いはよく高齢者事業センターに頼

んだという話は聞いていたのですけれども、こう

した夏の間も草刈り等でお願いして、お世話にな

っていたという話を随分あちこちで聞いて、中に

は個人的にこういうカッターを持っていらっしゃ

る方にお願いしたという話も聞きました。でも、

それはそんなにそんなに多くはないと思うのです。

これからどういうふうにしていったらいいのかと

いうあたり、先ほど除雪支援、屋根の雪下ろし支

援あります、確かに。でも、皆さんがこれを利用

できるということでもない中での事業センター利

用だったというふうに思うのですけれども、その

点について今後この事業センター、どういうふう

な形で市民の皆さんの本当によりどころになって

いたかなというふうに思うのですが、このことに

ついてお考えをお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 高齢者事業セン

ターの受注の状況というか、従事者等の減少に伴

ういろんな課題についての御質問だったかという

ふうに思います。高齢者事業センターについては、

高齢者の方々が生きがいを求めながらでき得る範

囲の中でいろんな作業を通じて健康で元気に暮ら

していただきながら、持っている技能を生かしな

がら市民の方々に使えるものについては役立つと

いうような立てつけで実施しているものでござい

まして、利益を求めているわけではないので、比

較的安価でできるのですけれども、ただ人数的な

問題だとかによって一般の民間の方々に比べると

すぐ対応できないだとか、事前に予約が必要だと

かというようなことで対応はお願いしているので

すけれども、ただ会員の方々が減少してきている

ということで、今議員御案内のとおりの状況にな

っているところでございます。健康福祉部としま

しては、そういういろんな技能を持っている方々

がずっとうちに閉じ籠もりがちになるのではなく

て、社会に接することで元気に暮らしていただく

ということを一義的には考えているものですから、

そこの支援ということでそれぞれ運営費といいま

すか、事務費等の補助させていただいているので

すが、今議員の御質問になってくると、それぞれ

の生活、市民の方々の生活課題についてどう寄り

添うかというふうになってくると、これ一定、先

ほどの生活支援コーディネーターの話ではないの

ですけれども、生活課題についてどういうふうに

対応していくかとなってくると、これまたすぐ一

朝一夕に解決できる課題ばかりではないのかなと

いうふうに思っておりますし、一義的に私ども全

部把握しているわけではないですけれども、民間

企業さんでもそういう対応してくださるところも

あるかもしれません。物によってはそういうとこ

ろもありますよという御紹介ができるかどうかち

ょっと分かりませんけれども、そんなことも含め

て市民の中にそういう課題があるということを出

して、寄せていただくことで課題解決ができるか

どうかというようなことについては今後課題にさ

せていただきたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今部長のほうから働

き方についてもお話があったので、ちょっと後で

再質問としてさせていただきたいと思うのですが、

生活支援コーディネーターが配置されているとい
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うことで、今おっしゃったように、そういった方

々の状況把握だとか情報提供だとか、先ほど認知

度について私のほうでお伺いしたら、十分ではな

いのではないかというふうな受け止めというふう

にお聞きをしました。今後こういった、先ほどの

包括支援センターにつなげることも含めてなので

すけれども、この生活支援コーディネーターとい

う、こういう方がいる、制度があるということを

やはりもっと広く知らせていただきたいなという

ふうに思うのですが、この点についてのお考え、

再度お聞かせいただいてよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 生活

支援コーディネーターの部分ですけれども、配置

をしてからまずはということで各団体さん向けに

講演会等でお邪魔をさせていただきながら、生活

支援コーディネーターとはこういうものだという

ことの説明はさせていただいておりました。コロ

ナ禍を理由にするわけではないのですけれども、

人との接触が難しいこの状況にあっては、まずは

そういった会議がこれからもまた増えてくるだろ

うというふうに思っていますので、再度改めてそ

ういった場でまずは周知をしていきたいと思って

いますし、いろいろな部分で、ホームページ等も

含めてになるかと思いますけれども、こういった

内容のことをするのが生活支援コーディネーター

だよということについても周知のほうはさらにや

っていきたいというふうに思っているところです。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ホームページも必要

なのですが、私も含めて高齢になってきて、なか

なかそういうデジタル関係は目につくことが少な

いですので、ぜひ紙でお知らせをいただければと

いうふうに思いますので、よろしくお願いします。

それから次、加齢性難聴者への補聴器購入の件

です。最近それこそコロナ禍でありましたから、

久しぶりにお会いする方、結構皆さんがえっ、え

っというふうに聞き返される方が非常に多いので

す。よく見たら補聴器をつけているけれども、え

っ、えっと聞き返すというのは合っていないとい

うことです。これがやっぱり買換えの時期になっ

ていても高くて買い換えることができないという

状況なのかなというふうに思いながら、いろいろ

話を聞かせていただいていたところです。前回提

案させていただいたセルフ、御自分でチェックす

るシートについては今準備中というお話いただき

まして、感謝したいなというふうに思いますけれ

ども、そういうふうになったときに御自分に合っ

た補聴器が買えるための支援もぜひお願いしたい

というふうに思っています。国を動かすのはなか

なか大変ですから、地方のほうから少しずつ、少

しずつやっていただければなというふうに思って

います。耳が聞こえないことの大変さは先ほど室

長のほうからもるるお話しいただきましたので、

私からは言いませんけれども、そういったことで

の支援をお願いしていきたいというふうに思いま

す。よろしくお願いします。

次に、運転免許証返還後の支援であります。公

共交通、市内循環バス、本当に頼りになるのです

が、最近電動アシスト自転車というのですか、あ

れが非常に多く走っているなというふうに、かな

り金額も以前よりか安くなってきているという話

も聞いています。ただ、安全面のところでは非常

に気になるところでありますので、やはり反射材

の話もされていましたけれども、そうした安全運

転、そういう自転車の安全運転も含めて啓蒙、啓

発が必要かなというふうに思います。それと、デ

マンドバスも時々見かけます。そういうふうなこ

とで、これから循環バスが便が少なくなればこう

いったことも考えていかなければならないのかも

しれませんけれども、そういった部分で少し、将

来、何年も先も待っていられません、高齢者です

から。待っていられませんけれども、近い将来の

ところでどんなふうにお考えなのかお聞かせをい

ただきたいと思います。
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〇議長（東 千春議員） 廣嶋市民部長。

〇市民部長（廣嶋淳一君） 高齢者の事故防止も

含めた今後の市の考え方ということで御質問いた

だいたと思います。この間全国的に高齢者の重大

な事故だとか続いておりまして、報道を通して大

きな問題にもなっておりますし、実際に被害者に

なっている例も最近本当に毎日報道されておりま

す。繰り返しになりますけれども、特に高齢者の

事故が多いということも含めて関係機関、それか

ら各団体と連携しながらいろんな大会ですとか研

修会の開催、そういったことを含めて警察署のほ

うからも講話をいただいたり、様々な形でのそう

いった周知というか、広報活動を進めていきたい

と思いますし、今回この免許証の返納の関係につ

きましても年々増えてきているところと、それか

ら道路交通法の改正によりまして７５歳以上の方

の免許更新に係る講習といいますか、１つ増えた

ということで、ちょっとハードルが高くなってい

るということで、今後免許返納になる方が増えて

いくのかなと思いますし、それに併せて歩行中の

事故だとか、そういったことも当然増えてくるの

かなと思っておりますので、今まで以上のそうい

った広報、周知活動を強化していきたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今川村議員のほ

うから公共交通の在り方ということでの改めての

お問合せをいただきました。おっしゃるとおり、

我々も公共交通のカバー率といういわゆる物差し

があって、それで今まで御説明をさせていただき

ました。これバス停の半径３００メートルを円で

囲っていって、どの程度の人をカバーしているの

かというものなのですけれども、これが、今これ

だけ少子高齢化が進んで、そしたら最低でも長い

人で３００メートル移動しないとバス停にたどり

着けないといったところもカバーされているとい

う表現になってしまいますので、そういった部分

を含めて利用していただける公共交通を考えなけ

ればならないという時期にやっぱり来ているのだ

ろうと思っています。最初の答弁でもさせていた

だきましたけれども、活性化協議会という事業者、

市民の皆様で構成する団体がありまして、そこで

しっかりと承認いただきながらの手続になります

ので、今この段階で最大限前向きな答弁をさせて

いただいたつもりの表現が実は既成概念にとらわ

れないことを検討していきますということで答弁

させていただいておりますので、議員の気持ちも

市民の皆さん方の気持ちも受け止めて、しっかり

と前に進めていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ありがとうございま

す。既成概念にとらわれずに、高齢者が一番車が

なくて困るのは病院に行くときと買物に行くとき

なのです。先ほど日常の支援のところでもお話し

しましたように、買物支援が本当に困っている。

そこについていろいろ既成概念にとらわれないい

ろんな案を提案していただければ大変ありがたい

なと。私のほうも地域の皆さんと話しながらこん

なふうにしてほしいというのがあればまたお伝え

していきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、障がい高齢者の方々への支援につい

てお聞きをしたいと思います。いろいろな対応を

進めていただいているところではありますけれど

も、ただこうした皆さん方が障がいと病気といろ

んなものを併せ持っていますので、ここがありま

すよ、ここに来て相談してくださいと言ったら、

はい、そうですかというふうにはならない状況が

多いということを私も改めてお話を聞いて感じま

した。そういった部分で、先ほども言ったように、

ぽっけがありますから、そこ行ってくださいと言

っても私はこの時間帯は気が進まないので行けな

いとか、ある方は雨が降ったら、風が吹いたら行



－191－

令和４年６月２３日（木曜日）第２回６月定例会・第５号

けないとか、いろんな理由があって行けない方も

いらっしゃる。そういったときにそれだったらば

ここがありますよというような、そういう部分が

あるといいのかなというふうに思っているのです

が、それとあとグループホーム等々も民間の方々

の手も借りながらこういったことがされているわ

けですけれども、そういったことも含めて支援を

広めていただくといったことについてお考えをい

ただければというふうに思いますが。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） ただいま御相談

をいただく場合の窓口が固定されていて、そこが

使いづらかった場合のというようなことの想定の

御質問だったり、現実としてそういうところがあ

るという実態についての御質問だったというふう

に思います。先ほどこども・高齢者支援室長から

も申し上げましたが、一義的に地域包括支援セン

ターだったり、基幹相談支援センターだったりが

相談の担当窓口になってはおりますが、相談の窓

口とか、そこにつなげていただくためのチャンネ

ルはいっぱい用意していたほうがそれぞれ何か困

ったときに、議員おっしゃられたとおり、調子の

悪いときにそこが空いていないだとか、その方と

はちょっとどうも馬が、男性が苦手で、その方の

ところには行きづらいだとかその反対だとかとい

うようなこときっとあると思います。そういった

意味で民間の事業者さんだとか、先ほど申し上げ

ました民生委員さんだとかというようなところで、

実はそんないろんな機関というか、方々がいらっ

しゃるというのはそういうチャンネルがたくさん

あることでどこかとつなげられれば、そこで相談

の窓口にまでつなげていただくことができるもの

なのではなかろうかなというふうに私も思ってい

るところでございます。ですので、そういう機関

の方々にそういった方の情報を得たときにはぜひ

地域包括支援センターや基幹相談支援センターに

つなげてほしいという情報を出させてもいただい

ておりますし、民生委員さんの会議に担当課が足

を運ばせていただいたりだとか、例えば認知症の

症状だとかというのがなかなか分からないという

場合もございますので、こういうことが認知症の

症状だよということで、もし地域の中でいろんな

お困り事があった場合については早めに気づくよ

うなきっかけづくりといいますか、そういうよう

な対応も今後もさせていただきたいなというふう

に思っておりますので、そんなチャンネルはお互

いの情報交換しながら持ち続けたいなというふう

に思っております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） よろしくお願いした

いと思います。

先ほど高齢者の働き方の問題のところでちょっ

と再質問をさせていただきたいというふうに思う

のですが、いろいろ情報、調査結果等調べていき

ますと、ある研究者の方が国民生活基礎調査から

高齢者の経済生活がどうなっているのかという調

査した、ありました。その中で高齢者の貧困率が

非常に高くなっていて、４件に１件が実質的生活

保護基準以下、１人世帯で年収１６０万円以下の

所得で生活しているという状況にあるということ

です。これが２０１９年の調査なのですが、２０

１６年からこの貧困の状況は変わらず、同じよう

な感じでいるというふうな調査結果がありました。

それで、元気で現役で働いていた方々がそのまま

続けて働いているというのもあるのですけれども、

そうではなくて、やっぱり生活のために働かなけ

ればならないという方もいらっしゃる。それから、

先ほどおっしゃったように、自分の能力を生かし

ながら生きがいとして働くといったこともあるの

かなというふうには思うのですけれども、ただ、

今言ったように、貧困が多いというふうなことが

明らかになっています。さらに、気になるのが貧

困者ほど孤立感が強いという調査も出ています。

孤立して、閉じ籠もってしまっているという状況

です。これは、やっぱり黙って見過ごすわけには
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いかないかなというふうに思っているのです。や

っぱりいろんな形で働く場を提供していくこと必

要ではないかなというふうに思っているのですが、

それが私は今回取り上げている高齢者事業センタ

ーがあるのではないかというふうにちょっと思う

のですけれども、その点いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 高齢者事業セン

ターにつきましては、それぞれそこそこのところ

で定款等つくられて、市の関連機関というよりも

市が補助金を出させていただいている機関でござ

いまして、市が指導する立場ではございませんの

で、私どもがどうこうということは言えないのか

なというふうには思いますけれども、ただ、今議

員の言われていたような閉じ籠もりだとか、その

ような状況で働く機会を逸してしまっている方々

にどういうふうに支援していくという部分につい

ては、障がい認定を必ずしも持っていなくてもそ

ういういろんなサービス機関、障がいのサービス

機関とかでも御相談に乗らせていただいて、必要

な仕事に結びつけるといったような事例もあるよ

うにも聞いておりますので、個別の対応について

は今ここでは言えませんけれども、御相談させて

いただければ潜在化しているものを顕在化してい

くことによって制度につなげられるかどうかとい

うことも含めたことについてはちょっと顕在化し

てみないと分からないところもあるかというふう

に思いますので、お寄せいただければありがたい

かなというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひ相談に乗ってい

ただきたいなというふうに思います。障がいを持

った方々の働き方についても、障がいを持った方

々の働き方でいうと、リハビリも兼ねていると言

われています。ボランティア的な形も含めて助け

合いながらできる仕事が求められているというふ

うに言われていますので、この点についても御検

討、さらに今少しずつ広がってはきている、名寄

市内においても。ですが、といった部分で広げて

いただくことをお願いしていきたいなというふう

に思います。ちょっと時間がないので、飛ばさせ

ていただきます。

それで次に、生活支援のところで道路の段差に

ついてちょっとお願いをしていきたいなと思って

います。病気で車椅子を使用しなければならなく

なった方から名寄市内、車椅子で移動したら段差

だらけだし、道路は凸凹道路だし、大変で、障が

い者のことが考えられていないのでないかといっ

て怒られました。この段差の問題は、私たち高齢

者にとっても本当にちっちゃな段差でもつまずき

ます。ということで、やっぱりこの段差の解消は

重要かなというふうに思っているのですが、この

点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） 今道路の段差に

ついての対応状況についてということで御質問あ

ったかと思います。まずもって基本線で私ども名

寄市地域福祉計画というのを持ってございまして、

障がいのある、なしにかかわらず全ての市民が安

心して快適に生活ができるよう建物ですとか道路、

あと移動手段につきましてもバリアフリー化を図

りましょうと。そうした中でユニバーサルデザイ

ンの普及啓発を図るということを基本目標として

いるところではございます。道路につきましても、

段差解消につきましては新しい道路造るときには

平成２４年度から名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準

を定める条例ということで制定をしてございまし

て、道路の段差や勾配についてはバリアフリー新

法と呼ばれるものに則した形で整備を進めてきて

いるところではございます。だがしかし、一方で

未整備の道路ですとか防じん道路で整備されてい

ない道路は経年劣化ですとか、毎年春先のしばれ

上がりの凍上の関係で道路の段差や穴ぼこが発生

して危険であるというお話、大変多く市民の皆様
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からはいただいているところでございます。どう

しても、私どももお話はいただいているのかもし

れません。段差がひどいので見に来てくださいと

いうことで現場には行くようにしてございますけ

れども、やっぱり状況の悪いところから、ひどい

ところからということで対応しているものですか

ら、なかなか全て対応し切れていない部分もある

のかもしれませんけれども、今後につきましても

都度早急に不具合箇所あれば対応してまいりたい

と思ってございますので、御理解願いたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひバリアフリー化

に向けて取組を進めていただきたいと思います。

そして、さっき叱られましたと言いましたけれど

も、この方から実はまちの中を歩いているといろ

んな市民の方からお手伝いしましょうかというこ

とで優しく声をかけてもらうことが非常に多いと。

こんなに優しい人が名寄市内にいっぱいいたのだ

といって感激したという話もお聞きいたしました。

これはすごくうれしかったことですので、皆さん

にもお伝えしたいなというふうに思います。そう

した温かい心と、またハード面での温かさも加え

て進めていただくことをお願いして、市政執行方

針でおっしゃっていました高齢者の方々が可能な

限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるこ

とができるようにしていきたい、これをぜひとも

進めていただくことをお願いしていきたいと思い

ます。

大学の話に移らさせていただきたいと思います。

独立行政法人化の問題の中でそれぞれ代表質問、

一般質問の中でもされていて、答弁がされていた

ところであります。今回も今お話が事務局長のほ

うからありましたように、少子化による学生確保

への大学間競争の激化が予想されるのだといった

中で運営形態の在り方も検討していくことが必要

ではないかというようなお話がありました。それ

で、私は名寄短大も卒業して、ついこの間と思っ

ていたら２０年以上も卒業してたっていましたけ

れども、やっぱり自分がお世話になった学校とい

うことで、非常にどこに行っても名寄の大学とい

う言葉がちらっと出たり目にしたりするとすごく

うれしくなります。そうした中で、いろいろ魅力

ある学校づくりというふうに、旭川の市立大学の

こともありますけれども、そんなことでいつも思

っているのはオープンキャンパス、今年も３回行

うということで先日報告がありましたけれども、

実は昨年行った学生の皆さんと議会との意見交換

会の中でオープンキャンパスに来て、私は心をつ

かまれたと。それで、名寄に決めましたと言った

学生さんがいて、私は物すごくうれしかったです。

そして、そういった機会をたくさんつくって、い

ろんな人に、学生さんに来ていただいて、名寄の

よさを感じていただけたらいいなというふうに思

っています。また、御一緒に来られた保護者の方

々の市内視察、これも今行われているのかどうか

ちょっと分からないのですが、以前来られた方の

お母さんにお話を聞いたときに非常によかったと

好評でありました。こういった取組が進められて

いる。それから、小規模校であることの優位性、

また自然環境のよさ、最北の公立大学という立地

の優位性、これもあるかと思います。さらには、

研究機関としての役割を発揮することが求められ

ていくところでありますけれども、ある研究者の

方が法人化されていないことが選択肢となるので

はないかとの指摘もありました。今名寄大学、教

授会を中心にした大学自治が進められているとこ

ろでありますけれども、学内の運営がどんなふう

になるのか、またさきに行われて、法人化を取り

入れたところの話を聞くと、トップダウンになっ

ているのではないかというような危惧もされてい

ます。さらに、理事者の方々の報酬も発生してい

く、それから事務費、事務量が増えるというお話

もありました。ですから、多くの大学で教員の皆

さん方が疲弊しているという情報もあるところで

す。今市長が所信表明で検討を進めるというふう
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におっしゃっているわけですが、今のこの名寄市

立大学、学生と教授の皆さん方が輪になった、つ

ながった、そういう大学、このまま私は進めてい

ただければなというふうに思っているところです

が、最後に市長のお考えをお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員の御意見は、御

意見として貴重な意見と受け止めさせていただき

ますが、今局長からもお話のあったとおり、これ

までも大学の先生方や学生の皆さん、そして地域

の皆さんも一つになりながらすばらしい大学経営

をしていただいたものと敬意を表するところであ

りますが、一方でここにきて１８歳人口が大きく

減少していく時期に来ているというようなこと、

加えて今周辺の大学の問題もそうですが、そうし

た問題に加えて、社会の環境や価値観も大きく今

変化をしてきている、そんなような時代だと思い

ます。大学の経営というか、運営、当然今の、こ

れまでのすばらしい名寄市立大学の気風を維持し

ていくと。いいところはさらに伸ばしていくと、

こうしたことも重要だと思いますが、一方でこの

間どなたかの議員の御質問にも言わせていただき

ましたけれども、この間大学の定員数、全国的に

は全く減っていない状況の中で大変な競争になる

だろうと。学生の皆さんに選ばれる大学になり続

けないことには大学の存続もしていけないという

のもこれまた事実であります。そうした意味では、

この時代に即応した柔軟な、あるいは機動性のあ

る経営判断、さらには市民の皆さんにより大学の

やっていることをさらに理解をしてもらって、よ

り大学が地域に認められる、そうしたしっかりと

した情報公開と皆さんの参画をさらに求めていく、

こうしたことがさらに求められていく時代になっ

ていくのではないかというふうに思います。そう

した意味で、独立行政法人というのは一つの大き

な選択肢であると我々というか、私は設置者とし

て考えているところであります。病院も当然公益

性が高い市立総合病院でありますけれども、ここ

も法人化をかなり前にして、それなりに人事も財

源も一定の権限、当然その中で我々ルールの中で

支援をするわけだけれども、今回もハイブリッド

の手術室だとか、かなり専門性がやっぱり高まっ

ていく中で、より機動的な判断の中でこの高度急

性期、地域から大切にされるというか、頼りにさ

れる病院としての価値をさらに高めていっている

というふうに思っているところであります。いず

れにしても、今大学の中では次の助産師課程の準

備と、さらには大学院設置に向けての議論が学内

でもかんかんがくがく進められているということ

でありますので、まずはこの議論をしっかりとし

ていただき、我々もできることしっかりと支援を

させていただきながら、法人化も含めた組織形態

の見直しというのは最終的には設置者判断になり

ますので、そこは大学の皆さんともこれよくしっ

かり相談しながら話を進めていかなければならな

い問題だというふうに思いますので、いずれにし

ても大学はよりこれからも価値のあるものになっ

て、地域としてもしっかりと応援していくという

ことには変わりはありませんので、そのことだけ

はしっかりと申し添えておきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５１分

再開 午後 １時０１分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第２号 名寄市ピヤシリスキー

場条例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、山田典幸委員長。
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〇経済建設常任委員長（山田典幸議員） ただい

ま議長より御指名をいただきましたので、これよ

り令和４年第２回定例会で経済建設常任委員会へ

付託されました議案第２号 名寄市ピヤシリスキ

ー場条例の一部改正について、６月１０日及び６

月１４日に委員会を開催し、慎重に審査を行いま

したので、その経過及び結果について御報告をい

たします。

６月１０日の委員会では、審査に当たり説明員

から資料を基に条例改正の内容の詳細について説

明を受け、質疑に入りました。また、６月１４日

の委員会では、利用料金の算出根拠について資料

を基に説明を受けた後、質疑を行い、その後採決

を行いました。

２回の委員会における主な質疑の概要ですが、

指定管理者の収益的な試算について質疑があり、

説明員からは今回温浴施設を改修し、機能向上が

図られるということもあり、利用料金の見直しを

見据えて計画を立てている。名寄振興公社では、

適正な利用料金をもって収益の確保に努めること

を考えているとの答弁がありました。次に、利用

料金の改正による利用者負担について質疑があり、

説明員から今回の改正は利用料金を値上げすると

いうことではなく、上限額を改定するものである。

上限額の範囲内で指定管理者と市長が協議して利

用料金が承認されるので、値上げありきではない。

特に宿泊施設の場合は繁忙期、閑散期などの様々

な料金設定があり、その中で民間施設と同様に季

節に応じたセット料金などフレキシブルに考え、

公社の収益確保に努めることも必要であるとの答

弁がありました。また、利用する市民の負担につ

いて質疑があり、説明員からは利用料金について

は様々な設定の仕方があり、リフト料金は市民に

対するシーズン券を安価に設定している。宿泊料

金は基本的には市外の方が利用されるということ

で、外貨を獲得し、公社の収益向上に資すること

を考えている。足元マーケットである市民の利用

については、一定程度いろいろな料金設定をでき

ると考えているとの答弁がありました。その他条

例第１３条の解釈、市民理解と周知などについて

質疑が行われました。

全ての質疑が終了した後採決を行い、本委員会

では採決の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもちまして令和４年第２回定例会議案第

２号 名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正に

ついての審査の経過及び結果の報告を終わります。

〇議長（東 千春議員） これより委員長報告に

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。議案第２号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時０６分

再開 午後 １時０６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第９号 令和４年度名寄市一般

会計補正予算（第４号）を議題といたします。

６月６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） １点質疑させていた

だきます。

頂いております、先日頂きました議案第９号の

１６ページ、１７ページに関わってであります。

７款商工費、１項３目スキー場費、１８節のピヤ

シリスキー場管理運営事業費についてであります

が、このたびピヤシリスキー場指定管理料追加負
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担金という名目で１，０００万円が計上されてお

りますので、この詳細についてお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 指定管理料の追加負

担金の内容につきまして御質問いただいたと思い

ます。令和３年度における新型コロナウイルス感

染症ですとか、あと燃料費高騰の影響額につきま

して、指定管理料を支払っております指定管理施

設を対象に令和３年度予算額と決算額との比較を

含めまして調査いたしました。その結果、今ピヤ

シリスキー場の関係出ていましたが、森の休暇村

ですとか天塩川さざなみ公園の３施設について収

支がマイナスとなって、コロナの影響、もしくは

燃料費の高騰の影響を受けているということが判

明したというところでございます。この３施設の

収支のマイナスの内容につきまして、それぞれ基

本協定書で定めているリスク分担表ございます。

これを踏まえて市の負担分を算出したというとこ

ろで、今回予算計上させていただいたというとこ

ろでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） コロナ禍等に関わる

燃料費高騰に関わっての試算ということで今御説

明いただきました。これについては、当初予算の

中では計上することができなくて、それは時間的

にそれが計上することができなくて、このたびの

補正という形にしかならなかったというふうに判

断するべきかと思うのですけれども、その辺の時

系列に関わっての判断基準、どのようにされたの

かお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 渡辺総務部長。

〇総務部長（渡辺博史君） 今回の負担金ですが、

令和３年度分の１年間の収支を計算、精査したと

いうところでございまして、当初予算につきまし

てはそれぞれ予算のときに指定管理者と協議しな

がら予算編成しているというところでございます

ので、時系列的にそれには間に合わず、そして令

和３年度１年分で４月から３月分の部分を全部調

べて、今回上げたというところで、今回の次の補

正の提案になったというところで御理解いただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 理解したいと思いま

す。

最後に、１点だけ確認させていただきますが、

コロナ禍ということでありますので、なかなか見

通すことができにくい状況というのはこの後も続

いてくると思っております。この点に関わってこ

ういう負担金に対する考え方、どのようにお持ち

か、これをお聞きして、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 若干答弁前後しますけ

れども、当初予算におきましては市の予算の積算

におけるそれぞれの燃料単価を使っているという

ことなので、例えば重油ですと１リットル当たり

幾ら、ガソリンですと１リットル当たり、それを

使って当初予算を組むと。今回については、燃料

高騰が年末から出てきているので、全て想定する

とその時点では燃料の修正はできないということ

でありましたので、協定に基づいての修正になり

ます。今御質問いただいた関係につきましてです

けれども、それぞれ指定管理者の間で年度協定が

済んでおりまして、リスク分担出ております。ど

うしても事業者の責によらない部分については協

定の中で市と協議しながら決めていくことになり

ますけれども、必ず、それが今回コロナという部

分もありましたので、当然事業者の努力もどれぐ

らいしているのかというのは物差しの一つになる

と思いますので、そこしっかり見極めた上で、こ

ういったような仕組みを取っているところであり

ます。これからも恐らくコロナの関係出てくると

思いますので、そこは十分指定管理者と協議して、

今副市長の立場としてのお話をしておりますけれ

ども、十分協議しながらこういったものについて
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は進めていきたいと思っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） １点確認をさせていた

だきたいというふうに思います。

１０款教育費、３項中学校費、学校管理費につ

いてお尋ねをしたいというふうに思います。昨日

一般質問でも若干触れさせていただいています名

寄中学校の整備事業費、名寄中学校整備基本設計

・実施設計委託料４，６００万円についてちょっ

とお尋ねをしたいというふうに思います。今回設

計の委託料、基本設計と実施設計委託料、これセ

ットで上がっておりますけれども、この配分の割

合、あとスケジュール感についてお知らせをいた

だきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 今回基本設計と実施

設計を一括で行わさせていただきたいということ

で予算のほうを提案させていただいています。今

配分ということでございましたけれども、基本設

計については約５，０００万円、実施設計は約１

億円かというふうに思っているところでございま

す。スケジュールにつきましては、基本設計につ

きましては年度内に予算を議決いただいた後、年

度内には基本設計を終わらせて、新年度に入って

実施設計をしていただきたいなというふうに考え

ているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 今年度中に基本設計と

いうことで、新年度以降実施設計ということで理

解をさせていただきますけれども、これセットで

上げた理由、別々の契約になるのかなというふう

に思いますけれども、こちらどのように契約のほ

うお考えなのかお知らせいただきたい。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） あくまでも一括で今

回発注したいというふうに考えているところでご

ざいます。別々の契約ではなくて、基本設計と実

施設計を一括で発注させていただきたいと思って

います。メリットといたしましては、やはり設計

の工期が短縮できるということもございますし、

設計費がそれぞれ基本設計から実施設計に継続さ

れるということで、業者さんが同じ業者さんでご

ざいますので、そういったところも一つ図れると

か、ずれが生じないというところもあるのかなと

いうふうに考えてございます。いわゆる我々と業

者さんとの指示というか、話合いも引き続き協議

はスムーズにいくものかなというふうに考えてい

るところでございます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） この先それぞれ入札等

に入っていくのかなという、可決されればの話で

すけれども。入札に至る過程の部分で一般競争入

札なのかプロポーザル方式なのか、その辺分かれ

ばお知らせをいただきたいのと、あとその他報酬

も計上されていますけれども、こちらの部分９万

８，０００円上がっていますけれども、昨日の御

答弁にもあったかもしれないですけれども、検討

委員会等を設置しながら、設計に係る、整備に係

る検討委員会、こちらの報酬なのかなというふう

に昨日の答弁聞いてからちょっと思ったのですけ

れども、そういう設計、整備に係る検討委員会の

報酬なのか、またその委員会、設置をするという

ことになればその委員の構成、どのようにお考え

でいるのかお知らせをいただいて、質問を終わり

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） まず、設計の発注方

式につきましては、これは今後入札等審議委員会

等含めて決定されるということでございますので、

ここの段階ではお話しすることではないのかなと

いうふうに思っています。

それから、その他報酬についてですけれども、

これ私も昨日お話しさせてもらったとおり、ごめ

んなさい、委員の名称というのですか、協議委員

会の名称をちょっと度忘れしてしまいましたけれ
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ども、名寄中学校基本設計協議会とか、そんな、

そういう形だったかなというふうに思っています。

（何事か呼ぶ者あり）

〇教育部長（木村 睦君） 協議委員会だったか、

ちょっとごめんなさい、そこの名称まで頭に入っ

ていなくて申し訳ございません。

それで、メンバーなのですけれども、９人、学

校の校長先生、教頭先生はじめ、それからＰＴＡ

の役員の方、それから学校評議員いらっしゃいま

すので、そういった方々もこの中に参画していた

だきながら、この基本設計について少し協議して

いただきたいというふうに思っているところでご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１０

号 令和４年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

６月６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 介護保険特別会計の

事業勘定の中で事業費、施設介護サービス事業費

の外国人材受入れ態勢整備事業に関わって確認を

させていただきたいというふうに思っています。

これ全て一般財源から出るというふうになって

います。国もいろいろ介護人材が不足ということ

で従事者への支援も含めているところなのですけ

れども、こういったところで国からの支援等は全

く利用できなかったのかどうかひとつお聞きした

いと思います。

それから、外国人材の中で言葉の問題なんかも

随分、東川町が行っている外国語学校があります

けれども、そういった部分で来られた方々の言葉

の支援といいますか、そういった部分をどのよう

にお考えになっているのかお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 松田こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君） 今外

国人材受入れ態勢整備事業についての御質問です

けれども、補助メニューが使えなかったかという

御質問だったかというふうに思いますけれども、

一ついろいろな制度調べさせていただいたのです

けれども、今回名寄市としてこの外国人の体制整

備事業を実施する上において該当するようなまず

財源が少しなかったということで御理解いただけ

ればと思います。初めて我々も、行政も入りなが

らやるという事業になりますので、まずは軌道に

乗せることが目的にもなっておりますので、まず

はしっかりと外国人を受け入れる体制を整備する

ということで、行政のほうから支援をしていきた

いというふうに考えているところです。

もう一つ、外国語の言葉の問題についてですけ

れども、こちらの事業の中で一定程度外国人を受

け入れる際には外国語の相談をできる体制をつく

りなさいというのが義務の一つになってございま

す。御承知のとおり、今回ネパール人ということ

で、ネパール国ということで採用をする予定でご
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ざいまして、ネパール語を話せる方がそんなに名

寄市内にもいないかなというふうに思っておりま

すので、ここの部分も含めて実は業者のほうに外

国語の相談を受け入れるというメニューがありま

すので、まずはそこを活用させていただいて、今

回名寄に来ていただける外国人についてはその業

者のリモートの対話に基本的になるかとは思いま

すけれども、そういった形で外国語の対応のほう

はまずはしていきたいというふうに思っています。

英語が万国共通ということで、多少英語が話せる

というふうにも聞いてございますので、英語の部

分は職員含めて勉強しながら対応はさせていただ

きたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 財源の部分では理解

をしたところですが、この言葉の問題がすごく気

になるところです。介護人材ですから、やっぱり

人対人のお仕事になってきます。来られた方々の

いろいろな生活の中での不安や分からないこと等、

知るすべもなくなってくるということもあります

し、また介護する相手の方へどういうふうに伝え

ていくのか、コミュニケーションができてくるの

かというところら辺でも非常に心配が膨らんでき

ます。今英語がある程度というふうに言っていま

すけれども、ただ介護を受ける側ができるかどう

かというところも不安なのですが、そういった部

分、実際に介護に携わってくるところを想定して

進めていらっしゃるのだと思うのですけれども、

その部分で再度お聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 馬場健康福祉部長。

〇健康福祉部長（馬場義人君） 様々言語等々の

御心配の御質問だったかというふうに思います。

まずは、日常生活会話程度を特定技能で受けるも

のですから、日常生活の日本人の方と会話ができ

る程度のスキルをお持ちの方をお受けするという

予定でまずいるというのが第一です。それと、今

議員御心配いただいています、対人支援の仕事で

ございますので、一定利用者の方々は日本語しか

お話しできない方々ですので、そこの対応につい

ては日常会話ができるというところはありますけ

れども、そこは意を配してまいりたいというふう

に思っていますし、何度か御説明させていただい

ていますが、初年度事業でパイロット事業という

ことで、どんな課題があるかとかというようなこ

とも含めながらそこの検証も十分行っていきたい

というふうに思っていますし、事業団のほうでも

一応担当職員のほう決めて、受入れ担当したいと

いうふうにお願いをしていますし、過去に、もう

五、六年前になるそうですけれども、社会福祉事

業団さんのほうで外国の方の、先ほど言った東川

にあります介護福祉学校の学生さんでやっぱり外

国人の方が来ていたときに１か月ほど実習を受け

たという実績をお持ちだそうでございます。です

ので、受ける清峰園のほうも過去にそういう方を

一度受けた、期間は１か月でしたけれども、受け

たという実績はお持ちみたいですので、そこのと

きのことを参考にしながら、あとはちょっと重ね

ていろんな形に持っていきたいというふうに思っ

ていますし、あと今年度予算で市のほうで予算つ

けていただきました介護のほうのＩＣＴの関係で

タブレットやいろんなシステムを入れる予定にな

っているのですが、一応事業団さんのほうでそれ

に基づいて、今実はいろんな介護業界も多様化し

ておりまして、外国の方をやっぱり受けなければ

回っていかないという、全国的にそういう状況に

なっていて、他国語をタブレットに向かって話す

と日本語に訳して記録に落としてくれるというシ

ステムもあるように聞いておりまして、そこの導

入についても検討しているというふうに伺ってい

ますので、できるだけ負担少ない形でどのような

ことができるのかというようなことを検証しなが

ら進めてまいりたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第１１

号 令和４年度名寄市食肉センター事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

６月６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第１２

号 令和４年度名寄市水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

６月６日の議事を継続いたします。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

ここで、市長より追加議案の提出を求められて

おります。追加議案の協議のため、議会運営委員

会を開催いたしますので、暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２６分

再開 午後 １時３５分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

ここで、木村教育部長より発言を求められてお

りますので、これを許します。

木村教育部長。

〇教育部長（木村 睦君） 私先ほど倉澤議員か

ら御質問いただきました名中校舎改築検討会の委

員の構成を尋ねられた答弁の際に校長、教頭、Ｐ

ＴＡ、それから学校評議員とお答えいたしました

が、正しくは学校運営協議会委員ですので、修正

させていただきたいと思います。誠に申し訳ござ

いませんでした。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第１３

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、公共施設照明ＬＥＤ化事業に伴うＬＥ

Ｄ照明器具の賃貸借を行うものであり、公募型プ

ロポーザル方式により受託候補者を決定し、現地

調査を行った結果、三井住友ファイナンス＆リー

ス株式会社から１億１，８８０万円で提案を受け、

これに消費税及び地方消費税１，１８８万円を加

え１億３，０６８万円で契約を締結しようとする

ものでございます。ＬＥＤ照明器具は、リース期

間満了後本市に所有権が移転されることとなりま

す。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 先ほど休憩中に市長よ

り議案第１４号 令和４年度名寄市一般会計補正

予算（第５号）が提出されました。これについて

は、さきに行われた議会運営委員会にて日程に追

加し、議題とすることと決定しています。

お諮りいたします。お手元に配付の追加日程第

２号のとおり日程に追加し、議題とすることに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

議案第１４号を日程に追加し、議題とすること

に決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第１ 議案第

１４号 令和４年度名寄市一般会計補正予算（第

５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 令和４年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を補正

しようとするものであり、歳入歳出それぞれ１７

９万８，０００円を減額をし、予算総額を２４０

億２，３８０万９，０００円にしようとするもの

でございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款総務

費におきまして情報化推進事業費４８万４，００

０円の追加及び３款民生費における北海道子育て

世帯臨時特別給付金支給事業費５７１万８，００

０円の追加は、国の低所得の子育て世帯生活支援

特別給付金給付事業の支給対象世帯に対し北海道

の事業として児童１人当たり１万円の支給をする

ため、必要な経費を追加をしようとするものであ

り、財源につきましては１７款道支出金にて予算

を計上しております。

同じく３款民生費における認定こども園等整備

事業費９０万円の減額及び１０款教育費における

智恵文小中学校整備事業費７１０万円の減額は、

それぞれ昨今の資材高騰等に起因をする入札不調

の影響により工期の見直しが必要となり、工事費、

施工監理業務委託料に変更が生じたものでござい

ます。
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次に、歳入について申し上げます。１７款道支

出金におきまして北海道子育て世帯臨時特別給付

金支給事業費補助金を計上したほか、２３款市債

にて事業費の変更に伴う減額をしようとするもの

でございます。

次に、第２表、継続費補正につきましては認定

こども園等整備事業外計２件の事業費を、第３表、

地方債補正につきましては認定こども園整備事業

外２件の限度額をそれぞれ変更しようとするもの

でございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願いを申し上げ

ます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

佐藤靖議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、今提出さ

れた補正予算の関係で何点か質問させていただき

たいと思いますけれども、今市長の御説明にもあ

りましたように、認定こども園と智恵文小学校の

改築の関係では資材高騰により２回の不調になっ

ているということで、工期変更に伴っての補正で

ありますけれども、当然ながらこの２つの事業と

も関係者にとっては念願の施設でありますので、

今さらどうのこうのというわけではありませんけ

れども、資材高騰ということの背景を考えると、

一過性のものではひょっとしてないのかなと。今

の諸物価の高騰、あるいは資材の高騰状況が続く、

あるいはロシアのウクライナ侵攻を含めた木材の

関係を含めて考えると、非常に厳しい工事が今後

控えるだろうと。ただ、名寄市は今総合計画の途

上でありますし、老朽化施設を含めいろいろ公共

施設の建て替え、改修をこれから考えると、この

影響度というのは、あるいは今回の認定こども園、

あるいは智恵文小の落札のための補正も今後予想

されると思いますけれども、含めて今後への影響

について少し御説明をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の２件の入札不調

に端を発しまして、その中身等につきましては詳

細については控えさせていただきますけれども、

間違いなく市長の今の提案理由の御説明にあった

とおり、資材高騰ですとか様々な要因が絡んでお

ります。特にここ最近は円安ということも含めま

してかなりそこの影響も出てくるかと。議員御指

摘のとおり、これは一過性のものだというような

ことになりますと、ちょっと油断することになり

かねないなと思っております。非常に先行き不透

明ですので、これに対してこういった手法が一番

いいというのはなかなかお話しすることは難しい

のですけれども、やはり一番はほかの市町村の状

況、あるいは国全体の状況も含めて情報収集に努

めること、まずはこれが第一のやるべきことだと

思っております。加えて、総合計画の中ではそれ

ぞれ様々な事業がのっておりますので、これをど

ういうふうにこなしていくかというのは、名寄市

の財政状況も踏まえると、やはり交付金ですとか

様々な補助金を用いながらということを優先して

おりますので、そこに与える影響はこれ国のハン

ドリングになってくると思います。そちらについ

ても十分情報を集める必要があるかと思います。

正直言いまして、かなり難しいかじ取りはしなけ

ればならないと思っていますが、今後総合計画の

中で今回の認定こども園、それから智恵文小中学

校の整備事業もそれぞれ継続費組んでおりますの

で、４年、５年の事業になりますので、総合計画

の中での事業ということになりますので、そこ工

期も含めて十分検討していかなければならないと

思います。一度総合計画のまとまる段階、あるい

はその前段階として今後予定されている大型の工

事についてどういうものがあるのか、その中でど

れぐらいの財源が必要となり、工期はどれぐらい

なのかちょっと一回見える化しないと非常にハン

ドリングが難しいと思っておりますので、その辺

の細かい考え方の整理も今回の事例も踏まえて進

めてまいりたいと考えています。
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以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今の副市長の御説明、

大方は理解しますと。昨年１１月、理事者から議

会に対して名寄市中期財政計画及び名寄市におけ

る財政課題が示されました。中期財政計画では、

５年度以降８年度まで財政調整基金をはじめ４基

金プラス備荒資金超過納付金から１０億７，７０

０万円、１４億８，４００万円、１５億７，８５

０万円、１６億４，４５０万円というのを取り崩

して、それを調整財源として予算編成をするとい

うことであります。５年度に見込む財調プラス減

債基金の残高は今の３２億３，４０９万２，００

０円から僅かに２億８，０９９万２，０００円、

このとおりいくということではございませんけれ

ども、これを見込んでいるのと、もう一つは庁舎

建設を見込んで積み上げてきた備荒資金の超過納

付金は８年度でゼロという状況もあります。一方、

財政展望の中では厳守してきた財政規律ガイドラ

インを大幅に見直しまして、実質公債比率は１３

％から１５％上限値を、これを総計の期間内に限

ってではありますけれども、臨時財政対策債を除

く市債発行額を毎年度元金償還分以内とするとい

うのも、これも一時凍結と。あるいは、財政調整

基金、減債基金残高期間中の下限額１８億円を１

０億円というふうに大幅に総計の後期の中では見

直すということを考えるのがあって、今、今回の

不調に終わった資材費の高騰、あるいはこれから

大きな中間処理施設の建設ですとか、先ほども議

論になっていました名寄中学校、あるいは名寄東

中学校の改築、改修、さらには図書館、児童セン

ターといろいろ公共施設の老朽化している施設の

ものを控えている状況にあって、本当にまた財政

規律を見直していくようにお考えが副市長の頭の

中にあるのか、あるいは去年の１１月に言ったこ

のことは最低限厳守して臨むという決意を持って

いらっしゃるのかお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今非常に難しいかじ取

りにあるのは間違いないです、財政におきまして

は。今回資材高騰ということはありますけれども、

ちょっと繰り返しになります。これがいつまで続

くのか、一過性のものなのか、これ非常に判断難

しいのですが、少なくとも財政運営の中ではこう

いった傾向が続くものという認識の中で進めるこ

とが肝要だと思っております。財政規律につきま

しては、今持っている、今佐藤議員おっしゃられ

た財政規律のままでいけるかどうか、これ今判断

はしておりませんけれども、先ほど申しました全

ての建設事業を並べてみたときにどれぐらいにな

るかというのは、それと起債については交付税の

償還がついてくるものを主に使っておりますけれ

ども、その中で組めるかどうか非常に難しいと思

っております。現状の財政規律の中で難しいと思

っております。ですので、それに代わる新しい財

政規律をつくることができるのか。間違いなく言

えるのは、何らかの財政規律をもって進めないと

この名寄市の財政はいつどうなるか分からないと

いう状況はこれ間違いないと思いますので、新し

い財政規律をつくるのか、それとも今までの財政

規律でいけるのかについては今まだ全ての材料出

ておりませんので、判断は保留しておりますけれ

ども、間違いなく非常に厳しい財政運営をしなけ

ればならないのはあります。例えば今お話しのと

おり、ごみの中間処理施設についてはこれは衛生

施設事務組合のほうでやる事業ですけれども、名

寄市においては負担金という形でそこを進めてい

くことになります。かなり大きな事業ですので、

これがどうなるかというのも非常に大きな要因に

なるかと思います。今全てのことで判断するのは

できないというようなお話になるかと思いますけ

れども、少なくとも夏からは総合計画の議論が活

性化してまいりますので、それと並行作業になる

かもしれませんけれども、どういう財政規律が必

要なのか、財政規律の裏づけとしてどういう考え

でいくのか、これは早急にまとめなければならな
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い本当に大事な課題だと思っておりますので、情

報の精査も含めてもうしばらくお時間をいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） もうしばらくといっ

てもいつまでもうしばらくなのかちょっと分から

ないです。副市長の頭の中で施策を優先するのか、

あるいは財政を優先するのか、どういう判断をさ

れているのかが１つと、私はある意味いつもここ

何年か、それこそ小泉内閣の改革以降名寄市の財

政というのは非常に厳しい状況が続いているとず

っと言い続けて、市民の皆さんにも我慢を強いて

きたものがありますので、やはり財政というのは

市民が安心して暮らせる基礎だというふうに思い

ますし、そういう意味では事業の見直しも含めて

大胆にやる。先ほど石橋部長は既成概念にとらわ

れずという発言をされましたけれども、まさにこ

れから財政施策においても既成概念にとらわれな

いでやるべきだと思いますけれども、その辺につ

いては市長から言葉でいただいて終わりたいと。

〇議長（東 千春議員） いいですか。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既成概念にとらわれない

大胆な発想で市政運営を進めるべきだということ

でしょうか。難しい質問です。必要な施策は必要

な施策でしっかりとやっていかなければならない

というふうに思いますけれども、一定のやっぱり

財政規律はしっかりと遵守した上で進めていくと

いうこととそのことをしっかりと議会、あるいは

市民の皆さんにお示しをしていくということなの

だろうと思います。どっちが優先ということでは

なくて、そのとき、そのとき必要なことをしっか

りとやっていくということだと思います。また、

今コロナ禍が終息しつつある中で、新しい名寄市

を展望していかなければならない時期にあって、

非常に大事な時期だとも思いますので、なおさら

のことやっぱり必要な施策は打っていかなければ

ならぬというふうに思います。今副市長からもお

話ありましたけれども、今までの返す以上に借り

ないというような令和４年度までの中期財政計画

の財政規律は非常に難しいというふうに思います

が、しかしそうはいっても、それに代わるような

新しい物差しということも今ありましたけれども、

市民の皆さんにそうはいっても今こういう状況で、

こういったことをしっかりと守りつつ必要な施策

は打っていくというようなことをしっかりと説明

をしていくと。そして、皆さんに納得いただきな

がら前に進めていくということが大事だなという

ふうに思っているところでございます。こんな感

じで御納得いただけたでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇市長（加藤剛士君） 納得はしていない。あり

がとうございました。

〇議長（東 千春議員） 川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今市長のほうから納

得いただけるように市民に御説明をしていくとい

うお話がありました。今佐藤議員とのやり取りの

中で、やはりもうここで終わりなのか、まだまだ

あるのではないかという不安は市民の中に広がる

のはこれは当然だというふうに思っています。そ

して、今回継続費補正の変更のところでも１億円

を超える額になっているといったところでは、や

はり納得のできる御説明、市民の中には資材の高

騰はあるだろうなというふうな理解もされるかと

思いますけれども、ここまでの額になるのかとい

う不安といいますか、不信感といいますか、ある

のではないかというふうに思うのですけれども、

その点について再度納得のできる御説明をいただ

ければというふうに思いますが。

〇議長（東 千春議員） 東建設水道部長。

〇建設水道部長（東 聡男君） それでは、詳細

については今回のこの工事についてということで、

ちょっと入札前ですので、差し控えさせていただ

きますけれども、あくまでも一般論として今どう

いうような状況になっているかということで少し

お話をさせていただければと思ってございます。
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今回確かに資材高騰であるということは間違い

ないのですけれども、どの部分ということは言い

ませんけれども、先ほど副市長もおっしゃってい

ましたけれども、物すごく複雑な状況が浮かんで

きてございます。欧米のウッドショックであった

りですとか、またＥＵの経済の関係、もちろんウ

クライナの関係もございます。それらが複雑に合

わさっていろんなことが起きているということで

の判断になろうかと思いますけれども、そこにこ

れからという部分につきましても、先ほどから重

ね重ねになりますけれども、情報を入れながら分

析はしながらということで進めてまいりたいとは

思いますけれども、今回につきましてはその部分

と工期遅らせた部分もございますので、その部分

で若干冬に工事がかかるという部分での上がって

いる部分ということがございますので、大きくそ

の２点でということでございますし、随時情報を

集めながら私どもも計画立ててまいりたいなと思

ってございますので、引き続き注視をした中での

計画にしてまいりたいと思いますので、御理解願

いたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今参議院選挙に入っ

て、円安が続いているというようなことがあって、

日本の経済がどうなっていくのかというようなこ

とが皆さんの中で議論がされていく中であります

けれども、やっぱり私たちの市の中で大きな額が

変更になるというのは非常に市民にとっても大き

な負担感はあると思うのです。この額を聞いただ

けでえっというふうに思います。そういった部分

でいろんな、確かに入札もありますから、公開で

きない部分あるとは思いますけれども、やはり市

民の皆さんに伝えるべきものは伝えていただくと

いった体制をつくっていただいて、本当に納得し

ていただけるものをお示しいただけるように強く

求めて、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 意見書案第

１号 ２０２２年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書、意見書案第２号 地方財政の充実・強

化に関する意見書、意見書案第３号 義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、「３

０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保

障の実現に向けた意見書、意見書案第４号 物価

高騰に伴う悪徳商法や便乗値上げを許さない意見

書、意見書案第５号 森林・林業・木材産業によ

るグリーン成長に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書、以上５件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。
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〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 報告第８

号 例月出納検査報告についてを議題といたしま

す。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 閉会中継

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 委員会所

管事務調査報告を行います。

総務文教常任委員会の調査研究項目である公共

交通について委員会の報告を求めます。

総務文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇総務文教常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、総務文教常任委員

会所管事務調査事項報告書を皆さんに御報告いた

します。

当委員会では、公共交通の課題に捉え、地域に

適した持続可能な公共交通を研究することを目的

に人口減少社会における公共交通について「乗り

やすい、乗ってみたい公共交通を目指して」をテ

ーマに令和元年第３回委員会協議から２０回にわ

たり協議を重ねてまいりました。

この間コミュニティバス東西線に説明員を交え

て乗車し、研究を進める一方、北海道当別町コミ

ュニティバス運行事業、広島県広島市住民参加に

よる公共交通確保やぐちおもいやりタクシー、山

口県周南市鹿野地区乗合タクシーふれあい号、福

岡県朝倉市あいのりスクールバス混乗化について

先進地視察を行いました。コロナ禍により多くの

制限がある中では先進地への視察計画も変更を余

儀なくされましたが、視察終了後は精力的に協議

を重ねてまいりました。その内容の概略を御報告

申し上げます。構成は初めに、調査研究の経過、

調査研究の内容、まとめの４構成としています。

初めに、地域課題について確認を行いました。

視察先での各行政機関を取り巻く環境はどこも同

様で、人口減少、高齢化社会、過疎化、経費等の

自治体負担増に課題を抱え、苦労している様子を

見ることができました。しかし、地域の独創的な

取組は特徴ある事例で研修することができ、多く

の知恵と取組方法が参考になりました。名寄市で

も急速な過疎化、少子高齢化、利用者の減少など

の状況下に課題を抱えています。現在運行されて

いる路線バスでは、一部空気を運んでいる状態が

続き、不採算路線となり、自治体財政の圧迫化が

懸念されております。一方で、高齢者の買物や通

院など日常生活を支える公共交通の足は不可欠で

あります。また、高齢者ドライバーによる交通事

故発生の不安も社会問題化し、運転免許返納を考

える高齢者への支援には早急な対応が求められて

おります。この共通認識を踏まえ、調査研究の経

過として、町内会と民生委員にアンケート調査を

行った結果、名寄地区８地域、風連地区９地域の

回答がありました。その中で、買物には冬期間を

含め停留所までの距離があり、タクシー、身内や

友人の車を利用する。病院は名寄市立総合病院、

名寄東病院は利用しやすいが、他病院にはタクシ

ー、身内、友人の車を利用する。風連地区は乗換

えをしないと病院に行けないためタクシー、身内、

友人の車を利用する。コミュニティバスはイオン

バスを利用しているが、全地域でデマンドタクシ

ーへの支援を求めるなどの声とともに、将来も住

民の足の確保を求める要望がありました。その課

題解決の糸口を探るべく道内１か所、道外３か所

の行政視察を行いました。その概要をまとめたの
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が調査研究の内容です。

官民協働運行コミュニティバス運行事業につい

て学んだ北海道当別町では、利用者のニーズを適

格に把握し、路線の廃止、新設に英断をもって取

り組んでいる内容や数年にわたり実証実験の中で

ダイヤの改正、路線変更について住民の声に応え、

利用者の立場に立った運行体制の構築に取り組み、

さらに安全性が確認された運行路線のフリー乗降

区間の設定、先進的な市街地区内のデマンド交通

の導入、大学への無料区間の設置など地域の可能

性と特徴を生かしつつ住民の声に応えていました。

広島県広島市では、住民参加による公共交通の

取組について学びました。公共交通サービスが行

き届いていない中山間地域では、地域が主体とな

り、タクシー会社と運行する乗り合いタクシーを

導入していました。経費の削減と売上げ、地域の

主体性を高めるため地域に一定の負担を求め、持

続可能な公共交通になる制度設計がされておりま

した。

山口県周南市では、鹿野地区乗合タクシーふれ

あい号について学びました。不採算路線を廃止し

て、小学校単位で組織するコミュニティー団体が

委託運行を行っていました。車両や保険は市が提

供する、２種免許がない運転手は国土交通省の講

習を受け、特徴的な取組をされておりました。

福岡県朝倉市では、あいのりスクールバス混乗

化の取組について学びました。登下校時間を除く

時間帯に市が運行するスクールバスを自家用有償

運送として活用し、予約制で一般住民が混乗する

事業でした。

各地域、大変参考になる運営がなされておりま

した。

以上の調査から当委員会として料金に関する提

言、デマンドに関する提言、スクールバスに関す

る提言、ルートと停留所やダイヤに関する提言に

絞り込む必要性を認識したところです。その根底

には、今回の視察で委員全員の根本的な考えが変

わり、住民が主体であること、住民が乗ってみた

い、将来にわたって乗り続けられる公共交通をつ

くり上げていくことの重要性を改めて痛感した次

第であります。この問いかけの中で１０年前には

よかった公共交通も現状の市民理解に立った運行

になっているのかどうか、委員全員の課題となり

ました。その意味で広島市で取り組まれている各

小学校区コミュニティー単位で利用住民参加の活

性化協議会を形成し、住民ニーズ調査や運行調査、

利用調査等を行い、運行会社と地域実情に即した

柔軟なダイヤ改正と路線や時間帯の変更等の協定

を結び、自主運行を行っている事例の検討、また

実証実験を行った上で本格運行に移行していくこ

とは住民の理解も高まり、ひいては公共交通の維

持、存続を果たすことになり、鍵となる乗車率の

向上につながることが期待されます。

郊外地域では、デマンド交通、デマンドバス、

デマンドタクシーの導入に当たりそれぞれの地域

の特徴に応じた運行形態も異なるため、地域住民

のニーズを十分把握し、最良の運行形態を模索す

る必要があります。調査研究を基に協議し、試験

運転に移行した後、本格運行につなげていく丁寧

な方策が有効であると確認いたしました。

あいのりスクールバスの視察では、人口減少、

少子高齢化に伴いあいのりスクールバスの混乗化

の取組について学びました。地域の実情や住民ニ

ーズを的確に把握するため協議会を設け、真に住

民の足になる運行に移行することが重要です。現

状のスクールバスに四、五名の生徒を搭乗させる

のではなく、８人乗りのクラスのスクールバス機

能を付したデマンドバス、デマンドタクシーに変

更し、デマンド式混乗化を進めるべきであると実

践例について研修しました。

まとめに、公共交通による足の確保は福祉、教

育政策との連携も重要であると考えます。健康の

保持、促進を目的に行動範囲を狭めないための高

齢者の足の確保では、無料区間か低料金シーズン

券化による乗車率の向上を図ることが考えられま

す。教育都市宣言のまち名寄として日本最北の公
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立大学を有し、通学はもちろんのこと、そのほか

の移動にも苦慮している大学生を含めコミュニテ

ィバスの利用が必要となるための大学以下の学生

の無料化、低料金化を進め、乗車率の向上を図る

ことも有効だと考えます。

以上の提言をさせていただく中、１０年が経過

した公共交通を見直し、今後の持続可能な公共交

通を目指し、早期に各地域コミュニティー単位、

郊外地域単位の利用者住民参加の活性化協議会を

設置し、地域住民が主体の公共交通の方向性創出

に向かい、地域の方々の利用協力により将来にわ

たる持続可能な公共交通の運行に期待し、総務文

教常任委員会からの乗りやすい、乗ってみたい公

共交通を願う提案とさせていただきます。ありが

とうございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 委員の派

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 委員の派

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇総務文教常任委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、総務文教常任委員

会の視察報告をさせていただきます。

４月２４日から２７日までの日程で５自治体５

か所の視察を行いました。初日は、名寄市から広

島市への移動日として、翌日午前中に広島市役所

を訪問し、住民参加による公共交通の取組につい

て研修しました。広島市では、郊外部の住民団地

や中山間地域の公共交通サービスが十分に行き届

いていない地域において高齢者をはじめとする地

域住民が安心して生活し続けるため、生活交通の

確保が課題でありました。鉄軌道やバスなどの自

動車公共交通確保の拡充を組み合わせた持続可能

な公共交通のネットワークづくりに取り組んでい

る中、郊外の中山間地域における生活交通確保の

拡充については郊外部の住宅団地に公共交通サー

ビスが十分に行き届いていない地域において、地

域が主体となって活性化協議会を結成し、運行会

社と協定を結び運行する乗り合いタクシーの導入

については、地域からの相談に応じ住民アンケー

トのノウハウの提供と、さらに検討が進むと実証

運行を実施し、本格運行に移行しております。財

政支援は、地域が主体の生活交通事業運行補助金

交付要領が制定されており、内容は経常費用の人

件費、燃料費、修繕費、減価償却費から経常収入

を差し引いた額の４分の３を乗じた額から国の補

助金の額を助成し、残りの４分の１は運営団体の

活性化協議会が負担する。その財源の確保は自動

販売機の設置、イベントの実施、時刻表、バス停

への広告の掲載等などを行っており、確実に利用

者の増加傾向がありました。名寄市では、行政の

責任として運行している市内循環バス、デマンド

バスの運行に１０年が過ぎる中、利用頻度の減少

と地域格差が生じています。広島市のように地域

の住民が主体となり、将来にわたる地域の公共交

通を持続可能にするために地域コミュニティー活

性化協議会が主体となり運行する仕組みに委員全

員が共感を得たところであります。本市もまず地

域の状況を把握し、地域コミュニティーに委ねる

ことも必要に感じました。

午後からは広島県庁を訪問させていただき、広

島県教育委員会担当から広島版学びの変革アクシ

ョンプラン、広島県広島叡智学園の実践について

学びました。広島県は、県の教育の現状を基礎的

な知識、技能の修得には一定の成果があるものの、

学び続ける力に大きな課題があると分析、県内全
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ての学校において学び続ける力を育成するための

主体的な学びを実践することを目指し、平成２６

年、広島版学びの変革アクションプランの策定を

行い、小中高の系統的な対策に着手しました。そ

の中で学びの変革を先導的に実践する学校が必要

となり、グローバルリーダー育成校を設置するこ

ととし、誕生したのが広島県立広島叡智学園であ

ります。学園のミッションは、学びを通して平和

な社会づくりを実践し続ける存在となることを目

指すことであります。社会の持続的な平和と発展

に向け世界中のどこにおいても地域や世界のより

よい未来を創造できるリーダーを育成する学びの

変革の目指すべきモデルとなることをビジョンと

しています。また、グローバルな視野、地域に根

差した心の双方を大切にし、主体的に学び続ける

ラーニングコミュニティーを形成することをバリ

ューズとして、地域の協力で成り立つ学校を目指

しています。叡智学園の特色としては、ハーバー

ド大学とスタンフォード大学など海外の大学の入

学資格を得られる国際バカロレア認定校である、

実社会の課題解決に挑戦する国際共同型プロジェ

クト学習の現実の課題に向き合う、３つ目、少人

数授業やオンライン交流などにより英語力を育成

する、４つに学年を超えた仲間や留学生との共同

生活を行う全寮制での学習や生活、５つに外国人

留学生、８か国から１２人を受け入れ、多様性の

あふれる学習環境である点を挙げることができま

す。これらの特色に感動しました。映像による学

園生活の紹介では、平和、世界、地域との一体感

などの成果は叡智学園が巻き起こしている学びの

変革を十分に感じることができ、生徒たちの表情

は自信と笑顔にあふれ、叡智学園での生活の充実

感を感じ取ることができました。名寄において新

設高校像について議論も終盤を迎えていますが、

今回の視察を通して地域との連携は重要な視点の

一つと感じました。

３日目は、山口県岩国市市庁舎建設のコンセプ

トについて学びました。旧庁舎は昭和３４年７月

に建設され、半世紀近く経過、経年劣化や業務の

多様化、オンライン化の進展に伴い執務室の狭隘

化、分散化が進み、市民サービスの著しい低下が

課題となっていました。また、平成１３年３月に

発生した芸予地震によって建物を支える柱、壁、

はりにひび割れが生じるなどの大きな損傷を受け、

耐震診断でも耐震性能の低下が認められました。

新庁舎への建設に向けて平成５年に庁舎建設基金

を設立、毎年積立てを実施し、基金積立ての増額

を図るとともに、岩国市に米海兵隊の沖縄第１海

兵隊航空団の航空機１２０基、隊員１万人を受け

入れ、海上自衛隊が駐留するための防衛施設庁に

対し補助要望活動を展開し、平成１５年度、基本

設計から防衛施設庁の補助事業として実施が決定

をいたしました。市庁舎建設のコンセプトは、市

民の皆様に開かれた施設にすることを基本方針と

して掲げ、市庁舎の内外に市政への参加交流を促

す情報提供の場、住民の皆様のコミュニケーショ

ンの場、地域の活力づくりの場としました。また、

できるだけ間切りを少なく、来庁者に開放的な印

象を与える開放スペースの設計を進めました。バ

リアフリー対応には、平成６年に高齢者、身体障

害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促

進に関する法律が施行され、これに基づき計画建

設を行い、具体的には段差のない構造とし、車椅

子の方に配慮した通路幅やトイレの設置を行いま

した。また、震災機能の取付けにより地震による

損傷を防ぐ速やかな初動態勢を取れる庁舎とし、

２階に危機管理課を配置し、隣の部屋には災害時

に通常の会議室として利用でき、災害時に災害本

部に使用可能な部屋として必要な通信、電子機器

の防災機能整備をしています。また、環境への配

慮は深夜電力を活用し、冷暖房のため冷温水蓄熱

槽を設置、照明設備には調光センサー、窓側サッ

シのダブルスキン、トイレの排水への雨水利用、

地下熱を利用するクールチューブを利用した空調

設備を設置し、太陽光発電設備を設置しています。

今回の視察を行い、庁舎建設の一番の問題は財源
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の確保であり、岩国市のように防衛施設庁が沖縄

アメリカ海兵隊航空団の受入れに伴って、約５５

％の補助金の影響は大きいと感じました。名寄市

も庁舎も４５年が経過する中、庁舎整備委員会を

設置し、方向性について協議を進めるべきと感じ

ました。

午後からは山口県周南市役所を訪問し、周南市

の鹿野地区等乗合タクシーふれあい号について学

びました。周南市では、地方バス路線維持対策事

業により路線バスの補助を中心に市民生活の足の

確保に取り組んでいました。しかし、過疎化や車

社会の進展による路線バスの乗車は減り、補助金

額は年々増加しております。平成１５年８月に市

民の交通手段確保の庁内組織に周南市交通問題検

討会を設置し、平成１６年８月、生活交通の維持、

確保及び活性化を図り、市民が安心して生活でき

る快適な環境づくりのため周南市生活交通活性化

委員会を設置し、アンケート調査を実施してまい

りました。平成１７年１２月に市長に提案された

委員会報告では、１つには不採算部門の取組とし

て、人口減少の割合が高い周辺地域では不採算路

線が多い。バス事業が撤退する可能性が高いこと

から、こうした事態を回避するための利用率の向

上の取組について、２つ目には新たな交通システ

ムの導入では不採算路線の利用促進に努力したが

結果バス路線の補助金削減に至らなかった場合、

本当にその地域にとってバス路線が必要かどうか、

路線バス以外効率的かつ効果的な方策があるので

あれば、新たな交通システムの導入を検討すると

いう提案、３つ目には地域の実情に即したより効

率的かつ効果的な運行を図るため福祉、教育の施

策を勘案しながら状況に応じた生活交通の確保を

図ることという提案がなされました。この提案を

受け、不採算路線を多く抱えている鹿野地区で新

たな交通システムの導入の検討の取組が開始され

ました。利用者状況の確認、利用者促進の検討を

実施するため、地域住民代表から構成する鹿野地

域等生活交通協議会においてコミュニティー交通

の地域組織を形成し、地域の十分検討の上で周南

市地域公共交通会議に承認を得て、平成１９年１

０月より導入となりました。導入後、地域の意向

を踏まえ、利用しやすいようダイヤの改正、運行

内容の見直し、運行の維持を図っているそうです。

人口減少や少子高齢化、バス利用者の減少による

財源負担の増加、公共交通の担い手の不足の深刻

化等、地域の特性により様々な問題はありますが、

周南市にも本市にも共通の課題があり、今回の行

政視察において交通弱者が利用しやすい公共交通

の取組、課題解決に向けた考え方等、参考になる

点は多々ありました。今後名寄市における公共交

通の取組に反映していきたいと考えております。

最終日となる４日目は、福岡県朝倉市役所に訪

問し、スクールバス混乗化の取組について学びま

した。平成１８年３月に市町村合併により市内の

公共交通体系がばらばらのままであり、サービス

レベルの調整が必要でありました。内容としては、

既存公共交通機関を有効に活用しつつ、路線バス

を中心とした公共交通システムを構築する計画と

運行便数が少なく利用者も少ない、行政の赤字補

填により存続させている既存バス路線を廃止しま

した。代わりに乗合タクシー事業に転換を行い、

同地域内を運行させています。小中学生用スクー

ルバス通学時には混乗化はさせませんが、日中は

間合いの時間に予約により一般住民が乗車するこ

とでスクールバス混乗化を進めています。これに

より、朝倉地域は平成２１年には交通空白率が５

７．３２％と高かったのですが、平成２３年度か

らは空白率ゼロ％となりました。また、市の負担

額は年々増加傾向にあり、事業の効率化等による

維持費の抑制が大きな問題の一つとなり、利用者

や沿線住民の理解を得ながら輸送サービス水準の

適正化や平準化に向け取組を進め、利用促進につ

なげています。少子高齢化、人口減少社会、行政

負担の課題、名寄市にとって共通するものがあり、

朝倉地域公共交通総合連携計画の事業の取組は、

名寄市に置き換えて考えることができる内容であ
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りました。特に地域の実態に応じた実証実験を行

い、適時事業転換に結びつけ、変化に合わせた見

直しを行い、その都度より有効な運行体系を探っ

ていく取組は今後名寄市の参考になりました。そ

の際、最も重要とされるべきものは利用者や沿線

住民の声であり、市民理解を十分に進め、持続可

能な公共交通維持を目指すことが最も重要と考え

ております。

なお、各委員記載の詳細及び資料を含め議長に

提出してありますので、御一読いただければ幸い

と存じます。

以上、総務文教常任委員会視察報告とさせてい

ただきます。大変にありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

ここで、小野教育長より発言を求められており

ますので、これを許します。

小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 議長のお許しをいただ

きましたので、一言退任の御挨拶を申し上げます。

私は、平成２３年７月に着任以来１１年間にわ

たり加藤市長の下、微力ではありますが、名寄市

の教育行政に携わらせていただきました。この間

学校教育においては教育改善プロジェクト委員会

を立ち上げ、子供たちの生きる力、すなわち知、

徳、体の調和の取れた子供たちの育成を目指して

まいりました。また、社会教育では市民の皆さん

が夢と希望を抱き、生きがいのある人生を送るこ

とができる生涯学習社会の実現を目指し取り組ん

でまいりました。とりわけ子供たちの生きる力の

育成では、確かな学力や豊かな心、健やかな体を

バランスよく育む教育活動の充実に向け、校長を

はじめとする教職員、保護者、地域の皆様の絶大

なお力添えをいただきましたことに心より感謝を

申し上げます。おかげさまで学力、体力の向上で

は全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能力

調査等において市の平均が全国平均を超えるなど

一定の成果を得ることができました。豊かな心の

育成では、北国博物館や市立天文台と連携し、関

取、名寄岩や市立木原天文台の開設者、故木原秀

雄氏を題材とした名寄市としての道徳教材の開発

をすることができました。また、およそ１０年を

かけて進めてまいりました小中一貫教育やコミュ

ニティ・スクール構想の体制整備、義務教育学校

への開校準備、大学との連携による特別支援教育

の推進はもとより、小中高いじめ防止サミットの

開催、市内高等学校の再編統合への対応など多く

の今日的な教育課題にも対応させていただきまし

た。さらに、ここ数年はＧＩＧＡスクール構想や

働き方改革と連動した部活動改革の推進、不登校

児童生徒への対応としてはスクールソーシャルワ

ーカーの導入や学びを保障する１人１台端末の活

用などについても今後の方向性を見いだすことが

できました。このようにこれまで改善と改革を念

頭に置いて１１年間歩み続けてこれましたのも、

市長や副市長の深い御理解と部次長をはじめとす

る管理職の皆さん、職員の皆様、そして議員の皆

様や市民の皆様の温かい御支援のたまものであり、

心よりお礼と感謝を申し上げます。

今後も加藤市長を先頭に名寄市の人づくり、ま

ちづくりがさらに充実、発展していくことを願い、

退任に当たっての御挨拶といたします。長い間お

世話になり、誠にありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） これをもちまして、令

和４年第２回名寄市議会定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時３４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 塩 田 昌 彦
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質 問 文 書 表 （代表質問）

令和４年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 田 典 幸 １ 加藤市政４期目の基本政策について

（Ｐ ３２） (1) 名寄市総合計画（第２次）の着実な推進について

(2) 連携の強化について

(3) ポストコロナを見据えたまちづくりについて

２ 名寄市が直面する行政課題への対応について

(1) 新型コロナウイルス感染症への今後の対応について

(2) 王子マテリア株式会社名寄工場跡地の利活用について

(3) 老朽化する公共施設等への対応について

(4) 人口減少への対応について

３ 保健・医療・福祉行政について

(1) 名寄市立総合病院の機能強化について

(2) 名寄東病院の今後のあり方について

(3) 子育て支援の推進について

(4) 医療介護連携ＩＣＴの推進について

４ 地域経済の活性化について

(1) 新型コロナの影響に対する今後の支援策及び消費喚起策について

(2) 地元企業の官公需受注機会の増大について

(3) 市内中小企業の人材確保について

(4) 名寄市観光振興計画（第２次）の具現化に向けた取り組みについ

て

(5) 地域通貨の導入について

５ 農業の振興について

(1) 担い手の育成と確保について

(2) 労働力確保対策について

(3) 農業法人化への支援について

(4) 水田活用交付金の交付要件見直しに関する本市としての対応につ

いて

６ 冬季スポーツ拠点化に向けての取り組みについて

(1) 合宿・大会誘致の推進に向けての施設等整備について

令 和 ４ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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(2) ２０３０冬季五輪札幌誘致へのかかわりについて

７ 教育行政について

(1) コミュニティスクールの今後あるべき姿について

(2) 義務教育学校開設により期待される効果と目指すべき学校運営に

ついて

(3) 新設高校への支援の考え方について

２ 高 野 美枝子 １ 令和４年度市政執行方針について

（Ｐ ５３） (1) 名寄市総合計画（第２次）後期計画について

(2) 恒久平和について

(3) 当面する名寄市の課題について

(4) 予算編成と財政展望について

２ 保健医療福祉行政について

(1) ウイズコロナ・アフターコロナ対応について

(2) 高齢者施策の推進について

(3) 子育て支援の推進について

(4) 少子化対策について

(5) 地域医療の充実について

３ 経済建設行政について

(1) 「ウイズコロナ」「アフターコロナ」「ポストコロナ」のまちの

賑わいについて

(2) 地域経済の循環について

(3) 自然を活かした観光のあり方について

(4) 薬用植物の産地化について

(5) 農村・農業の振興について

４ 名寄市立大学の運営について

(1) 助産師課程、大学院設置について

(2) 独立行政法人化について

５ 教育行政について

(1) 学校教育の重点施策の展開について

(2) 市内小中学校の今後の施設整備の考え方について

(3) 市内高等学校の充実について

(4) 生涯学習社会の形成について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和４年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 下水道事業の経営戦略推進に向けて

（Ｐ ７８） (1) 下水道事業経営戦略の進捗状況について

(2) 下水道事業の現状と課題について

(3) 将来の需要予測と経営健全化の取り組みについて

２ 魅力ある市立大学運営について

(1) コロナ禍における各種対応について

(2) 大学院設置への具体的な取り組みについて

(3) 独立行政法人化の取り組みについて

２ 山 崎 真由美 １ 環境美化による安全安心の確保を

（Ｐ ８９） (1) 空き家に対する取り組みについて

(2) ごみのポイ捨てゼロを目指す取り組みの施策を

２ 生涯スポーツの振興に対する施策について

(1) 生涯スポーツの振興を目指す上での行政機構について

(2) 地域に浸透したスポーツ施策の展開について

３ １８歳成人年齢の引き下げについて

(1) 主権者教育及び消費者教育について

(2) 各種計画への若年層意見の反映について

３ 遠 藤 隆 男 １ 保育サービスの充実について

（Ｐ１００） (1) 保育士等不足の現状と影響について

(2) 人材確保の対策と取り組みについて

(3) 夜間保育・休日保育の現状等について

２ 高齢者福祉施策の推進について

(1) 人材不足による介護サービスへの影響と課題等について

(2) ２０２５・２０４０問題と人材確保に向けた対策と考え方につい

て

(3) 医療介護連携情報共有ＩＣＴ事業について
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４ 今 村 芳 彦 １ ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業にかかわって

（Ｐ１１３） (1) 事業概要について

(2) 現段階での課題と対策は

(3) 将来あるべき姿の部活動を目指した取り組みは

２ 名寄市病院事業について

(1) 国策との連携による新たな強化プランの策定に向けた取り組みに

ついて

５ 富 岡 達 彦 １ 消費税インボイス制度について

（Ｐ１２８） (1) 市内の免税事業者数の把握について

(2) インボイス制度の周知と相談体制について

(3) 企業会計に係るインボイスについて

(4) 地域循環経済や総合計画などへの影響について

２ 市民と愛玩動物との共生について

(1) 本市の多頭飼育崩壊と野良猫対策について

(2) アニマルウェルフェアと殺処分ゼロに向けた取り組みについて

(3) マイクロチップの装着義務化について

(4) 不妊去勢手術の助成・補助金について

６ 倉 澤 宏 １ 公共施設整備とまちづくりについて

（Ｐ１４０） (1) 名寄市立地適正化計画と名寄市公共施設等再配置計画について

(2) 学校施設整備について

(3) 都市再生整備計画と子育て支援施設について

(4) 保健、衛生、コミュニティの醸成施設について

(5) まちづくりのグランドデザインについて

２ 会計年度任用職員の処遇について

(1) 任用と配置について

(2) 人材確保について

(3) 国への要請等について

７ 五十嵐 千 絵 １ 子ども・子育て支援の充実に向けて

（Ｐ１５１） (1) ＨＰＶワクチン接種について

(2) 母子健康手帳のより良い活用について

(3) 多様な家族の形に寄り添った支援について
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８ 佐 藤 靖 １ 教育宣言都市 名寄の現状と課題 そして将来像

（Ｐ１６１） (1) 教育長１１年を振り返って

(2) 教育環境について

(3) 途上にある名寄市総合計画（第２次）について

(4) 耐震構造上に加え、老朽化の激しい社会教育施設について

(5) 市内外から入学生が希望される魅力ある高校像とは

(6) 名寄市の文化度について

(7) 教育長が理想とする教育宣言都市とは

(8) 次代に引き継ぐ課題は

９ 高 橋 伸 典 １ 物価高騰等に対する学校給食費の取り扱いについて

（Ｐ１７５） (1) 食材調達の現状と今後の見通しについて

(2) 地方創生臨時交付金の活用を

(3) 地産地消の推進を

２ 原油価格・物価高騰等総合緊急対策について

(1) 生活に困窮する方々への生活支援の考え方について

(2) 子育て世帯の対象拡大や給付額の上乗せについて

(3) 水道・下水道料金をはじめとする公共料金の負担軽減について

(4) トラックなどの物流事業者の支援について

３ 母子健康手帳の名称について

(1) 親子健康手帳について

１０ 川 村 幸 栄 １ 高齢者への支援策について

（Ｐ１８３） (1) 除雪、草取り、買い物などの日常生活支援について

(2) 補聴器購入支援について

(3) 運転免許証返還後の移動支援について

(4) 障がい高齢者への支援について

２ 名寄市立大学の独立行政法人化について

(1) 独立行政法人化について市長の考えは

(2) 進め方とスケジュールについて

令 和 ４ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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令和４年第２回名寄市議会定例会議決結果表

令和４年６月６日～令和４年６月２３日 １８日間

本会議時間数 １７時間０６分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁 ― ― 4. 6. 6
第 １ 号

償に関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市ピヤシリスキー場条例の一部改正につ 4. 6. 6 4. 6.14 4. 6.23
第 ２ 号

いて 経 済 建 設 常 任 可 決 す べ き 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に ― ― 4. 6. 6
第 ３ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 4. 6. 6
第 ４ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（令和３年 ― ― 4. 6. 6
第 ５ 号

度名寄市一般会計補正予算（第１２号）） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（令和３年 ― ― 4. 6. 6

第 ６ 号 度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算 ― ― 承 認

（第２号））

専決処分した事件の承認について（令和３年 ― ― 4. 6. 6

第 ７ 号 度名寄市立大学特別会計補正予算（第３ ― ― 承 認

号））

令和４年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 4. 6. 6
第 ８ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 4. 6.23
第 ９ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 4. 6.23
第 １ ０ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市食肉センター事業特別会計 ― ― 4. 6.23
第 １ １ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 4. 6.23
第 １ ２ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 4. 6.23
第 １ ３ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 4. 6.23
第 １ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 令和３年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰 ― ― 4. 6. 6

第 １ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和３年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰 ― ― 4. 6. 6

第 ２ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和３年度名寄市病院事業会計予算繰越計算 ― ― 4. 6. 6

第 ３ 号 書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和３年度名寄市水道事業会計予算繰越計算 ― ― 4. 6. 6

第 ４ 号 書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 4. 6. 6
債権放棄の状況報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 4. 6. 6
公害の現況に関する報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 4. 6. 6
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 4. 6.23
例月出納検査報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 4. 6. 6
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 ２０２２年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 4. 6.23

第 １ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 4. 6.23
地方財政の充実・強化に関する意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 4. 6.23
意 見 書 案

への復元、「３０人以下学級」など教育予算 ― ― 原 案 可 決
第 ３ 号

確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

意 見 書 案 物価高騰に伴う悪徳商法や便乗値上げを許さ ― ― 4. 6.23

第 ４ 号 ない意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 森林・林業・木材産業によるグリーン成長に ― ― 4. 6.23

第 ５ 号 向けた施策の充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 4. 6.23
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 4. 6.23
委員会所管事務調査報告

― ― 報 告 済

令 和 ４ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 4. 6.23
委員の派遣について

― ― 決 定

― ― 4. 6.23
委員の派遣報告

― ― 報 告 済

令 和 ４ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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